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調査時の食事



は じ め に

秋田県には、白神山地に代表される豊かな自然、ナマハゲや竿燈などの祭り

行事や民俗芸能、発酵食をはじめとする特色ある食文化、縄文遺跡群に代表さ

れる歴史的な遺産など、有形無形の多彩な文化財が受け継がれています。

このうち、食文化については、これまで文化財の視点からの調査は行われて

おらず、地域性が薄れていく中、変容や消滅の傾向にありました。秋田県では、

文化庁が令和元年に「郷土食調査実施要項」を定めたことを受け、地域固有の

食材や調理法などを用いた民俗文化財である郷土食について調査を始めること

としました。

本調査は、本県の郷土食の保存と活用を図るため、県内の現況を把握し、文

化財的価値を明らかにすることを目的として、文化庁の補助を受けて実施した

もので、全国初の試みであります。

調査を通じて、過疎化や世代間の断絶、生活様式の変化等により、郷土食の

継承が困難になりつつあることが、浮き彫りとなりましたが、一方では、各種

団体や個人による継承への取組も多く確認することができました。本調査によ

り明らかになった現状について多くの県民が知り、関心をもっていただくこと

が、継承にあたり重要であると考えています。

今後、各市町村、地域住民、食に携わる関係者等が、本報告書の内容を共有

し、郷土食の継承に活かしていただければ幸いです。

最後に、本調査にあたり御尽力いただいた調査委員をはじめ、御指導をいた

だきました文化庁、聞き取りや実演に御協力いただいた皆様に厚く御礼申し上

げます。

令和６年３月

秋田県教育委員会

教育長 安田 浩幸



秋田県の郷土食調査に寄せて

食は人びとが生活を営む上で、不可決な生活文化の一要素です。

一概に食文化といってもそのあり方は、地域の風土や歴史によって様々な特

色があるとともに、長い年月の中でそれぞれに変化を伴いながら今日に至った

といえます。このように空間軸において、また時間軸においても変化しながら

現在の形を保ってきた文化について、その現在のありようを記していくことは

大いに意義のあることです。また、こうした記録を残していくことは、未来を

生きる次世代に対して少なからず指針をあたえることになるものと考えます。

本調査における調査の内容が、今後の秋田県における食文化を考える上での

一助になれば幸いです。

本事業はコロナ禍の中で始まった事業であり、当初からオンラインでの打ち

合わせが続き、対面で会議が開催されたのは事業が２年目に入ってからのこと

でした。こうした状況下にあっても、実際に郷土食を作っていただいた方々や、

貴重なお話をお聞かせいただいた方々の御協力により、本事業は完結すること

ができました。御協力いただきました皆様に心より感謝申し上げます。また、

本事業について御指導をいただきました文化庁をはじめ関係機関の皆様にも厚

く御礼申し上げます。

令和６年３月

秋田県の郷土食調査委員会

委員長 髙橋 正



例 言 

 

１ 本書は、令和３年度から５年度までの３年間、国庫補助事業「民俗文化財調査（祭り・行事を含

む）事業」として実施した秋田県の郷土食調査事業の報告書である。 

 

２ 本事業の事務局は、秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室に置いた。 

 

３ 調査事業の実施にあたっては、秋田県の郷土食調査委員会（以下「調査委員会」）から指導・助

言を受けるとともに、調査と記録については調査委員会の委員等に依頼した。 

 

４ 執筆分担は次のとおりである。事務局以外による場合は、文末に執筆者名を記した。また、文中

の写真や図表等の番号は章ごと（第３章では項ごと）に番号を付しており、報告書全体の通し番号

ではない。 

第１章 調査概要 ・・・・・・・・・・・・・髙橋正、事務局 

第２章 秋田県の郷土食 ・・・・・・・・・・髙橋正、事務局 

第３章 特色ある郷土食 ・・・・・・・・・・各委員、事務局 

第４章 調査を振り返って ・・・・・・・・・石垣悟 

 

５ ３年間の調査では、地域住民及び県立学校の家庭クラブなどからも格別の御協力をいただき、多

くの情報を収集することができたが、県内すべての地域を網羅的に調査するには至らなかった。 

 

６ 詳細調査の対象である特色ある郷土食の名称については、調査委員会の指導・助言を受け、代表

的な呼び方を事務局で選定したが、ひらがな表記、カタカナ表記、漢字表記などは、必ずしも各地

域で使用されているものと一致するとは限らない。郷土食等一覧表の名称は、調査時の聞き取りに

よる呼び方をそのまま記載した。 

 

７ 本書に掲載した郷土食の作り方や原材料等は、調査先での代表的な一例であり、地域や家庭によ

り異なる場合がある。 

 

８ 本書に掲載した写真は、特に断りのない限り、各調査担当者及び事務局が撮影したものであり、

各調査票とともに事務局が保管している。その他の写真の提供先は、巻末に記した。 

 

９ 本調査の実施にあたっては、文化庁文化財第一課の指導・助言をいただいた。 

 

10 本書の編集は、調査委員会の指導・助言を受け、事務局が行った。 
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調 査 概 要

第１章





第１節 調査の必要性と社会的背景

秋田県の郷土食調査事業では、調査対象の郷土食を「地域の自然環境や歴史を反映しており、概ね

昭和30年頃までに定着した日常食または行事食」と定義づけた。その上で、地域固有の食材や調理法

を用いた民俗文化財と捉え、現況を調査によって把握し、主要な事例については調理・製造等の技術

を記録することとした。この記録をもとに地域的特色を明らかにし、本県の郷土食の保存と活用を図

ることを本事業では目的としている。

本事業で郷土食を調査する必要性については、次のような社会的背景があると考えている。第一に、

食文化が画一化していく傾向にあるという状況である。これは、インターネットや SNS の普及等に

より、特定のレシピを容易に知ることが出来るようになったため、家庭の味の伝承とは異なる形で、

地域に伝承された味とは限らないレシピが広く伝わっていく傾向である。また、ネット通販の普及等

により物流が広域化し、現地に行かなければ手に入らなかった食材や調味料等が容易に手に入るよう

になったことも、郷土食という概念が多様化された一因ではないかと考える。

第二には家庭の味が伝承されにくい状況にあることで、その要因の一つは核家族化の進行という社

会的状況がある。祖父母と同居する家族が少なくなったことが、各家庭に伝わってきた料理が次世代

に伝わりにくい現象につながる一要因ではないかと推測する。それに加えて、前述した食文化の画一

化という状況がさらに追い打ちをかけていると思われる。

また、これとは別の要因であるが、平成30年に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、

「HACCP に沿った衛生管理」が制度化され営業許可制度の見直しが行われた。これは、食品の製造

・流通がグローバル化する昨今、食品の安全性をより確保することが、世界共通の課題であることに

対応した制度であり、その重要性は理解しつつも、県内で漬物等の食品を製造し直売所などで販売し

ていた個人の生産者からは、衛生管理設備の改修や新設などの課題を抱えたという声を調査の中で伺

うことがあった。

第三には食文化に限ったことではないが、先人の知恵や工夫には、現代を生きる私たちにとって学

ぶことが少なくないということがある。一例を挙げれば、床を拭くときに米のとぎ汁を使うと汚れが

落ちやすくなるとともに、ワックスのような効果があるという知恵はよく聞かれる。

食文化についても、食べ合わせの禁忌や食材のあく抜きの仕方などは､先人の知恵のたまものであ

ると考える。加えて、食材の旬を大切にし､それを上手に食べる方法なども､長く伝えられた財産であ

ると考える。

しかしながら上記のような社会的変化は、食文化における先人の知恵や言い伝えを伝承しづらくし

ている面が少なくないように思われる。こうした点から、秋田県内に伝承されてきた郷土食を記録し､

それを次世代へと伝承することの意義は少なからざるものと考える。

（髙橋 正）
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第２節 目的・調査要項等 

 

 事業実施にあたり、文化庁の「郷土食調査実施要項」に基づき、「秋田県の郷土食調査実施要項」及び

「秋田県の郷土食調査ガイドライン」を定め、調査を進めることとした。また、各年次ごとの調査について

はそれぞれ実施要領（資料１～３）を定めた。 

 

１ 秋田県の郷土食調査実施要項 

（１）目的 

郷土食は、地域固有の食材や調理法を用いた民俗文化財であるが、全国的に地域性が薄れていくとともに、 

変容や消滅の傾向にあり、継承が困難になりつつある。 

全県的な調査により現況を把握し、主要な事例について調理・製造等の技術を記録することで、地域的特色 

を明らかにし、本県の郷土食の保存と活用を図る。 

 

（２）調査主体 

    秋田県教育委員会 

 

（３）調査期間及び内容 

    令和３年度から５年度までの３か年とする。 

  令和３年度 基礎調査 

        ・調査票を使用した市町村（地区）ごとの基礎調査 

        ・県内の郷土食等一覧表の作成 

  令和４年度 詳細調査 

        ・主要な事例の調理・製造等の技術を記録する詳細調査 

  令和５年度 補足調査および報告書の刊行 

                ・「秋田県郷土食基礎調査台帳」の作成 

        ・「秋田県の郷土食」調査報告書の作成 

 

（４）調査体制 

    調査委員会を組織し、県内全域の基礎調査、主要な事例の詳細調査を行う。 

  ア 調査委員会 

・郷土食に関する学識経験者や団体関係者、文化財関係者、県庁内関係部局職員などで構成する。 

・基礎調査を行う地区や地域的特色に関する項目の設定、主要な事例の選定、調査結果の活用方法など 

を検討する。 

      ・郷土食等一覧表及び調査報告書を作成する。 

  イ 調査員 調査地区ごとに委嘱し、調査票による基礎調査を行う。 

  ウ 専門調査員 詳細調査を行い、報告書を執筆する。 
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２ 秋田県の郷土食調査ガイドライン 

調査を円滑に進めるために、本ガイドラインに調査対象及び調査項目を設定し、郷土食の特色を分類、整理す

ることとした。 

 

（１）対象とする郷土食 

  地域の自然環境や歴史を反映しており、概ね昭和３０年頃までに定着した日常食または行事食とする。 

 

（２）調査項目 

  主に以下の調査項目について調査する。①～⑧は文化庁の定める全国共通項目、⑨～⑰は秋田県が独自に定

める項目である。 

  ① 日常的に食されるもので、地域性が高いもの。 

  ② 保存用に作られるもので、地域性が高いもの。 

  ③ 祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。 

  ④ 使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。 

  ⑤ 調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。 

  ⑥ 食され方や盛り付け方に特色があるもの。 

  ⑦ 由来や伝承のされ方に特色があるもの。 

  ⑧ 一体的に伝承される儀礼や作法などに特色があるもの。 

  ⑨ ハタハタを使用したもので、特色があるもの。 

  ⑩ 山菜やきのこを使用したもので、特色があるもの。 

  ⑪ 米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色があるもの。 

  ⑫ 麺類で、特色があるもの。 

  ⑬ 伝統野菜を使用したもので、特色があるもの。 

  ⑭ 鍋料理（貝焼きを含む）で、特色があるもの。 

  ⑮ 飢饉、災害、戦争等の際に備蓄、食された救荒食で、特色があるもの。 

  ⑯ 間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの。 

  ⑰ 発酵食（漬物、調味料、飲み物等を含む）で、特色があるもの。 

 

（３）基礎調査について 

  ア 調査対象者 

    地域住民は、７０代以上で、その調査地区生まれの者のほか、概ね３０年以上居住した者を主な対象と 

する。 

  イ 調査の留意点 

    ① 集団的に伝承されてきたものを重視する。 

      ②  味覚（美味しい・まずい等）や健康面にはこだわらないようにする。 

      ③  継承が途絶えかけているものについては、かつての継承の範囲などを聞き取るようにする。 

   ④ 調査対象者にとって、思い出のある料理や伝えたい料理についても聞き取るよう配慮する。 
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（４）詳細調査について 

  ア 調査対象者 

・専門調査員、市町村、秋田県食生活改善推進協議会、秋田県農山漁村生活研究グループ協議会などか 

らの推薦を基に、事務局が選出する。 

・原則として個人とする。ただし、聞き取り対象者が限定される等の理由により、専門調査員から要望 

がある場合は、団体や業者等を対象者とする。 

  イ 調査分担 

   ・聞き取り及び文書による記録は、原則として専門調査員が行う。 

   ・写真及び映像による記録は、専門調査員及び事務局が行う。 

   ・現地調査と調査記録作成とで、調査日は３日間を基本とする。 

  ウ 調査記録 

   ・委員長、副委員長は、専門調査員による調査記録を確認し、追加調査の必要性等を指示する。 

   ・専門調査員による聞き取り情報の記録、写真・映像等に係る著作権は秋田県に帰属するものとし、 

秋田県の許可なく転用等できないものとする。 

   ・秋田県は、事業の広報等のため、調査記録の概要または一部を使用できるものとする。 
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資料１ 

 

秋田県の郷土食調査基礎調査実施要領 

 

１ 目的 

県内全域を対象とした郷土食の継承状況等を把握し、郷土食一覧表及び調査報告書を作成するのための基 

礎資料とする。 

 

２ 調査期間 

令和３年８月１日から令和４年３月３１日までとする。 

 

３ 調査対象 

（１）調査地区 

１５０か所以上（旧６９市町村ごとに２か所以上）を対象とする。 

（２）調査対象者 

調査地区ごとに地域住民２名以上とし、複数の調査地区の郷土食に詳しい者や各市町村（調査地区） 

の年中行事に詳しい者なども対象とする。 

 

４ 調査方法 

調査地区ごとに、調査員による聞き取り調査を行い、基礎調査票を作成する。 

（１）調査員 

県内の食に係る調査活動に携わった経験がある者、栄養教諭等学校給食関係者、県及び市町村関係部 

局から推薦された者などのうちから、秋田県教育委員会教育長が委嘱する。 

（２）基礎調査票 

別紙「秋田県の郷土食調査基礎調査票」とする。 

（３）調査結果 

① 調査員は、別紙「秋田県の郷土食調査ガイドライン」に基づき、聞き取り調査を行い、調査内容を 

もとに基礎調査票及び調査リストを作成する。 

② 調査員は、基礎調査票等をとりまとめ、別紙「秋田県の郷土食調査基礎調査に係る記録票」ととも 

に、調査期間内の定められた期日までに事務局に提出する。 

③ 調査地区の選定及び基礎調査票等の提出方法等については、調査員と事務局とが協議のうえ決定す 

る。 

④ 事務局は、基礎調査票等をもとに郷土食等の一覧表を作成する。 
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資料２ 

 

秋田県の郷土食調査詳細調査実施要領 

 

１ 目的 

  秋田県の郷土食の主要な事例について、調理・製造等の技術を記録するとともに、事例ごとの特色を明らか 

にする。 

 

２ 調査期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。 

 

３ 調査対象 

    調査委員会が、秋田県の郷土食調査ガイドラインの調査項目ごとに１件以上、全体でおおむね２０件以上を 

選定する。 

 

４ 調査方法 

  選定された事例ごとに、専門調査員が調査を行い、記録を作成する。 

 （１）専門調査員 

     ①  県内の食について専門の知識を有する者、調査委員会及び県関係部局から推薦された者などのうち 

から、秋田県教育委員会教育長が委嘱する。 

   ②  専門調査員は、調査委員会での決定事項及び方針に基づき調査を行う。 

 （２）調査内容 

        秋田県の郷土食調査ガイドラインに基づき、事例に係る聞き取り及び調理・製造等の技術について観 

察・撮影を行う。 

 （３）調査分担 

   ① 事例ごとの調査地の担当や調査記録の方法等については、専門調査員と事務局とが協議のうえ決定 

する。 

   ② 調査補助のために、秋田県教育委員会教育長が調査協力員を委嘱する。 

   ③  調査協力員は、専門調査員及び事務局の求めに応じ、調査を補助する。 

 （４）調査結果 

   ① 専門調査員は、文書に写真や映像等を加えた調査記録を、別紙「秋田県の郷土食調査詳細調査に係る 

記録票」とともに、定められた期日までに事務局に提出する。 

      ②  調査協力員は、専門調査員及び事務局の求めに応じ、記録作成を補助する。 

   ③ 専門調査員及び事務局は、調査結果をとりまとめ報告書の執筆を行う。 
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資料３ 

 

秋田県の郷土食調査補足調査実施要領 

 

１ 目的 

秋田県の郷土食の継承状況等を把握し、主要な事例について、調理・製造等の技術を記録する。また、郷 

土食等一覧表及び調査報告書を作成するための資料とする。 

 

２ 調査期間 

令和５年４月１日から令和５年１２月３１日までとする。 

 

３ 調査対象 

調査委員会が選定した主要な事例及び関連する郷土食とする。 

 

４ 調査方法 

秋田県の郷土食調査詳細調査実施要項に準じ、調査委員及び事務局が調査を行い、記録を作成する。 

ア 調査内容 

・詳細調査未実施の主要な事例 

・詳細調査実施済の主要な事例ごとの追加調査 

・主要な事例の秋田県内における継承現状 

・秋田県の郷土食等一覧表に係る追加調査 

 

イ 調査分担 

・主要な事例ごとの担当調査委員及び事務局が行う。 

・聞き取り及び文書による記録は、原則として調査委員が行う。 

・写真及び映像による記録は、調査委員及び事務局が行う。 

・現地調査と調査記録作成とで、調査日は２日を基本とする。 

 

ウ 調査結果 

・調査委員は、調査記録を定められた期日までに事務局に提出する。 

・調査委員及び事務局は、調査結果をとりまとめ報告書の執筆を行う。 
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第３節 調査の沿革・経過等 

 

１ 調査委員会 

事業実施にあたり、秋田県の郷土食調査委員会設置要綱（資料４）を定め、以下の構成による秋田県の郷土

食調査委員会を設置した。 

 

（調査委員） 

氏   名 所 属 等 

髙 橋   正 委員長 秋田県文化財保護審議会委員 

石 垣   悟 副委員長 國學院大學観光まちづくり学部准教授 

熊 谷 昌 則 委員 聖霊女子短期大学教授 

佐々木 信 子 委員 元秋田大学教育文化学部特別教授 

竹 内 由紀子 委員 女子栄養大学栄養学部食文化栄養学科准教授 

丸 谷 仁 美 委員 秋田県立博物館主任学芸専門員 

吉 尾 聖 子 委員 あきた郷土作物研究会副会長 

（指導・助言） 

氏   名 所 属 等 

前 田 俊一郎 文化庁文化財第一課民俗文化財部門主任文化財調査官 

（オブザーバー） 

氏   名 所 属 等 

冨 樫 知 洋 観光文化スポーツ部食のあきた推進課主査 

大 越 菜々子 農林水産部農業経済課主査 

佐 藤 まゆみ 健康福祉部健康づくり推進課主幹 

 （事務局） 

氏   名 所 属 等 期   間 

武 藤 祐 浩 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室長 令和３年４月～令和５年３月 

五十嵐 一 治 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室長 令和５年４月～令和６年３月 

田 中 博 光 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室副主幹(兼)班長 令和３年４月～令和５年３月 

伊 藤 隆 一 
秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室主任学芸主事 

            文化財保護チームリーダー 

令和３年４月～令和５年３月 

令和５年４月～令和６年３月 

澤田石 啓 子 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室主査 令和３年４月～令和４年３月 

浅 野 晃 子 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室主査 令和４年４月～令和６年３月 

和 泉 洋 介 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室学芸主事 令和５年４月～令和６年３月 
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２ 委員会開催記録 

令和３年度から令和５年度にかけて、以下のとおり秋田県の郷土食調査委員会を開催した。 

  

日時・場所 議   事 

第１回秋田県の郷土食調査委員会 

令和３年５月28日（金） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（オンライン） 

・秋田県の郷土食調査事業実施要項、基

礎調査実施要領、ガイドライン、調査

票について 

・年間スケジュールについて 等 

第２回秋田県の郷土食調査委員会 

令和３年10月26日（火） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（オンライン） 

・基礎調査の進捗状況について 

・秋田県の郷土食等一覧表について 

・詳細調査実施要領について 等 

第３回秋田県の郷土食調査委員会 

令和４年２月22日（火） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（オンライン） 

・事業の経過や基礎調査について 

・詳細調査対象の選定、方法について 

・事業の広報について 等 

第４回秋田県の郷土食調査委員会 

令和４年５月31日（火） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（対面・オンライン併用） 

・詳細調査対象及び担当者一覧について 

・詳細調査の時期及び調査地区について 

・詳細調査の方法について 等 

第５回秋田県の郷土食調査委員会 

令和４年10月27日（木） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（オンライン） 

・詳細調査票について 

・調査報告書について 

・補足調査について 等 

第６回秋田県の郷土食調査委員会 

令和５年２月28日（火） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（対面・オンライン併用） 

・事業の経過や詳細調査について 

・補足調査、調査報告書について 

・今後のスケジュールについて 等 

第７回秋田県の郷土食調査委員会 

令和５年５月30日（火） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（対面・オンライン併用） 

・詳細調査及び補足調査について 

・郷土食の名称、郷土食の定義について 

・調査報告書、アンケートについて 等 

第８回秋田県の郷土食調査委員会 

令和５年11月21日（火） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（オンライン） 

・事業の経過や補足調査について 

・郷土食の名称について 

・調査報告書について 等 

第９回秋田県の郷土食調査委員会 

令和６年１月25日（木） 

秋田県庁第二庁舎高機能会議室（対面・オンライン併用） 

・事業の経過や補足調査について 

・調査報告書について 

・写真及び動画の使用について 等 
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資料４ 

 

秋田県の郷土食調査委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 秋田県の郷土食について全県的な調査により、現況を把握し、主要な事例について調理・製造等の技術

を記録することで、地域的特色を明らかにするため、秋田県の郷土食調査委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 （１）調査地区及び調査項目の設定 

 （２）調査に基づく主要な事例の選定 

 （３）郷土食一覧表及び調査報告書の作成 

 （４）その他郷土食調査事業への指導・助言 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０名以内により構成する。 

２ 委員は、学識経験のある者又は専門的知識を有する者のうちから、秋田県教育委員会教育長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱の日から令和６年３月３１日までとする。 

  （委員長等）  

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

４ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員長が必要と認めたときは、オブザーバーとして、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

 （事務局） 

第６条 委員会の事務を処理するため、秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室内に事務局を置く。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項については、別に定める。  

 

附則  

この要綱は、令和３年５月２８日から施行する。 
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３ 基礎調査 

基礎調査は、14名の調査員（表１）を委嘱したほか、調査委員、事務局が実施した。調査方法等は、前掲の

資料１のとおりである。なお、県内高等学校家庭クラブ（表２）にも協力を依頼した。 

のべ707人への聞き取りを行い、資料数は8,108件となった。この資料を県内８地域ごとに「秋田県の郷土食

等一覧表」として巻末にまとめた。 

 

 表１ 調査員（委嘱順）                      表２ 県内高等学校家庭クラブ 

氏   名 主な調査地区  学 校 名 

加 藤 照 子 鹿角市 秋田県立十和田高等学校 

宮 田 優 子 男鹿市 秋田県立大館桂桜高等学校 

武 田 美知子 北秋田市 秋田県立能代松陽高等学校 

松 田 淳 子 北秋田市 秋田県立五城目高等学校 

五十嵐 麻 美 潟上市、仙北市西木 秋田県立秋田西高等学校 

矢 吹 史 子 にかほ市 他 秋田県立秋田北高等学校 

滝 沢 清 寿 大仙市西部 秋田県立秋田南高等学校 

鈴 木 百合子 横手市東部 秋田県立角館高等学校 

木 村 洋 一 横手市 秋田県立横手清陵学院高等学校 

須 藤 直 子 秋田市河辺、雄和 

泉   牧 子 三種町 

長 澤 孝 秋 大仙市中仙 

齊 藤 仁 美 大仙市東部 

坂 本 佐 穂 仙北市 
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４ 詳細調査及び補足調査 

詳細調査は、専門調査員（表３）を委嘱したほか、調査委員が専門調査員を兼ねることとして実施した。補

足調査は調査委員及び事務局が実施した。調査方法等は、前掲の資料２、３のとおりである。 

表３ 専門調査員 

 

 詳細調査の対象は、県内全域の基礎調査をもとに事務局が詳細調査候補一覧を作成し、希少性や多様性、地域

性などを考慮し、調査委員会が２６件を選定した。以下は、選定の流れである。 

（１）詳細調査候補一覧の作成 

  ① 調査委員及び調査員から候補の推薦を受けた。  

  ② 基礎調査データから事務局が選定したもの及び①をもとに、約50件の一覧表を作成した。 
 

（２）調査候補一覧作成にあたり、次の視点を考慮した。 

  ア）秋田県では一般的であるが、全国的には希少性が高い。 

  イ）秋田県の中では希少性が高い。 

  ウ）秋田県及び全国的に一般的であるが、県内各地域で多様性がある。 

  エ）継承者が限定され、継承が危機にある。 
 

（３）調査委員会で、文化庁の示す調査項目①～⑧の観点を考慮し選定した。日常食、保存食、行事食のバラン

スに留意したが、該当のない調査項目がある。 

氏   名 所 属 等 備 考 

泉   牧 子 
公立大学法人秋田県立大学地域連携・研究推進センター 

コーディネーター 

 

伊 藤 有 紀 東京家政学院大学現代生活学部助教  

本 間   均 大館とんぶり生産組合組合長  

髙 橋   正 秋田県文化財保護審議会委員 調査委員 

石 垣   悟 國學院大學観光まちづくり学部准教授 調査委員 

熊 谷 昌 則 聖霊女子短期大学教授 調査委員 

佐々木 信 子 元秋田大学教育文化学部特別教授 調査委員 

竹 内 由紀子 女子栄養大学栄養学部食文化栄養学科准教授 調査委員 

丸 谷 仁 美 秋田県立博物館主任学芸専門員 調査委員 

吉 尾 聖 子 あきた郷土作物研究会副会長 調査委員 
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第４節 調査票様式 

 

本事業では、次の各様式を用いて情報を収集し、主要な事例について調理・製造等の技術を記録した。 

 

様式１ 秋田県の郷土食調査基礎調査票                        （表面） 

（裏面）  

食材 調味料

調査地（市町村）
   （大字など）

1)名称 （地元での呼び名は？） ５)別名 （他の呼び名、昔の呼び名、他地区での呼び名は？）

２)製造、調理、加工、保存、食する時期 （ いつ作り？いつ食べる？） ６)食べ方、盛り付け方、作法、儀礼、供物、効能など

３)作り方（何を使いどのように作る？）

７)言い伝え、由来、伝承のされ方など

８)場所・施設（製造、調理、加工、保存、食事等）

４）現在の状況 （今も作って食べる？）

９)用具（製造、調理、盛り付け等）

（            頃まで食べていた）

理由：

1１)調査対象者（氏名・生年・居住年数・出身地・連絡先）
1０)伝承団体（連絡先）

調査年月日 ２０２１年    月    日
※ 着色部分（１～４、１１）は、必ず記入してください。
  欄が足りない場合は裏面の「その他」に記入してください。

秋田県の郷土食調査基礎調査票 №

期時るべ食 期時る作

食べる 昔との違い：

食べない

調査者

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

その他（料理にまつわるエピソードや思い出、特記事項があればご記入ください）

関係資料、映像など（ご存知、またはお持ちの場合は記載ください）

地区内・周辺の類似する料理（ご存知の場合はご記入ください）
料理名称 所在地 備考（相違点など）
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様式２ 秋田県の郷土食調査詳細調査票 

秋田県の郷土食調査詳細調査票 

専門調査員氏名：           

【     タイトル     】 

１ 名称 

２ 特色 

３ 伝承地 

４ 伝承地の概要 

５ 作られる時期 

６ 食される時期 

 

７ 郷土食の概要 

 

８ 原材料 

 

９ 作り方 

 

10 食べ方 

 

11  歴史・分布 

 

12 関連する郷土食 

 

13  伝承状況 

 

14  現地調査日・調査地 

 

15 参考文献 

 

 

－ 16 －



秋田県の郷土食

第２章





第１節 地区別にみた郷土食

１ 秋田県の自然的・地理的環境

（１）位置・地形

秋田県は、本州北部に位置し、北は本州最北端の

青森県、東は岩手県、南は山形、宮城両県と接し、

県境部にはいずれも険しい山々が連なっている。西

は日本海に面し、沿岸部の中央には男鹿半島が突出

し、その南北には長大な海浜がゆるやかな海岸線を

形成している。

県境部を南北に連なる奥羽山脈、県中央部を南北

に連なる出羽丘陵が並び、内陸部を東西に貫く米代

川、雄物川、子吉川などの河川が、各地に水の恵み

を与えるとともに、舟運による物流路として重要な

役割を果たしてきた。米代川沿いには盆地が続き、

雄物川沿いに広大な平地が形成されている。

また、かつて全国第２位の広さを誇る湖で、漁業

が盛んだった八郎潟は、昭和30年代に始まった干拓

事業により、堤防で囲まれた陸地（大潟村）と残存

湖（八郎湖）となった。

（２）気候

典型的な日本海型気候であり、冬季の降水日数が多く日照時間が極端に少ない。降雪量は、沿岸部

で少なく内陸部に入るに従い多くなるが、沿岸部でも白神山地や鳥海山周辺は多い。特に降雪が多く

雪に閉ざされる期間が長い地域では、発酵食に代表される特色ある食文化が発達した。

気温も沿岸部と内陸部で顕著な違いがみられる。沿岸部は、対馬暖流の影響を受けており、特に沿

岸南部では冬季でも比較的温暖である。内陸部では奥羽山脈沿いほど気温が低く、季節により寒暖の

差が大きい。

（３）動植物

白神山地をはじめとした青森県境や内陸部の森吉山周辺、鳥海山周辺では、ブナやスギなどの天然

林を中心とした原生的で豊かな自然が広がり、県の鳥になっているヤマドリや多様な山菜類など動植

物の宝庫となっている。全国的に美味で知られる比内地鶏は、県北部で飼育されてきた国指定天然記

念物である比内鶏と海外品種の一代雑種である。

沿岸部では、ハタハタをはじめとして、タラやサメなどが漁獲されるが、特にハタハタは、県全域

に流通し、県の魚にもなっている、県民の食生活に密着した魚である。

図１ 秋田県の地形図１　秋田県の地形
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２ 秋田県の地域区分

秋田県は、一般的には「県北」「中央」「県南」の３地区に分けられるが、地区内でも生活環境が

大きく異なる地域があるため、郷土食の地域性を検討する上では適さない面がある。また、現在の県

の行政組織では、全25市町村を地域振興局単位に８つの地域に分けている（図２、図３参照）。

そこで、本報告書では、基礎調査の結果や生活環境の違い等をふまえ、地域振興局単位の８つの地

域を、「県北部」「沿岸北部」「沿岸南部」「県南部」の４地区にまとめ、郷土食について考察するこ

とにする。一般的には「県北」に含まれる山本地域と「中央」に含まれる秋田地域を「沿岸北部」に、

「中央」に含まれる由利地域を「沿岸南部」とした。ただし、一般的な認識との混乱を避けるため、

本報告書は「県北部の内陸」や「県北部の鹿角・大館地域」などの呼称を使用している部分がある。

３ 地区ごとの特色

基礎調査の結果、県内各地域における郷土食の継承状況がおおよそ明らかになり、ある程度地域ご

との特色がみえてきた。そこで、２に示した地域区分により、郷土食の特色を概観する。

なお、本文中に「 」で示した郷土食については、第２節の最後にまとめて載せており、巻末の郷

土食等一覧表での該当部分を示している。

図２ 秋田県の市町村 図３ 秋田県の行政区分図２　秋田県の市町村
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図３　秋田県の行政区分
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（１）県北部 鹿角地域（鹿角市・小坂町）、北秋田地域（大館市・北秋田市・上小阿仁村）

岩手県境の奥羽山脈に源を発する米代川が東から西に流れ、上流から花輪

盆地、大館盆地、鷹巣盆地が並ぶが、それぞれ山地により隔てられている。

奥羽山脈に近いほど気候が寒冷である。

本地区を中心に伝承されている郷土食としては、「きりたんぽ鍋」「かまぶ

く」「けの汁」などがある。

本地区は、近代の本県経済を支えた鉱山業が発展した地域であり、鉱山労

働者に由来するものとして「なんこうかやき」「馬肉の煮付け」など馬肉を使

用したものが伝承されている。また、労働者の病気予防として、鍋料理を中

心にこんにゃくを使用することが多い。

鹿角地域は江戸時代に南部領であったことから、鹿角地域にのみ伝承され

ている郷土食として、「けいらん」「サメのお茶碗」等がある。「納豆汁」は、

県南部を代表する郷土食であるが、鹿角地域では、サメ肉を入れた「納豆汁」が伝承されている。

北秋田地域では、明治時代後半に奥羽本線が北から延伸してきたことで、青森県方面からの魚が鉄

道から離れた山間部まで流通していたようである。そのため、県全域では乾物のカスベを使用するこ

とがほとんどであるが、本地域では、生のカスベを使用した「カスベなます」が伝承されている。

青森県との県境部および森吉山周辺は山菜の宝庫になっており、「あけび漬け」「ナッツ」「たけの

こ汁」などが伝承されている。県全域では山菜は塩漬けにして保存する例が多いが、北秋田地域など

特に山菜が豊富に採れる地域では、保存を意識せず時期のものを食べていたという例もある。また、

森吉山周辺では、独特の狩猟文化であるマタギ文化が受け継がれており、「熊鍋」が伝承されている。

かつて米作りが困難だった地域では、ソバや畑作物の栽培が行われ、「中山そば」「浄夜豆腐」「と

んぶり」などが伝承されている。

（２）沿岸北部 山本地域（能代市・藤里町・八峰町・三種町）

秋田地域（男鹿市・潟上市・秋田市・五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村）

男鹿半島と八郎潟（現大潟村と八郎湖）をはさみ、日本海に面している。

米代川及び雄物川の下流部に平野が広がるが、南北に出羽山地が位置してお

り山がちな地形である。日本海に突き出た男鹿半島は、対馬暖流の影響を受

けて、同緯度地域に比べて冬季でも温暖であり、積雪量が少ない。

本地区では、「だまこ鍋」「赤漬け」「あさづけ」「炒りかまぼこ」など米を

使用した郷土食が多いが、男鹿半島周辺ではジャガイモを使用した「あんぷ

ら餅」が伝承されている。山本地域では、水田からの転作田でのジュンサイ

栽培が日本有数であり、酢の物や鍋料理に使用されている。

海に隣接した地域では、ハタハタや近海の魚を使用した「しょっつる」、「ハ

タハタずし」「鮭のすし」などの飯ずし、「えご」「ジバサ」などの海藻料理、

「棒アナゴの干物」などが伝承されている。八郎潟周辺では、「鮒かやき」「チカ蒸し」「からすみ」

「いさじゃ」などが伝承されていたが、干拓により生態系が変わったことや、地域の食生活の変化に

図４ 県北部

図５ 沿岸北部

図４　県北部

図５　沿岸北部
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より作られる機会は減っている。

秋田市土崎地区は、江戸時代に北前船の重要な寄港地の一つであったことから、北海道産カスべの

乾物を使用した「かすべ煮」が伝承されており、土崎の祭りはかすべ祭りとも呼ばれている。なお、

カスべの乾物は、ほぼ県全域に流通し各家庭で調理された。

（３）沿岸南部 由利地域（由利本荘市・にかほ市）

鳥海山を源とする子吉川が、大小の支流を合わせながら日本海に注いでい

る。子吉川の下流部及び沿岸部に平野が広がるが、南北に出羽山地が位置し

ており県南部と隔てられている。対馬暖流の影響を受けて、冬季でも温暖で

積雪量が少ないが、鳥海山周辺は寒冷で豪雪地帯である。

本地区では、近海の魚を使用した「鱈の子炒り」「鱈汁」「ぐりえ」「サメの

煮こごり」「沖ギスのつみれ汁」などが伝承されており、鱈を地元の神社に奉

納する行事（掛魚祭り、通称鱈祭り）が行われる。新鮮な海の幸が豊富に手

に入る地域では、素材にあまり手を加えることがない郷土食が目立つ。

子吉川河口付近は、江戸時代に北前船の寄港地として繁栄するとともに、

小麦の集積地でもあったので、冠婚葬祭や寺院の行事などで人が集まる行事

の際に「うどん」を食べる文化が根付いている。また、隣接する山形県庄内地方と共通する「からと

り芋の煮物」、鳥海山周辺のマタギ文化を背景にした「熊鍋」「野ウサギの煮付け」、米を使用した「と

ろろめし」「笹巻き」「白餅」などが伝承されている。米作りが困難だった地域では、ソバや畑作物

の栽培が行われ、救荒食としての由来をもつ「松皮餅」などが伝承されている。

（４）県南部 仙北地域（大仙市、仙北市、美郷町）、平鹿地域（横手市）

雄勝地域（湯沢市、羽後町、東成瀬村）

雄物川が山形県境に源を発し、玉川などの支流を合わせ北西に流れ、流域

に広大な平地を形成している。また、雄物川中流域に広がる横手盆地は、季

節により寒暖の差が大きく、日本有数の豪雪地帯である。

本地区は、豊富な水資源を背景に県内最大の穀倉地帯となっており、「こざ

き練り」「やまい焼き（おやき）」「巻き寿司」「花みそ」など米を使用した郷

土食が伝承されている。各地の農業用ため池では、コイが飼育されることが

多く、本地区全域で「鯉の甘煮」、主に平鹿地区以南で「鯉のタタキ」が確認

できる。地域によっては、コイと並び貴重なタンパク源になっていたサケを

使用した「鮭の煮付け」「鮭の飯ずし」、イルカを使用した「いるか汁」、「イ

ナゴの佃煮」などが伝承されている。

本地区では、冠婚葬祭の口取りやお茶うけとして食べられることが多い「豆腐カステラ」「寒天」

「小豆でっち」の他、「てんこ小豆の赤飯」「納豆」などに砂糖を多用することも特徴的である。ま

た、本地区を中心に伝承されている郷土食としては、「納豆汁」「いものこ汁」「いぶりがっこ」「い

ぶりにんじん」「なすの花ずし」「大根の柿漬け」「ひろっこの酢味噌和え」などがある。

図６ 沿岸南部

図７ 沿岸北部

図６　沿岸南部

図７　県南部
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仙北地域北部は、山がちな地形であり、森吉山周辺のマタギ文化と同様に「熊鍋」「ウサギ鍋」が

伝承されている。また、「けいらん」と呼ばれるあん入りの餅菓子が伝承されているが、県北部鹿角

地域の「けいらん」はお吸い物として食べられており、異なるものといえる。

４ 地区をまたぐ郷土食

郷土食の中には、原材料の生産地域や加工地域が限定されるものがある一方で、県全域あるいは複

数の地区の各家庭で調理し食べられてきたものも多い。また、県外との関連が強いと思われる郷土食

もある。以下では、その郷土食の一例を挙げる。

（１）県全域

県民に最もなじみがあり県の魚になっているハタハタを使用した「ハタハタずし」、県の花になっ

ているふきのとうを使用した「ばっけ味噌」、カスベの乾物を使用した「かすべ煮」、米を使用した

「赤漬け／赤ずし」「笹巻き」は、県全域の各家庭で作り食べられた。

（２）複数の地区

「だまこ鍋」は、県北部と沿岸北部に広く伝承されているが、同じ材料を使用する「きりたんぽ鍋」

は、県北部のみの伝承である。「けの汁」「かまぶく」は、名称や材料の一部に違いはあるが県北部

と沿岸北部に広く伝承されている。「鱈の子炒り」は、海に隣接した地域の冬の食として、沿岸北部

と沿岸南部に伝承されている。

（３）県外

文化庁の平成28年度伝統的生活文化実態調査で作成された【郷土食関係基礎調査票一覧】では、秋

田県の郷土食として35件記載されている。このうち、「けの汁」は青森県、岩手県、「馬肉料理」は

青森県、「納豆汁」「笹巻き」は山形県の郷土食としても記載されている。
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第２節 調査項目ごとにみた郷土食

１ 調査項目

ここでの調査項目は、秋田県の郷土食調査ガイドライン（第１章第１節に掲載）の中に定めたもの

である。本節では、基礎調査の結果をもとに、調査項目ごとに郷土食の特色を概観する。

なお、調査項目は相互に関連しており、郷土食は複数の特色をもっていることから、一つの郷土食

が複数の調査項目に分類されている場合がある。また、内容が同一と思われる郷土食については、／

を用いて複数名称を掲載している。

２ 調査項目ごとの特色

（１）日常的に食されるもので、地域性が高いもの

基礎調査では、夏の食事や冬の食事など時期を限定した聞き取りを行ったことで、他の調査項目に

比べてより多くの回答を得ることができた。春は「ばっけ味噌」「たけのこ汁」「あじゃら」「みずた

たき」などの山菜料理のほか、「ホウの葉まま」「ひろっこの酢味噌和え」、夏は、「冷や汁」「あさづ

け」「こざき練り」「ところてん」「くじらかやき」などが県内各地で確認できる。秋、冬は県全域の

ハタハタ料理のほか、地域により「だまこ鍋」「いものこ汁」「鴨鍋」「うさぎ鍋」「鮭汁」など鍋料

理が多様である。

また、「けの汁／きゃのこ汁／きゃのこ」「寒天」「豆腐カステラ」「こざき練り」など後述の（３）

と関連するものが多い。本来は、行事食だったが、生活環境等が変化したことにより日常食としての

特色が強まったと考えられる。

（２）保存用に作られるもので、地域性が高いもの

基礎調査では、塩漬け、味噌漬けなど山菜や野菜の漬物を中心に、地域により、「あけび漬け」「大

根の山ぶどう漬け」「かなかぶの酢漬け」「大根の柿漬け」などが確認できる。他に県内各地で「ハ

タハタの塩漬け」「干し鱈」「干し餅」、県南部で「イナゴの佃煮」が確認できる。

（３）祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの

行事食は特別な日の食であり、お膳で出されることが多い、人々の記憶に残りやすいということな

どから、回答数を多く得やすかった調査項目である。大晦日・正月には、「尾頭つき（キンキンやハ

タハタ等の焼き魚）」「なます」「煮物」などが県内各地で確認できる他、県南部では、「鯉の甘煮」「納

豆汁」が、沿岸南部では「鱈の子炒り」「とろろめし」が加わる。結婚式・葬式では、「かまぶく」「巻

き寿司」や豆腐料理などが県内各地で確認できる。さなぶり等の祭りでは、「笹巻き」「きりたんぽ

鍋」「だまこ鍋」や餅料理など地域により様々である。地域にとって貴重な食材が違うため、地域性

が反映されやすいと思われる。

また、「赤漬け／赤ずし」「かすべ煮」「ハタハタずし」「松皮餅」「うさぎ汁」「こざき練り」「豆腐

カステラ」などは、ハレの日を中心に特定の時期に作られることが多い。
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（４）使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの

本調査項目は、（９）（10）（11）（13）と重複するものが多い。基礎調査では、県内各地で確認で

きる「どじょう鍋」「かすべ煮」「ハタハタずし」「ばっけ味噌」の他に、地域は限定されるが「とん

ぶり料理」「なんこ（う）かやき」「熊鍋」などが確認できる。「犬肉の煮付け」「鮒かやき」「ジバサ」

「ちか蒸し」「棒アナゴ」「なまずかやき」「かに鍋」「うさぎ汁」「鯉のタタキ」「いるかの味噌煮」

など食べられる機会が減っているものもある一方で、「鯉のたたき」「いるかの味噌煮」のように商

品化されているものもあり、現在も一定の需要があることが分かる。

（５）調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの

基礎調査では、県内各地で確認できる「かすべ煮」「笹巻き」「ハタハタずし」「寒天」の他に、地

域は限定されるが、「かまぶく」「きりたんぽ鍋」「とんぶり料理」「なんこ（う）かやき」「いぶりが

っこ」「豆腐カステラ」「なすの花ずし」「えご」「石焼き」「あみのしょっつる」「けんちん汁」「イク

ラの味噌煮」が確認できる。とんぶりの加工技術、えご草を煮ながらひたすら不純物を除去して白く

仕上げる作業、山菜の加工・保存方法や漬ける方法など、伝統的な方法や技術は、先人の知恵がつま

っているものだが、時間と手間がかかるものが多い。社会情勢の変化により、時間と手間は敬遠され

る傾向が強いことから、伝承されづらくなっていると思われる。

（６）食され方や盛り付け方に特色があるもの

基礎調査では、この観点でとらえた郷土食が少なかったことから、特色を見出すにはいたっていな

い。

（７）由来や伝承のされ方に特色があるもの

基礎調査では、短冊状に切った豆腐をそばに見立てた「八杯浄夜汁／八杯豆腐／浄夜豆腐」が、凶

作の際の大晦日の食事として確認できる。また、県南部大仙市協和地域では、江戸時代に藩主が参勤

交代の際に立ち寄って食べたと伝わる「ネバナ（根花）餅」が伝承されていたが、時間と手間がかか

り、現在では作られる機会がなくなっている。

（８）一体的に伝承される儀礼や作法などに特色があるもの

基礎調査では、県南部で餅にあんを入れて焼いた「おやき」を、「やまい焼き」と称する行事で使

用する例、マタギ文化との関連が深い「熊鍋」、無病息災を願う風習と結びついた「とろろめし」な

どが確認できるが、事例は少ない。（６）と同様、この観点で郷土食をとらえることが少ないことが

一因と考えられる。
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（９）ハタハタを使用したもので、特色があるもの

ハタハタは、秋田県の魚になっており、かつては漁獲量が多く、獲れる時期が初冬に集中していた。

短期間に大量に獲れたことから、県全域に流通し冬季間を中心に様々な方法で食べられてきた。代表

的な「ハタハタずし」「しょっつる鍋」の他、「ハタハタの塩漬け」「ハタハタの味噌汁」「ハタハタ

の目刺し」「ハタハタかやき」「ハタハタの麹漬け」などが確認できる。

（10）山菜やきのこを使用したもので、特色があるもの

本県は、三方を山に囲まれているほか、内陸部に出羽丘陵が位置することから山の恵みである山菜

類が豊富である。基礎調査では、漬物の原型ともいわれる「ナッツ」のほか、「あけび漬け」「たけ

のこ汁」「ばっけ味噌」などが確認できる。山菜の使用は「けの汁／きゃのこ汁／きゃのこ」「煮し

め汁」「けんちん汁」のように県全域で確認できており、その種類も煮物に欠かせないとされるサク

（和名エゾニュウ、別名、ンニョ、ニオサク等）、たたきで食べられるミズ（和名ウワバミソウ）、

春を告げるアザミなど多様である。

（11）米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色があるもの

本県は、県南部の雄物川中流域に広がる横手盆地や沿岸部の平地を中心に米作りが盛んであること

から、米を使用した郷土食が多く伝承されている。ご飯でありながらご飯のおかずになることもある

「赤漬け／赤ずし」、米を使用した間食である「あさづけ」「こざき練り」「こなます」、米を使用し

た漬物である「なすの花ずし」など多様である。他に、「笹巻き」「たけのこ寿司「かまぶく」「きり

たんぽ鍋」「だまこ鍋」、県全域で各種の餅料理が確認できる。

（12）麺類で、特色があるもの

寒冷で米作りが難しかった地域では、ソバを栽培していた記録が残されている。県北部で「中山そ

ば」、沿岸北部で「石川そば」、沿岸南部で「百宅そば」が確認できる。

うどんは、沿岸南部の由利本荘市岩城の「切りうどん」「地獄うどん」のほか、江戸時代に北前船

の寄港地であった由利本荘市石脇、沿岸北部の能代市などで確認できる。全国的に知名度が高い「稲

庭うどん」は、江戸時代の創業といわれる業者により伝承されてきたものである。いずれも乾麺であ

り、保存がきくことから贈答品とされることが多く、冠婚葬祭等の集まりの最後にうどんでもてなす

慣習と関連すると思われる。

（13）伝統野菜を使用したもので、特色があるもの

秋田県には地名や人名、形状や栽培方法を冠した独自の伝統野菜があるが、秋田県では「あきた伝

統野菜」として39品目を選定しており、県内各地でその使用が確認できる。中でも、とんぶりは県北部大

館市の、じゅんさいは沿岸北部の三種町の特産で、いずれも生産量は全国有数である。他に三関せり、鍋

料理の薬味となる松館しぼり大根、いぶりにんじんの材料である山内にんじんなどがある。

基礎調査では、「じぶしのホロホロ」「とんぶり」「じゅんさい鍋」「なすの花ずし」「せり蒸し／せ

り焼き」などが確認できる。
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（14）鍋料理（貝焼きを含む）で、特色があるもの

秋田県では、鍋料理を「かやき」と呼ぶが、一人前程度のものは「かやき」、大鍋のものは「鍋」

と呼ぶ傾向がある。また、呼ぶ時に「鍋」を省略する場合も多い。

基礎調査では、「きりたんぽ鍋」「熊鍋」「なんこ（う）かやき」「だまこ鍋」「うさぎ汁」「しょっ

つる鍋」「どじょうかやき」「なまずかやき」「かどかやき」など県内各地で確認できる。一般に鍋料

理は、冬の料理というイメージがあるが、「じゅんさい鍋」「くじらのなすかやき」は、夏に食べる

ことが多いものであり、「きりたんぽ鍋」「だまこ鍋」は、季節を問わず人が集まる場には欠かせな

いものとして食べられている。

（15）飢饉、災害、戦争等の際に備蓄、食された救荒食で、特色があるもの

基礎調査では、（７）に記した「八杯浄夜汁／八杯豆腐／浄夜豆腐」の他、「松皮餅」「ふきご飯」

のように米のかさ増しをした例が確認できる。県南部で食べられていた「は（っ）たぎ」「イナゴの

佃煮」は、県内では例が少ない昆虫食である。県全域では、この観点で伝承された郷土食が少なかっ

たが、江戸時代、他の東北各県に比べて凶作による大規模な飢饉が起こらなかったことが一因とも考

えられる。

（16）間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの

冠婚葬祭などの他、人が集まる場には欠かせないものとされる場合が多く、県全域で多様性がみら

れる。基礎調査では、「かまぶく」「おやき」「きんとん」「あんぷら餅」「干し餅」などが確認できる。

県南部では、「小豆でっち」「卵寒天」「豆腐カステラ」「こざき練り」などに砂糖を多用することが

特徴的である。

（17）発酵食（漬物、調味料、飲み物等を含む）で、特色があるもの

秋田県は米作りが盛んで、古くから麹を使用していたこと、降雪量が多く雪に閉ざされる期間が長

い地域が多かったことなどから、味噌、醤油、日本酒、納豆、漬物など多様な発酵食文化が発達した。

中でも県南部の横手市は納豆発祥の地の１つとしてがあげられ、横手市は「納豆汁」の本場とされて

いる。基礎調査では、「赤漬け／赤ずし」「ハタハタずし」「しょっつる」「甘酒」「いぶりがっこ」「ど

ぶろく」などのほか、各種の漬物などが確認できる。

なお、こうした多種多様な発酵食を背景に、秋田県観光文化スポーツ部では、「あきた発酵ツーリ

ズム」と称し、麹、漬物、味噌、日本酒などの売り込みに力をいれている。
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この表は、巻末の秋⽥県の郷⼟⾷⼀覧表における掲載地域とその地域内の番号を⽰したものである。
なお、太字は第３章特⾊ある郷⼟⾷で詳述されているものである。

郷⼟⾷名 地域 郷⼟⾷名 地域
⾚漬け／⾚ずし 北秋⽥ 5 13 32 74 80 えご 雄勝 101

⼭本 29 36 90 92 161 沖ギスのつみれ汁 由利 90
185 おやき 北秋⽥ 15 35

秋⽥ 42 77 111 ⼭本 12 120
仙北 7 23 126 151 171 秋⽥ 15 57

195 250 仙北 26 52 119 179 197
あけび漬け ⿅⾓ 3 13 238
あさづけ 北秋⽥ 34 平⿅ 124

⼭本 28 38 112 127 167 雄勝 87
秋⽥市 10 110 カスベなます 北秋⽥ 67 79 83
仙北 34 123 177 ⼭本 144

あじゃら 秋⽥市 30 かすべ煮 ⿅⾓ 21
⼩⾖でっち 平⿅ 73 ⼭本 30 35 55 69 145

雄勝 107 187
⽢酒 ⿅⾓ 18 秋⽥市 1

⼭本 25 166 仙北 21 72 118 224 243
由利 61 平⿅ 53
仙北 71 154 雄勝 57
平⿅ 50 かどかやき 由利 3
雄勝 7 45 仙北 9

あみのしょっつる 由利 27 平⿅ 63 70
あんぷら餅 秋⽥ 8 70 かなかぶの酢漬け 由利 31
イクラの味噌煮 仙北 122 かに鍋 仙北 173
いさじゃ ⼭本 57 かまぶく 北秋⽥ 12 25 82

秋⽥ 113 ⼭本 188
⽯川そば ⼭本 121 鴨鍋 由利 38
⽯焼き 秋⽥市 35 からすみ 秋⽥ 98
イナゴの佃煮 仙北 110 266 からとり芋の煮物 由利 36 98

平⿅ 82 寒天 ⼭本 39 108 153 189
稲庭うどん 雄勝 26 秋⽥ 78 114
⽝⾁の煮付け ⼭本 89 105 139 秋⽥市 39
いぶりがっこ 仙北 203 242 267 仙北 54 56 82 166 228

平⿅ 107 252
雄勝 19 48 78 105 平⿅ 9 74

いものこ汁 仙北 236 雄勝 36 58 75 76 86
平⿅ 29 88 切りうどん 由利 12
雄勝 12 きりたんぽ鍋 ⿅⾓ 6

炒りかまぼこ 秋⽥ 79 北秋⽥ 8 20 81
いるか汁 平⿅ 99 ⼭本 3 94 115 148 177
いるかの味噌煮 仙北 263 きんとん ⼭本 43 165

平⿅ 60 119 くじらかやき 北秋⽥ 11 71
うさぎ鍋（汁） ⼭本 2 46 79 ⼭本 5 48 198

由利 41 秋⽥ 112
仙北 31 35 46 175 219 由利 4 67

265 仙北 12 19 166 198 207
うどん ⼭本 93 264

秋⽥ 72 86 平⿅ 12 61 94 120
仙北 191 熊鍋 北秋⽥ 48

えご ⼭本 162 ⼭本 87 158
秋⽥ 5 21 39 由利 39
仙北 16 89 仙北 40 75
平⿅ 31 雄勝 90

地域内の番号 地域内の番号

秋田県の郷土食　索引
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郷⼟⾷名 地域 郷⼟⾷名 地域
ぐりえ 由利 14 ⼤根の柿漬け 雄勝 18 44
けいらん ⿅⾓ 31 ⼤根の⼭ぶどう漬け 北秋⽥ 60

仙北 32 たけのこ汁 北秋⽥ 17
けの汁／きゃのこ汁 ⿅⾓ 32 たけのこ寿司 ⿅⾓ 2

北秋⽥ 70 75 ⼭本 73
⼭本 8 168 だまこ鍋 ⿅⾓ 7 17
秋⽥ 9 62 68 96 108 北秋⽥ 9 21 37

120 ⼭本 10 26 95 114 138
秋⽥市 7 178

けんちん汁 ⼭本 141 秋⽥ 14 37 73 91 102
由利 28 44 119 121

鯉の⽢煮 由利 45 秋⽥市 9 36
仙北 139 225 240 259 仙北 183
平⿅ 27 55 85 104 平⿅ 123
雄勝 10 32 70 鱈汁（鍋） ⼭本 128

鯉のタタキ 仙北 117 259 秋⽥ 45
平⿅ 8 66 103 117 由利 68 94
雄勝 33 鱈の⼦炒り 北秋⽥ 45

こざき練り 仙北 39 149 200 251 ⼭本 129
平⿅ 15 32 34 58 86 由利 85
雄勝 13 69 92 仙北 156 245

こなます 由利 8 87 平⿅ 113
鮭汁 仙北 87 ちか蒸し ⼭本 193
鮭のすし 秋⽥ 54 秋⽥ 90
鮭の煮付け 仙北 164 仙北 144
鮭の飯ずし 仙北 163 てんこ⼩⾖の⾚飯 北秋⽥ 72
笹巻き（笹もち） ⼭本 125 秋⽥ 13 35

秋⽥市 5 6 仙北 51 55 81 199 233
由利 62 254
仙北 1 11 27 100 153 平⿅ 13

182 230 255 ⾖腐カステラ 仙北 258
雄勝 103 平⿅ 7

サメのお茶碗 ⿅⾓ 4 雄勝 73
サメの煮こごり 由利 89 ところてん 北秋⽥ 29 69
地獄うどん 由利 13 ⼭本 66 91 110 126 186
ジバサ 秋⽥ 18 38 66 秋⽥ 4 20 40 101
じぶしのホロホロ ⿅⾓ 15 由利 47
じゅんさい鍋 ⼭本 203 仙北 90
浄夜⾖腐 ⿅⾓ 12 どじょうかやき（鍋） 北秋⽥ 7 14 86

北秋⽥ 68 ⼭本 70 195
しょっつる ⼭本 123 137 秋⽥ 118

秋⽥ 7 30 58 71 秋⽥市 4 14 37
しょっつる鍋 ⼭本 113 由利 48

秋⽥ 16 45 仙北 20 216
由利 23 雄勝 65
仙北 68 202 247 どぶろく ⼭本 101 136
平⿅ 36 秋⽥市 25
雄勝 17 仙北 61

⽩餅 由利 66 平⿅ 42
せり蒸し／せり焼き 仙北 257 雄勝 25 98

平⿅ 57 とろろめし ⼭本 21 147 180
雄勝 8 40 68 北秋⽥ 19

⼤根の柿漬け 仙北 3 67 80 249 秋⽥ 33 60 81 93 107
平⿅ 24 秋⽥市 11 29

地域内の番号 地域内の番号
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郷⼟⾷名 地域
とろろめし 由利 21 35 92 ハタハタの塩漬け 秋⽥ 52

仙北 28 47 111 134 226 秋⽥市 3
とんぶり ⿅⾓ 15 由利 58

北秋⽥ 1 仙北 65 129 239
雄勝 11 雄勝 64

中⼭そば 北秋⽥ 26 ハタハタの味噌汁 ⼭本 140
なすの花ずし 平⿅ 6 38 ハタハタの⽬刺し 秋⽥ 51

雄勝 29 49 ばっけ味噌 ⼭本 72
ナッツ ⿅⾓ 10 11 平⿅ 4 46 89
納⾖ ⼭本 14 雄勝 14

平⿅ 21 72 125 ⼋杯浄夜汁（⼋杯⾖腐） 仙北 17 152
納⾖汁 ⿅⾓ 1 29 平⿅ 114

北秋⽥ 33 58 花みそ 仙北 148 235 256
仙北 64 93 120 128 135 ⾺⾁の煮付け 北秋⽥ 18 40 49

158 227 260 冷や汁 ⼭本 111 197
平⿅ 59 64 101 116 秋⽥ 44 83
雄勝 39 59 85 仙北 38 78

なます ⿅⾓ 20 23 平⿅ 2 33 67 121
北秋⽥ 66 76 84 雄勝 16 91
⼭本 18 19 56 184 ひろっこの酢味噌和え 雄勝 2
秋⽥ 76 95 105 ふきご飯 由利 26
秋⽥市 12 28 鮒かやき 北秋⽥ 50
由利 15 40 ⼭本 85 182 192
仙北 86 140 222 246 秋⽥ 92
平⿅ 18 49 棒アナゴ 由利 6 88
雄勝 56 79 ホウの葉まま 由利 20 34 81

なまずかやき 秋⽥ 117 仙北 181
秋⽥市 13 雄勝 100
仙北 162 ⼲し鱈 ⿅⾓ 30
雄勝 66 北秋⽥ 87

なんこ（う）かやき ⿅⾓ 5 ⼭本 31 181
⼭本 78 88 103 秋⽥ 100 109
仙北 172 187 由利 64 74 84

煮しめ汁 ⿅⾓ 25 平⿅ 37
北秋⽥ 2 66 雄勝 53
⼭本 27 ⼲し餅 北秋⽥ 56
秋⽥ 65 ⼭本 44 67 102 134 175
仙北 57 83 秋⽥ 26 85
平⿅ 19 由利 60 86

ネバナ（根花）餅 仙北 180 仙北 103 150 210 237
野ウサギの煮付け 由利 41 平⿅ 35
は（っ）たぎ 仙北 66 266 雄勝 22

平⿅ 82 巻き寿司 ⼭本 37
ハタハタずし 北秋⽥ 38 由利 10 24

⼭本 62 99 118 131 173 仙北 44 74 98 166
秋⽥ 6 29 53 69 雄勝 86 95
秋⽥市 2 38 松⽪餅 由利 1
由利 5 みずたたき ⼭本 61 160
仙北 97 112 212 239 仙北 5 184
平⿅ 41 48 百宅そば 由利 42
雄勝 4 20 64 やまい焼き 仙北 116 165 197 223 272

ハタハタの麹漬け 仙北 157
平⿅ 20

ハタハタの塩漬け ⼭本 63 119 202

地域内の番号
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第３節 特色ある郷土食の選定

前節までの地域及び調査項目ごとの特色を基に、26件の郷土食を選定し詳細調査の対象とした。本

節では、対象として選定した郷土食について、その選定理由、名称及び本報告書への掲載順を示す。

なお、選定方法は第１章第３節に、26件の郷土食の詳細については第３章に詳述している。

１ 選定理由

集団的に伝承されてきたもの、その地方や地域の自然や風土を反映しているもの等を優先して選定

した。以下は、選定の具体的理由の一部である。なお、郷土食の名称は選定当初のものであり、詳細

調査を経て変更したものがある。

「赤漬け」 米を使用した発酵食で、県内全域で食べられ、呼び名が多様である。

「かすべ煮」 県内では獲れないエイの煮物であるが、県内全域で食べられている。

「笹巻き」 米を使用し県内全域で食べられているが、巻き方等に違いがある。

「ハタハタずし」 秋田を代表する年越し正月の味で、県内全域で食べられている。

「ばっけ味噌」 秋田県の花であるばっけを使用し県内全域で食べられている。

「かまぶく」 米の使用は共通するが、作り方や食材が地域によって異なる。

「きりたんぽ（鍋）」 全国的に知名度が高い行事食である。

「熊かやき／熊鍋」 独特の狩猟文化であるマタギ文化との関係が深い。

「けの汁」 県内で広く食べられているが、地域により具材や呼び名が異なる。

「とんぶり」 全国的に希少であり、食用に加工する技術に特色がある。

「なんこう鍋」 県北部を中心とする肉食文化であり、鉱山労働者との関係に特色がある。

「しょっつる」 全国的に希少な魚醤であり、原料となる魚の確保が困難になりつつある。

「だまこ（もち）」 米を使用した鍋料理として、広域に伝承されている日常食である。

「（鱈の）子炒り」 季節の食材を使用し、作る時期が限定されている。

「とろろ（めし）」 主に正月に食べられるが、災厄を防ぐ儀礼との関係がある。

「松皮餅」 救荒食として作り始めたといわれ、由来に特色がある。

「（本荘）うどん」 秋田では希少であるうどん文化で、間食としての側面に特色がある。

「いぶりがっこ」 県内全域で食べられている漬物の中で、製法に特色がある。

「いものこ汁」 県南部における鍋料理の代表であり、地域により味付けや具材が異なる。

「日の丸鍋」 伝承地域が限定され、食用ジャンボウサギを使用するなど、希少性が高い。

「鯉料理」 県内全域で食べられているが、「鯉のタタキ」は地域が限定される。

「こざき練り」 米を使用したデザートとして、全国的に希少である。

「寒天」 県内全域で食べられているが、特に県南部で多様性がある。

「豆腐カステラ」 豆腐を使用した正月や冠婚葬祭の口取りとして特色がある。

「なすの花ずし」 米を使用した漬物として、材料や作り方に特色がある。

「納豆汁」 県南部における冬の行事食の代表であり、具材に地域性がある。

－ 30 － － 31 －



２ 特色ある郷土食の名称

名称について調査委員会での議論、電子メールによる調査委員間の意見交換が行われた。名称は、

当該郷土食の特色を示す重要な要素であることから、代表的な論点を以下に記載する。

（１）調査委員会

・地域に根ざした秋田県らしい名称か、イメージしやすさを考慮するか。

・地域によって名称が違う場合は複数とするか、代表的名称とするか。

（２）電子メールによる意見

・文化の多様性を評価するという調査のため、地域文化の多様性を重視して、複数の地元呼称が

ある場合は、併記した方がよい。

・地域名称が入る呼び名は、外向きの食べ物の性格があり、外へ向けて発信（販売など）してき

たものと理解される。

以上の論点による議論や意見交換をふまえて、次の考え方と原稿執筆者の意見を優先し、調査委員

会で報告書掲載の名称を決定した。考え方は以下のとおりである。

・地域に根ざした地元呼称を尊重し、秋田県らしい表記を原則とする。

・主に同じ原材料を使う料理で、地域によって大きく呼び名が違う場合は、／（スラッシュ）で

区切り、複数名称を掲載する。

・動植物名はカタカナ、料理名に動植物名を用いる場合は、ひらがなまたは漢字表記を原則とする。

３ 特色ある郷土食の掲載順

第１節に定めた「秋田県の地域区分」ごとに以下のとおり五十音順とした。ただし、地域に振り分

けることが難しい郷土食は県全域という扱いにした。また、県全域には及ばないものの複数の地域に

またがる郷土食は、より濃密に分布する地域に分類した。なお、名称及び掲載順は、調査委員会で決

定したものである。

〇県全域

「赤漬け／赤ずし」「かすべ煮」「笹巻き」「ハタハタずし」「ばっけ味噌」

〇県北部

「かまぶく」「きりたんぽ鍋」「熊鍋」「けの汁／きゃのこ汁／きゃのこ」「とんぶり料理」

「なんこ（う）かやき」

〇沿岸北部

「しょっつる」「だまこ鍋」

〇沿岸南部

「鱈の子炒り」「とろろめし」「松皮餅」「由利本荘のうどん」

〇県南部

「いぶりがっこ」「いものこ汁」「うさぎ汁」「鯉のタタキ」「こざき練り」「卵寒天」

「豆腐カステラ」「なすの花ずし」「納豆汁」
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第４節 秋田県の郷土食の特色

本調査においては県内全域の郷土食の全容を調査した基礎調査と、基礎調査の中から26の郷土食に

ついては詳細調査として記録した。それぞれの内容については、第２章及び第３章を参照していただ

きたいが、本節ではその特色の一部について指摘したい。

まず、第１に山、川、海の恵を郷土食に活かすとともに、それを保存する技術が食文化に表れてい

る点をあげたい。秋田県は県土の７割以上を森林が占めている（林野庁 平成29年３月末現在で森林

率72％）。そのため山菜や、獣肉などの山の恵みが食に反映されている面が少なくない。詳細調査８

「熊鍋」等はマタギと呼ばれる狩猟を生業とする文化によってもたらされた山の恵みである。詳細調

査７の「きりたんぽ鍋」についても、マタギの文化との関わりが指摘される。

川の恵みについては、県内を流れる雄物川、米代川、子吉川という３つの一級河川の流域において

川漁が行われ、ウグイ、コイ、アユ、エビ、カニ等をはじめ多くの魚が捕れた。また、これ以外の河

川においてもマス、ヤツメ、ヤマメ等豊富に魚を捕ることができ、こうした川の恵みを季節毎に享受

してきた。詳細調査「鯉のタタキ」は、食材のコイについて現在では養鯉業者が飼育したものが使わ

れているが、かつて川などで捕獲した時期もあったと伝えられている。

海の恵みについては、秋田県の魚であるハタハタに代表されるよう、これを食すことによって季節

を感ずるほど、県民にとって身近な魚が多い。ハタハタは詳細調査「しょっつる」の原材料としても

用いられ、詳細調査「ハタハタずし」の材料でもある。このほか詳細調査「鱈の子炒り」も寒い時期

に捕れる鱈を用いて正月の料理としている。

また、これらの食材は時期によって大量に捕れるものもあり、材料を無駄にしないことや、長い冬

をしのぐための食材として保存食にされることも多かった。先述した詳細調査「ハタハタずし」や「赤

漬け／赤ずし」、「いぶりがっこ」、「なすの花ずし」等は保存食として食卓に供された。

第２の特徴としては、発酵食が多く見られる点である。秋田県は古くから醸造業が盛んで、日本酒

において全国でも高い評価をされてきた。このように酵母をもちいた発酵技術が古くから行われてき

たことや、前述したとおり長い冬に備えて保存食を多くつくる知恵が広まっていたことなどから、発

酵食の文化が発達していた。詳細調査「納豆汁」に使う納豆、「しょっつる」、「ハタハタずし」など

は発酵食として知られている。このほかにも調味料として用いられる醤油や味噌も発酵食で、かつて

は自家用として味噌や醤油（たまり醤油）が製造されていた。また、ぬか漬け等に代表される漬物も

発酵と関わりの深い食文化として知られている。

第３の特徴としては、農業のサイクルに関連した食文化が見られることである。かつては農業は秋

田の基幹産業で、産業別就業人口は昭和30年には農業が全体の57.9パーセントを占めていた（総務省

国勢調査）。そのため農家のサナブリと呼ばれる田植え後の慰労と豊作祈願を兼ねた行事にあわせて

作られる郷土食がある。詳細調査「笹巻き」、「こざき練り」、「卵寒天」などはこうした行事に合わ

せて作られた。また、詳細調査「きりたんぽ鍋」や「だまこ鍋」などは収穫後の慰労の場で供される

郷土食でもあった。

－ 32 － － 33 －



このほかにも馬肉を使用する詳細調査「なんこ（う）かやき」は県北部で多く見られ、鉱山労働者

が多い地区ならではの料理として郷土食となったものや、詳細調査「かすべ煮」のように、土崎神明

社祭の曳山行事という祭礼の際に供される郷土食という特徴があるもの、さらには詳細調査15「とろ

ろめし」のように、正月の行事とも関わりの考えられる郷土食など、地域の産業や祭礼、年中行事等

と関わりの深い郷土食が多いことも特徴の一つであると考えられる。

最後に、本事業を通じて食文化の調査の難しさを改めて感じた。時代により、地域により事象が変

化していくのは、全てのことに共通すると思われるが、食に関してはその変化の度合いがより大きい

のではないか。一例を挙げると、同一地域の食であっても、各家によって味付けが変わったり、使用

する食材が異なっていたりということがあって、一つの事例の提示だけで語り尽くすことの難しさが

あることを改めて認識した。したがって､本書第３章において言及した「特色ある郷土食」の記述等

は、秋田県の食文化の一部であって、これで全てを語り尽くすことは難しい。また、その内容も今後

変化していく可能性をはらむものであることをお断りしておきたい。それでも本事業において、現状

を記し後世に伝えることは、今後も変化して行くであろう郷土食において、令和６年段階の現在地を

時間軸と空間軸上にプロットするという意味で、意義があるのではないかと考えている。

（髙橋 正）
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特色ある郷土食

第３章





【　赤漬け／赤ずし　】

１　名称

　沿岸北部や県北部で、「赤漬け」「赤ずし」、県南部で「赤

まんま」「赤もの漬け」「赤ものずし」などと呼ばれている。

他にも、「まま漬け」「赤まま」「盆ずし」「赤もの」「けい

とまま」など様々な呼び方がある。赤い色合いが名称の由来と

思われる。

２　特色

　（行頭の番号は５ページの（2）調査項目の番号と同一である。以降の郷土食も同様である。）

　③　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

　⑪　米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色があるもの。

　⑯　間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの。

　⑰　発酵食（漬物、調味料、飲み物等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　主に沿岸北部（山本地域及び八郎湖周辺）や県北部の北秋田地域で伝承されている。また、県南部

の仙北地域でも確認できる。今回の調査で、沿岸南部や県南部の平鹿地域以南では確認できなかっ

た。

４　伝承地の概要

　沿岸北部は沿岸部ではあるが、背後にすぐ山地をかかえる地形であり、県北部の北秋田地域は内陸

部である。

５　作られる時期

　主にお盆前後に、供え物として作られる。暑い夏に、酸味がありさっぱりしていることから、夏バ

テ防止や食欲増進のためにも作られる。以前は、ひと夏に何度も作っていた。夏以外に作ることはな

かった。現在では、年に一度お盆の時だけ作るほかに、時季に関係なく作ることもある。

６　食される時期

　主にお盆前後だが、現在では年中食すという人もいる。

７　郷土食の概要

　炊いたもち米に酢、砂糖、赤紫蘇の葉や汁を加え、まだらに赤く色付けて発酵させたすしである。

主にお盆に仏様へお供えするために作られ、その風習と共に伝承されている。白いもち米が赤紫蘇に

よって赤色に美しく染められ、食欲をそそる甘酸っぱい風味で、米の漬物ともいわれている。
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８　原材料

　もち米、酢、砂糖を使う。今回は、もち米を５合使ったが、

以前は一度に一升（10合）使ったという。また、紫蘇の葉と

紫蘇の汁を使ったが、梅漬けの汁を使うこともある。紫蘇の葉

や梅漬けの汁のほかに、昔はきゅうりの古漬けやぶどうを入れ

ることもあった。また、前年に収穫したこはぜを入れることも

あった。

　今回は入れ物にトレーを使ったが、以前は桶を使っていた。

９　作り方

　お盆に供えるために、以前は１週間ほど前に漬け始め自然発

酵させたが、現在は冷蔵庫（または涼しい場所）で３日ほど味

をなじませることもある。

【三種町の場合】

　① 　100％のもち米５合を、一晩水に浸ける。（写真１）

　② 　もち米を研いで、炊飯器で炊く。本調査では、水７合を

使い、30～40分で早炊きした。

　③ 　炊き上がったもち米に酢50cc、砂糖大さじ１を入れて混

ぜる。更に、紫蘇の汁小さじ１を入れて混ぜる。この紫蘇

の汁は、紫蘇を洗って塩で揉む作業を３回繰り返して灰汁

を抜き、袋に入れて、５倍酢を加え漬けておいたものであ

る。紫蘇の赤色はまだらが良いため、あえて均一に混ぜな

い。（写真２、３）

　④ 　トレーにラップを敷いて、③を入れ、紫蘇をのせる。

（写真４）

　⑤ 　④の上にラップを敷いて、もち米を入れ、紫蘇をのせ

る。同じ工程を繰り返し３層にする。（写真５、６）

　⑥　ラップをかけて、一晩寝かせて完成。（写真７）

10　食べ方

　すしではあるが、ご飯のおかずとしてご飯とともに食べた

り、お茶うけとして食べたりする。

　家庭により様々な食べ方があり、砂糖を大量にかけて食べ

る、砂糖をつけて食べる、砂糖はあまり入れずに醤油をかけて

食べるなどの場合がある。

写真１　もち米を水に浸ける

写真２　紫蘇の汁等を入れる

写真３　まだらに混ぜる

写真４　紫蘇をのせる
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11　歴史・分布

　戦前の昭和初期には食べられていた。戦争中の食糧難の頃や

お盆にはごちそうであった。８月に入り、お盆が近づくと、ど

この家でも赤漬けを作り始めていた。気温の関係で年中漬ける

ことは難しく、お盆の頃が発酵させるために最も適した気候と

いわれていた。お盆の８月13日の夕食に赤漬け等を蓮の葉や笹

の葉の上にのせて仏様へお供えし、８月15日の朝にほぐす（下

ろす）風習がある。

　昭和の冷蔵庫がなかった頃は、日持ちさせるために、酢、砂

糖、塩を入れて重石をのせ涼しいところに置き、発酵させて、

一週間くらいで食べた。そのため、臭いがきつかった。現在

は、冷蔵庫で発酵させている。

12　関連する郷土食

　もち米を使ったものに、「おはぎ」「てんこ小豆の赤飯」

「おやき」「三杯みそ」「なると餅」「干し餅」などがある。

　「おはぎ」は、炊いたもち米をつぶし丸めて、小豆に砂糖を

加えて煮たあんこや、きなこ等をまわりにまぶした餅である。

春と秋のお彼岸に作り仏様へお供えする。

　お盆に沿岸北部などでは、赤漬けのほかに、もち米とてんこ

小豆をふかした「てんこ小豆の赤飯」などもお供えする。てん

こ小豆は秋田の伝統野菜である。また県南部の平鹿地域などで

も、お盆にてんこ小豆を使った赤飯を仏様へお供えする。また

お祝いのときにも作られる。

　「おやき」は、炊いたもち米をつぶして平べったくし、あん

こを包んで焼いたお菓子である。もち米粉で作ることもある。

南秋田郡周辺では、12月12日の山の神の日におやきを作り神

様にお供えして食べる風習がある。現在は買ってお供えするこ

ともある。

　県南部で作られてきた「三杯みそ」（写真８）は、もち

米粉、うるち米粉、小豆粉(現在はこしあんを使うこともあ

る。）を混ぜ合わせ、水を入れながらこねて砂糖を加え、蒸し

器で15分くらい（中～強火）ふかした後、巻きすで棒状に巻く

お菓子である。くるみを入れる場合もある。お祝いやお祭り、

お客様へのお茶うけなどとして食べられている。

　そのほか、仙北市などで食べられている「なると餅」、県内

各地で食べられている「干し餅」などがある。

写真５　ラップを敷く

写真６　３層に重ねる

写真７　一晩寝かせる

写真８　三杯みそ
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13　伝承状況

　「祖母の代まで作っていたが、その次の代から作っていない。」「５、６年前まで作っていた。」

「食べる人がいなくなり作ることをやめた。」といった話から、最近では家庭で作られることが少な

くなってきている状況がうかがえる。

　一方、沿岸北部の能代市や三種町にある直売所などで販売されており、売れゆきも好調のようなの

でお盆にお供えする風習と共に伝承されていると思われる。ただ、組織的に伝承していこうという積

極的な取り組みや団体などは確認できなかった。

14　現地調査日・調査地

・令和４年10月４日（火）　 三種町下岩川　板倉　正子宅

・令和５年10月26日（木）　 井川町北川尻字海老沢樋ノ口79－２　井川町農村環境改善センター

　　　　　　　　　　　　　五城目町農村生活研究グループ連絡会　会長　佐々木　正子

　　　　　　　　　　　　　井川町農山漁村生活研究グループ　会長　伊藤　正子

　　　　　　　　　　　　　秋田地区農山漁村生活研究グループ協議会員　３名

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

　建設省東北地方建設局森吉山ダム工事事務所発行　『阿仁川流域の郷土料理』　無明舎出版

　1998年

（事務局）
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【　かすべ煮　】

１　名称

　「かすべ煮」「かすべの煮付け」などと呼ぶことが多い。ま

た、単に「かすべ」と呼ぶこともある。

　なお、「かすべ」という言葉自体は、原材料である魚のエイ

を指す場合のほか、それを一次加工した乾物を指す場合もあ

る。拙稿では、混乱を避けるため、原材料の魚を「カスベ」、

乾物を「かすべ」、料理を「かすべ煮」と表記する。

２　特色

　③　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

　かすべ煮には、古くから北海道産のカスべの乾物「かすべ」が利用されてきた。このことから北前

船によりもたらされた食材を用いた料理の１つであると考えられる。

　夏場でも比較的日持ちのする魚の煮物料理として重宝されてきたが、一方で調理に多くの時間と手

間を要することから日常的に調理されて食されてきたというよりは、ハレの場で来客に供するための

料理として調理されて食されることが多かった。神仏に供えられることはほとんどないが、神社の夏

の祭礼や盆に付きものの料理・行事食として認識されている。

３　伝承地

　もともとは秋田県内のほぼ全域で食されていたようである。しかし、近年では次第に食される地域

も限られてきている。そうした中で、神社の夏祭りとの関わりもあって今日でも比較的よく調理され

て食されている秋田市土崎にて現地調査を実施した。なお、水揚げされたカスベを乾物に加工するの

は、現在も専ら北海道である。

４　伝承地の概要

　現地調査を実施した秋田市土崎は、背後に古代・中世からの

要所、出羽柵・秋田城を控え、日本海に面した地域である。そ

のため古くから港が開かれ、多くの人や物資で賑わってきた。

特に江戸時代に入ってからは、北前船の重要な寄港地の１つと

して栄えた。内陸部で生産された米や炭、木材などが雄物川の

河川交通を利用して土崎港まで運ばれて上方に流通し、逆に全

国各地の産物が土崎港を介して秋田県内各地に流通した。

　土崎に伝承されている重要無形民俗文化財「土崎神明社祭の

曳山行事」（平成９年国指定）は、土崎最大の夏の祭礼であ 図１　秋田市土崎
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り、寄港した北前船の商人や船乗りたちと土崎の人々とで曳山を曳いたのが始まりと伝えられてい

る。

　かすべ煮に用いられるかすべは、古くから北海道で漁獲・加工されたものであることから、かつて

は北前船を通じて松前方面から移入されてきたものであることは想像に難くない。現在も秋田県内で

かすべを取り扱っている店舗は、かすべを北海道から仕入れている。

　

５　作られる時期

　主に７月から８月にかけてである。ただし日常的に調理するわけではなく、土崎では土崎神明社の

祭礼と盆に来客へ供するため調理する。

６　食される時期

　主に７月から８月にかけてである。ただし日常的に食するわけではなく、土崎では土崎神明社の祭

礼と盆に来客に供して食してもらい、家族でも食する。

７　郷土食の概要

　カスベの鰭
ひれ

の乾物・かすべを購入し、水で戻し、一口大の大きさに切って下茹でした後、砂糖や醤

油などで味付けしながらじっくりと煮込んだ料理である。カスベの身に浸み込んだ甘辛さと、カスベ

の鰭の独特の食感とがマッチし、酒の肴やご飯のおかずとして好まれてきた。

８　原材料

　・かすべ

　 　北海道で冬場に水揚げされるカスベ（写真１）の鰭を乾物

に加工したもの。家によって利用する量は異なる。家族中心

で食する程度であれば600ｇほどで済むが、たくさんの来客

に食べてもらおうとする家では３～７㎏も利用する。なお、

年々高価になってきており、近年は300ｇ3,000円以上もす

る高級品となっている。

　・砂糖（上白糖）　適量。

　・ざらめ　適量。

　・醤油　適量。土崎では、かつてあった那波商店の醤油が最適であったともといわれる。

　※　このほか、家によっては、調味料として日本酒、味醂、蜂蜜、水あめなども用いる。

９　作り方

　かすべ煮に利用されるカスベは、ガンギエイ目ガンギエイ科の魚で、北海道から東北北部にかけて

「カスベ」と呼ばれることが多い。食材として主に利用されるカスベは、大型のドブカスべと小型の

コモンカスベの２種で、ドブカスべのほうが値が張る。秋田県内では、ドブカスべをマカスベ、コモ

ンカスベを単にカスベと呼ぶことが多い。

写真１　カスベ
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　これらのカスべの産地は、主に北海道である。底引き網や刺し網などで捕獲されるほか、タラの延

縄漁などでも捕獲される（なお近年はロシア近海で捕獲されるものも多い）。漁期は、ドブカスべが

厳冬期、コモンカスベが冬から早春を主とする。冬場に獲れたカスベの鰭をそのまま寒気にさらして

天日乾燥させたものが乾物のかすべである。

　土崎の乾物屋・竹中商店（乾物屋としては昭和27年創業・昆布屋としては大正年間創業）では、

昆布や棒鱈などとともにかすべを北海道から仕入れて販売している。かすべは乾物で保存が効くため

１年中販売している。もともと秋田県では、ほぼ全域にわたってかすべが利用されてきた。かつて生

魚を入手しくかった山間部にはこれを重宝した地域もあったようである。現在その利用頻度は減少し

てきているが、それでも竹中商店によれば、現在も土崎のみならず全県にかすべを卸しているとい

う。なお、土崎にはかつて大島商店という乾物屋もあった。

　乾物屋では、かつてはかすべ１匹をそのまま販売していた。買い手は、購入時にこれを押し切りで

切ってもらったり、購入してきて自家で鋸や鉈で10㎝ほどの大きさに切ったりして利用した。現在

は、乾物屋が押し切りで10～15㎝ほどの大きさに切って袋詰めして販売している。商品として販売

されているかすべには、「ま（真）かすべ（写真２）」「釣りかすべ」「本かすべ」などがある。こ

のうち「まかすべ」が身も厚く値も張るが、かすべ煮の味や食感に大きな差はないという。むしろ、

かすべは、年によって身の硬さやヌメリの付着具合が異なることも多く、結果的に食感や味もその年

によって微妙に異なってくるという。

　その調理法は、大きくは①かすべを水で戻す、②かすべのヌメリを取る、③かすべを水で下茹で

する、④かすべを醤油や砂糖などで味付けしながら煮込むとい

う４つの工程からなる。調理は家の女性が行うことがほとんど

で、嫁にきても特に調理法を教わることはなく、手伝いながら

何となく見て覚えることが多いという。

　① 　まず、かすべの身を柔らかく戻すため多めの水に浸す

（写真３）。２日間くらい浸す。最初のうちは汚れがたく

さんでて浮きあがってくるので水を流しっぱなしにしな

がら浸し、適当なところで浸け置きにして何度か水を替え

る。多いときは10回以上水を替えなければならないため、

付きっきりの作業となる。水を替えるタイミングは、水の

色や匂いをみながら決める。このタイミングを誤ると臭み

が残ってしまったり、独特の風味が失われたりしてしま

う。また、米の研ぎ汁に一昼夜から２日間浸す家もある。

こうして水で戻すと、かすべの身は乾物のときの３倍くら

いの大きさになり、アンモニア臭に由来する独特の臭みも

かなり取り除かれる。

　② 　汚れた水を捨て、かすべの表面に付着した白っぽいヌメ

リを丁寧に取り除く（写真４）。まな板にかすべを置いて

写真２　真かすべ（袋入り）

写真３　水に浸す
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亀の子束子で力を入れて擦って取り除く。かつては束ねた

藁で擦って取り除くこともあった。次いで、必要に応じて

包丁で一口大（５～６㎝角）の大きさに切る（写真５）。

この後、特に厚い身は包丁で切れ目を入れておくこともあ

る。

　③ 　かすべを下茹でする。水を多めにいれた鍋にかすべを入

れ、沸騰するまで弱火で茹でる。酢を入れたり、重曹を入

れたりして下茹でする家もある。15分ほどして沸騰し、同

時に泡もでてくると、火を止めて湯をすべて捨てる。この

とき、かすべの身に串などを刺して柔らかさを確認するこ

ともある。火を止めるとそのまま20分ほど置いてから湯を

捨てる家もある。湯を捨てる時も、かすべの身から皮が剝が

れないように新しい水を流し入れながら行うこともある。

　④ 　かすべを長時間煮込む。再び鍋にかすべが浸かる程度に

水を入れて弱火（場合によってはとろ火）でじっくりと煮

込む。水ではなく番茶を使うと軟骨まで柔らかくなるとい

う家もある。この間、かすべが煮崩れしないように鍋の中

を決して搔きまわしてはいけない。

　　 　煮込む途中で上白糖を入れ、次いで醤油を入れる（写真

６）。この上白糖と醤油の投入を何回か繰り返す。入れる

量とタイミングは特に決まっておらず勘に頼ることが多

い。ただ、家によっては「上白糖を30分おきに２回」「醤

油を６回し」「醤油を全体の１／３程度」「上白糖と醤油

を朝昼晩の３回など」と一応の目安を決めていることもあ

る。また、日本酒や味醂などを適宜加えることも多い。

　　 　火は、煮崩れしないように決して強火にはしない。弱火

であればあるほど良いとされ、かつては炭火を利用した。

鍋には落し蓋をして朝から晩までほぼ１日中コトコトと煮

込んでいく。弱火が消えないように、またハエなどの虫が

入らないように付きっきりの作業となる。味がしっかりと

身に浸み込むように、また身が煮崩れないように、時間を

かけてじっくり煮込むのが最大のポイントとなる。

　　 　やがて煮汁が減って鍋の縁に煮汁の粕が付き始める。こ

のタイミングで独特の香りと色、そして照り具合をみなが

ら仕上げに移る。このとき箸でつまんで身の硬さを確かめ

たりすることもある。仕上げでは、ざらめを適量加えて10

分ほど煮込み、最後に醤油を適宜加えて味を調える。家に

写真４　ヌメリを取り除く

写真５　一口大に切る

写真６　醤油を入れ煮込む

写真７　煮汁を移す
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よっては、鍋の落し蓋を押さえながら煮汁だけを別の鍋に

いったん移し（写真７）、これにざらめと醤油を加えて沸

騰させて味を調えることもある。この場合、味を調えた煮

汁を再びかすべに加え（写真８）て完成となる。

　　 　また、最後に味を調える際、味醂を入れたり、甘すぎる

と塩を加えたりすることもある。近年ではトマトを加えた

り、蜂蜜や水あめを入れたり、ゼラチンを加えたり、さら

には防腐・防臭も兼ねて鷹の爪や赤唐辛子、生姜などを加

える家もある。最後の味の調え方は、家ごとに多少異なっ

ており、これが各家の特色ある味を生み出しているうえ、

その味も世代を経るにつれて変わっている。

　　 　なお、『あきた郷味風土記』などには、圧力鍋を使った

レシピも公開されている。この場合、水で戻したかすべを

下茹でせず、そのまま圧力鍋に入れて醤油や味醂を加えて

10分ほど煮る。その後、刻んだ赤唐辛子と醤油を加えて通

常の鍋で10分ほど煮て完成するという。

10　食べ方

　こうして調理されたかすべ煮は、すべての部位を食べることができ、捨てるところがない。身は柔

らかく煮込まれており、軟骨もコリコリとした独特の食感・歯ざわりをもたらす。身に浸み込んだ醤

油と砂糖の甘辛い味と香りも独特である。ご飯のおかずとしても食べられるほか、酒の肴としても重

宝される。

　完成したその日に食べても美味しいが、１日置くとさらに味が浸み込んで美味しくなるという。冷

えるのを待って冷蔵庫や冷凍庫に入れてもいいが、夏の暑い時期でも常温で一定程度日持ちする。そ

のため、作り置きしておけば、祭礼や盆の期間中にもすぐ食べられ、来客へのもてなしとしても提供

できる。土崎神明社の祭礼では、御馳走としてこのかすべ煮と枝豆、赤飯、胡瓜もみ、茄子の漬物

（がっこ）をだすのが、かつての定番であった。冷蔵庫のなかった時代は、氷を満たした盥
たらい

の上に麻

袋などを広げ、その上にかすべ煮を載せて冷たくしておいて来客があると提供したという。

　なお、土崎では、土崎神明社の祭礼（７月）と盆に主に調理して食し、それ以外の時期はほとんど

食べなかったというが、県内の一部地域では、夏の祭礼や盆以外に冠婚葬祭や正月にもかすべ煮を食

べることがあったという（例えば、男鹿市五里合など）。とはいえ、盆に付きものの料理として県内

ほぼ全域で食されてきたほか、能代市の日吉神社や八幡神社をはじめとした米代川流域や南秋田郡の

神社の夏の祭礼でもよく調理され食されてきた。また、生魚の手に入りにくかった山間部では、乾

物・かすべとしても、かすべ煮としても保存の効く食べ物として夏場の貴重なタンパク源となってい

た。ただし、こうした祭礼や盆にかすべ煮を調理して食する理由について縁起や薬効などの特別な言

い伝えはみられないようである。

写真８　煮汁をもどす

写真９　かすべ煮　
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11　歴史・分布

　エイを食する習慣は、西日本と北日本で大きく異なる。西日本で利用されるエイは、トビエイ目ア

カエイ科のアカエイで、生魚のまま利用されることが多い。北日本で利用されるエイは、ガンギエイ

目ガンギエイ科のガンギエイで、秋田県以南では主に乾物として、青森県や北海道では主に生魚のま

ま利用される。ガンギエイの乾物は、戦前に農商務省水産局が編んだ『日本水産製品誌』にも記載が

あるように、少なくとも明治時代には北海道や青森県で盛んに生産されており、秋田県などに流通し

たほか、一部は中国にも輸出されていた。

　秋田県の郷土食としてのかすべ煮の特色をみると、その由来・歴史をある程度推測することができ

そうである。ガンギエイを「カスべ」と呼ぶ地域は、主に北海道や東北地方日本海側である。この呼

び名の由来については、煮ても焼いても美味しくない「魚のカス」からきたともいわれる。確かに西

日本の一部ではエイを食用ではなく肥料として用いてきたし、関東ではほとんど食されない。しか

し、カスベと呼ぶ地域は、むしろ行事食として重宝しており、その点でこの由来は首肯できない。

　一方で、北海道のアイヌがエイの一種を「カスンベ」「カシュムベ」「カシュペ」などと呼んでお

り、これを乾物に加工して保存し、茹でて叩いて野草などといっしょに食べていたとされる。この点

を考慮すれば、食用となるエイをカスベと呼ぶことは、アイヌ語に由来するとみるほうが妥当だろ

う。しかも、まさに北海道で水揚げされて乾物に加工されたかすべを今日もなお食しているのが、

「カスベ」呼称地帯の人々なのである。

　北海道で水揚げされて乾物に加工されたかすべは、秋田県をはじめ青森県や山形県に流通してい

る。背景には、乾物であれば長期保存できるうえ、重量も軽くなり運搬に適していたからであろう。

昆布や棒鱈などと同様に松前方面から北前船に積載されて流通していたことは想像に難くない。現在

もかすべ煮を比較的よく食している土崎は、北前船の代表的な寄港地の１つであり、秋田藩の台所と

呼びうる港町であった。

　また、かすべの調理には非常に多くの時間と手間がかかる。水で戻し、下茹で、煮込みまでトータ

ルで３～４日程度要するのが通常である。逆にそうしなければ、臭みを除去できないし、独特の食感

と味も生まれない。従って、これを日常的に調理することは現実的ではない。ただ、一度調理すると

夏場でも常温で数日もつことから、忙しくなる祭礼や盆の期間中の料理としては重宝されたのではな

いだろうか。少なくともある時期までは、かすべ煮は、秋田県の多くの地域で盆に必ず食べる料理の

１つであり、沿岸北部では神社の夏の祭礼にも付きものの料理であった。

　土崎の人々は、土崎神明社の祭礼と盆にかすべ煮を作って食してきた。特に土崎神明社の祭礼との

関わりは象徴的である。土崎神明社の祭礼は、北前船との関わりに由来する土崎最大の祭りである。

宝永元年（1704）、北前船でやってきた船乗りや商人たちが土崎の人々とともに曳山を曳いたのが

始まりと伝えられ、現在も毎年20基前後の曳山が曳き出される。もとは旧暦６月20・21日に行われ

たが、現在は７月20・21日に行われ、親戚たちもこの祭礼を見物にやってくる。そうしたとき来客

にすぐに出してもてなせる料理としてかすべ煮は最適であった。かつて、祭礼が近づくと、土崎のほ

とんどの家がかすべ煮を作り、我が家の味を競ってきた。祭礼が近づくと、土崎はかすべ煮の匂いに

包まれたという。そのため土崎神明社の祭礼は「かすべ祭り」とも呼ばれた。北前船で運ばれてきた

食材を利用した料理が、北前船との関わりを起源にもつ祭礼の別称にまでなっていることは、かすべ
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煮の歴史を考える時、極めて象徴的である。数ある秋田音頭の歌詞の中にも、「港の祭りコ　初めて

見に来て、ワイッタゲおがしがた、煮付けもかすべ、刺身もかすべ、オドつら干かすべ」とある。

12　関連する郷土食

　かすべ煮とほぼ同じ作り方・食され方は、秋田県と接した岩手県の奥羽山系にもみられ、盆には欠

かせない料理であった。また、山形県のからかい煮もほぼ同様の料理である。山形県では、エイをカ

スベと呼ばずカラカイあるいはカラゲと呼ぶ。やはりその乾物・からかい／からげを購入し、水で戻

した後、ゆっくりと時間をかけて甘辛く煮込む。これを盆や祭りだけでなく、正月や年越しにも作っ

て食す。

　青森県ではかすべ煮がみられるほか、生魚のカスベ（青森ではカスペともいう）を利用することも

少なくない。生魚のカスべを利用するには、アンモニア臭を押さえるため新鮮でなければならず、県

内で冬場に水揚げされることから可能となっている。例えば、カスベの鰭を薄切りにし、塩をして少

し寝かせて酢でしめた後、大根おろしや葱などと合わせて酢みそで和えた和え物などがある。同じよ

うにカスベを冬場に水揚げする北海道でも、カスベが生魚のまま市場に出回っており、煮つけをはじ

め、揚げ物や天ぷらなどで食されている。

【カスベなます】

　秋田県でも県北の内陸部では冬場に生魚としてのカスべの利用がみられる（県南の内陸部は専ら乾

物のカスべ煮を専ら夏場に食す）。これは青森県で水揚げされ、生魚として流通するカスベである。

代表的な料理がなますで、「カスベなます」「クラッコなます」などと呼ばれ、主に正月に食されて

いる。よく洗ってから茹でて小さく切ったカスベの身に、カスベの肝（油わた）を利用したタレを絡

ませた和え物である。このタレは、水と少々の酒で煮たカスベの肝をすり鉢ですりおろし、酢や砂

糖、味噌、醤油などで味付けしたものである（肝に味付けを先にしてから擂鉢ですって最後に酢で味

を調える場合もある）。このタレにカスベの身をからませ、さらに大根おろしや刻みネギを入れて和

えるのである。このときカスベが細かく崩れないように慎重に和える。旧森吉町、旧阿仁町、上小阿

仁村、八峰町などにみられる。また、北秋田市の比立内や木戸石などでは生のカスべを茹で、大根お

ろしやネギを混ぜて醤油や砂糖、酢などで和えたものをカスベなますといって正月に食する。また、

小坂町川上では生魚のカスべを醤油と砂糖で煮つけて大晦日に食べている。

　八峰町の岩館や石川では、正月は生魚のカスべを利用したカスベなますを食し、盆は乾物のかすべ

を利用したかすべ煮を食していることから、沿岸北部の乾物／かすべ煮と県北部内陸の生魚／カスベ

なますとの境界はこの辺りのようである。

　なお、冷凍・冷蔵技術の発達した今日では、冬場を中心に土崎のスーパーでも生魚のカスべが販売

されるようになっている。これはカレイの煮つけと同様にして食べるが、土崎神明社の祭礼や盆には

あくまで乾物のかすべを用いたかすべ煮を食している。

　ちなみに西日本で食されるアカエイは、初夏から秋にかけて漁獲があり、主に夏場に生魚のまま出

回る。味噌煮や味噌汁などにして日常的に食されるほか、「エイ（良い）正月を迎える」といって煮

物・煮こごりを正月に食する地域もある。

－ 46 － － 47 －



13　伝承状況

　かすべ煮にはここに記したような深く豊かな歴史があるにもかかわらず、残念ながら現在、かすべ

煮を積極的に作ろうという家は確実に減少してきている。最大の要因は、水で戻すのに２日間、その

後の下処理から下茹で、煮込みまで２日間と最低でも４日程度を要するうえ、その間作り手はほぼ付

きっきりで様子を見ておかなければならないからである。その独特の食感や味を好む人は今も少なく

ないが、現代の生活リズムの中でこれだけの手間暇をかけて調理するのは容易でないのだろう。

　そうした中、土崎の歴史や祭礼を紹介する施設・土崎みなと歴史伝承館（以下、伝承館）と土崎婦

人会とが連携して、令和３年８月に「カスベ煮講習会」を実施している。この講習会には予想以上に

多くの若い男女の応募があったそうで、かすべ煮の調理法を次世代へ継承する動きが生まれつつある

と評価していいだろう。今回、聞き取り調査を実施させていただいた会長の保坂せい子氏、塩谷カヨ

子氏を中心とした土崎婦人会が、今後もこの活動を継続し、秋田市や伝承館などの行政的な支援と協

力が継続的に加わるならば、保存会の結成も視野に入れたような、かすべ煮の保存と活用への具体的

な道も拓けてくるのではないだろうか。

　なお、土崎みなと歴史伝承館では、土崎神明社の祭礼の期間中、かすべ（煮）への理解を深めるた

めにカスベの乾燥標本や生きたカスベの展示（男鹿水族館GAOの協力による）なども実施している。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年７月17日（日）～19日（火）　秋田市土崎　　塩谷　カヨ子宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　17日は事務局のみ調査

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会　『改訂あきた郷味風土記』　秋田活版印刷　2015年

　相場栄　『いなかの食卓　秋田だより』　文化出版局　1985年

　秋田市史民俗部会　『秋田市史民俗調査報告書２』　1997年

　秋田市史民俗部会　『秋田市史民俗調査報告書３』　1998年

　秋田市（編）　『秋田市史　第16巻　民俗編』　2003年

　磯村朝次郎・齋藤壽胤　『男鹿五里合民俗誌』　五里合郷土誌談話会　1990年

　大内宏　『秋田味覚有情』　1969年

　鹿角市　『花輪北地区の民俗』　1989年

　杉山秀樹　『あきたの地魚・旬の魚』　NPO法人あきた地域資源ネットワーク　2011年

　冨岡典子ほか　「エイの魚食文化と地域性」『日本調理科学会誌』43巻２号　2010年

（石垣　悟）

－ 48 －



【　笹巻き　】

１　名称

　「笹巻き」と呼ばれる事が多いが、全国的には「ちまき」と

呼ばれる。「ひし巻き」と呼ぶ地域もある。

２　特色

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域

性が高いもの。

　⑤ 　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるも

の。

　⑪ 　米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　県全域

４　伝承地の概要

　きれいなクマザサの葉が採れる山間部を中心に作られる。

５　作られる時期

　かつての田植え時期でクマザサの採れる５月～６月。現在は、笹を冷凍保存して年中作られてい

る。６月の初め頃、田植えが終わった後に、豊作の祈願と労をねぎらって「早苗饗（さなぶり）」を

行い、神様に笹巻きをお供えした。

６　食される時期

　５に同じ。

７　郷土食の概要

　もち米を笹の葉で巻いて、イ草で結んで煮たもの。クマザサは笹の葉には抗菌性や防腐性があると

言われ、昔から保存食や携帯食の包装に使われていた。もち米はうるち米に比べると収穫量も少なく

高級品のため、昔からお祝いの席のごちそうとして用いられることが多かった。

　秋田県ではかつては端午の節句やさなぶり（田植えを終えた祝い）の行事食だった。田植えがすべ

て女性たちの手によるものだった時代に、農家の嫁や娘たちは「さなぶり休み」として実家に里帰り

する習わしがあり、嫁家からの手土産として笹巻きを持たせていた。
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８　原材料

　・クマザサの葉 ：若くて新鮮な葉がいい。そうでないと、笹

が割れる。そのため、一本の笹から採れる葉

は、上の方の若い１、２枚だけ。横の葉は、

固いため採らない。葉は、細くて長いのがい

い。由利本荘市東由利では、６月20日頃に採

り、重曹を入れて茹でて、冷凍しておく。

　・い草 ：水に浸しておく。ゴムで巻いて、茹でる場合もあ

る。ゴムの場合は、No.18ゴムを２重に巻いて使う。  

　　　　　※ 　佐藤さんは畳屋の娘なので、畳をほぐして、熱

湯消毒したものを使う。

　・もち米

　・重曹

９　作り方

　巻き方は、地域により異なる。ここでは、沿岸南部の由利本

荘市東由利地区（佐藤　ノブ子さん、村上　主江さんの場合）

の例を述べる。

　①　もち米は洗ってザルにあげて、15分くらいおく。

　　　※　もち米５合で、笹巻きおよそ25個分になる。

　② 　クマザサの葉を洗って水気を拭き、先と茎を切り落とし

ておく（写真１）。

　　　・葉を３枚（２枚もあり）使って、笹巻き１個を作る。

　　　・外の葉は長め、中の葉は短めのものを選ぶ。

　　　・３枚とも葉の裏を内側にする。

　　　・葉の先の方を内側にして巻く。

　③ 　根元を右に葉の表を見る。右の根本から内側にくるりと

巻き込み、三角の筒を作る（写真２）。先から米がこぼれ

ないようにしっかりとじる。

　④　２枚重ねた笹の裏から、③の上部に置く。

　⑤　茎になる部分を上に残してくるりと巻き込む。

　⑥　⑤にもち米を40g前後入れる（写真３）。

　⑦ 　手前の笹を折り、向こう側からふたを倒し、しっかりと

折る。先のほうは円錐状、底面は三角形の細長い形にな

る。

　⑧ 　形を整え、い草で封をし（写真４）、巻き次第、水（分

量外）を張ったボールに入れ、そのまま２時間くらい浸

写真１　葉の茎を切り落とす

写真２　三角の筒を作る

写真３　もち米を入れる

写真４　い草を巻く
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す。水分を吸って膨らんで、中できちっとなる。

　⑨ 　沸騰した湯（分量外）に重曹を少々入れ、⑧を入れ30分

煮る。

　　 　笹巻きの尖っている方が軽くて上になって煮えないので

浮かばないようにするときや、量が多いときは、ペーパー

に十字に穴を開けて、落とし蓋をするときもある。

　⑩ 　冷水にとり、それを絞った布（タオル等）に包み、ゆっ

くり冷ます（写真５）。

【三種町の場合】１）

・大きなササの葉を１枚使って巻く。

・三角錐型で、どの面も三角形になる。

【仙北市の場合】１）

・ササの葉を２枚使って巻く。

・ぺたんとした三角系になり、い草で三方が固定される。

10　食べ方

　ササを外して砂糖を入れたきなこをまぶして食べる。また、

昔は山に仕事に行くときに、塩味にして携行食として持って行ったりした。今は、おやつの時間に食

べる。

11　歴史・分布

　端午の節句に食べられていた「ちまき」が伝わってきたものと考えられ、新潟県、山形県など日本

海側で確認できる。文化庁の平成28年度伝統的生活文化実態調査では、山形県の代表的料理として

紹介されている。くず米の粉ではなく、もち米を粒のまま使用することから、ハレの日の贅沢品とし

て伝承されてきた。

  

12　関連する郷土食

　もち米粉やうるち米粉を使用し、砂糖等を加えて練ってつくるものは、「笹餅」「笹だんご」と呼

ばれている。秋田県食生活改善推進協議会が令和３年度に行った「郷土料理調査事業」では、「子ど

もたちに伝えたい伝統的な郷土料理」として、男鹿市では「笹餅」がとりあげられている２）。「餅

を笹でくるみ、イグサで巻いて煮込んだもの」と紹介されており、嫁家からの手土産との記述もある

ことから「笹巻き」と同様と考えられるが、形は正方形であることが異なる。

写真５　冷ます

写真６　完成
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13　伝承状況

　佐藤さんは、東由利特産物振興会の加工所の先輩から、笹巻きの作り方を教えてもらった。お姑さ

んや、嫁ぐ前に母から教えてもらう人もいる。

　家庭では作らなくなってきているようだが、直売所等では売られており、食べる伝統は続いてい

る。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年10月５日（水）  由利本荘市岩谷町字日渡90－６　Gardening Cafe 花草

註

　１ ）「秋田のグリーン・ツーリズム総合情報サイト　美の国秋田桃源郷をゆく」令和６年２月12

日閲覧

　２ ）「令和３年度　郷土料理調査事業　実施報告書」　秋田県食生活改善推進協議会　2022年11月

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』農文協　1986年  

　 秋田県農山村漁村生活研究グループ編 『改訂あきた郷味風土記』 秋田県農山村漁村生活研究グ
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【　ハタハタずし　】

１　名称

　今日では「ハタハタずし」と呼ぶことが圧倒的に多いが、か

つては「すしハタハタ」と呼んでいた地域もあったようであ

る。また、普段の会話の中では、単に「すし」といった場合に

「ハタハタずし」を指すことも少なくない。

２　特色

　③　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

　⑨　ハタハタを使用したもので、特色があるもの。

　⑪　米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色があるもの。

　⑰　発酵食（漬物、調味料、飲み物等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　秋田県男鹿地方などの沿岸部を中心にほぼ全県で広くつくられ、食されてきている。また、隣接し

た山形県庄内地方や青森県津軽地方の沿岸部でも食されてきた。ただ、秋田県では内陸部にいくと、

沿岸部に比べるとつくる割合が若干低くなるようで、塩漬けしたハタハタを必要に応じて焼いて食す

ることも多くなる。これに関連して今回の基礎調査では、仙北市西長野や桧木内大台野で、柿渋で漬

けたハタハタの柿漬けもみられた。

４　伝承地の概要

　南・北・東の三方に大きな山地をもつ秋田県では、西に広がる日本海からもたらされる海の恵みが

沿岸部のみならず秋田全域の人びとの食生活を支え続けてきた。ハタハタもその一つで、「風雨に

乗ってやってくる」「雷が鳴るとやってくる」などといわれ、秋田県沿岸では初冬に天候が荒れるほ

どよく獲れるとされてきた。漁獲量の特に多かった時代は、内陸部も含めて県内に広く流通し、人々

はトロ箱単位で大量にこれを購入し、各家でハタハタずしを漬けてきた。

　ハタハタが毎年冬になると接岸し産卵するのは、沿岸地域の生態環境との関わりが深い。秋田県沿

岸には白神山地や鳥海山からの豊かな伏流水が流れ込み、ハタハタの産卵に適したホンダワラなどの

藻場が広がっている。そのため、毎年冬になると産卵を目的としたハタハタの大群がやってくる。こ

の時期のハタハタは、季節ハタハタとも言われ、産卵直前の卵（ブリコという）も味わえるなど秋田

県の人々とって特別な食材である。

画像提供　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会
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５　作られる時期

　その年のハタハタの水揚げされる時期によって若干異なるが、概ね毎年11月下旬から12月中旬頃

までとなる。

６　食される時期

　毎年、正月前の12月下旬から正月をはさんで、保存の効く春先（２～３月頃）までの冬季が主に

食される時期となる。かつては田植え時まで食べていた地域もあったといわれている。ただ、近年で

は工場等で冷凍のハタハタを用いて製造するハタハタずしが、スーパーマーケット等でほぼ年中手に

入り、土産物店などでも販売されていることから、年中食することができるようにもなっている。

７　郷土食の概要

　ハタハタずしは、いうまでもなくハタハタを主な食材として用いた保存食の１つである。米や米

麹、さらにはニンジンなどの野菜類、フノリなどの海藻類などを加えて作った飯ずしで、一尾漬けと

切り漬けの２種がある。どちらも基本的な製造工程は、ほぼ同じで、初冬に獲れたハタハタを下ごし

らえした後、米や米麹、野菜、海藻などとともに２～３週間漬け込む。通常12月下旬には完成し、

正月を中心に冬季の間、行事食や来客へのもてなし、酒の肴などとして盛んに食べられてきた。なか

でも一尾漬けは、正月（年取りの晩と元旦）の祝い膳につける魚としても欠かせないことから、製造

もできるだけ正月に間に合うように逆算して行われる。

　発酵したハタハタのうま味と、米と米麹の甘味とが醸し出す独特の酸味をもった飯ずしで、秋田の

人々にとっては「ハタハタずしがないと正月を迎えられない」「ハタハタずしのない冬（の暮らし）

は考えられない」といわれるほど重要な冬の郷土食となっている。

　

８　原材料

　・ハタハタ ：普段は水深20 0～5 0 0ｍの深海に生息する魚

で、初冬（11月末～12月中旬）になると産卵の

ため接岸してくる。現在は、沖合の水深80～400

ｍのところで底引き網で捕獲することも多くなっ

ているが、かつては専ら産卵のために水深５ｍ以

下の浅場にやってきたハタハタを、漁師達が荒れ

た危険な海に乗り出して建て網（小型定置網）な

どで捕獲した。

　・米 ：農家は自家で収穫した粳米を利用し、農家以外は購入

する。

　・米麹 ：かつては近隣の麹屋から購入したり、種麹を購入して自家で製造したりした。現在はスー

パーマーケットで購入することがほとんどで、自家で製造している家は稀にみられる程度で

ある。

　・ニンジン ：野菜類の中では最もよく利用される。自家に畑があれば、そこで獲れたものを利用す

写真１　ハタハタ
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るが、そうでなければ購入する（以下の野菜も同様）。

　・カブ ：利用する家と利用しない家があり、ダイコンを利用する場合は、カブは利用しないことが

多い。

　・キャベツ ：利用する家と利用しない家があり、総体的には利用する家は少ないようである。

　・タカノツメ ：利用する家と利用しない家がある。

　・ユズの皮：臭みを取るために利用する家が多いが、利用しない家もある。

　・ショウガ：ユズの皮に同じ。

　・ニンニク：臭みを取るために利用するが、総体的には利用しない家のほうが多いようである。

　・海藻（コンブやフノリなど） ：基本的には近隣の店やスーパーマーケットなどから購入してく

る。利用する家と利用しない家があり、総体的には沿岸部の家々で

は利用することが多いようである。

　・笹の葉 ：クマザサの葉。食材そのものではないが、殺菌作用を期待して漬け込む際に利用するこ

とが多い。初夏（６～７月頃）に近隣の山などから取ってきて湯通ししてから冷凍保管し

ておく。あるいは湯通しした笹の葉を重ねて新聞紙にぐるぐる巻きに包み、息をつかせな

いようにして暗所に保管しておくこともある。なお、初夏に取り忘れた場合は漬け込む直

前に近隣の山に入って取ってくることもある。

９　作り方

　ハタハタずしを製造するのは、専ら家の主婦である。家ごとに若干異なる方法で製造されることか

ら、出来上がったハタハタずしの味や外観も家によって異なることが普通である。ただ、その製造工

程は概ね共通しており、大きく①ハタハタの下ごしらえをする、②すし飯を作る、③ハタハタとすし

飯を漬け込むという３つの工程からなる。また、①ハタハタの下ごしらえは、さらにハタハタの頭や

内臓などを除去する工程と、ハタハタの臭みを除去する工程の２つからなる。

　ハタハタずしの製造は、毎年ハタハタが水揚げされる時期（通常は11月末～12月中旬）に行われ

る。逆にいえば、ハタハタが水揚げされないと製造は始められない。今回の調査時点（令和４年12

月中旬）でも、近年続く極度な不漁でハタハタがほとんど水揚げされていなかったため、家々でのハ

タハタずしの製造も実見できなかった。

　１シーズンに１つの家で製造するハタハタずし

の量は、豊漁の時代は、年間５貫ほど（20㎏弱）

にも及んだ。当時は年間計20貫ほど（約75㎏）の

ハタハタを購入したというから、その1/4ほどを

ハタハタずしの製造に充てていたことになる。５

貫ほどのハタハタですしをつくる場合、米２升、

米麹２升、塩４合ほどを使うのが標準であったと

いう。現在は、かつてのようにハタハタが獲れな

いことから、20㎏も製造することはまずなく、５

㎏前後が普通で、多い家でも10㎏程度という。 図１　ハタハタの漁獲量Ⅰ）
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　ハタハタずしの食材として利用されるハタハタは、豊漁の時代には小さな雄のハタハタや、ババと

称する産卵を終えた雌のハタハタが主であった。かつてこれらは、ほとんど値がつかず、トロ箱代だ

けで売買されたともいわれている。このようなハタハタをトロ箱単位で大量に購入してハタハタずし

の食材として利用した。不漁の続く現在でも、ハタハタずしに大型のハタハタやブリコを抱いた雌の

ハタハタを用いることは稀で、基本的には小さな雄のハタハタを利用しており、ハタハタずしに利用

するハタハタは安価なものという意識が強い。従って、不漁が続いてハタハタの値が高騰している近

年では、自家でハタハタずしを製造する機会も激減しつつある。

　以下、ハタハタずしの製造工程を詳細にみていく。

①－１　ハタハタの下ごしらえ～内臓等の除去

　水揚げされたハタハタを購入してくると、まず手で軽く水洗

いして表面のヌメリや汚れなどを落とす。次に包丁を使って頭

と内臓、尻尾を丁寧に取り除いていく（写真２）。尻尾は切り

取らない場合もある。また、もしブリコを抱いた雌のハタハタ

がいた場合は、内臓を取る際にブリコが飛び出さないように慎

重に処理する。なお、かつては稀にブリコを抱いた雌のハタハ

タを頭や尻尾を取らずにそのまま漬け込むこともあり、これを

一尾漬け／一ぴきずし／長ずしなどと呼んだが、現在はほとん

ど製造されていない。むしろ頭は固すぎるから必ず取り除かな

ければならないといわれることが多いようである。

　ハタハタの内臓や頭などを除去すると、次に包丁でハタハタ

を一口大に切り分ける場合と（写真３）、特に切り分けずにそ

のまま次の工程に進む場合とがある。前者は切り漬け／切りず

しなどと呼ばれ、比較的大きなハタハタで行われることが多

い。後者は「まるずし」と呼ばれるほか、これを特に「一ぴき

ずし」と呼ぶ場合もある。ブリコを抱いたハタハタは、切り漬

け／切りずしにするとブリコが流れてしまうため、必ずまるずし／一ぴきずしにする。

　なお、除去された内臓や頭、尻尾は、現在は廃棄されることがほとんどであるが、かつてはしょっ

つるの食材として利用された。

①－２　ハタハタの下ごしらえ～臭みの除去

　次にハタハタの臭みを除去する工程となる。ハタハタから赤
あか

水
みず

／赤つゆと称する血の混じった液を

取り除く、いわば血抜きの工程である。基本的には水と塩と酢を用い３～４日ほどかけて行うが、そ

の方法は家ごとに若干異なっている。次にいくつか例をあげる。

【例１】

　プラスチック容器などに塩とハタハタを交互に重ねて入れてハタハタの重さの５倍ほどの重石をす

る。やがて容器の上部に赤水が浸み出してくるので、１日１回、容器を傾けて赤水を捨てる。これを

写真２　内臓等の除去

写真３　一口大に切る

画像提供　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会
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４日ほど繰り返すと赤水が浸み出してこなくなり、ハタハタの

臭みも取れ、身もしまる。次に酢でハタハタを手洗いし、表面

の塩を除去する。切り漬け／切りずしにする場合は、このタイ

ミングで包丁で一口大に切る。

　次に酢を入れた容器にハタハタを入れる。酢の量はハタハタ

が泳ぐくらいたっぷりがよい。１～２日ほどで塩分がほぼ抜け

るので笊にあげて酢を切り、タオルやキッチンペーパーで巻い

て表面の酢分も軽く除去する。

【例２】

　切り漬け／切りずしにするために一口大に切ったハタハタ

を、水を入れた容器に浸す（写真４）。この水を毎日、朝・

昼・晩の３回取り換える。１週間ほど経つと赤水が出なくなる

ので、ハタハタを笊にあげて水を切った後、酢に１～２晩浸し

てしめる（写真５）。

【例３】

　ハタハタに塩を強く振りかけて３日前後おいてぬめりをと

る。その後、水で表面の塩を洗い流した後、一晩水にさらして

赤つゆを取り除き、さらに５～６時間酢に浸けておく。

【例４】

　ハタハタを四斗樽の七分目ほどまで入れて水を加え、１日１回水を取り替える。４～５日ほどする

と、赤つゆが出なくなり、ハタハタが白っぽくなるので、笊にあげて水を切る。その後、塩を振りか

けて一昼夜おいた後、桶に入れて酢を振りかけて一晩酢漬けにする。翌日、再び笊にあげてよく水を

切る。

【例５】

　ハタハタに塩を振りかけてから３日間水に浸けて赤つゆを取り除く。その後、水洗いしてから２～

３日間ほど酢に浸けておく。

　いずれの方法もハタハタから赤水／赤つゆを取り除くためのもので、これにより同時に臭みもある

程度除去することができる。手順は様々であるが、ハタハタに塩をまぶし、水や酢に一定期間浸すこ

とはほぼ共通している。いずれもそれぞれの家で工夫され、受け継がれてきた方法である。なお、最

後に酢に浸ける方法は、下漬けともいわれる。比較的新しい方法ともいわれているほか、男鹿市をは

じめとした秋田県北部で行われることが多く、秋田県南部ではあまり行われないといった地域的な違

いもみられるようである。

②　すし飯を造る

　次いですし飯の製造に入る。すし飯は、漬け込む当日につくられることが多い。通常通り白米を炊

き、ある程度冷まったところで米麴を入れて箆や手で混ぜ合わせる。家によっては発酵を促すためと

いって比較的熱いうちに米麹を入れて箆で混ぜ合わせることもある。その後、人肌くらいに冷まった

写真４　冷水に浸す

写真５　酢に浸ける（下漬け）

画像提供　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会
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らすし飯の完成となる。また、家によっては、この段階ですし

飯にニンジンやカブなどの野菜類、フノリなどの海藻類を混ぜ

る場合や、漬け込む（次の本漬け工程）２日前にすし飯を造っ

て少量の塩と砂糖を混ぜておく場合などもある。

　米と米麹の割合は、厳密には決まっておらず、家によっても

多少異なっている。米麹と米をほぼ同量に用いるという家が多

いが、それ以外にも米麹を少なめにして混ぜ合わせるという

家、米の約半分の米麹を混ぜ合わせるという家など様々である。

　また、これとほぼ同じタイミングで野菜類や海藻類なども準

備される。どの野菜類・海藻類を何種類利用するかも、家に

よって全く異なっている。ニンジンやカブ、ダイコンなどは包

丁で細切りや薄切り、銀杏切り、花形切りなどにされ、ユズや

ショウガ、ニンニク、キャベツ、高菜なども包丁で細切り、タ

カノツメは包丁で薄く輪切りにされる。フノリやコンブは、軽

く手で水洗いして汚れを落としてから利用される。家によって

は、ちぎったブリコを用意することもある。

③　漬け込む（本漬け）

　ハタハタの下ごしらえ、すし飯の製造、野菜類の準備が済む

と、いよいよ漬け込みとなる。これを本漬けともいう。本漬けもま

た、家によって方法は異なっている。次にいくつか例をあげる。

【例１】

　まず容器の底に笹の葉を敷きつめる。笹の葉は、水で洗って

から表面の水気をとる。その上にハタハタを少し重なる程度に

一面に敷く（写真６）。続いてすし飯を軽く敷きつめてから、

ニンジンやフノリ、ユズの皮などを軽く敷き、最後にざらめか

味醂を軽くかけ、酒と味醂と蜂蜜を混ぜたものを少し振りか

ける。この笹の葉からの一連の作業を容器の上部まで繰り返す

（写真７）。一段の厚さは２～３㎝ほどになる。最後に笹の葉

を載せてから落し蓋をしてハタハタの量の５～８倍の重石をす

る（写真８）。重石の重さは、出来上がりを柔らかめにしたい

場合は５倍程度、堅めにしたい場合は８倍程度とする。一連の

作業はすべて手作業で行う。こうして漬け込んだ容器を冷暗所

に置いておくと、３日後には落し蓋の上に汁が上がってくる。

約10日～２週間後にはハタハタずしが出来上がる。取り出す時

は、上にあがってきた汁を別の容器に移し、上の１段目を取り

出して食べる。残りはそのまま再び落し蓋をし、汁を戻して漬

写真６　ハタハタを敷く

写真７　笹の葉を敷く

写真８　重石をのせる

写真９　木製の樽桶

画像提供　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会
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けておく。こうして上の段から少しずつ消費していく。容器は木製の桶樽（写真９）でもプラスチッ

ク容器でも構わない。また、近年みられる落し蓋に締め付け機能の付いたプラスチック容器でも、毎

日しっかり締め直しをすれば問題ない。

【例２】

　まず容器の底に笹の葉を敷きつめ、その上に笹の葉が見えなくなるくらいにハタハタを敷いてい

く。その上に塩を手づかみで１つ、酒あるいは味醂を少々振りかける。そしてハタハタの上にすし飯

をハタハタが見えなくなる程度に敷き、その上に野菜類を敷き詰める。１段の厚さは２～３㎝程度

になる。この笹の葉からの一連の作業を繰り返し、容器の2/3くらいの高さまでくると、落し蓋をし

て重石を載せる。重石は20ℓほど入る容器であれば30～40㎏を目安とする。このときの塩加減と重石

の重さが出来上がりを左右するという。容器は涼しいところに20日ほど置いておく。この間、落し

蓋の上に徐々に汁が溢れでてくる。この汁の出具合を常に観察し、汁が容器から溢れ出そうになると

少しすくって捨てる。20日ほどして出来上がったハタハタずしは、上の１段目から順に消費してい

く。まず上がってきた汁をすべて捨てて落し蓋を取り、笹の葉も取って捨てる。このとき米粒がほん

のりと残っている程度が最も良いという。上の１段目を取り出すと、落し蓋を戻して再び重石を載せ

る。こうして上の１段目から順に消費していき、それに応じて重石も少しずつ軽くしていく。

【例３】

　まず、酢に浸けていたハタハタを軽く水洗いしてから水を切る。１斗程度の木桶を用意し、その底

に塩をさっと振った後、笹の葉を敷き詰める。この桶は、杉の赤身の厚板を使った深さ１尺から１尺

３寸程度の浅い広口のものが最適である。重石を載せやすく、押しが効くためである。家によっては

１斗桝を用いる場合もあるほか、近年ではプラスチックの漬物用樽を用いることも多い。次に敷き詰

めた笹の葉の上に、すし飯を厚さ３㎝ほどにきつめに敷き詰める。このとき家によっては、笹の葉を

敷き詰めず、振りかけた塩の上に直接すし飯を敷き詰める場合もある。次いで、敷き詰めたすし飯の

上にハタハタをすし飯が見えなくなるようにびっしりと丁寧に並べる。その上に塩を振りかけ、酒を

ちょっと振りかけると、再びすし飯を敷き詰め、そのうえにハタハタを並べる。こうしてハタハタと

塩・酒、すし飯を順に詰めていき、その間に家によってはニンジンやカブ、ユズの皮、ショウガ、コ

ンブなどを挟んでいく。あるいは、野菜類などは挟まず、すし飯に混ぜておき、これにくぐらせたハ

タハタを利用する家もある。いずれにしてもこうして５段ほど敷き詰めると、最上段のすし飯に塩を

振りかけ、最後に再び笹の葉を少し厚めに載せ、厚手の木製落し蓋をおく。そして落し蓋と桶との間

に隙間ができないように、桶の内側の縁に添わせて藁製の紐で目張りする。この藁製の紐は、撚った

藁を三つ編みにしたもので、熱湯を通してから使うこともある。目張りすると重石を載せる。重石は

重ければ重いほどいい、あるいは漬け込む量と同じ重さがいいなどとされる。こうして漬け込むと、

すぐに発酵が進み始めて２日後には汁が上がってくる。この汁をハスと呼ぶこともある。汁があがっ

てもしばらくそのままの状態にして発酵を進める。発酵の進行に合わせて重石を増やしていく家もあ

る。やがて漬け込み始めて10日から２週間ほど経つと桶の上部に膜が張り、さらに１か月ほど経つ

と馴れてきてよい香りがしてくるので、重石を半分くらいにする。そこからさらに半月ほど経つと食

べ頃になる。食べ頃の目安として、漬け込んだ当初と比べて半分ほどの量になった時ともいわれる。

出来上がったハタハタずしを桶から取り出すときは、まず重石と落し蓋を取って汁を別の容器に移
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す。次に上から順に笹の葉ごと一段ずつ丁寧に箸で取り出して皿などに移す。残りは元のように落と

し蓋をして重石をし、桶から静かに汁を戻す。こうしておくと、最後まで味が変わらず、おいしく食

べることができるという。

【例４】

　まず、下ごしらえしたすし飯とハタハタを混ぜたものを用意する。次に桶に塩をさっと振った後、

笹の葉を敷き詰める。その上にハタハタを混ぜたすし飯を厚さ１寸５分ほどにびっしりと詰め、その

上に笹の葉を敷く。ハタハタを混ぜたすし飯と笹の葉を交互に敷き詰めていき、５段ほどになると最

上段に塩を振りかける。最後に再び笹の葉を少し厚めに載せ、その上に落し蓋を載せて重石を置く。

なお、不漁で十分な量のハタハタが手に入らないときは、焼いたり煮たりして食べたハタハタの残り

の頭や鰭などをとっておき、これに塩を振ったり、水に浸けたりして赤つゆを取り除いた後、頭の固

い部分などを金槌で叩いて砕いてから、すし飯といっしょに漬け込むこともあったという。

10　食べ方

　ハタハタずしは、本漬けした容器の上段から順に食べていくことが多い。従って、正月前後の食べ

始めと春先の食べ終りでは発酵具合が異なり味も異なるが、どちらもその家の味であって美味しいと

いう。

　ハタハタずしは、取り出してそのまま皿などに盛り付けて食べることが最も多く、中には醤油をつ

けて食べる人もいる。骨まで丸ごと食べられる。一口大に切った切り漬けのほうが比較的早く出来上

がるため、早ければ12月下旬には食すことができる。まるずしはそのまま食されることが多いが、

一口大に切ってから食べられることもある。

　また、ハタハタずしの独特な酸味の効いた味の苦手な人は、アルミホイールなどの上で軽く焼いて

から食べることもある。これをハタハタかやき（貝焼き）ともいう。こうすると生臭さがさらに消え

てより食べやすくなるだけでなく、独特の風味も出てくるという。阿仁川流域では、大根おろしをし

ぼった汁に、一口大に切ったハタハタずし、塩出ししたナラダケ、味噌を入れて煮た後、最後に大根

おろしを加えて煮た「ごりごりなます」という料理もあるという。

　ハタハタずしは、冬季を中心に食される保存食であると同時に、行事食としても欠かせない。出来

上がったハタハタずしを神棚に供える家があるほか、正月（年取りの晩や元旦）の膳にハタハタずし

をつける家は多い。男鹿のナマハゲに供される膳をはじめ、１年の航海安全を祈願して漁師が年初

（１月11日頃）に行う船魂祭りの膳などにつけることもある。こうした行事食では、かつてはお頭

付きの一尾ずしが用いられたともいわれているが、現在は頭を除去したまるずしが多い。家によって

は、年取りの晩の膳で、皿に盛りつけたハタハタずしの腹部あたりに塩鮭の切り身も一切れ立てかけ

ることもあり、年取り魚は一種類ではないこと、また東のサケ、西のブリという年取り魚の大きな分

布の中に、秋田のハタハタという局地的分布をもつ年取り魚の姿を見て取ることもできる。

　ハタハタずしは、かつては家ごとに製造され、その製造方法も味も家ごとに異なっており、自家の

ハタハタずしが一番美味だという人は多い。また、ハタハタずしが出来上がると、親戚や近所の人に

配ったり、逆にもらったりすることも多い。その際、お互いの味を確かめ合いつつ、「上手」な製造
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方法の情報交換もなされた。なお、一般に失敗することは少ないというが、年によっては味が若干

違ったり、うまくできなかったりして捨てざるを得ないこともあるという。

11　歴史・分布

　ハタハタずしは、魚と米、麹を用いて発酵させたなれずしの一種である。発酵にあたって米麹を用

いて低温乳酸発酵を促すことから独特の甘みを生じる飯ずしとなる。飯ずしは、秋田県を含む北海道

から東北地方の沿岸部では比較的よく製造されてきた。寒さの厳しい冬を迎えるにあたって初冬に漬

け込んで冬季の保存食として重宝されてきた。製造にあたっては内臓等と赤水（血）を丁寧に除去

し、殺菌作用のある笹の葉を用い、臭みを抑制するユズの皮やショウガを用いるなど様々な創意工夫

と綿密さがみられる。

　ハタハタずしの発祥は必ずしもはっきりしていない。江戸時代以前からあったといわれるほか、江

戸時代初期に武士の食していたものが、江戸時代中期以降庶民にも広まったなどともいわれている。

正保元年（1645年）の俳諧論書『毛吹草』に出羽の古今名物の１つとして「ハタゝ鮨」がみえてお

り、『日本諸国名物尽』（元禄期・1688～1704）にも出羽の名物として雷の鳴る時に獲れるハタハ

タを用いた「鮓」が挙げられており、江戸時代前期にはすでにハタハタずしが広く知られつつあった

ことがわかる。

　ハタハタは、古くから秋田県沿岸部で盛んに捕獲されてき

た。秋田音頭で「八森はたはた、男鹿で男鹿ぶりこ」と歌われ

るように、特に現山本郡八峰町八森や現男鹿市北浦などでは良

質なハタハタが獲れることで知られてきた。最盛期であった昭

和38～昭和50年の間は秋田県内で年間１万トンを超える漁獲

が続き、「防波堤から笊を落とすだけでハタハタが獲れた」

「浜に打ち上げられたブリコが30㎝以上の厚さだった」などと

もいわれている。こうした漁獲を背景にハタハタは、ハタハタ

ずしのほか、しょっつる鍋、貝焼き、塩焼き、煮付け、田楽、

塩漬け、日干しなど様々に利用されてきた。

　ハタハタずしに用いられるハタハタは、ブリコを抱かない小型のものが主であった。つまり、ハタ

ハタずしは、他の料理には用いられにくい大量の小型のハタハタを保存しながら冬場に利用するもの

であった。その意味ではハタハタの豊漁に支えられてきた食文化という見方もできるかもしれない。

こうして秋田県では沿岸部のみならず内陸部まで全県的にハタハタずしが製造され食されてきた。製

造工程は、家ごとに異なるが、基本は大きく変わらない。ただ、総じて県南部では下ごしらえで酢を

用いず、本漬けの際に若干砂糖を入れるなどしており、味がやや甘めであるといわれる。

　高度経済成長を経て乱獲による資源の枯渇によって漁獲量が減少に転じると、自家でのハタハタず

しの製造にも大きな転機が訪れる。平成に入る頃には漁獲量は危機的状況となり、秋田県は平成４年

から３年間の禁漁に踏み切る。この時期、ハタハタずしには北朝鮮産の冷凍のハタハタを用いて製造

する家もあった。冷凍の方が切りやすく、短期間で赤水も抜け、下ごしらえが楽という面もあったと

いう。また、ハタハタの代わりにサケやホッケで飯ずしをつくる家もあったという。しかし、つくっ

写真 10　ハタハタの選別
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てみるとハタハタずしほど美味ではなかったともいう（なお、サケやホッケの飯ずしは北海道など他

地域ではみられる）。こうした動きは、ハタハタずしが秋田にいかに深く根差した食文化であるかと

いうことを逆照射していよう。禁漁により資源が一定程度回復すると、資源管理に配慮した漁が再開

されたが、近年は日本海の水温の変化によると考えられる漁獲の激減に再度見舞われており、自家で

飯ずしをつくれるほどの量のハタハタを確保することはさらに難しくなっており、製造の機会もます

ます減りつつある。

　こうした状況下で、秋田の伝統的な味を残し、また広く売り出そうという動きも盛んになりつつあ

り、ハタハタずしを大量製造して販売する業者も登場してきた。今日では料亭等でだされたり、土産

物として販売されたりするほか、秋田県内のスーパーマーケットでも季節を選ばず販売されており、

各家はこれを購入して食べることも増えている。ただ、自家でハタハタずしを造ってきた家では、必

ずしも積極的に購入して食べることは多くはないようである。

　

12　関連する郷土食

　秋田県は、全国的にみてもユニークな「すし」の文化が地域

的特色をもって広く定着している地域といわれている２）。そ

の中には、いわゆる押しずしや巻きずしの類も多いが、食材を

すし飯（米と米麹）と一緒に一定期間漬け込んで発酵させる飯

ずしもまた多い。ここで取り上げたハタハタずしのほかにも、

魚類を用いた飯ずしとしては、米代川流域でみられるサケず

し（塩引き鮭の切身と野菜を用いる）、八郎潟周辺でみられる

フナの飯ずしやカレイの飯ずし、横手盆地でみられるマスの飯

ずしなどがある。今回の基礎調査でも、田植え時に食べたカド

（ニシン）ずし（仙北市西長野）、正月に食べるサケずし（大仙市花館、角間川）などがある。魚類

以外にも、米代川流域では山ぶどうと米を10日ほど漬け込むヤマブドウずしがあり、さらにその上

流には、煮たアケビの皮をもち米やこはぜの実といっしょに10日ほど漬け込むアケビずしがあり、

県南には筒切りにしたナスに黄色い食用菊を載せてもち米とともに１か月ほど漬けたなすの花ずしな

どもみられる。ただ、ハタハタずしほど全県的に広くつくられ食されてきた飯ずしはない。このこと

は、ハタハタこそが「秋田を代表する魚」であり、冬季の貴重なたんぱく源として秋田県の食生活を

支えてきたことを意味しているといえよう。

　なお、今日ではハタハタずしの名称が一般化しているが、地域によっては、かつては「すしハタハ

タ（ししハダハダと発音される）」とも呼称しており、さらに正月前後に「すし」といえば、暗黙の

うちにハタハタずしを指していたともいわれている。それほどハタハタずしは秋田県の人々には馴染

み深いものだった。

　また、ハタハタを用いたすしに、鳥取県鳥取市賀露地区の「しろはたずし」もある。これは、「お

からハタずし」とも呼ばれ、賀露地区の4月の春祭りで供される行事食となっている。ただし、春先

に沖合で獲れたハタハタを塩漬け・塩抜きした後に酢でしめて臭みを除去し、塩や酢、砂糖を混ぜた

おからと一緒に短期間漬け込んだもので、飯ずしではない。

写真 11　鮭の飯ずし

画像提供　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会
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13　伝承状況

　ハタハタずしが秋田県を代表する郷土食であるという認識は、かなり多くの人が抱いているようで

ある。先に触れたような漁の現状はあるものの、ハタハタずしを食べたい、またハタハタずしをつく

りたいという思いを持つ人は多く、そうした活動が具体に起こりつつもある。

　例えば、男鹿市内では、地域での子育てや暮らしを共に学び支援していく組織である「子育てカ

フェにこリーフ」が、ハタハタずしの製造活動も実施している。それに関連して平成28年～令和2年

にかけては１月にハタハタずしグランプリも開催している。これは、自家製のハタハタずし１㎏を持

ち寄り、互いに食べ比べて審査するというイベントで、男鹿市内外から20名弱の人が出品したとい

う。また、このグランプリが新聞報道されたことをきっかけに、県内外からハタハタずし製造に関す

る問い合わせが急増し、令和２年にはハタハタずし製造の講習会も実施している。受講者が自身で容

器等を準備・持参し、ハタハタの下ごしらえから漬け込みまでの延べ３日間の講習を受講する。新型

コロナ感染症がまん延した令和３年は実況解説付きの動画をオンライン配信し、令和４年にはハタハ

タの不漁にも関わらず冷凍ハタハタを用いた講習会を実施している。受講者は秋田県全域に及び、

20代・30代の若い人も受講するなどしており、不漁という現状はあるものの、今後も冷凍ハタハタ

を使うなどの工夫をしながら講習会を継続していく意向であるという。

　このほか山本郡八峰町の「ひより会」をはじめ、ハタハタずしの製造・販売などを行っている民間

の団体は、県下にいくつかあるようで、今後はそうした団体の活動実態を把握しつつ、相互交流など

の支援をしていくことも必要となるのではないだろうか。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年12月10日（土）　男鹿市北浦での聞き取り、男鹿市脇本での聞き取り

　・令和４年12月11日（日）　男鹿市船川港での聞き取り

註

　１）「令和４年漁期のハタハタ漁獲状況について」

　　　秋田県ハタハタ資源対策協議会　秋田県水産振興センター　令和５年４月28日

　２）日比野光敏　『すしの歴史を訪ねる』　岩波新書　1999年
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【　ばっけ味噌　】

１　名称

　ばっけ味噌。ばっけは、秋田県をはじめ、隣接する県などの

一部で用いられるふきのとうの方言である。

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

　④ 　食材・使用する食材（原材料・素材）に特色のあるも

の。

　⑩　山菜やきのこを使用したもので、特色があるもの。

３　伝承地

　県内全域

４　伝承地の概要

　全県各地において雪解け後、土手などにばっけがいっせいに芽を出し、春の訪れを告げている。

５　作られる時期

　調査地域のにかほ地域をはじめ、沿岸部の少雪地帯では２～４月にかけて作られる。内陸部などの

多雪地帯では３～５月に作られる。

６　食される時期

　５に同じ。保存性はいいものの、旬の時期に食べるのが基本で、夏になってから食べたいと思うよ

うなものではない。ばっけなど、早春の若い芽を食べるものは皆、活発な生命力の源となる成長点を

頂くのであり、寒い冬を耐えて乗り越えたカラダそのものが欲するものばかりである。旬の時期に食

べてこそ意味があるとされる。

７　郷土食の概要

　春の山菜に代表されるばっけは、ふきのとうの花が咲く前の若くてやわらかい時期に摘み取って食

される。ばっけ味噌は、ばっけを粗みじんにして作るものから、すり鉢などでペースト状にして作る

ものなど、それぞれの家ごとに異なる好みの食感で作られている。また、味噌や砂糖の分量なども千

差万別である。したがって調理法や味付の違いなどによって外観は色鮮やかな緑色から褐色のものま

で多種多様である。
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８　原材料

　・ふきのとう　100ｇ

　・ごま油　　　大さじ１強

　・みりん　　　大さじ１強（ 砂糖を入れるときは、日本酒で

もよい）

　・味噌　　　　大さじ１強　

　・砂糖　　　　小さじ２（甘酒でもよい）

９　作り方

　①　ふきのとうをみじん切りにする（写真３）。

　②　フライパンにごま油を熱して炒める。

　③ 　みりんを加え、アルコール分が飛んだら、みそと砂糖を

加えて①をザッと混ぜ合わせ、火を止める（写真４）。

　ふきのとうはあくが出て苦味が増すので、収穫後はすぐにみ

じん切りにして多めの油で炒めるのが色よく仕上げるコツ。重

曹を入れた湯でさっとゆがいてもよく、色よく、苦味も抑えら

れる。 お好みで、ごまや酒かす、花かつおなどを加えてもよ

い。

10　食べ方

　惣菜の一品として、また、おかず味噌として食するのが一般

的な食べ方で、酒の肴としても人気がある。おにぎりの具材と

して、また味噌おにぎりとしての食べ方も人気が高い。いずれ

の食べ方も、ほろ苦さゆえに苦手な子どもが多い。

11　歴史・分布

　「ばっけ」はふきのとうの別名。ふきのとうは、昭和29年

（1954）に、NHKが全国から「郷土の花」を募集したことが

きっかけで、秋田県の花として制定されていることが秋田県勢

要覧１）に記されている。秋田弁では「ばっけ」のほか、「ば

んけ」（にかほ周辺）、「ばっきゃ」などとも呼ばれている。

　なお、同様な調理法による食品は全国各地で食されている。

写真１　ばっけ

写真２　原材料

写真３　みじん切り　

写真４　炒める
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12　関連する郷土食

　『聞き書　秋田の食事』では、県北部鹿角地域の食として、ばっきゃの酢味噌あえが紹介されてい

る２）。また、奥羽山系（田沢湖）の食として、ふきのとうは、ばっきゃみその他、さっとゆでて刻

んで味噌汁にはなしたり、くるみ味噌であえたり、また甘酢の三杯に添えたり、卵とじにもするとあ

る。

13　伝承状況

　ばっけ味噌自体は比較的簡単に調理できるものではあるが、食材の多様化などにともなって家庭で

作られる頻度は減ってきている。農産物直売所や地域食材を扱うスーパーなど小売店でもお惣菜とし

て売られることがあるほか、食品メーカーや味噌・醤油メーカーによる商品が市販されている。

14　現地調査日・調査地

　・令和５年４月５日（水）　にかほ市院内字ヒシカタ201－２　食育工房　農土香　渡辺　広子

註　

　１） 令和３年版　秋田県勢要覧　裏表紙

　２） 「日本の食生活全集　秋田」編集委員会編　『聞き書　秋田の食事』　農文協　1986年　201～

202頁

（熊谷　昌則）
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【　かまぶく　】

１　名称

　かまぶくは魚肉練り製品のかまぼこに似せて作った一種の菓

子である。県北部から沿岸北部にかけて「かまぶく」という

が、「巻き物」、「炒り粉巻き」、「炒り粉かまぶく」、「か

まぼこ」という場合もある。北秋田市阿仁では「うるこな餅

１）」、湯沢市皆瀬で「こざき巻き２）」との名称も見られる。

２　特色

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

　⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

　⑪　米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色があるもの。

　⑯　間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　県北部から沿岸北部にかけてが中心である。

４　伝承地の概要

　新鮮な魚介類が手に入りづらい地域が多い。

５　作られる時期

【大館市の場合】

　祭りや葬式などのほか、ちょっとしたお祝い事の際にも作り持ち寄った。葬式の時は、祝い事と差

別化して色の薄いものを持ち寄った。

【井川町の場合】

　祭りや結婚式、葬式の時など、近所で集まって作り配った。小正月の時は、口取りとして、尾頭付

き（焼き魚）と一緒に膳に出した。昭和30～40年頃までは、作っていたが、昭和40～50年頃に若い

人が勤めに出るようになると、作らなくなった。

６　食される時期

　５に同じ。

７　郷土食の概要

　魚介類が手に入りずらい時代に、冠婚葬祭時の口取りとしてかまぼこに見立てて作った菓子であ

る。県北部では、米粉だけで作ったり、じゃがいもを混ぜたりして巻いて作る。沿岸北部では、炒っ

た米粉を使い、花や渦巻きなど模様を工夫した例も見出された。
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８　原材料

　県北部では、うるち米粉、もち米粉、片栗粉、砂糖、塩、小

豆を使い、じゃがいもを加える。沿岸北部では、もち米粉、片

栗粉、砂糖、塩に加え、模様（色）をつけるために、ごま、こ

はぜ、ヨモギ、きな粉、コーヒーなどを使用することもある。

こはぜ（和名　ナツハゼの実）は、つぶして皮を取り冷凍して

おいたもの、ヨモギも新芽の時に取ってゆがいて冷凍したもの

を使う。

９　作り方

【大館市・「陽気な母さんの店」の場合】

　①　ゆでたじゃがいもをつぶして裏ごしする。

　②　①に砂糖・塩を入れ、とろとろになるまで混ぜる。（写真１）

　③ 　②にうるち米粉・もち米粉を入れて混ぜ、耳たぶ程の柔らか

さになるまで手でこねて、こぶし大ほどの塊にする。（写真２）

　④ 　片栗粉をまぶして、ラップ上で③をのばし、白と赤（小

豆）を交互に重ねる。（写真３）

　　※ 　かつては食用色素を使ったこともあったが、現在は黒

ごま・かぼちゃ・枝豆・にんじん・ブルーベリーなど、

カラフルに作っている。

　⑤ 　鬼すだれで④を巻く。（写真４）空気を抜くようにして

ゆっくり巻く。

　⑥　25分ほど蒸して、冷めた後に切り分ける。

【五城目町・小玉さんの場合：もち米使用】

　① 　もち米をといで水切りをしたら、乾かさないですぐに鉄

鍋に入れ、フタをしてパチパチ跳ねてくるまで炒る。

　　※ 　炒る時は鉄鍋や厚い鍋の方が良い。炒り方によって出

来上がりが違ってくる。焦がさないように、早く炒ると

芯が残るなど炒り加減が難しい。一気に炒る人もいる

が、均等にならないので、お椀に１杯ぐらいずつ炒るよ

うにした。時間のある時に炒って冷凍しておいて、貯め

ておいたものを使った。冬に薪ストーブにあげて炒る人

もいた。

　②　①を製粉所で粉にする。

　③ 　②に、砂糖（分量のうち少し残しておく）、塩を混ぜ、

熱湯を入れてこねる。残した砂糖を少しずつ手につけ、お

写真１　混ぜる

写真２　こぶし大の塊にする

写真３　交互に重ねて巻く

写真４　すだれで形を整える
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湯を加えながらこねていき、耳たぶくらいの固さにする。

　　※ 　色をつける際、こはぜなど水分量が多いものを使う場

合は水を加減する。

　④ 　③を麺棒で、すだれの幅（15㎝程度）に横をのばしてお

く。縦はうずまきに出来る位の長さ（30～35㎝）にして

おく。

　⑤ 　④を重ねて巻き上げ,かたくり粉を打ち粉にしながら、

横方向にのばしていく。

　⑥ 　すだれにのせ、形を整えながら同時に表面に凹凸をつけ

る。

　⑦　1.5㎝～２㎝の厚さに切って完成。

　　※ 　すぐ切る場合は木綿糸で、時間がたったものは包丁で

切り分ける。

【五城目町・小玉さんの場合：うるち米使用】

　① 　うるち米を洗った後、乾かして粉にする。

　② 　①と塩、水を入れて混ぜてから蒸す。かなりどろどろに

なるが、蒸すと固まってくる。

　③　②の粗熱を取ったら砂糖を混ぜてこね

る。

　④ 　③をまた10分ほど蒸す。一気に蒸すの

ではなく、小分けにして蒸すと時間がか

からない。

　⑤ 　④に色づけをして巻く。くっつかない

ようにかたくり粉を混ぜる。

【模様について】

　模様は、かつてはうずまき模様ぐらいだっ

たが、1970年ごろ農業普及所の指導で「寿」

や「あやめ」模様の指導があり、小玉さん

は、「ばっけの会（近隣の農家女性のグルー

プ）」の仲間と一緒にどのようにしたら無駄

なく模様が作れるか研究して会得し、五城目

町内の他地区にも指導して回った。模様を作

れるようになっても、着色した生地が足りな

かったり不足したりするので、何色の生地を

何グラム用意すれば過不足なくかまぶくが作

写真５　模様を作る

写真６　小玉さんのかまぶく「あやめ」

図１　小玉さんのメモ
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れるのかを計測して記録し、それを指導に活かした。模様は、「あやめ（図１）」「寿」「カニ」

「松」などがあるが、「カニ」「松」は、小玉さんのオリジナルである。

　① 　模様を作るために着色した生地で部品をいくつか作り、順番に並べていく。（写真５）

　② 　麺棒を２本敷き、その上に逆さにして外になる部分を乗せる。

　③ 　白い外側になる部分を丸めて、色の模様を入れたいところを包丁で切る。

　④ 　③の中に色のついた部品を入れていく。

　⑤ 　外側の白い部分を巻く。

　　※ 　 出来上がりの形を逆さにした状態で作っていく。

【井川町・鎌田さんの場合】

　もち米粉を蒸して作ることが多かったが、鎌田さんの母親はもち米を炒ったものをよく作った。炒

る作り方は失敗することが多いが、この作り方が一番美味しいという。粉を炒るので香ばしいのと、

蒸さないので水っぽくならないのが美味しい理由である。

10　食べ方

　冠婚葬祭時の口取りとして食べられた。３、５、７と奇数にするのが原則で、明治中期以降になる

と、きんとん・卵焼きなどと共に大皿に盛って出すようになった３）。

　２～３日で堅くなるが、現在はレンジで温めて食べることができる。

11  歴史・分布

　冠婚葬祭時の口取り、引きものに欠かせないものとして作られた。大きければ大きいほど、かまど

（家の風格、特に経済状態）の大きさを表すとされた４）。主に県北部の内陸部や、沿岸北部の山沿

いの地域で食べられてきた。

12　関連する郷土食

　同様にもち米粉を使用した口取り菓子として、「しとぎ」「すまし餅」「巻き料理」「ゆべし」

「三杯餅」「なると餅」などが、県内各地で確認できる。

【ごまもち】

　北秋田市阿仁川流域の行事食として伝わっている。

　①　白ごま、黒ごまを別々に炒ってすりつぶす。

　②　もち米粉にぬるいお湯を加え、砂糖と混ぜ合わせて蒸す。白ごま用・黒ごま用に分ける。

　③　①と②を混ぜ合わせた後、白ごまのもの、黒ごまのものを重ね合わせて巻く。

　④　かまぼこ状に形を整えてから輪切りにする。

【やましな】

　県南部に伝わるもち米を使用した口取りのお菓子である。名称の由来は定かではない。

－ 72 －



　①　蒸したもち米を乾燥させた後、石臼等で粉にする。これをやましな粉と呼んでいる。

　②　①に砂糖を混ぜ、水を加えながら練り上げる。

　③　②と同じようにして、色づけのために梅漬けしたシソの葉を混ぜる。

　④　②と③を重ねて延ばし、巻き上げる。

13　伝承状況

　かまぶくを家庭で作る機会は全県的に少なくなっているようだが、農家直売所や道の駅等では根強

い人気があるようだ。ただ、若い世代になると食べた経験がない人も増えていると予想されるので、

学校等での食体験が重要だと感じている。

【大館市の場合】

　県内でも著名な農家直売所、「陽気な母さんの店」では商品として作られており、売れ行きは好調

だそうである。

　大館桂桜高校家庭クラブでは、前身である大館高校家庭クラブの時代から陽気な母さんの店の指導

を受け、かまぶく伝承に取り組んでいる。同クラブでは、卒業式の日に感謝の気持ちを込めて３年生

に送る「卒業かまぶく」が恒例となっている。地域の小学生や親子向けの講習会も行っている。

【井川町の場合】

　井川町食生活改善推進協議会は、井川義務教育学校４～６年生が参加している、ふれあい学習「郷

土料理クラブ」のサポーターとして児童の調理指導を行っている。また、７年生の家庭科の授業「郷

土料理教室」で調理実習指導を行っている。これまで 「よもぎ団子」、「笹もち」、「麦巻き」、

「豆腐作り」、「煮込みハンバーグ・お弁当作り」、「おやき」、「だまこ鍋」の実践を行ってお

り、「かまぶく」の実践が期待される。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年９月11日（日）　五城目町富津内中津又  小玉　星子宅

　・令和４年９月12日（月）　井川町北川尻字海老沢樋ノ口79－２  井川町農村環境改善センター

　　　　　　　　　　　　　　秋田県食生活改善推進協議会会長　齋藤　カヅ子、副会長　鎌田　昌子

　・令和４年９月22日（木）　大館市曲田家ノ後97-１　陽気な母さんの店

　　　　　　　　　　　　　　石垣　一子　ほか３名

註

　１）『食の祭典in阿仁』 阿仁町教育委員会　2005年　17頁

　２）『農家の手作り あきたの味』　生活改善実行グループ秋田県連絡協議会　1979年　22頁

　３）『伝えたい湖東の味』 湖東地区JA生活指導員協議会　1996年７月　30頁 

　４）『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』 農文協　1986年　254頁
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調査メモ～青森来た

　基礎調査で、県北部の大館市比内地区を訪れた際、魚の行商が来ると「青森来た」と言っていたと

いう話を聞いた。「行商人は汽車に乗って来た」そうなので、奥羽本線の青森（弘前）方面からの延

伸にともなって、大館を訪れたと思われる。

　同じ大館市で田代地区を訪れた際も、「行商人は弘前から汽車に乗って来た」そうで、ニシンや

ホッケ、缶詰（鯖の水煮）をよく買ったという。缶詰は、タケノコ（ネマガリタケ）と一緒に煮るこ

とが多かったそうである。

　奥羽本線鷹ノ巣駅から内陸方面に25㎞ほど入った上小阿仁村中心部でも、２日に１回ぐらい青森

から魚を売りに来たという。青森のどの方面かは不明だが、汽車で運んできたらしいとのことなの

で、奥羽本線で弘前方面からの魚が入ってきていたと思われる。興味深いのは、乾物のかすべを使用

することが一般的だった県内にあって、この地では生のかすべを使用していたことである。

　上小阿仁村から南に向かい峠を越えると、食生活や言葉の違いが目立つ。例えば、県北部を代表す

る「きりたんぽ鍋」は上小阿仁村までは伝承されているが、峠を越えてすぐの五城目町には伝承され

ていない。五城目町に流通している八郎潟の魚は、上小阿仁村では食べていなかったとのことであ

る。現在では、トンネルと橋により自動車で15分程度であるが、上小阿仁村と五城目町の峠は人々

の交流を妨げていたようである。

　なお、徒歩移動が通常だった時代は、上小阿仁村の中心部から15㎞離れた八木沢地区の人々は、

山越えルートにより五城目町との交流があったという。この地区は今回の調査対象ではないが、今後

の追加調査が必要に思える。食文化の由来等を調査する場合は、現在の交通体系とは違う視点も必要

のようだ。

（事務局）

－ 74 －



【　きりたんぽ鍋　】

１　名称

　炊き立ての飯をついて串に刺して焼いたものを「たんぽ」あ

るいは「たんぽもち」と呼び、「たんぽ」を手でちぎったり、

切ったものを「きりたんぽ」と呼ぶ。「きりたんぽ」を入れた

鍋料理を「きりたんぽ鍋」と呼ぶが、「鍋」を省略して、「き

りたんぽ」と呼ぶ場合もある。「たんぽ」の語源は、①ガマの

穂を秋田県鹿角の方言で「短穂」「立ち穂」と呼んだ１）とす

る説、②「たんぽ」作りの最初の工程で、飯を枝（棒）に付け

た形が、綿を丸めて布や皮で先端を包んだ、稽古用の「たんぽ

槍」に似ているとする説、③槍の先端に被せる鞘に似ているとする説がある。

２　特色

　③　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

　⑪　米を使用したもの（米粉・餅・すしを含む）で、特色があるもの。

　⑭　鍋料理（貝焼きを含む）で特色があるもの。

３　伝承地

（１）製造地域

　鹿角、大館を中心とした県北部（図１）。鹿角を「きりたんぽ」の“発祥”、大館を“本場”とす

る、地元自治体による区分がみられる。「発祥の地 鹿角きりたんぽ協議会」のホームページには、

発祥の地の由来が文献名とともに紹介されている２）。また、「秋田名物本場大館きりたんぽ協会」

のホームページによれば、「大館地方におけるきりたんぽは「おふくろの味」「ハレの日の食べ物」

として家庭で受け継がれてきましたが、明治中期、大館市内の

料亭や旅館がおもてなし料理として「きりたんぽ鍋」を提供し

はじめ、料亭間において味や具材が確立されました。それが現

在まで脈々と受け継がれていることから、大館がきりたんぽの

本場と言われています。」とある３）。

（２）食す地域

　鹿角、大館を中心とした県北部で食されていたが、市販品の

流通等により県内全域で食されるようになった。県外でも都心

部をはじめ秋田県のご当地鍋として知られ、広く食されてい

る。
図１　きりたんぽの主な製造地域
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４　伝承地の概要

　鹿角、大館は、北東北のほぼ中央、秋田県の北東部に位置し、青森県や岩手県と境を接する地域で

ある。秋田県北部を流れる米代川の上流域に鹿角、米代川の北部に位置するのが大館である。地理的

な理由と、鹿角地域の花輪が南部藩時代の五大都市として栄えたことから津軽の中南部地域や岩手県

とのつながりは強い。鹿角市も大館市も市街地は盆地に形成されているが、盆地から外れると山間部

である。年間最高気温と年間最低気温の差が非常に大きい。年間を通して冷涼な気候であるため稲の

栽培は不安定であった。しかし、江戸時代の佐竹藩政以来、可耕地をみつけては水田に開墾させ、品

種改良を進ませたことが功を奏し、良質の米を産出するようになった。そのため、米をそのまま食べ

るだけでだけなく、餅や米粉として、また麹づくりにも利用するなど多様な米の加工法が発達した。

山間部であるため山菜やきのこも利用されてきた。良質な米と山の恵みを生かした鍋がきりたんぽ鍋

と言える。

５　作られる時期

　年間を通して作られるが、特に毎年新米の収穫が終わると、収穫の労をねぎらって「きりたんぽ

鍋」を囲む習慣がある。冠婚葬祭や遠方からの来客時、祝い事の席、現在は盆や年越しなど家族が集

まるときにもよく作られる。特に、大館では祭り（地区によって５月や９月）に欠かせないものと

なっている。

６　食される時期

　作られる時期と同じ。

７　郷土食の概要

　比内地鶏のガラの出汁と醤油などで作った汁に、炊いたご飯をすり潰して焼いたたんぽ、比内地

鶏、キノコや野菜類を入れて軽く煮込んだ鍋料理である。県北の鹿角、大館地域が発祥の地とされ

る。炭焼きや木材の伐採のために山籠りをした人々が、冷えた握り飯などをつぶして棒に刺して焼い

て食べていたものを、獲物の鳥の鍋に入れたことが始まりと伝えられる。各家庭で代々受け継がれて

きた料理であるが、客をもてなすために欠かせない料理でもあり、冠婚葬祭の際にはよくふるまわれ

る。秋田県の郷土料理として知名度が高い。

８　原材料

・米 ：うるち米を使用。「あきたこまち」が使用されることが

多い。家庭では自家で栽培した米を使用する場合もある。

・鶏肉 ：比内地鶏を使用。具材としては、むね肉ともも肉を用

いる。丸鶏をさばいて用いる場合は内臓を加えることも

ある。比内地鶏の肉は赤みと弾力が強く、黄色みのある

脂が特徴である。出汁用としてはガラを用いる。家庭で

は、自家で飼育された鶏が使用された。 写真１　具材（美ふじ）
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・ごぼう ：地元産のものを中心に用いる。

・マイタケ ：地元産のものを中心に用いる。ネズミキノコ（ギン

ダケ）が入手できた頃は用いたが、最近は入手が困難

である。ネズミキノコは香りが高く、美味である。

・ネギ ：地元産のものを中心に用いる。根深ネギ系。

・せり ：田ぜりを用いたこともあったが、現在は地元産を中心

に栽培されたものを使用。

・しらたきまたは糸こんにゃく

　 　産地は特に限定されない。鹿角市では必ず入る（理由は歴

史・分布を参照のこと）が、鹿角市以外では入らない場合も

ある。他の具材とともに煮ないで、別に煮たものを具材とす

る場合もある（「かあさん」）。

・調味料 ：酒と塩と醤油。「美ふじ」で用いる醤油は、鹿角市花

輪の浅利佐助商店製のこいくち醤油（混合方式製法）。

家庭の場合は、少量の砂糖を入れる場合もある。

９　作り方

（１）たんぽ

　① 　うるち米をやや硬めあるいは通常の硬さに炊く。飯をす

り鉢に入れ、飯粒の形状が半分ほど残る程度（いわゆる

「半殺し」の状態）まで、すりこぎでつく（写真３）。

飯をつば釜（羽釜）で炊いていた時は、釜の中で飯をつい

た。家庭では丈夫な保存袋に入れて叩くこともある。適度

なつき加減かどうかの目安は見た目だけでなく音でも判断

できる。飯が粘り気を帯びて、ついた時「ねちゃっ」と

いう音に変化し始めるのが適度な目安である（「かあさ

ん」）。手水として食塩水（食塩濃度１％程度、塩辛くな

い程度）を用いながら、搗いた飯をボール状に丸める。

一升の米からたんぽ20本、つまり１本あたり飯165ｇ程度

が目安だが、店舗やきりたんぽ作り体験で提供する場合

は、焼く時間も考慮し、100～120ｇと飯の量は少なめに

する。１人前の串の数の目安は２本である。

　② 　①を秋田杉でできた角串の尖っていない方の先端に付

け、手で伸ばしながら串に付け、ちくわ状にする（写真

４）。串は、1.5㎝×1.5㎝×30～40㎝程度（写真５）

で、囲炉裏で焼く場合は長いものを用いる。串に飯を付け

たら、まな板などの上で転がして均一な太さに整える。先

写真２　具材（かあさん）

写真３　ご飯をつく

写真４　丸めて串に付ける

写真５　串（秋田杉）
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端部や、下部もきれいに整える。串に伸ばし付けた、たん

ぽの長さは15～20cm程度。

　③ 　②の串の尖っている方を、囲炉裏（写真６）で焼く場合

は灰に、囲炉裏を模した専用の加熱器具（写真７）で焼く

場合は台に刺して、均一に焼き色が付くように20～30分

かけて焼く。焼きあがったたんぽは、串を持ち、手のひら

にトントンと軽く打ち付けた後、串を引き抜く。加熱が不

足した場合や、冷えてから串から飯を外そうとすると、飯

が外れにくく、串に飯が付着してしまうことがあるので注

意する。

（２）鍋の汁と具材

　① 　比内地鶏のガラを煮だして出汁をとる。出汁が濁らない

よう弱火で煮出す。鶏のみを使い首の骨がホロホロと崩れ

るまで３時間ほど火にかける方法（「かあさん」）、昆布

で取った出汁に比内地鶏のガラを入れて３～５時間煮出す

方法（「美ふじ」）もある。家庭で鶏ガラで出汁をとる場

合、最低１時間は煮出す。

　② 　①の出汁に、塩と醤油で調味する。塩と醤油の塩分比率

は、「かあさん」では塩７：醤油３とし、醤油が少なめの

透明感のある汁に仕上げるが、醤油の比率を左記よりやや

高くした色の濃い目の汁に仕立てる方法もある（「美ふ

じ」）。家庭では醤油のみで味付ける場合もある。汁の塩

分濃度は２％程度（醤油の塩分割合を16％としたとき）に

することが多い。

　③ 　比内地鶏は一口大に切る。ごぼうは、ささがきにした

後、水に少しさらしてアクを除く。マイタケは食べやすい

大きさに手でほぐす。ネギは白い部分を中心に７mm～１

cm程度の幅で４～５㎝長さの斜め切りにする。せりは、根

に付いた土や汚れを洗い流し７cm程度の長さに切る。根

も用いる。しらたきは湯がいて、水気を切り、長い場合は

切る。具材は鍋に投入する順序で皿やバットに並べておく

（写真１、２）。

　④ 　②の調味した汁を沸騰させて具材を入れていく。基本的

には鶏肉→きのこやごぼう→ネギ・たんぽの順に具材を

投入する。具材や投入のタイミングがやや異なる「美ふ

じ」、「かあさん」の２パターンを記す。

写真６　囲炉裏で焼く

写真７　たんぽ専用加熱器具

写真８　きりたんぽ　

写真９　具材とたんぽを煮る
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　【「美ふじ」の場合】

　① 　比内地鶏、しらたき、ごぼう、舞茸を入れて、ひと煮立

ちさせる。出汁の出るきのこが入手できた場合は①の前に

入れる。

　②　煮えてきたらアクがある場合は除く。

　③ 　たんぽを手でちぎるか包丁で２～３等分に切って（写真

８）鍋に加え（写真９）、軽く煮る。長葱はこの時に加え

るか、食感の好みに応じて、きりたんぽを２分ほど煮た後

に入れる。

　④　せりを加えたら、すぐに火を止める。（写真10）

　【「かあさん」の場合】

　 　比内地鶏→ごぼう→舞茸→手で２～３等分にちぎったたんぽ

と長葱とせりの根→せりの茎と葉の順に入れる。しらたきは入

らない。各材料を加えて鍋に蓋をした状態で１～２分ほど煮て

から次の材料を加える。蓋をすることで汁の蒸発を防ぎながら

加熱時間を短くする。せりの茎と葉は煮ずに、火を止めてから

加え、熱い汁をかける程度で香りを生かす。（写真11）。

（３）加熱器具（鍋）について

　　 　「美ふじ」では土鍋、「かあさん」では鉄鍋を使用。保

温性のある鍋が適する。

（４）その他

　　 　たんぽを焼く際、火に面した部分の焼き加減は焼いてい

る本人には見えない。これを「たんぽ焼きのてめ（手前）

知らず」と言う。焼き加減をみるのは、囲炉裏（熱源）を

はさんだ向かい側の人の役目であり、お互いに向かい側の

たんぽが焼けたかどうかを教え合いながら焼く。

10　食べ方

　加熱し過ぎない状態で食べるのがよいとされる。加熱し過ぎると、煮汁が煮詰まって塩辛くなるだ

けでなく、きりたんぽが著しく煮崩れたり、せりの香りが失われるからである。深めの椀や鉢に、す

べての具材を同時に取り分けて食べる。汁は器の底に少したまる程度に入れる。薬味は使わない。

　鹿角では、八幡平松館集落に古くから栽培されている地大根「松館しぼり大根」のおろし汁を少し

椀に入れて食べる食べ方がある（「美ふじ」）。辛みが加わり、口の中がさっぱりし、食がすすむ食

べ方である。

写真 10　ネギとせりを加える

写真 11　完成した鍋

写真 12　なますを添えて
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　きりたんぽに必ず添えるものとして酢の物がある（「かあさん」）。酢の物は、大根がある時期

は、なます（写真12）、夏場は春雨を使うこともあり、酢味噌和えを添えることもある。脂のコク

のある鍋と、酸味の相性がよいためである。

11　歴史・分布

　きりたんぽ鍋の発祥や伝播には様々な言い伝えがある。『秋田食べもの民俗誌』によると、きりた

んぽ（鍋）は、比内地方（現大館市、比内鶏の原産地）から起こったとする説がある。しかし、鶏肉

を食べるようになったのは近代であり、それ以前はヤマドリやキジを使った。県北では鶏肉の汁にた

んぽを入れるようになったのは早い。たんぽ自体は、江戸時代からあり、当時南部藩領であった鹿角

で、藩主をもてなすために、山ご（きこり）が山に行く際に持参するワッパ（弁当）の飯を串に指し

て焼いたものを出したことから生まれたとされる。

　また、昭和以前から新米にみそを付け焼きするたんぽが「たんぽ焼き」と呼ばれ各地で食べられて

いた。鍋としての広がりは、県北で行われていた鶏肉の汁にたんぽを入れて食べる方法が昭和に入

り、県全域に知られたためだという。『鹿角方言考』には、たんぽの調理法として、吸い物味の汁仕

立てのきりたんぽ鍋が紹介され、明治十数年頃にはあったと書かれている。きりたんぽの味付けにつ

いては、明治の始めに鹿角で醤油作りが始まる前までは味噌味だった（「美ふじ」）。この点につい

て、「秋田みそ・しょうゆPR協議会」のホームページによれば、「秋田で醤油が広く使われるよう

になる幕末期以前は、みそが主な調味料として使われており、甘み・うま味の多い秋田みそをベース

に、秋田県産食材を使用した「きりたんぽみそ鍋」は、いわば古来伝承の味の復活でもあります。」

とある４）。

　具材についてみると、鹿角のきりたんぽ鍋にはこんにゃくが必ず入るのが特徴である。こんにゃく

は古来“砂おろし”と言い、老廃物を体外に排出する働きがあるとされてきた。鹿角には奈良時代に

開かれたとされる長い歴史を持つ鉱山があり、鉱山で働く人々の（じん肺）予防のため、こんにゃく

を入れるようになったとの言い伝えがある。

　比内鶏については、秋田県産種の鶏として昭和17年（1942）に国の天然記念物に指定されたこと

で食用が制限されたため、当時の比内町長の声がけによる「比内地鶏」の誕生につながる。昭和48

年（1973）から比内鶏を県の特産物とするため品種改良が行われ、比内鶏の特長を引き継ぎながら

食味を維持しつつ生産性を向上させるために、比内鶏のオスとロードアイランドレッド種のメスを掛

け合わせた比内地鶏が作られた。また、「かあさん」の石垣一子氏によれば、昭和28年２月に大館

市、大湯町（現鹿角市）にて（冬季）国民体育大会が開催された際、選手や関係者にふるまわれたこ

とが、きりたんぽ鍋が広まった大きな契機になったという。

　外食店での提供を通した普及としては、「美ふじ」によると、「明治の頃、鹿角郡花輪の『一二三

軒（ひふみけん）』が、初めてきりたんぽを提供した。それを、秋田市の『料亭　濱乃家』が習い、

店で提供したことにより、秋田地域にきりたんぽが広まった」とのことである。

　以上をまとめると、飯をつぶして丸めたり、棒に指したりして焼く、あるいは焼いたたんぽに味噌

を付けたりした食べ物は江戸時代から食されていた。鹿角では、山ご（きこり）の間で焚火などで焼

いたたんぽを、鳥やきのこなど山の産物とともに鍋に入れる食べ方があった。昭和に入り、この食べ
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方が県全体まで「きりたんぽ」として広まった。味付けについては、醤油の普及以前は味噌仕立てや

吸い物風仕立てであったが、県北で醤油が流通するようになった明治のはじめ頃から醤油を多く使う

調味が登場した。主要な食材である鶏肉は、当初は野鳥であったが比内鶏が使われるようになり、昭

和40年代頃には比内地鶏が使われるようになった、ということになろうか。

12　関連する郷土食

【味噌つけたんぽ】

　みそたんぽとも言う。焼き上がったたんぽに味噌を塗りつけ

たもの、あるいは味噌を塗りつけた後、さらに炙ったものであ

る（写真13）。味噌は秋田県産の赤味噌を用い、酒などを入れ

てのばし、砂糖やみりんを加え、つやが出るまで高温で練って

作る。味噌にくるみ、ゴマ、山椒などを入れる場合もある。軽

食として親しまれている。飯の成形方法は異なるが、五平もち

とつくり方は同じ食べ物と言える。

【だまこ（だまっこ）】

　県北部から沿岸北部を中心とした郷土料理である。だまこはだまこもちとも言う。だまこを入れた

鍋料理がだまこ鍋である。だまこは、たんぽと同様に飯を搗いて食塩水を用いながら整形したもので

あるが、たんぽと異なるのは、ピンポン球大に丸める点と、焼かない点である。だまこ鍋の具材は、

基本的にきりたんぽ鍋と同じものである。だまこは手軽に作れるため、だまこ鍋はきりたんぽ鍋より

日常的に作りやすい。だまこ鍋は、鍋仕立てにせずにだまこ汁として食べることもある。だまこ鍋は

鹿角地域や八郎潟周辺が発祥との説もあり、鹿角では、きりた

んぽ鍋とともに継承されてきた。現在、きりたんぽ鍋と同様に

主に県内各地で食されている。

　飯などを半つきにした郷土料理としては、他に、県内では、

あんぷらもち（男鹿市）（写真14）、県外では、しんごろう

（福島県）、やまもち（新潟県）、のたもち（長野県）、半つ

きにしたものを串に刺して焼いたものでは五平もち（長野県・

岐阜県・愛知県）などがある。

13　伝承状況

　2010年の調査では、きりたんぽ鍋を手作りしている人は秋田県全域の平均で対象者数の1074人の

うち91.6％の984人で、1996年の調査より3.1ポイント増加した。だまこ鍋も同様に11.5ポイント増

加した５）。これは食材の一部またはすべてが地元のスーパーマーケットや直売所などで広く販売さ

れることによるものと考えられる。ただし、手作りと言ってもたんぽやだまこ、鍋のスープは、真空

パックやレトルトなど調理済みのものを購入する機会が増えている。

写真 13　味噌付けたんぽ

写真 14　あんぷらもち

画像提供　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会
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　伝承につながるイベントとしては毎年、大館市では「本場大館きりたんぽまつり」、鹿角市では

「きりたんぽ発祥まつり」が開催されており、それぞれの祭りでは、きりたんぽが食べられるだけで

なく、きりたんぽ作りの体験もできる。また新米の出回る時期になると、新米のきりたんぽを味わう

「たんぽ会」が鹿角や大館近辺を中心に催される。「たんぽ会」は明治時代からの伝統である。学校

給食については本稿では触れないが、秋田県内の一部の小学校では「なべっこ遠足」が実施されてお

り、子どもが協同してきりたんぽの調理をする機会が多くはないがある。

　民間の取り組みとして、鹿角市「美ふじ」では、きりたんぽ鍋を提供するだけでなく、きりたんぽ

や鹿角の歴史を学びながらのきりたんぽ作り体験を実施している。店主の加藤照子氏は、自らの店舗

外でも、様々な場で鹿角の味を普及する活動を行っている。加藤氏は「発祥の地 鹿角きりたんぽ協

議会」の理事でもあり、「発祥の地鹿角 きりたんぽ協議会」はきりたんぽ鍋の継承のため活動して

いる。現在の会員は27名で、毎年イベントで、道の駅などできりたんぽ鍋を提供している。「発祥

の地鹿角きりたんぽ協議会」の前身の「かずのきりたんぽ倶楽部」は、一般社団法人　日本記念日協

会に申請して、たんぽが囲炉裏に立って焼かれている姿が「1111」と似ていることから、11月11日

は「きりたんぽの日」と認定された６)。また、鹿角市では、イメージキャラクター「たんぽ小町ちゃ

ん」がきりたんぽの発祥の地のＰＲに貢献している。大館市「陽気なかあさんの店」は、きりたんぽ

鍋やみそつけたんぽ作りの体験ができる専用施設を付帯しており、修学旅行生などの受け入れを行っ

ている。「陽気なかあさんの店」は女性農業者らによる直売所から現在は会社組織に発展しており、

埼玉県にある女子栄養大学において「きりたんぽ講習会」を行うなど社長の石垣一子氏を中心に、き

りたんぽ鍋や大館の食の普及活動を行っている。

　県外の状況をみると、東京都内で真空パックのきりたんぽ（青森県、秋田県でスーパーマーケット

を展開する株式会社伊徳製造など）や、「比内地鶏スープ」が販売されている。また、インターネッ

トなど通信販売できりたんぽ鍋セットが複数のメーカーや店舗から販売されていることから、県外に

おいてもきりたんぽ鍋の人気の高さが伺える。飯をついたり、焼いたりする工程や、汁が濁らないよ

う丁寧に鶏ガラで出汁をとる工程など、時間と手間のかかる部分の多くは外部化されながらも家庭内

で食されており、イベント、学校教育、産学連携などの手段を通しても、伝承されている。

14　現地調査日・調査地

　・令和５年２月16日（木）　鹿角市花輪花輪155-7　サロン・ド割烹「美ふじ」

　　　　　　　　　　　　　　発祥の地鹿角きりたんぽ協議会理事　加藤　照子

（きりたんぽコーディネーター）

　　　　　　　　　　　　　　※　文章内では「美ふじ」と表記

　・令和５年２月17日（金）　大館市曲田家ノ後97-１　陽気なかあさんの店

　　　　　　　　　　　　　　石垣　一子

　　　　　　　　　　　　　　※　文章内では「かあさん」と表記　

註

　１）大里武八郎　『鹿角方言考』　鹿角方言考刊行会　1953年　169頁

　２）、３）、４）　令和５年12月１日閲覧

　５） 佐々木信子　「秋田の食文化のゆくえ～郷土食と甘味嗜好は未来に受け継がれるか～」　『伝
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統食品の研究（38）』　日本伝統食品協会　2012年

　６）一般社団法人 日本記念日協会　https://www.kinenbi.gr.jp/　令和６年３月６日閲覧

参考文献

　大里武八郎　『鹿角方言考』　鹿角方言考刊行会　1953年

　太田雄治　『秋田たべもの民俗誌』　秋田魁新報社　1972年

（伊藤　有紀）
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郷土食継承に向けて

　鹿角市歴史民俗資料館は、主催事業として「－食体験－郷土食を食べよう」を開催している。目的

は、食べる機会の少なくなった郷土食の伝承につなげること、令和５年度は令和６年２月25日に開

催済みだが、参加希望者が多かったことから、令和６年３月10日に追加開催とした。以下は追加開

催した事業の様子である。

　○　講師　　加藤　照子　氏（郷土料理研究家、美ふじ店主）

　○　参加者　17名（女性15名、男性２名）

　○　参加費　１，５００円

　○　内容　　資料館での調理はできないことから、弁当を食べる形で歓談する。

　各地で公民館主催事業等で料理教室が開催されているが、郷土食の継承を目的に、調理ではなく体

験するだけの事業は珍しい。調理となるとハードルが高く感じる人が多いかもしれいないが、体験す

る（食べる）だけの事業のニーズは大いにあると感じた。

（事務局）
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【　熊鍋　】

１　名称

　「熊鍋」と呼ぶことが多いが、年配の人が「熊かやき」と呼

ぶ地域もある。『角館誌』１）や『秋田食べもの民俗誌』２）で

は、頭や背骨などを切って野菜を入れ、鍋にしたものを「ナガ

セ汁」と紹介しているが、北秋田市大阿仁や由利本荘市鳥海町

百宅では「熊鍋」と呼んでいる。

２　特色

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑧　一体的に伝承される儀礼や作法などに特色があるもの。

　⑭　鍋料理（貝焼きを含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　製造地域 ：秋田県北秋田市や、仙北市、由利本荘市鳥海町など、マタギと呼ばれる狩猟民の居住地

域を中心に伝承されている。熊の解体作業はマタギが行い、調理も行う。家族に肉が分配

された後で女性が調理した。

　食す地域　上記地域が中心であるが、希少価値の高い肉のため、贈答品とされることもあった。

４　伝承地の概要

　秋田県の山間部では、古くからマタギと呼ばれる狩猟民の住む地域がある。県内には数多くのマタ

ギ集落が伝えられており、カモシカやクマ、ウサギなど、さまざまな動物の狩猟を行った。クマは１

人でも獲ることがあるが、多くの場合、複数人で獲る巻き狩りという方法がとられた。また、獲った

獲物はマタギ勘定と呼ばれる、全ての部位を平等に分配する方法がとられたため、マタギ１人が得る

肉の量は限られていた。そのため、食用とする肉はほぼ地域内で消費され、その他の部分は薬の原料

として販売されたりした。

５　作られる時期

　クマ肉は、春先の冬眠から覚める前が良いとも、冬眠する前の秋口が良いとも言われる。春先のク

マは冬眠している間食事をしないため、食べたもののくせがつかず、脂もちょうどよく落ちている。

冬眠前のクマは脂をたくさんたくわえており、脂にも独特の風味がある。脂を食べるなら秋口のクマ

肉がよいというという人もいる。
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６　食される時期

　獲れた時にすぐに食糧にしたので、秋口から春先が多かった。北秋田市大阿仁地区（以下、「大阿

仁」と表記する）では、クマがたくさん獲れた時は塩か味噌漬けにしておき、食べる時に塩抜きをす

る。大阿仁では、塩漬けにした肉を沢水につけておいたり、土蔵に雪を詰めて保存したりしたとい

う。由利本荘市鳥海町百宅（以下、「百宅」と表記する）では雪の中に入れておくと、７日から10

日ほど保存できたという。

　冷凍庫が普及してからは、水分をよく拭き取り、真空にしたものを冷凍しておくと、一年中食べら

れるようになった。肉と脂身とを別にして冷凍しておくと、肉が冷凍焼けしないという。

７　郷土食の概要

　クマ肉を大根、ゴボウ、ネギや山菜などで煮て味噌味をつけた鍋である。マタギ勘定で分けた肉を

鍋にするが、内臓は別に調理する。クマは獣臭がするため、味噌やゴボウなどで匂いを消すことが多

い。地域や家によって具材は異なるが、大阿仁では、「熊鍋には山のものを入れる」と伝えられてい

る。

８　原材料

　・クマ肉 ：猟期に捕る。肉の解体については、必ずマタギ達が行う。解体する際はケボカイと呼ば

れる儀式を行うが、現在では行わないこともある。この儀式を、百宅では「インドウをわ

たす」と言っている。百宅マタギはケボカイは必ず長老が行い、すべての部位を平等に分

配する。阿仁マタギも毛皮と熊の胆以外は全て「マタギ勘定」と呼ばれる、平等に分配す

る方法をとる。毛皮や熊の胆は、競売にかける等で分けた。

【北秋田市大阿仁の場合】

　各家庭によって入れるものは異なるが、その時期に採れる野菜や山菜を使った。春に鍋を作る時は

アザミ（ドウガラ）の香りが良いため、醤油で味をつけて汁を少なめにし、冬に大根を入れる時には

味噌味にするという人もいる。なお、ネギは味が強いため、熊鍋には入れないという人もいる。

　・アザミ・アイコなどの山菜 ：クマがとれる時期にアザミが採れたので必ず入れた。アイコは時期

がずれるので、塩漬けにしたものを使う。この他、旬の山菜を入れ

た。

　・大根 ：自宅で栽培したものや購入したものを使う。大根はあらかじめ米のとぎ汁でゆがいてお

く。そうすることにより、大根の色も白くなるし、大根臭くならないという。

　・タケノコ：採れる時に採っておく。現在は缶詰にしたものを使用する。

　・ゼンマイ ：乾燥させたゼンマイをもどして入れる。春に採ったゼンマイはゆがいて天日干しにす

る。途中何度も手でもみながらしっかり乾燥させる。食べる時に再度10分くらいゆが

き、水を取り替えながら３日ぐらい休ませて、ゼンマイを太くもどしておく。ゆがいて

すぐ食べると苦いからという。食べる直前に、熱湯に10分ぐらい入れておく。

　・味噌 ：自宅で作ったものや、購入したものを使用する。場合によっては加工所に委託する。今回
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の調査では、大豆１升に麹１升５合、塩４合の割合の味噌を使用した。

【仙北市桧木内の場合】 （熊鍋：年配の人はクマかやきと言う）

　・白菜、ゴボウ、ネギなどの野菜 ：以前は自宅で栽培したものを使用した。

　・ゼンマイやワラビなどの山菜 ：山で採ったものを使用する。ゼンマイと干しワラビは乾燥させて

おき、食べる時に何度も湯を代えてもどした。またアイコやアザミ

（シダレッパという、あまり大きくならないもの）、ミズなど、そ

の時期に採れたものを入れた。ゴボウ、ネギ、白菜は必ず入れた。

　・味噌：以前は自宅で作っていたが、現在は購入し、1年間寝かせておく。

【由利本荘市鳥海町の場合（百宅マタギ）】

　・大根、ゴボウ、ネギなどの野菜： 以前は、自宅で栽培したものを使用した。

　・豆腐 ：以前は自家製のものを使用したが、現在は購入す

る。豆腐が作れる家庭は特別であったという。

　・味噌 ：家庭で作ったものを使用していたが、麹や塩の割合

などは不明である。

【藤里町の場合】

　大根とネギのみ。大根がクマのうま味を吸ってくれるので、

大根は必ず入れた。味噌は、以前は作っていたと思われる。

９　作り方

【北秋田市大阿仁の場合】

　① 　クマ肉（写真１・部位は不明）を赤身と脂身とに分け、

一口大にうす切りにしたものを柔らかくなるまで煮る。以

前は水と酒を入れてゆっくり煮たが、現在は圧力鍋で15分

ほど煮る。クマ肉は個体により味もかたさも異なる。

　② 　タケノコ、ゼンマイ、ミズは４～５㎝位に切っておく

（写真２）。大根は乱切りにして、米のとぎ汁でゆがいて

おく。

　③ 　クマ肉が柔らかくなったら、一旦ゆで汁と肉とを取り分

け（写真３）、ゆで汁の灰汁を取る（狩猟の後で行う反省

会では、灰汁をとらずそのまま煮る）。

　④ 　灰汁をとったゆで汁に、クマ肉（赤身と脂身）、タケノ

コ、大根、ゼンマイを入れて（写真４）水を足して煮る。

マイタケが多く採れる地域のため、マイタケをいれる家も

ある。

　⑤ 　味噌を入れ、最後にミズを入れる。ミズは葉をとって、

写真１　クマの肉

写真２　具材

写真３　汁と肉とを分ける

－ 86 － － 87 －



４～５㎝に折りながら皮をむいたものを入れる。

　⑥ 　肉の脂身は多いと食べにくいことがあるので、小さく

切って（写真５）、量を加減して入れる。一煮立ちしたら

出来上がり（写真６）。

【仙北市西木町桧木内の場合】

　① 　クマ肉を水から煮て灰汁をとりながら酒を入れ、柔らか

くなるまで煮る。酒はなんでも良いが、昔からどぶろくは

入れなかった。

　② 　肉が柔らかくなったら、味噌と白菜、ゴボウ、ネギなど

の野菜を入れた。場合によっては糸こんにゃくも入れた。

肉は骨付きのものを使ったり、肉のみを使ったり、その時

によってさまざまである。あばら骨の部分を煮る場合は、

大根を一緒に入れて水から煮る。そうすることによって大

根に味がしみるという。

　③ 　ネギやゴボウ、季節の野菜を入れ、味噌で煮た。この地

域では、四つ足の動物は味噌味、二本足の動物は醤油味に

するという。

【由利本荘市鳥海町百宅の場合】 

　クマは肉の部分が多いため、肉を分けておく。剥製にしたり

毛皮を販売したりする際には頭や手足をつけておくが、販売し

ない場合は頭も毛をとって熊鍋に入れた。手足は肉のついてい

るところが少ないため、食べることはない。

　手足以外の肉や他の部位は、一度水から煮た後、味噌で味付

けをした肉を一旦取りだしてから、汁に大根、豆腐、ゴボウ、ネギを入れ、後から肉を均等に取り分

けた。基本的に全て味噌味だった。

【藤里町の場合】

　クマ肉は冬場、猟師からもらった時しか食べられなかったので、その日に食べきることが多かっ

た。クマ肉に限らず、肉類を保存する場合は、冬場は雪に埋めておき、それ以外の季節では塩漬けに

しておいて、食べる時に舟のような容器に水を流しておき、その中で塩抜きをした。

　熊鍋は冬場に作ることがほとんどであったので、大根や大根葉の干したものを入れ、あればネギを

入れ、味噌で味をつけた。大根葉はあらかじめ干しておき、食べる時に灰汁が抜けてお湯がきれいに

なるまで何度もゆがいておく。それをザルに入れて凍らせておいたものを使用した。

　大根はクマの脂を吸ってくれることもあるが、大根で量を増やすという意味もあった。

写真４　具材を入れる

写真５　脂を切る

写真６　完成
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10　食べ方

　巻き狩りでクマを捕った場合、１人ずつの分配量が限られるため、クマ肉や内臓の部位は「反省

会」（現在の大阿仁での呼び方。百宅マタギは「山の神」という）と称する宴会で消費され、自宅に

持ち帰れる分はほぼなかったという。そのため、クマ肉は獣肉の中でも一番貴重なものと考えられて

いる。

　・モチグシ ：大阿仁では、クマを捕るとモチグシという、肉や内臓の部位などをクロモジの枝に刺

し、焼いて食べるが、これは猟に出た者しか食べることは出来ず、家族は串から外して

しか食べることが出来なかったという。

　・脳みそ ：百宅では、クマを捕った後、脳みそを取りだして山の神に捧げたという。その後皆で食

すが、生のまま刺身のように醤油をつけて食べた。また、熊鍋に入れた頭の部分は、シカ

リと呼ばれる師匠を中心とした長老達で分け合った。百宅ではクマの頭が特別なもので

あったことが分かる。

11　歴史・分布

　クマ猟などは古くから行われていたが、藩政期から狩猟者は狩猟許可書を持たなくてはならず、ク

マを捕った時には熊の胆と皮とを藩主に上納することが決められていた３）。熊の胆は薬の材料とし

て高値で売買され、マタギ達の貴重な収入源でもあった。

　『門屋養安日記』にも、天保10年（1839）に、熊貝焼を振る舞われたという記述があり、以後

もしばしば熊肉を貰った、もしくは振る舞われたとある４）。他にも兎や猪、山鳥などの記述がある

が、熊肉は特別な肉であったことがうかがえる。

　明治のはじめ頃までは、マタギ達はカモシカを捕ることが目的であった５）が、カモシカが狩猟法

の一部改正によって狩猟対象獣から除外されると、クマ猟が主流になった。クマは肉や毛皮、胆だけ

でなく、血や排泄物に至る全ての部位が食用や薬の材料とされ、捨てる部分がなかった。また、猟で

クマが捕れる機会も少なく、クマの肉はほとんどが猟を行った地域で消費され、他地域に流通するこ

とは稀であった。

　以前はクマよりもウサギの方が圧倒的に捕れ、クマ肉は稀少な獣肉であったが、昭和50年代頃か

ら、クマの冬眠期間が短くなり、３月頃から活動をはじめるようになったため、ウサギよりもクマの

方が多く捕れるようになったという。その頃から次第に毛皮や熊の胆が売れなくなっていき、現在で

は廃棄せざるを得ない状況になっている。以前は、はく製や獣皮などにしていた毛皮であるが、現在

は別の活用法を模索している。また、熊の胆は貴重なため、マタギ達で分配しているという。

　

12　関連する郷土食

【クマの手足】

　仙北市西木町桧木内では、昭和30年代まではクマは毛の部分以外すべて食べたという。毛のつい

たまま手足を水から煮る。２～３時間ぐらい経つと毛が取れるようになるので、残った毛を毛抜きで

抜き、再び煮る。長い間煮た後に味噌で味をつけ、指の部分も煮る。クマの手足はコラーゲンが多い

ので、肌によいとされる。大抵はマタギ達で食べるため、各家庭で食べることは稀であったという。
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【内臓】

　県内のほぼ全域で食べられる。クマが食べていたもので、内

臓の匂いが異なるという。内臓は臭みがあるため、水から長い間

煮て、味噌か醤油で味付けをする。大阿仁では内臓はマタギ達が

猟の後の宴会（反省会）で食べるもので、家族の口にはまず入ら

なかったという。内臓が柔らかくなるまでは２～３時間かかるの

で、この間にクマ肉を分ける「マタギ勘定」を行った。

　桧木内では、内臓部分は生姜や唐辛子を入れて味噌や醤油で

煮た（写真７）。他にも、心臓の部分を切って焼き、塩味で食

べたり、肝臓部分を３～４年塩漬けにして塩辛にしたりする

（写真８）。また、以前は心臓や肝臓などの部分をトリキとマ

ダ（シナノキ）の枝に刺して焼き、山の神に捧げたという。ト

リキとマダを使うのは、「又捕る」という意味があると言われ

る。

　百宅でも、心臓や肺、肝臓の部分を串に刺して塩をつけて焼

いたものを食べるが、大阿仁のように特別な食べものという感

覚はなかった。

【骨の部分】

　大阿仁では、骨についた肉を茹でて塩で食べる。以前は髄の部分、特に背骨の髄を串に刺して吸っ

て食べたという。

　桧木内では骨汁（ほねじる）にした。肉をあまりこそげていない骨を切って水から煮、大根、ゴボ

ウを入れ、味噌で味をつけた。ゴボウは肉の臭いを消すために必ず入れたという。

【首の部分】

　藤里町では、１㎝ほどの厚さの脂がたまった首の部分を５㎝四方位に切り、味噌漬けにして食べた

という。詳細な作り方は不明だが、チーズに近い味ではあるものの、さっぱりしていて食べやすかっ

たという。

【子グマ】

　桧木内では保存のために味噌漬けにしておき、焼いて食べた。現在ではドレッシングなどに４～５

日ほど漬けておいた後に焼いた料理（写真９）などがあり、時

代や各家によって、調理の仕方が変化する。

　こうした料理の他にも、クマの血や脂、骨などは薬の原料と

して用いられ、廃棄する部分は殆どなく、大切に使われた。ク

マ肉はこれまで流通されることが少なく、マタギの家族でさえ

食べる機会が少なかったこと、また、以前はクマを仕留めた際

にケボカイなどの特別な儀式があったことなどから、クマ肉は

牛や豚、他の獣肉よりも貴重であり、特別なものであったと認

識されている。

写真７　内臓

写真８　肝臓

写真９　子グマ料理
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13　伝承状況

　数年前からクマ肉を県外の人に知ってもらおうとする活動が行われ

ている。田沢湖猟友会の会員で組織された「田沢湖ジビエの会」で

は、2019年にクマなどを食肉加工する加工所を整備し、クマ肉の販売

に力を入れるようになった。鶴の湯温泉が田沢湖駅前に自動販売機を

設置し、そこでクマ肉を販売したり、クマ肉の缶詰やカレーのレトル

トなどをスーパーや道の駅などで販売したりしている。また、旅館な

どでクマ鍋を提供し、県外客に食べてもらうなど、ここ数年、クマ肉

を秋田県の新たな観光資源とする試みがなされている（写真10）。

14　現地調査日・調査地

　・令和５年３月15日（水）　　仙北市西木町桧木内  門脇　万之助宅

　・令和５年７月24日（月）　　北秋田市阿仁比立内字前田表46　松橋旅館　松橋　悦子

　・令和５年12月５日（火）　　由利本荘市岩谷町（鳥海町百宅出身）　佐藤　一太郎宅

註
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　３）武藤鉄城　『秋田マタギ聞書』　慶友社　1969年　177頁
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写真 10　加工品
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【　けの汁／きゃのこ汁／きゃのこ　】

１　名称

　「粥の汁(かゆのしる)」を語源とする説があり、地域によ

り色々な呼び名がある。県北部の大館市や鹿角市では「けの

汁、きゃの汁」、沿岸北部の三種町や南秋田郡では「きゃのこ

(汁)」と呼ばれている。

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

　②　保存用に作られるもので、地域性が高いもの。

　⑩　山菜やきのこを使用したもので、特色があるもの。

３　伝承地

　県北部では、内陸部の大館市から鹿角市にかけてが中心だが、北秋田市や能代市にも伝承されてい

る。また、八郎湖周辺にも伝承されている。

４　伝承地の概要

　県北部の中でも、大館市は青森県（旧津軽藩）、鹿角市は岩手県（旧南部藩）とのつながりが深

い。また、内陸部であり山菜類が豊富に採れる地域である。八郎湖周辺は、沿岸部ではあるが、背後

にすぐ山地をかかえる地形であることから、山菜類が容易に採れる地域である。

５　作られる時期

　主に、小正月の前に大量に作りおきする。小正月を女正月といい、女性たちが実家に帰るなどして

小正月にくつろぐために大量に作ったとされる。北秋田市では春彼岸に作る地域がある。

６　食される時期

　小正月の行事食として、主に小正月から１週間程度食べる。真冬なので氷が張った状態で保存され

ており、大館市では１か月も食べ続けたという話も聞かれた。

７　郷土食の概要

　塩漬けした山菜や野菜を細かく切って味噌味で煮る。小正月の行事食として食べられてきた保存食

である。ずんだ（大豆の粉と餅米粉などを混ぜて小判状に焼いたもの、大豆を固めにゆでてからつぶ

し小判状にして焼いたものなど）を混ぜることが多い。

　青森県全域では「けの汁」と呼ばれており、農林水産省のデータベース「うちの郷土料理～次世代

に伝えたい大切な味～」では、青森県の郷土料理として紹介されている。
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８　原材料

【大館市の場合】

　・大根 ：以前は凍み大根を使用。凍み大根にすることによっ

てシネっとする。煮たときに柔らかくなる。

　・ゴボウ ：皮を向いて、２㎝角ぐらいに切る。先に味噌で煮

ておくとよい。

　・ニンジン：湯がいたもの。

　・ユリ根：お客さんが来るなど特別な機会に入れる。

　・ハタケシメジ、サモダシ、ホウキダケなどキノコ類

　・塩漬けしておいた山菜類 ：フキ、ウド、サク、ミズ、ゼン

マイなど

　・油揚げ

　・昆布 ：焼いておく。焼かないと出汁をとる時にどろっとし

て腐りやすくなる。

　・煮干し

　・ずんだ ：煮た青大豆をつぶし、もち米粉を混ぜて焼いたも

の。

　・味噌

　・ ナス（皮をむいて塩漬けしたもの）を入れる家もあり、こ

んにゃくのような食感だった。

　・ こんにゃくや溶けやすいじゃがいもなどは入れなかった。

　・ 塩漬けしたものが多いが、味が強いわけではない。その分

香りを大切にするので、香りの強いウドやサクを入れる。

　・ 農家にとって煮干しは貴重だったので、フナを焼いて乾燥

させたものを煮込んで出汁を取ったりしたが、フナの出汁

は美味しくなかった。

　・ ずんだを作れない人は大豆をから煎りしたものを鍋に入れ

て食べた。冬の間に充分にタンパク質をとるために入れる

のだと理解されている。

【井川町の場合】

　井川町は東西に細長い地域で、八郎湖岸と山の地域とで入れ

る具が違う。

　・ こんぶ、干ししいたけ、フキ、ワラビ、ゼンマイ、アイコ

　・ンニョ ：和名エゾニュウ、別名サク、ニオサク、中の芯だ

けとって塩漬けしておく。

写真１　ゴボウとニンジン

写真２　山菜と油揚げ　

写真３　昆布と煮干し

写真４　ずんだ
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　・大根、人参、ごぼう、栗、ゆり根（贅沢するとき）

　・さつまいも、じゃがいも、金時豆、厚揚げ、キノコ類

　・味噌　　※　少し醤油を入れる人もいる。

　・じ（ず）んだもち ：乾燥した青大豆の粉と米粉を練って、

小判型にして焼いたもの。

　・ きゃのこにはずんだもちがつきもの。ずんだもちが入らな

いとただの煮物である。

　・ じんだもちを入れると汁が少しとろっとする。溶けやすい

ので、固めるために米粉を多めに入れたりする。現在は米

粉と小麦粉を半々で入れる。米粉だけだと崩れやすい。

　・ １月15日の前に、スーパーや直売所で餅状のずんだが売ら

れるが、手作りが美味しい。最近はきゃのこを作る人がい

なくなったので、あまり売らなくなっているかもしれな

い。

　・ じんだもちは普段の煮物（山菜や豚肉など）やみそ汁に入

れたりもする。きゃのこと同じような感じだが、きゃのこ

には肉や魚などを入れない。

９　作り方

【大館市（石垣さん）の場合】　

　①　鍋に煮干しと焼いた昆布を入れ、水から出汁を取る。（写真５）

　② 　枝豆ペーストとつなぎにもち米粉を混ぜ、小さなこぶし程

度に分け、小判型に作り（ずんだ）両面を焼く。（写真６）

　　　※ 　枝豆ペーストは市販品。枝豆ペーストを使用したの

は石垣さんの工夫で、大館では、最近はきゃの汁はほ

とんど作られなくなっているが、作っていた当時は、

青大豆をふやかして潰したものを使用した。

　③ 　出汁がとれたら昆布と煮干しを取り出し、きのこ類、ご

ぼう、にんじんを入れ、煮立たせる。

　④　味噌を入れた後に山菜と油揚げを入れる。

　⑤　大根を入れる。（写真７）

　⑥ 　オリミズとゼンマイを入れる。オリミズは最初から入れ

ても大丈夫だが、ゼンマイとワラビは火を止める寸前に入

れて煮込まない。煮込むとどろっとなってしまう。

　⑦ 　ある程度煮たら火をとめる。冷める時に味が沁みると言

われている。

　⑧ 　②を２㎝四方くらいに切って混ぜる。それほど煮ないで

写真５　出汁をとる

写真６　ずんだを焼く

写真７　具材を煮込む

写真８　ずんだを混ぜる
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出来上がり。（写真８）

　　　※ 　今回はずんだを最後に入れたが、以前は出汁をとるために他の具材よりも先に入れた。

・ かつては、ずんだを作るもち米粉は貴重で少ししか使わなかったので、冷めればぽろぽろ崩れた。

・ 扇田の市日では正月頃から１枚数十円（昭和30年代）でずんだが売られていた。小正月が近くな

ると、町の人の多くはずんだを買ったようだ。

・ 買ってきたずんだを細かく切ってあられのように揚げた家もある。油が栄養になるからという。

・ ずんだを売りに行くときは、スギのダシ箱に蓑を敷いた上に並べて持っていった。スギのダシ箱が

水分調整をしてくれた。

【大館市の場合】　　※　陽気な母さんの店での聞き取りによる、50～60年前の様子

・ この辺りでは「けの汁」と呼んでいるが、今はほぼ作っている人はいないだろう。

・ 正月・小正月用に、女性を中心とする家内の人たちが休養するため、いつでも食べられる保存食と

して作っていた。特別な料理という感じはないが、普段は作っていなかったように思う。

・ 薄めの味噌味で、食材の味が分かる感じ。冬場なので、寒気のため自然保存がきくので、おつゆ代

わり、煮物代わりに１か月は食べ続けた。小正月が近くなると再度作った。

・ 食材は１㎝角の均等な大きさに切り、その作業が手間だった。大きな家では、分家の人が本家に集

まって五升鍋で調理し、できあがったものをお餅とともにそれぞれ持ち帰った。

・ 淨應寺（大館市大館）では、けの汁を自家で缶詰にして県外に嫁いだ娘に送っていた。

　①　豆腐を水切りし、油揚げとうふにする。油は現地で取れる菜種油だった。

　② 　臼で青豆をつぶし、ずんだ（ダシ用兼食用・「畑の肉」と言っていた）を作る。つなぎに小麦

粉を入れた。当時は貴重なもので行商ではかなり売れた。

　③ 　ずんだを10cm強の小判型にして、焼いた（後年は油揚げした。その方が青臭さが取れるとの

こと。青臭くて食べられないこともあったとのこと）。

　④ 　ずんだ・昆布（入れすぎない）・にぼし等でダシを取った鍋に、大根・にんじん・ゴボウなど

根菜中心の食材を入れる。炒った大豆やユリ根（贅沢品）を入れることもあった。

　⑤ 　塩漬けで保存していたサモダシ（和名ナラタケ）、アカキノコ（和名サクラシメジ、クリタ

ケ）など山菜全般を入れる。ワラビは降ろし際に入れた。フキ、ウド、サクは香り付けで必ず入

れた。

　⑥ 　大鍋で煮る。大きな家では、味付けの味噌は皆ですり鉢ですった。２～３日前から味噌を専用

のさらし袋に入れて吊るし、落ちてくる液体を味付けの醤油代わりに使った家もあった。醤油は

貴重品だったので瓶に保存していた。

【井川町の場合】

　井川町では「きゃのこ」と言い、「汁」という語は付けない。具が主体という感じで、塩漬けにし

ておいたキノコ類をたくさん入れる。キノコ・山菜の塩ものをつくっておかないと、すべて買い揃え

ようとすると大変である。塩もののキダシ（塩抜き）によって味が左右される。キノコ・山菜とずん
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だ（ずだ餅、じだ豆などとも言う）が入らないと、きゃのこはただの煮物になってしまう。

【北秋田市の場合】　　「令和３年度　郷土料理調査事業　実施報告書」１）より

　①　乾燥青豆に熱湯をかけ、水気をきってからつぶし素揚げする。

　②　山菜は２㎝の長さに切り、根菜類や角こんにゃくは２㎝×１㎝の拍子木切りにする。

　③　角こんにゃくはアク抜き、大根は下ゆで、ゴボウとニンジンは油で炒める。

　④　鍋に具材を入れて炒めてから、出汁（昆布と煮干し）と酒を加えて煮込む。

　⑤　崩れやすい厚揚げは最後に加え、味噌で味付けする。

【潟上市の場合】　　「令和３年度　郷土料理調査事業　実施報告書」１）より

　① 　山菜は２㎝の長さに切り、根菜類や角こんにゃくは１㎝角のさいの目、じんだは２㎝角にす

る。

　②　角こんにゃくはアク抜きをする。

　③　鍋に出汁（昆布とかつお）を入れ、具材を入れてひと煮立ちさせる。

　④　山菜、じんだ、味噌を加え、弱火で味がなじむまで煮る。

10　食べ方

【大館市の場合】

・ 大鍋で大量につくり、冷蔵庫がなかった時代は、蔵や廊下に置いて保存した。大鍋には、シガ（薄

氷）が張っているので、それを割って小鍋に入れた。冷えたものを食べるときもあれば、小鍋に移

して温めて食べることもある。また、汁を少なく具材を掘り出して食べるときも、汁を多くして汁

物として食べることもあった。大量につくってあるので、残っている間中は食卓に出された。「ま

たこれか」と思いながら食べたものである。

・ けの汁に入れるずんだは、大館では「青臭い」とあまりいい記憶になっておらず、青臭さを軽減す

るため、焼く、油で揚げるなどの工夫が取られていた。

・ 50～60年前は、各戸で作るのではなく、本家に分家の女性たちが集まって、大量の材料をみんな

で刻み、五升鍋などで作ることもあった（材料は本家が用意してあった）。分家は作ったけの汁

を、本家からもらった餅と共に持ち帰った。

【井川町の場合】

　きゃのこは１月15日の夜に、仏壇や神棚、さまざまな家の神様（恵比須・大黒・金比羅様・山の

神様など）に供える。供えるものは魚を使った出汁を使うことはできないが、自分達で食べる時は

煮干しの出汁を足して食べた。１月15日は女の年取りと言って、家族の分もお膳を作る。膳には、

きゃのこのほか、尾頭付き（キンキの塩焼き）、お吸い物（フナなど）、煮物、おひたし、ご飯、あ

じゃらも付き、御馳走だった。

　井川町では、井川町食生活改善推進協議会の記念誌（35周年・50周年）の書名に『きゃのこ』を
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採用している。それは、協議会のメンバー一人ひとりが力を出し合いながら活動を続けていく姿は、

きゃのこそのものだと「表紙のことば」で述べられている。

　大館市では、ずんだは青臭くあまりいい記憶がないようであったが、井川町ではキノコ・山菜と共

にじだもちが入らないときゃのこではないと重視されている。じだもちは、現在でもつくって冷凍し

ておき、煮物や味噌汁に入れる人もいる。時期になると、じだもちは、JAあきた湖東のファーマー

ズマーケット「湖東のやさい畑」や、スーパーセンターアマノの店頭に並ぶという。調査で聞いたつ

くり方は大館市も井川町も変わらないようだが、地元での受け止められ方が違っている。

11　歴史・分布

　『鹿角の家庭・郷土料理　けの汁・けいらん』には、青森県弘前市の和徳神社に「けの汁発祥の

地」と記された看板があることや、平安時代の宮廷正月料理に遡るとの説が紹介されている。

　秋田県内では、女の正月といわれた小正月の料理として大量に作られるのが一般的である。具材

は、根菜、山菜、豆類であり、地域によって多少の違いはあるものの、ず（じ）んだを必須とする例

が多い。また、醤油が贅沢で使えなかったので、味噌をさらしで濾した汁を使用していた話が多く聞

かれ、近世の料理本などでたれ味噌と称される調味がされていたことがわかる。

　大館市でも「けの汁を作らない集落もある」と認識されており、作る集落に嫁いで初めてきゃの汁

を知ったという女性もいる。また、大館市田代地区の山間部は、山菜が豊富に採れる地域であるが、

時季のものを食べるのが中心で保存食として山菜を意識しなかったようである。そのため、けの汁の

ようなものは食べず、馬肉の煮付けに山菜を入れることが多いようである。

12　関連する郷土食

　大館市比内地区では、けの汁ではなく煮しめ汁と呼ぶ例がある。一方、北秋田市阿仁地区では、煮

しめより少し汁を多く仕上げたものをきゃの汁と呼んでいる。

　けの汁（きゃのこ）の呼び名ではないものの、八峰町では「けんちん汁」、三種町では「けんく

さ」や「けだて」と呼ぶ例があり、いずれも行事食と認識されている。

　沿岸南部は伝承地にいれていないが、根菜、山菜、豆腐（焼く場合もあり）を味噌味で煮るものを

「けんちん汁」と呼んでいる。

13　伝承状況

　秋田県食生活改善推進協議会が令和３年度に行った「郷土料理調査事業」では、「子どもたちに伝

えたい伝統的な郷土料理」として、北秋田市では「きゃの汁」、潟上市では「きゃのこ汁」がとりあ

げられており１）、普及活動が進められている。

　鹿角市歴史民俗資料館は、家庭で作られる機会が減ってきていることから、令和４年12月から令

和５年１月まで企画展「けの汁とけいらん」を、２月に食体験イベント「郷土食を食べよう」を開催

した。「馬肉かやき」「サメのフライ」「ナッツ」に加え「けの汁」実演が行われ、家庭での伝承に

つながる機会となった。

　「陽気な母さんの店」の石垣さんによれば、「けの汁は材料が多く手間がかかるので、大館市周辺
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では現在つくっている家はないのではないか。」とのことだった。石垣さんが最後につくったのは

2015年ごろに小規模な郷土料理講習会を実施した際であった。大館市のファーマーズマーケットで

郷土料理のミールキットを試作した際のメニューのひとつとして取り上げている。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年９月12日（月）　井川町北川尻字海老沢樋ノ口79－２　井川町農村環境改善センター

　　　　　　　　　　　　　　秋田県食生活改善推進協議会会長　齋藤　カヅ子、副会長　鎌田　昌子

　・令和４年９月22日（木）　大館市曲田家ノ後97-１　陽気な母さんの店

　　　　　　　　　　　　　　石垣　一子　ほか３名

　・令和４年９月23日（金）　大館市曲田家ノ後97-１　陽気な母さんの店

　　　　　　　　　　　　　　石垣　一子

註

　１）「令和３年度　郷土料理調査事業　実施報告書」　秋田県食生活改善推進協議会　2022年11月

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

　湖東地区JA生活指導員協議会編　『伝えたい湖東の味』　1996年７月

　鹿角市歴史民俗資料館　『鹿角の家庭・郷土料理　けの汁・けいらん』　2019年２月

（竹内　由紀子）
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鹿角の行事食「けいらん」

鹿角市歴史民俗資料館　藤井　安正

　江戸時代、鹿角は盛岡藩に属していました。そのため秋田藩とは少

し違う食文化が伝わっています。その一つが「けいらん」と云うお吸

い物です。花輪地区では葬儀や法事のあとの精進料理としてお斎の最

後に出てきますが、岩手県九戸村では餅を紅白にして結婚式や結納な

どの祝いの膳の一品として食べられています。

　「けいらん」は、舞茸や昆布で出汁をとった醤油仕立てのお澄まし

に小さな餡入りの餅２個に素麺・舞茸・三つ葉を添えられています。

その特徴は、餡を餅で包む前にコショウがまぶすことで、どんな味な

のか想像がつかないと思いますが一度食べると必ず記憶に残る味だと

思います。

　名前の由来は、お椀に入った小さな餅が鶏の卵に似ていることから

「けいらん」と呼ばれていますが、「柳に蹴鞠」と云う優雅な名前や「鶴の巣ごもり」と云うおめで

たい名前でも呼ばれています。

　江戸時代の料理本で、寛永20年(1643)に刊行された『料理物語』には「けいらんは、もちこめ六

分、うるのこめ四分、よく粉にして　すいのふにて　いく度もふるひ　よき頃に　水にてこね　中へ

くろさとうをつつみ　きんかんのそと大なる頃に丸めて　に申候　汁はうどんに同事也」とありま

す。餅に包まれた黒砂糖は小豆餡に代わりましたが、現在の作り方は当時の工程を引き継いでいま

す。

　盛岡藩遠野村の歴史や風俗・大飢饉の様子を伝えた『遠野古事記』の元禄年間(1688～1704)の条

に「卵麺と云は切麦えけいらんを盛交へ出し」とあることから藩内では古くから食べていたことが分

かります。

　市内に残された史料に初めて「けいらん」が出てくるのは、尾去沢銅山の役人であった阿部恭助の

『阿津免草』と云う日記で、文久３年(1863)５月１日の条に銅山巡検のために阿部宅に投宿した南

部藩士の夕食の一品として記録されています。

　食の分布をみると盛岡藩の北部に偏り、しかも北前船の大きな寄港地であった野辺地湊や八戸湊、

その周辺で食べられています。

　この食べ物がいつ花輪に伝わったのか不明でしたが、太田雄治氏の『秋田　たべもの民俗誌』に

「鹿角郡特有の料理法ではないらしい。(中略)室町時代ころすでに行われていた点心＝禅家に発し

た間食」と解明のヒントがありました。

　点心に関する古い文献として永正元年(1504)に編纂された『食物服用之巻』があります。これに

は、中国から禅宗と共に伝わった48種の「羹(あつもの)」の中に「鶏卵羹(けいらんかん)」と云う

汁物が入っていました。

　「羹」とは「動物の肉が入った熱いスープ」のことを云います。私たちが食べている練菓子「羊

羹」もこの仲間で日本に伝わった当時は「羊の肉が入ったスープ」でしたが、肉食を禁じた日本仏教

の厳しい戒律によって「小豆・寒天・砂糖」を原料にした練菓子に変化したと云われています。

　これと同じように「鶏卵羹」も鶏卵を真似た餡入りの餅に代わり、添え物として素麺などを加えた

ものが現在まで引き継がれてきた「けいらん」で、コショウは鶏卵特有の匂いを消すために使われた

名残であったと思います。

　「けいらん」は中国から伝わった「鶏卵羹」が原型です。これが日本仏教の中心地であった京都で

精進料理に変化し、江戸時代初期に北前船が整備されると京都の様々な文化と共に伝わってきたもの

と考えられます。

　平成25年(2013)12月に「和食」が世界無形遺産に登録され世界から注目を集めていますが、戦

後、食の欧米化、核家族化が進み食の伝承が途絶えはじめ、和食の原点である郷土料理が食卓から消

えようとしています。

　郷土料理を継承し、後世に伝える役割を担っているのは少し年老いた私たちではないでしょうか。

参考文献　　鹿角市歴史民俗資料館調査資料第四集『鹿角の行事食　けいらん』　2023年９月

寄稿
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【　とんぶり料理　】

１　名称

　アカザ科（ヒユ科）ホウキギ属（バッシア属）の一年草、

ホウキギになる成熟果実を加工したものが「とんぶり」であ

る。中国（唐）から伝わったぶりこ（ハタハタの卵）に似てい

るものとして、「とうぶりこ」が訛ったとする説が有力であ

る。2017年に「大館とんぶり」の名称で、地理的表示保護制

度（ＧＩ）で登録が認められた。

２　特色

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

　⑬　伝統野菜を使用したもので、特色があるもの。

３　伝承地

　県北部の米代川流域でつくられていたが、戦後は大館市周辺だけとなった。現在、市場に出回って

いるとんぶりは、大館市が唯一の産地であり、中でも比内地区が中心である。

４　伝承地の概要

　大館市比内地区は、土壌の水はけがよく、とんぶり栽培に最

適であることに加え、大量に水を必要とする加工作業の水源と

なる湧き水に恵まれている。また、とんぶりは軽量のため強い

風で落下しやすいが、この地区は山に囲まれているため、風が

弱まり果実の落下を抑えて収穫期を迎えることができる。

５　作られる時期

　４月下旬に種まき、苗床で育てた後、５月下旬に草丈が15～

20㎝ほどになったところで畑に定植する。９月下旬（写真１）

から収穫作業に入り刈取、脱穀、乾燥して保存する。10月上旬

ごろから、加工作業に入り、３月下旬までは生の状態で出荷す

る。４月以降は真空パックでの出荷となる。瓶づめでは通年で

出荷されている。

６　食される時期

　時期を問わず食べられているが、生の状態で食べることがで

きる10月から３月が旬とされる。

図１　大館市比内地区

写真１　とんぶり畑
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７　郷土食の概要

　ホウキギの実を収穫後に乾燥させ、独特の工程により加工したものが「とんぶり」であり、淡泊で

クセがない味のため、さまざまな料理に使用されている。その独特の食感から「畑のキャビア」と呼

ばれることもある。また、食物繊維が豊富で便秘改善につながるほか、サポニンと呼ばれる血糖値の

上昇を抑える成分を含むとされ、健康食品として評価されることもある。

８　原材料

　ホウキギは、乾燥した茎をほうきに使うために名がつけられたといわれる。園芸用途のものは、

「コキア」という名称が一般的である。原産地は、中国、南アジア、ヨーロッパといわれ、日本には

平安時代初期に渡来し、栽培には1000年以上の歴史があるとされる。

９　作り方

　乾燥させたホウキギの実の加工作業の工程を主に記載している。

　《沢とんぶり生産組合・本間均さんの例》

【１日目（11月13日）】

（１）ボイル

　① 　収穫後、乾燥した状態の実（１袋15㎏）を１袋ずつ、釜

（２つ使用）で23分煮る（写真２）。吹きこぼれないよう

にヘラでかき混ぜながら、時折湯を加え、異物をピンセッ

トで取り除く。途中、中身が入っていない実は、あわのよ

うになり浮いてくるので、あく取りのようにすくい取る。

ヘラは自家製で、使用する人によって長さが違う。

　② 　釜を傾けながらお湯を切り（写真３）、タル（プラス

チック製）に入れる。釜の底に土や石が残るのでそれを混

ぜないように注意する。

　③ 　タルに入れ、約40℃（冬場は42～43℃）になるよう水

を入れて調整する。この後、クエン酸を加えて殺菌する。

このまま、時折かき混ぜ実に水分を含ませ、約24時間置い

ておく。実が十分に入っているものは、乾燥状態の2.5倍

ほどにふくれる。

　

【２日目（11月14日）】

（２）皮むき

　ふくれた実（写真４）を、ザル（片手）ですくい機械にかけ、

表面を包んでいる皮をむく。以前は手作業で、実同士をこすりな

がらむいていたが、機械の導入により時間が短縮された。機械

は、昭和50年以降の導入で。現在、２台が使用可能である。

写真２　釜で煮る

写真３　釜からタルに移す

写真４　ふくれた実
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（３）洗い

　① 　皮をむいた状態でタルの３分の１ほどまで入れ、水を加

えてかき混ぜ、浮いてきた皮や不純物を流す（写真５）。

複数のタルに水をいれては流し、水を加える作業を６～７

回繰り返す。

　②　水を切りザル（大型）にとり、再度皮むきを行う。

　③　①と同じ作業を水がきれいになるまで繰り返す。

（４）選別

　① 　タルからザル（大型）にすくい取り、貯水槽にひたしな

がら浮いてきた異物を流す（写真６）。ザルを振りながら

水につける作業を４～５回繰り返す。目視により、異物は

ピンセットで取り除く。

　② 　タルに戻し、ホースの先が底にいくにようにして水を加

える。実が攪拌され異物が浮いてくる。その後、タルを傾

けて浮いてきた異物を流す。これを３～４回繰り返す。

　③ 　水切り用の袋にザル（片手）で詰める（写真７）。袋の

口に、底をくり抜いたバケツをじょうご代わりにしてこぼ

れないように入れる。袋はいくつかサイズがあるが、24～

25㎏入る。今回は６袋になったので、約150㎏である。

　　※　乾燥状態で60㎏だったので、約2.5倍になった。

（５）水切り

　袋に入れた実を２列に並べ、石の重しをする。重しは、袋２

つに対して、２つ（２段にする）使用する。12時間以上重しを

置いたままにする。

【３日目（11月15日）】

（６）赤み取り

　① 　タルにとんぶりが直接つかないように、布（風呂敷を

縫って作成）をしく。

　② 　水切り用の袋から、タルにとんぶりを移す。

　③ 　タルからとんぶりを片手ザルで取り、機械にばらまき、

ふるいにかける。小さいものは、網目から下に落ちる。目

視で、異物があれば機械を止め、ピンセットで取り除く

（写真８）。異物は、１㎝ほどのホウキギの茎が多い。

　④ 　網目に残ったとんぶりを集める際に、風をあて赤み（成

写真５　タルでの洗い

写真６　貯水槽での選別

写真７　水切り

写真８　赤み取り
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熟していない実）を吹き飛ばす。下に集める際にも、異物

があれば、ピンセットで取り除く。

　⑤ 　袋詰めして完成となる（写真９）。１袋は10.3㎏。今

回は15袋になったので、約150㎏である。

10　食べ方

　加工時にボイルして、雑菌予防のためクエン酸処理をしてい

るため、水洗い不要でそのまま食べることができる。また、熱

や塩分を加えると、とんぶり内の水分量が変わりぷちぷちした

独特の食感が損なわれる場合がある。

　淡泊な味でくせが無いため、一緒に使う調味料を選ばず、他

の食材と和えたり仕上げにトッピングしたりすることが中心で

ある。「ツナととんぶりの和え物」「長芋ステーキとんぶりの

せ」「とろろのとんぶりのせ」「とんぶりたらこパスタ」「生

姜とんぶり」などがある。

「ツナととんぶりの和え物」

　とんぶりと油切りしたツナをマヨネーズで和え、塩こしょう

で味を調える。

「長芋のステーキとんぶりのせ」

　長芋を輪切りにして、マヨネーズをしいたフライパンで両面を焼く。やわらかくなったら醤油をか

らめて、器に盛り付けてからとんぶりをふりかける。（写真10）

11　歴史・分布

　ホウキギが日本に渡来したのは平安時代といわれ、江戸時代の文献『農業全書』には、ホウキギの

栽培について１）記録が残っており、平安時代からすでに食用にされていたとされる。

　秋田県では北部の米代川一帯を中心に、南部内陸部でも作られていた。主に、草ぼうきの材料や薬

用に用いられていた。飢饉がきっかけで本格的に食用となったようだが、加工に手間がかかるので、

農家や近在の人々の消費に限られていた。鹿角では、十和田大湯に箒畑という地名が残りホウキギと

の関連がうかがえる。また、じぶし（地膚子）と呼び食用にしていた。

　販売用として栽培が始まったのは昭和25年以降で、北秋田郡比内町（現大館市）東館地区が中心

である。本格的に商品化されたのは、沢地区に生産組合が結成され加工施設が建設された昭和50年

以降である。その後、日詰、独鈷、炭谷地区に加工施設が建設され、沢地区には第二次加工施設が完

成し、安定した出荷ができるようになった。

写真９　袋詰め

写真 10　長芋のステーキとんぶりのせ
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12　関連する郷土食

　特になし。

13　伝承状況

　平成29年（2017）に「大館とんぶり」の名称で、地理的表示保護制度（ＧＩ）で登録が認められ

た。登録生産者団体は、あきた北農業協同組合（ＪＡあきた北）である。令和５年12月現在、ＪＡ

あきた北の委託で生産しているのは、大館とんぶり生産組合５人（70代４人、30代１人）のみであ

る。また、個人で生産しているのは１人（40代）で、直売の他ＪＡにも卸している。

　継承活動としては、生産農家の本間均さん（大館とんぶり生産組合）が中心となり、地元の大館市

立東館小学校及び大館市立比内中学校で、とんぶりに関する体験学習を行っている。また、両校とも

「総合的な学習の時間」で、とんぶりについて学んでいる。以下は令和４年度の学習内容である。

　・令和４年５月18日　種まき体験　東館小学校３、４年生

　・令和４年６月６日　定植体験　　比内中学校１年生

　・令和４年６月17日　定植体験　　東館小学校３、４年生

　・令和４年９月21日　収穫体験　　比内中学校２年生

　・令和４年９月30日　収穫体験　　東館小学校３、４年生

　・令和４年10月８日　販売体験　　比内中学校３年生

14　現地調査日・調査地

　・令和４年９月21日（水）　大館市立比内中学校とんぶり畑

　・令和４年11月13日（日）　大館とんぶり生産組合沢加工所

　・令和４年11月14日（月）　大館とんぶり生産組合沢加工所

　・令和４年11月15日（火）　大館とんぶり生産組合沢加工所

註

１）『農業全書』　元禄10年（1697）　巻四　菜の類　地膚

（本間　均・事務局）
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とんぶり収穫・脱穀作業の様子

令和４年９月21日　大館市立比内中学校２年生
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【　なんこ（う）かやき　】

１　名称

　なんこうかやき、馬鍋、なんこ鍋とも呼ばれる。なんことい

う名は、ナンコウ（難攻・南向）という字があてられる。難

攻不落に由来すると言われるが、詳細については不明である

１）。馬はかつて貴重な労働を担ってくれた存在であり、戦時

中も軍馬として活躍したため、馬肉を食べることにためらい

があり、「馬」と呼ばず、「なんこ（う）」と言ったという

２）。

２　特色

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑦　由来や伝承のされ方に特色があるもの。

　⑭　鍋料理（貝焼きを含む）で、特色があるもの。

　⑮　飢饉、災害、戦争等の際に備蓄、食された救荒食で、特色があるもの。

３　伝承地

　製造地域 　県内の鉱山地帯で製造されてきた。秋田県有形民俗文化財「尾去沢鉱山資料」の中に

は、「ひげ」と呼ばれる木製の四角い皿があり、馬肉を山盛りに盛って坑夫に食べさせる

時に使用したという資料が残されている３）。

　食す地域 　上記地区が中心であるが、馬肉を販売する肉屋ができると、次第に県内各地に広まって

いった。

４　伝承地の概要

　秋田県は金銀銅などを産出する鉱山を持ち、全国有数の鉱山地帯であった。江戸時代には産出され

た銀や銅などが、幕府や藩の収入源ともなったが、明治以降鉱山の閉山が相次ぎ、平成のはじめまで

にすべての鉱山が閉山となった。

　馬肉は、鉱山で働く人々がよろけ（珪肺病）を予防するために食べていたとされており、馬肉を食

べる習慣が普及したのは、大仙市協和地区では太平洋戦争後の昭和20年代後半以降といわれる。

５　作られる時期

　特になく、飼っていた馬が死んだ時などに作った。馬肉を販売する店が地域にできるようになる

と、いつでも購入して食べられるようになったという。
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６　食される時期

　特に決まりはないが、北秋田市旧阿仁合地区では、日常食というよりも、人が集まる時など特別な

日にかやきを作る習慣があった。かやきにはブタや鶏なども使うが、そのうちの一つが馬肉を入れた

「なんこうかやき」であったという。また、具材について特に決まりはなく、季節で採れたものを

使って作ることが多かった。馬肉は肉体労働を行う者達が力をつけるために食べたといい、北秋田市

でも阿仁合では食べるが、旧大阿仁地区では食べなかったという。

７　郷土食の概要

　馬肉をその時あった野菜や山菜などで煮て、味をつけた鍋料理である。鍋に入れる食材は地域や各

家庭で異なるため、必ず入れなければならないものはない。

８　原材料

　・馬肉 ：鉱山などでは、珪肺病の予防に、馬捨て場に埋葬された馬を食べたという。また、戦前ま

では、馬貧血の検査があり、不合格で殺された馬なども食べたと言うが、農家では死んだ馬

を食べるという話は聞かず、馬肉が肉屋などで販売されるようになってから食べるように

なったという。藤里町では、町内の肉屋や、旧二ツ井町にあった肉屋で、ホルモンと肉の部

分を混ぜたものが売られており、自宅に大勢の人が集まる時などに作って食べたという。現

在では肉屋やスーパーのほか、道の駅や移動販売などで販売されている。

　・タケノコ、ゼンマイなどの山菜 ：それらが採れる時期に採集しておき、乾燥させたり、塩漬けに

したりしておく。タケノコは、現在旬の季節以外は、水煮にした

ものや、缶詰にしたものを使用している。

　・こんにゃくやキノコ類など

　・味噌 ：各家で異なり、自宅で作ったものを使用したり、店で購入したりしたものを使用する。加

工所に頼んで作ってもらう人もいる。鍋料理の場合、塩分の多い味噌が良いとされる。今回

の調査では、乾燥した大豆１㎏に対し、麹２㎏、塩750gで作った味噌を使用した。

　・ 豆腐を入れる家庭もあるが、以前は、こんにゃくや大根くらいしか入れなかったという家庭が多

い。これも各家庭によって異なるため一概には言えない。

９　作り方

【北秋田市阿仁合の場合】

　① 　かやきには、適度に脂ののった肉を使う。脂身がある肉

はから煎りするが、脂身がない場合は肉に油をまぶしてお

き、鍋で肉を炒る（写真１）。

　② 　肉を柔らかくするために酒を入れて煮込み、水少々を加

えることもある。現在は圧力鍋で15分ほど煮る。「馬肉は

灰汁とるな」と言われるので、灰汁は適度に残しておく。

　③ 　肉を煮ている間に、ブナカノカ（ブナヒラタケ）を水に 写真１　肉を炒める
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漬けておいて塩抜きをする（写真２）。その後水気をし

ぼったものを使用する。

　④ 　タケノコは５㎝程度、ゼンマイは４㎝程度に切ってお

く。こんにゃくは糸こんにゃくより太いぐらいの厚さに

し、４～５㎝ぐらいに切っておく（写真３）。ミズの採れ

る季節には、ミズをいったん茹でたものを４～５㎝に切っ

て入れる。

　⑤ 　肉が煮えた後、こんにゃく、タケノコ、ゼンマイを入れ

て、酒（製造禁止になる以前はどぶろく）と水をひたひた

になる位まで入れ、タケノコとゼンマイに味がしみるまで

しばらく煮る。今回は、ゼンマイをやわらかく戻したた

め、混ぜすぎてつぶれないように、ゼンマイを入れたら鍋

をあまりあおらない（ゆすらない）でおく（写真４）。

　⑥ 　味噌は大さじ１杯強ぐらい入れる（写真５）。しばらく

煮て味見をした後、足りなければ味噌か醤油を足す。味噌

を入れた後は弱火にし、タケノコに味がしみるまで煮る。

　⑦ 　今回は豆腐を入れた。豆腐は５㎝角くらいの大きめに

切っておき、タケノコがある程度煮えた後に入れる。

　⑧ 　かやきには酒と味噌の麹が入っており、甘みが強いので

砂糖を入れない。今回はミズを使ったので、最後にミズを

入れた（写真６）。

【藤里町の場合（馬かやき）】

　春はアザミやミズ、アイコ、冬は乾燥した大根葉（今はキャ

ベツや白菜）、ゴボウ、人参を入れて味噌で煮る。時期によっ

て具はさまざまだが、ゼンマイは入れなかった。

　また、馬や牛を煮る時にはワラビやゼンマイ、サワモダシ、

ナメコなどぬめりがあるものは入れないという。「山菜がギロ

ンギロンして生きかえった」ようになり、歯ごたえが悪くなる

からという。

10　食べ方

【「かやき」と「鍋」の違い】

　北秋田市阿仁合では、「かやき」は野菜などをたくさん入れ

た汁物のことで、「鍋」と厳密な分け方はない。家庭など少人

数で作る料理を「かやき」、大鍋で煮るのを「鍋」と呼ぶ印象

がある。いずれも大勢集まる時に食べるものであり、野菜や山

写真２　ブナカノカの塩抜き

写真３　こんにゃくを切る

写真４　ゼンマイを入れる

写真５　味噌を入れる
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菜などで量が増やせるため、人をもてなす時には必ず作られた

ものだった。

【馬を食べること】

　馬は農作業や運搬などに用いる大切な動物であるため、馬肉

を食べることに抵抗がある人が多い。「馬は観音様だから」と

いって、現在も馬を食べないという話が各地で聞かれた。

　昭和16年から17年にかけて実施された「全国食習調査」で

も、仙北郡中川村周辺の地域（仙北市角館町周辺）では、豚・

山兎・牛肉は少量口にするが「いっぱんに馬肉を忌む」４）と

ある。馬肉は鉱山や肉体労働をする人々の食べ物であったという認識が強く、商店で馬肉が販売され

るようになり、馬肉食が普及する前は、馬を食べる時は家の外で調理をしたり（藤里町）、馬を煮る

鍋を塩で清めたりしたという（大仙市協和）。

　馬肉は食用というよりも、よろけ（珪肺病）や、寝小便の予防のために食べたという話もあり、薬

の一種として認識されていたとも考えられる。

11　歴史・分布

　馬肉がいつから食べられていたか定かではないが、江戸時代後期、院内銀山のお抱え医師であった

門屋養安が阿仁銅山に滞在中、珪肺病予防のために馬肉をナンコウと呼んで、坑夫に食用をすすめ、

馬肉を食べる習慣が阿仁の鉱山町に伝わったとされる。ただし、『門屋養安日記』には馬肉について

の記述はなく、詳細は不明である。

　阿仁合では、定期的に開かれる市日で馬肉が売られていた。阿仁のナンコウは味が良いと評判で、

女性がナンコウを入れた箱を背負って売り歩いていた。大正のはじめには茶屋で馬肉の煮込みが１皿

十銭で売られていたとあり、そこの茶屋は大繁盛をしたとある５）。昭和に入ってからも、阿仁合の

肉屋では馬肉が比較的安価であったために、ブタや鶏よりも買い求める人が多かったというが、農耕

馬が減少すると、馬肉は高価になっていった。

　昭和のはじめ頃までは、まだ馬肉を食べる地域は限定的であり、鉱山地帯に限られていたようであ

る。松田解子の小説『おりん口伝』には、明治時代中頃、荒川鉱山で働く者のことを「馬肉貝焼（な

んこかやき）」と呼んでいたことが記されている６）。

　昭和10年から11年までの日記をまとめた吉田三郎の『男鹿寒風山麓農民日録』にも、馬肉を食べ

た記録が散見される。昭和10年３月21日に百万遍が行われ、吉田の実家で主人のみ馬肉を食べたこと

（調理法は不明。妻子は妻の実家で団子等を食べている）、４月１日には妹から馬肉をもらい、昼食

に馬肉とネギの味噌煮を食べたことが書かれており、この頃には、限定的ではあるが、沿岸部でも少

なからず馬肉を食べていたことがうかがえる７）。

　大仙市協和地区では、荒川鉱山が隆盛であった頃、馬が死ぬと「馬捨て場」と呼ばれる所に埋葬さ

れ、鉱山で働く人々が珪肺病の予防のために馬を掘り起こしてひそかに食べていた。昭和15年に鉱

山が閉山となると、炭坑夫が去り、馬は埋葬されたままになっていた。当時は全国的な食糧不足で

あったことから、農家の人々も、馬捨て場の馬を取って、「ナンコウ取り」と呼ばれる、馬を解体す

写真６　完成
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る人に頼んで馬肉を分けあって食べたという。昭和20年代頃から馬肉を食べる習慣が広まり、商店

で馬肉が売られるようになると、徐々に馬肉を食べることに抵抗がなくなっていったと思われる。

馬肉は比較的安価で、昭和40年代頃には、能代市二ツ井町の肉屋で藁つと一杯に肉（ホルモンを含

む）を入れたものが、100円から200円で販売されていたという。

　また、同じ北秋田市でも旧阿仁合村と旧大阿仁村とでは食習が異なると言われている。阿仁合は鉱

山地帯で、マツタケが多くとれ、馬肉が一般的であったが、大阿仁ではマイタケが多く取れ、調味料

にもろみを用い、クマ肉を食べる。大阿仁で馬肉が一般的に食べられるようになったのは、昭和40

年代頃と思われる。

12　関連する郷土食

【馬肉の煮付け】　（北秋田市阿仁合地域）

　昭和の後半頃になると、かやきよりも煮付けが馬肉料理の定

番になった。盛り付けがはなやかであることや、店で馬肉が販

売されることが多くなり、かやきよりも多くの馬肉を使う煮付

けが作りやすくなったからという。

　材料は、アイコ（塩漬けのもの。採集できる時期は生のもの

を使う）、こんにゃく、ゴボウ、ブナカノカなど各家によって

異なる。

　阿仁合では、煮付け料理にはゴボウとこんにゃくを入れるた

め、今回も使用した。アイコやブナカノカは時期によって入れ

た。

　2022年９月11日に調査した作り方（40㎝ぐらいの鍋を使用

した場合）は以下のとおり。

　① 　今回は馬のバラ肉を使用した。肉から油が出た時はその

まま炒める（写真７）が、油がついていないときは油を

少々入れて炒める。

　② 　酒を入れ、水は入れずに煮る。ただし、肉がかたければ

水煮する。どぶろくが使用できた頃は、どぶろくのもろみ

を調味料にした。

　③ 　５㎜ほどに切ったこんにゃくや、糸こんにゃくを使用す

る。

　④ 　肉をしばらく炒めたら砂糖を入れる。ゴボウ、こんにゃ

く、ブナカノカ、タケノコなどを入れて（写真８）醤油で

味付けをする。

　⑤ 　最後にアイコを入れる。アイコを入れたら混ぜてフタを

してしばらく置く。時々鍋をゆすって味をなじませる（写

真９）。

写真７　肉を炒める

写真８　具材を入れる

写真９　完成
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【ホルモン】

　能代市二ツ井町では、馬肉と同様、ホルモンも売られていた。ホルモンは匂いが強いため、購入し

た後、自宅でも一度茹でた後に、味噌や醤油で味付けをした。

【馬刺し】

　『秋田たべもの民俗誌』では、鹿角市尾去沢地区の一部で食べていたとあるが、他の地域ではあま

り聞かない。現在のように馬刺しが普及したのは、冷凍技術が進んでからのことと思われる８）。

　北秋田市阿仁合で馬刺しが普及したのは、昭和40年代の後半に大相撲の巡業が阿仁合で行われた

頃という。それまで馬肉はかやきや煮付けでしか食べなかったが、巡業に来た相撲取り達が馬刺しを

注文し、その後から阿仁合で馬刺しが食べられるようになった。

　この他、秋田魁新報の昭和40年の記事には、義経鍋という料理が紹介されている。煮ザラのへこ

んだ部分で肉や心臓、肝臓も入れてニンニク、ショウガのおろしたもの、味噌を少し入れて炒める。

煮ザラには豆腐や糸こんにゃく、玉ネギやキャベツ、人参なども入れ、昆布出汁で食べるという。北

秋田市鷹巣町で食べられていたとのことだが、一般的でなかったらしく、当時一時的に流行したもの

であると思われる。９）

　

13　伝承状況

　現在では全県的に馬を食べる習慣が広まり、新たな馬肉料理が食べられている。先述した義経鍋や

馬肉のバーベキューなどは県外から流入した調理法である。それまで一般的であったなんこう鍋は、

現在ではあまり作られなくなり、馬の煮付けが多く作られるようになったという。また煮付けはスー

パーや道の駅でも販売されており、手軽に入手できるようになっている。

　このように、馬肉料理の種類や調理法など、今日ではさまざまなものがみられるが、馬肉食が普及

したといっても、以前自宅で馬を飼っていた人々の中には、馬肉に対する抵抗感を持つ人も少なから

ず存在する。馬肉を食べることに対する感情が極端にわかれるという意味でも、馬肉は特別な意味を

持つ肉といえるだろう。

　

14　現地調査日・調査地

　・令和４年９月11日（日）　　北秋田市阿仁水無字大町146-1　阿仁公民館

　　　　　　　　　　　　　　　武田　美知子、渡辺　幸子、小武海　幸子　

　・令和４年10月14日（金）　　藤里町藤琴　中川　ツヨ宅
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【　しょっつる　】

１　名称

　しょっつるの語源は「塩魚汁」「塩汁」であるといわれているが１）、そ

の由来は明らかではない。魚醤油の一種であり、日本の魚醤では、石川県の

「いしる」、香川県の「いかなご醤油」と並んで全国に知られている。能

代・八森地域ではかつてしょっつるを「イシル」「イシロ」と呼んでいたと

いわれ２）ていたが、現在では秋田県における魚醤はその素材にかかわらず

しょっつるで統一されている。

２　特色

　②　保存用に作られるもので、地域性が高いもの

　⑨　ハタハタを使用したもので、特色があるもの

　⑰　発酵食で、特色があるもの

３　伝承地

（１）製造地域

　かつては沿岸部を中心に各家庭で製造された。現在は商業ベースで秋田市、男鹿市、潟上市、鹿角

市、八峰町、仙北市、にかほ市などで製造されている。

（２）食す地域

　秋田県全域で広く食されている。

４　伝承地の概要

　しょっつるの製造に欠かせないのが、近海でとれる魚と塩である。秋田県沿岸部で盛んに製塩が行

われていたのは、八森、浜口、戸賀、天王、新屋、浜田、下浜、道川、松ヶ崎、西目、象潟の各地で

あった３）。新屋、浜田、男鹿、天王では地元でハタハタ、イワシ、コウナゴ、イサザアミ等が近海

で大量にとれ、それを地元で作られた塩を使って塩漬けしたものが自然分解（発酵）してしょっつる

を製造した。

５　作られる時期

　かつてはほとんどが近海の魚を使用していたので、使用する魚の漁期にあわせて塩漬けの作業を行

い、そこから３～５年熟成させたものを使用していた。現在はハタハタ以外の魚は県外からもまと

めて仕入れる業者もあるため、ハタハタ以外の仕込みの時期は一定しない。ハタハタを材料にした

しょっつるは12月に漁が始まって以降、収穫の状況を見て仕込み作業を行う。
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６　食される時期

　特に時期が決まっているわけではないが、鍋物の調味料として使用されることが多いので、冬場に

多く食される。近年はサラダや麺類などの調味料としても使用されることもあり、冬場以外に食され

る場合もある。

７　郷土食の概要

　しょっつるは、近海でとれる魚を塩漬けし、魚が溶けるまで数年間熟成（発酵）させたものを漉し

た魚醤である。使用する魚は、ハタハタの他アジやイワシなどだが、近年は不漁によりハタハタの使

用は激減している。秋田県でしょっつる生産が行われたのは、近海漁業と製塩業がさかんであった秋

田市新屋・浜田地域が原点であるといわれ、男鹿・天王地域でも古くからしょっつるが作られてお

り、そのほとんどが自家製であった２）。当時高級品であった醤油の代用品として、自家製のしょっ

つるは沿岸部の各家庭で使用されていた。のちに商業的なしょっつるの製造が各地で始まり、秋田

市、男鹿市、潟上市に加えて、現在では鹿角市、八峰町、仙北市、にかほ市などでもしょっつるが製

造されている。

　しょっつるは冬場の鍋物の調味料として県内全域で使用されている。特に秋田県の県魚であるハタ

ハタを用いたしょっつる鍋には欠かせない調味料であり、県内外で食されている。

８　原材料とその調達

　しょっつるの原材料である魚は、ハタハタ、イワシ、小アジ、タラ、イワナ、イサザアミ、小エ

ビ、コウナゴ、サバ、サンマ等が使用されている。ハタハタは12月の漁期に近海であがったものを

使用するが、その他の魚は近海で捕れるものだけではなく東北の近海でとれた魚を購入するものもあ

る。

　秋田市浜田で明治40年創業の髙橋しょっつる屋では、イワシ、サンマ、アジ、イサザアミ等を原

材料としている。大量のイワシは岩手県久慈産のものを年１～２回仕入れて仕込みを行っている。そ

の他に原材料は、男鹿や秋田の沿岸でとれた魚を使用している。塩は現在製造している高橋信一氏の

父親の代までは浜田や新屋で製造していた塩を使用していたが、現在は県外で製造している塩を使用

している。

９　作り方

　現在しょっつるの製造は県内各地で行われている。本事業で

調査を行った髙橋しょっつる屋は明治40年創業と歴史が古く、

またしょっつるの製造においても早くから行われていた浜田地

域の業者である。以下、髙橋しょっつる屋における製造工程を

記す。

　①　仕込み　

　　 　毎年２～３回行われる魚の仕入れ（写真１）時期に合わ

せて、魚の選別、氷の除去、運搬、塩の計測などを行った

写真１　魚の仕入れ
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後、魚の約30％の食塩を直接まぶして混合する。

　②　熟成

　　 　塩漬けした原料にふたをして、重しとなる石をのせて、

常温で２年～４年つけ込む。石をのせて漬けるのは魚醤の

製法としては珍しく、これによって魚から出る油の除去が

しやすくなるとのことである。原料の魚は自己消化酵素に

より、概ね溶けて液状になる（写真２）。

　③　火入れと「あく」取り

　　 　大釜に２年以上熟成させた原料を入れて温度を上げ、

温度が70℃になったら塩を加え（写真３）、塩分濃度を

24.5％にする。その後約１時間かけて温度を90℃まで上

げる。この時火力は主に薪やアカシアの倒木、家の廃材な

どを使用する。温度を上げながら、雑味の原因となる「あ

く」と「油」をこまめに取り除く。

　④　濾過とおりさげ

　　 　原料を大釜で煮た後、通し桶を使って濾過を行う。この

時、通し桶の下の部分にさらしの布とその上に火入れの際

に大釜に残った骨を敷いて、その上から大釜の液体を手桶

に入れて（写真４）濾すと（写真５）飴色のしょっつると

なる。その後濾過したしょっつるに珪藻土を加えて攪拌す

る。この作業は日をおいて２回行う。これによって魚の成

分で溶けきらずに出てくる「おり」を珪藻土が付着する。

　⑤　最終火入れと精密濾過

　　 　おりさげの作業を経たしょっつるは、出荷の直前に再度

90℃まで火入れを行い殺菌する。その後精密濾過によって

珪藻土などを取り除いた後に出荷作業を行う。

　

10　食べ方

　最も一般的な食べ方は、しょっつる鍋で、水、日本酒、昆布

などで魚貝（はたはた、鱈など）や野菜（ネギ、春菊）、豆

腐、キノコ等を煮て、食べ頃になったらしょっつるを加えて味

を調える。また、身欠きニシンとさしびろ、茄子とくじら等の

鍋の調味料としても使われる。かつては鍋の代わりに、キャフ

ロ（貝風炉）と呼ばれる素焼きのコンロのような道具の上にホ

タテ貝の貝殻を鍋代わりにあげて、魚介や野菜を煮る「かやき

（貝焼き）」という料理の調味料としても使用された。

　最近では、魚介だけではなく鶏肉に漬けて炒め物や唐揚げの

写真２　液状になった魚

写真３　火入れ

写真４　手桶に移す

写真５　漉す
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下味としても使われる。また、うどんやラーメン、パスタ、焼きそばなどの隠し味としても使われる

など幅広い用途の調味料として使用されている。

　またジュンサイの産地である三種町森岳ではしょっつるかやきにジュンサイを入れたり、三種町八

竜ではドジョウたたきの吸い物にしょっつるを使用するなど、地域の産物を食する際の調味料でも

あった。

11　歴史と分布

　しょっつるがいつ頃から作られていたのかを明確に示す資料は明らかではないが、江戸時代に佐竹

氏が新屋の大門助右衛門に命じてしょっつるをつくらせたとされており、江戸時代の行商がしょっつ

る商いをしていたという記録２）もあることなどから、江戸時代にはしょっつるが製造されていたと

考えるべきであろう。秋田市新屋、秋田市浜田地域の製塩については、宝暦年間（1751～1764）に

久保田の八日町に塩座があり、新屋から塩の触れ売り、行商をするもの50人程と記録されている３）

ので、江戸時代中期には製塩業が盛んであったことも関連すると考えられる。

　明治になると、明治28年に新屋の佐藤佐七商店がしょっつる業者として創業し、明治40年には浜

田の髙橋五郎治が創業した。その後大正12年には高橋寅蔵（高寅商店）、昭和10年頃には仙葉善

治商店がしょっつるの製造を開始した。浜田地区では最盛期には30軒ほどのしょっつる製造業者が

あったといわれている。

　創業が最も古いといわれている佐藤佐七商店では、昭和８年にしょっつるを「秋田塩魚汁」として

東京で販売し、秋田県の特産品として全国的に知られるようになった。また、昭和初期には農水省が

魚醤油の製造を奨励したこともあって、しょっつるは全国的にその名を知られていくこととなった。

　

12　関連のある郷土食

　主に八郎湖で捕れるいさじゃ（あみ）を使用し、こうじ、塩と混ぜて１か月ほど発酵させたものが

「いさじゃの塩辛」または単に「いさじゃ」と呼ばれている。そのままご飯にのせたり、鍋料理の調

味料として使われたりしている。現在は、原料のいさじゃは捕れるものの、「いさじゃの塩辛」を作

る人はほぼいないようである。なお、令和５年段階で、潟上市昭和にある道の駅しょうわ（ブルー

メッセあきた）の直売所で「いさじゃの塩辛（原材料あみ）」という商品の販売が確認されている。

13　伝承状況

　秋田県で平成28年に「しょっつる研究会」が結成された。会員は、県内のしょっつる製造業者、

製造関連業者、秋田県総合食品研究センターからなり、しょっつるの品質向上、用途拡大、販売力強

化や地域ブランドの確立を共通の目標としてきた。また、しょっつる研究会としょっつるを利用する

食品加工業者や飲食店との交流・意見交換の場として「しょっつる利用加工協議会」が平成29年に

設立され、しょっつるの更なる活用と利用法を創造している２）。

　秋田県秋田うまいもの販売課は、令和３年に「あきた発酵ツーリズムガイドブック」を発行し、

しょっつるを始めとした発酵食の売り込みに力をいれている。令和５年には、組織替えにより食のあ

きた推進課となり、随時ガイドブックの内容を更新している。
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14　現地調査日・調査地

　・令和４年８月30日（火）　男鹿市船川港船川化世沢176

　　　　　　　　　　　　　　株式会社　諸井醸造　代表取締役社長　諸井　秀樹

　・令和４年８月30日（火）　秋田市浜田字後谷地83

　　　　　　　　　　　　　　株式会社　髙橋しょっつる屋　代表取締役社長　高橋　信一

　・令和４年９月29日（木）　秋田市浜田字後谷地83

　　　　　　　　　　　　　　株式会社　髙橋しょっつる屋　代表取締役社長　高橋　信一

註

　１ ）野口栄三郎　『水産名産品総覧』　1968年　66頁

　２ ）杉本勇人、塚本研一　「しょっつるの歴史と将来」『秋田県総合食品研究センター報告』19

号　2017年　57頁～66頁

　３）齊藤實則　「秋田海岸における製塩の推移」　秋田県教育センター　1988年

（髙橋　正）
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調査メモ～男鹿の海藻イベント

　基礎調査の関連で、立命館大学が主催するポンテ・ガストロノミコ　スペシャルセミナーの第３回

目に参加した。

　○　日　時　令和４年３月27日（日）　10：00～15：00

　○　会　場　男鹿市雲昌寺（オンライン配信）

　○　参加者　立命館大学食マネジメント学部　石田雅芳　教授

　　　　　　　株式会社フラワート　嶋真紀子　代表取締役

　　　　　　　県漁協女性部戸賀支部　３名

海外出身の有名日本人シェフが男鹿半島の海藻を使った料理を披露する企画があり、オンライン配信

された。会場では以下の写真にある男鹿半島の海藻料理が作られた。あんぷら餅２種、茎わかめのき

んびら、八杯汁、わかめの天ぷら、エゴなど多彩な料理が並んだ。男鹿では、海藻と椎茸の出汁を

使った料理が多いこと、エゴは４回程度水洗いしてから煮込むなど手間をかける分、他の地域より色

味が白いことなどが特徴のようだ。

（事務局）
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【　だまこ鍋　】

１　名称

　炊き立ての飯をついて握ったものを「だまこ」「だまっこ」

「だまこもち」と呼ぶ。「だまこ」を入れた鍋料理を「だまこ

鍋」と呼ぶが、「鍋」を省略して、単に「だまこ」と呼ぶ場合

が多い。「もち」という名称がつくが、もち米を使用した餅で

はない。

　「だまこ」の語源は、丸いや丸めるという意味がある「だ

ま」や「だまける」、小さめの袋に小豆を入れたお手玉などの

説がある。また、山仕事をする人々に由来する「やまもち」が

もともとの名称ともいわれている１）。

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

　⑪　米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色があるもの。

　⑭　鍋料理（貝焼きを含む）で、特色があるもの。 

３　伝承地

　主に県北部及び沿岸北部が中心である。発祥は、鹿角地域や八郎潟周辺とする説があるが、沿岸北

部の五城目町が本場とされており、町を代表する郷土食となっている。 

４　伝承地の概要

　沿岸部の平地や内陸部の盆地状の地形がほとんであり、良質な米と山の幸に恵まれている。五城目

町は、八郎潟に面した平地にすぐに山がせまり、農林業が盛んだった地域である。また、交通の要衝

でもあり、520年以上の歴史をもつといわれる「五城目の朝市」があるように、人々が積極的に交流

していたことがうかがえる。

５　作られる時期

　時期を問わず年中作られる。沿岸北部では、人々が集まる場のもてなし料理の定番である。また、

新米を出荷し農作業を終え小屋や庭を掃き清める「庭洗い」のときなど、新米が出回る秋から冬にか

けてより多く作られる。

６ 食される時期

　作られる時期に同じ。
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７　郷土食の概要

　だまこを、まいたけ、ごぼう、ねぎ、せり、糸こんにゃく、鶏肉等と一緒に煮る醤油仕立ての鍋料

理である。だまこは、炊いた飯を米の粒が少し残る程度にすりつぶし（半ごろしという。）、小さな

お手玉ぐらいの大きさに丸めたものである。だまこはもちっとした食感で、鶏肉や野菜等によるだし

汁は奥深い味わいである。

８　原材料

　・米 ：だまこもちというが、もち米ではなくうるち米である。粘りがある品種がよく、あきたこま

ちを使用するのが一般的である。

　・肉 ：比内地鶏又はそれ以外の鶏肉を入れる。かつては自宅で飼っていた卵を産まなくなった親鶏

を締めて入れることが多かった。親鶏はしね（弾力があ

り、噛みごたえがある。）肉で出汁がでた。自宅で飼っ

ていた鶏を食すことはごちそうであった。

　・ まいたけ、しいたけ、ごぼう、ねぎ、せり、糸こんにゃく

等

　・ これでなければならないという決まりはなく、各家庭に

よって異なる。白菜や油揚げ、豆腐を入れることもある。

かつては、野菜や豆腐を自分で作って入れていたが、現在

は、スーパー等で購入することが多い。

　・ 出汁には、鶏ガラ、昆布、鰹節、ごぼう、煮干し等を使う

ことが多いが、現在は、市販のスープの素を使う場合もあ

る。 

　・ 味付けは、主に醤油仕立てだが、家庭によって味付けが異

なり、味噌を加える場合もある。『聞き書秋田の食事』に

は、醤油味の汁と味噌を入れる汁が記されている。

９　作り方

【赤倉山荘の場合】

　① 　比内地鶏と野菜を３日間煮込んでだし汁を作る。

　② 　ご飯をすり鉢ですりつぶし、塩水をつけながら丸め、５

分ほど冷水にさらしてだまこを作る（写真１、２）。

　③ 　だし汁が沸騰したら、鍋に具材（写真３）を入れる。入

れる順番に決まりはないが、せりは最後に入れる。だまこ

は煮崩れしないので、一緒に入れて煮る（写真４）。

　④ 　せりを入れる（写真５）。せりは、すぐに火が通るので

煮すぎないようにする。

　⑤　ひと煮立ちしたら完成（写真６）。

写真１　ご飯をすりつぶす

写真２　丸めて冷水にさらす

写真３　具材
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10　食べ方

　人々が集まる場のもてなし料理として、夏場を含めて季節を

問わず日常的に作って食べるものであり、特に決まった食べ方

や作法はない。だまこを油で揚げたり、ホットプレート等で焼

いて鍋に入れる人もいる。鍋を作った翌日に、味のしみただま

こを網焼きにして、香ばしい香りともちもちとした食感を楽し

むこともある。

　沿岸北部の三種町では、全国有数の収穫量を誇るじゅんさい

の収穫時期である５～８月に、じゅんさい鍋を作り、だまこを

入れて食べることもある。

11　歴史・分布

　いつ頃から食べられていたかが分かる文献等は残されていな

いが、大正時代以前から、南秋田郡五城目町では作って食され

ていたと伝わる。

　五城目町は山に囲まれ、昔は木材の町で製材所が多かった。

馬で山に入り、木を切って下ろし、製材所へ搬入していた。山

に仕事に行く人たちが、夏場の食欲がないときに、弁当のご飯

を木の切り株の上にのせて、斧の背ですり潰して丸め、沢水に

味噌を溶いた汁につけて食べたのがだまこ鍋の始まりとされて

いる。その食べ方を、飯
は ん ば

場（木を切る人たちのご飯を作る場所

で山の近くにあった。）の人たちに教え、その後各家に伝わり

広まっていったと言い伝えられてきた。また、山に狩りに行く

マタギの携帯食だったのではないかともいわれる。

　昭和の頃、子どもは、炊いた飯をすりつぶすとき、すり鉢を

おさえる手伝いをしたりした。

　昭和34年、五城目町での第６回全国高校レスリング大会の開

催にあわせ、三笠宮が来町した。そこで、「だまこもち」を食

べた際に「非常に喜んで珍しいものだというので沢山食べられた。」２）と記録されている。三笠宮

から褒められたことが、家庭料理から、五城目町を代表する名物料理として人気を集めるきっかけと

なったようである。

　沿岸北部が中心であるが、県北部にも広く伝承されている。秋田県内の学校行事として行われる

「なべっこ遠足」の定番料理は、県北部では「きりたんぽ鍋」であるが、県北部の北秋田市合川地区

では「だまこ鍋」である。基礎調査の結果からは、県北部に加え沿岸北部の藤里町や八峰町でも、

「きりたんぽ鍋」と「だまこ鍋」が混在していることが分かる。

　沿岸北部の能代市以南では「だまこ鍋」が多くを占めることから、沿岸北部が中心といえる。

写真４　具材を入れる

写真５　せりを入れる

写真６　煮立ったら完成
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12　関連する郷土食

【きりたんぽ鍋】

　炊き立ての飯をついて串に刺したものを「たんぽ」あるいは「たんぽもち」と呼び、「たんぽ」を

手でちぎったり、切ったものを「きりたんぽ」と呼ぶ。「きりたんぽ」を入れた鍋料理を「きりたん

ぽ鍋」と呼ぶ。比内地鶏のガラの出汁と醤油などで作った汁に、炊いたご飯をすり潰して焼いたきり

たんぽ、比内地鶏、キノコや野菜類を入れて煮込んだ鍋料理である。県北部の鹿角、大館地域が発祥

の地とされるが、米を使った料理ということもあり、その由来は、「だまこ鍋」に類似している。客

をもてなすために欠かせない料理でもあることは「だまこ鍋」に共通するが、冠婚葬祭や祭りなどの

際にはよくふるまわれることから、行事食としての意味合いが強い。

13　伝承状況

　五城目町米消費拡大地域活動推進委員会が伝承している。昭

和56年の米消費の推進を目的とした県事業をきっかけに発足し

た。米消費が目的。発足時の会員は25名で、現在は12名であ

る。約30年前から、五城目町朝市の鍋まつりや市神祭、五城

目町産業文化祭等の町のイベントで、「だまこ鍋」を振る舞っ

ている。平成２年には、郷土料理の普及・拡大の功績が認めら

れ、県知事賞を受賞している。また、「だまこ鍋」「おやき」

等の継承活動もしており、五城目町や秋田市、能代市の小中学

校で調理実習を行っている。令和６年には、五城目町にある五

城目高校の２年生を対象とした「だまこ鍋調理実習」で講師を

務めるなど、幅広い活動を継続している。

　五城目町では、町をあげて「だまこ鍋」をＰＲしており、平

成16年にだまこマン及びだまこレディ（その後、だまこマン

ファミリーが追加・写真７）、平成25年にはだまこちゃん（写

真８）というＰＲキャラクターもデビューしている。姉妹提携

している東京都千代田区でのイベントなどで、「だまこ鍋」を

提供しＰＲしている。

　「だまこ鍋」は家庭で作るのが一般的であるが、五城目町内

の飲食店でも複数提供されている。中でも、今回の調査対象と

した赤倉山荘は、平成25年に五城目町主催の第１回だまこ鍋合戦で「だまこ大名」になって以降売

り出しに力を入れるようになった。現在は、ふるさと納税の返礼品にもなっており、沖縄を除いて全

国発送をしている。だまこは、真空パックにして冷凍している。 

写真７　だまこマンファミリー

写真８　だまこちゃん
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14　現地調査日・調査地

・令和５年10月５日（木） 五城目町富津内中津又字滑多羅３－７　赤倉山荘

 支配人　板橋　克大　ほか２名

・令和５年10月21日（土） 五城目町下タ町182　五城目朝市ふれあい館 

 五城目町米消費拡大地域活動推進委員会会長　石井　邦子　

ほか会員３名

 五城目町農林振興課　職員２名

註

　１）「広報ごじょうめ第384号」　五城目町　1979年11月15日

　２）「五城目町広報　９月号」　五城目町　1959年９月18日

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

　建設省東北地方建設局森吉山ダム工事事務所　『阿仁川流域の郷土料理』　1998年　無明舎出版

（事務局）
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【　鱈の子炒り　】

１　名称

　「こえり」もしくは「こいり」と呼ばれている。生の鱈子を

炒るので「子炒り」が元々の呼び名かと推定される。

２　特色

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域

性が高いもの。

　④ 　使用する食材に特色があるもの。

３　伝承地

　県内各地に伝承されているが、生鱈子が手に入りやすい由利地域沿岸を中心として伝承されている。

　

４　伝承地の概要

　由利本荘市及びにかほ市は沿岸部において漁業が盛んな地域である。特に、にかほ市では12月か

ら２月にかけて真鱈の漁が盛んであり、毎年２月４日には、にかほ市金浦で真鱈を奉納する掛魚祭り

が行われている。冬の時期になると、沿岸部のスーパーなどで生鱈子が販売されている。現在は秋田

市内等でも販売されている。

５　作られる時期

　真鱈が捕れる12月から２月にかけて作られるが、正月の行事食として作られる場合も少なくな

い。

６　食される時期

　５に同じ。

７　郷土食の概要

　生鱈子と糸こんにゃくをだし汁等を入れて炒ったもので、ネ

ギ、高野豆腐、ゴボウやニンジンなどの根菜類、ちくわなどの

練り物を入れる場合もある。

　真鱈は日本近海では太平洋側では茨城県以北、日本海側では

山口県以北に生息するといわれる。秋田県内では昔から冬の期

間は「鱈汁」などで真鱈を余すところなく食していた。生鱈子

も冬の食材として貴重なタンパク源であった。地域によって、

生鱈子をふんだんに使用したり、混ぜる具材に多少の違いがみ

られる。

写真１　生鱈子

－ 127 －



８　原材料

　12月から２月にかけてスーパーなどでで売られる生鱈子を使

用する。ほとんどの場合、糸こんにゃくを使用し、ネギ、高野

豆腐、ゴボウやニンジンなどの根菜類、ちくわなどの練り物を

入れる場合もある。生鱈子以外の食材については時期を問わず

に購入可能だが、生鱈子が出る時期のみ作られる。

９　作り方

　① 　にんじん、湯通しした糸こんにゃく、戻した高野豆腐を

一口大に切る。

　② 　切った材料をサラダ油で炒める。

　③ 　生鱈子を皮から絞り入れるように（写真３）して、一緒

に炒める。

　④ 　醤油、日本酒、砂糖、みりんなどで味を調える。

10　食べ方

　作った後にある程度冷ましてからおせち料理の一品として、

正月のごちそうに食される。以前は冬期間の家庭の常備菜とし

て作られ、ご飯のおかずとしても酒の肴としても食された。

11　歴史・分布

　子炒りをいつ頃から作っていたのかについては資料が残っていないが、聞き取りなどから少なくと

も昭和20年代後半には作られていたことが確認できる。また、にかほ市金浦では２月４日に真鱈を

地元の神社に奉納する「掛魚祭り（タラ祭り）」を行っていることからも、由利本荘地域では真鱈が

豊富にとれ、この地域では古くから子炒りをつくっていたと考えられる。

　基礎調査によれば、県北部では内陸の北秋田市で「鱈の子の炒り煮」が正月の行事食として、沿岸

部の八峰町で「鱈の子炒り」が日常食として食べられている。県中央部の八郎湖周辺では確認できて

いないが、秋田市の内陸部ではゴボウの細切りに鱈の子を混ぜたものを「でんぶ」と呼んでいる。県

南部の内陸部でも、仙北市や大仙市で「でんぶ」や「でんぶごぼう」と呼び正月の行事食として食べ

られている。横手市以南では正月の行事食として「でんぶ」は確認できるが、鱈の子を混ぜたものは

確認できていない。

　秋田県以外では山形県や青森県の日本海側などでも真鱈の鱈子を食す文化が残っている。

12　関連する郷土食

　基礎調査によれば、大仙市に隣接し雄物川沿いの横手市大雄地区では、木綿豆腐、ゴボウ、ニンジ

ン、糸こんにゃくに鱈の子を混ぜて炒めた「ほろほろ」が日常食として食べられている。鱈の子が高

価なため、自家栽培した大豆で豆腐を作り、増量して食感を出したといわれている。

写真２　具材

写真３　生鱈子を入れる
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13　伝承状況

　由利本荘市、にかほ市から秋田市及びその周辺にかけて現在も広く伝承されている。生鱈子が手に

入る３か月ほどの間に、ほぼ家庭のみで作られており、業者による参入はみられない。真鱈の鱈子以

外に入れる食材は各家庭によって異なっている。

　令和３年度に行った「郷土料理調査事業」では、「子どもたちに伝えたい伝統的な郷土料理」とし

て、由利本荘市食生活改善推進協議会は、「真だらの子炒り」をとりあげており１）、普及活動が進

められている。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年12月31日（土）　由利本荘市岩谷町

註

　１）「令和３年度　郷土料理調査事業　実施報告書」　秋田県食生活改善推進協議会　2022年11月

参考文献

　秋田県農山村生活研究グループ協議会　『改訂あきた郷味風土記』　秋田活版印刷　平成27年

（髙橋　正）
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【　とろろめし　】

１　名称

　ナガイモ等をすり下ろしたものを「とろろ」と呼び、出汁等

を加えてご飯にかけたものを「とろろめし」「とろろまま」な

どと呼ぶ。

２　特色

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域

性が高いもの。

　⑧ 　一体的に伝承される儀礼や作法などに特色があるもの。

３　伝承地

　沿岸北部から沿岸南部にかけて。本調査では、とろろを、門口（門の間）にまき、魔よけとする風

習が残る沿岸南部の由利地域を対象とした。

４　伝承地の概要

　主に農村地域である。

５　作られる時期

　主に正月であり、地域によって元日、２日、３日と違いがある。

６　食される時期

　５に同じ。

７　郷土食の概要

　すり下ろしたとろろに、味噌汁を加えてのばし、ご飯にかけたもの。農村部では、正月三が日より

も31日の年越しを大切にする。大晦日の夕方に、神仏に祈りをし、歳神様にご馳走を供え家族でお

節としてご馳走を相伴する。そのために、元日の朝は、あっさりとしたとろろご飯を食する。ところ

によっては、２日にあるいは３日に食べることもある。とろろは、消化を助ける酵素を持ち、胃を守

るといわれ、酒とごちそうをいただいた翌朝の食事としては、理にかなっていたと考えられる。

８　原材料

　・ナガイモ又はヤマノイモ（自然薯）

　・味噌

　・煮干し 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　・昆布
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９　作り方

　① 　煮干し、昆布を水に浸しておく。

　② 　ナガイモ又はヤマノイモをすり鉢ですり下ろす。

　　 　円を描いてすり下ろすことから円満を意味するともいわ

れ祝儀の際に食べる地域もある。

　③　①を沸騰させ、出汁をとる。

　④　③に味噌を加え、濃いめの味噌汁をつくる。

　⑤ 　②に④を少しずつかき混ぜながら加え（写真１）、とろ

みを調節する。

　⑥　ご飯に⑤をかける。

10　食べ方

　できあがったとろろ（味噌汁でのばしたもの）を、門口（門の

間）に直線上にまき（写真２）、無病息災を願い、魔よけとする。

　「正月にとろろまんまを食べると風邪を引かない」とも言わ

れ大事にされてきた風習である。

11　歴史・分布

　北陸や山形にも同じような風習があって、家の周囲や隣との境、敷居に撒くなどの正月行事を残し

ている地域がある。

　「とろろ芋」は中国原産だが、ネパールでも「トルル」と言ってよく食されている。仏教と一緒に

とろろの食文化が伝わってきたという説もある。

12　関連する郷土食

【山の芋鍋】

　すり下ろしたとろろを団子状にして、鶏肉、ごぼう、ネギ、ナメコなどと醤油仕立てで煮る。

13　伝承状況

　現在も日常のとろろまんまも正月とろろも食されている。しかしとろろを撒く風習は途絶えたもの

と考えられる。

14　現地調査日・調査地

　・令和５年２月15日（水）  由利本荘市大内三川

参考文献

　 秋田県農山村漁村生活研究グループ編 『改訂あきた郷味風土記』 秋田県農山村漁村生活研究グ

ループ 2015年

（吉尾　聖子）

写真１　味噌汁を加える

写真２　門口にまく
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【　松皮餅　】

１　名称

　アカマツの内皮を入れて赤い色をつけたことから、松皮餅と

呼ばれている。

２　特色

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域

性が高いもの。

　④ 　使用する食材（原材料・素材）に特色があるもの。

　⑮ 　飢饉、災害、戦争の際に備蓄、食された救荒食で、特色

があるもの。

　⑯ 　間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　沿岸南部の由利本荘市矢島地区と鳥海地区で作られており、由利本荘市全域で食されている。

４　伝承地の概要

　矢島地区・鳥海地区は沿岸南部の鳥海山麓に位置し、農業を主たる生業とする地域である。この地

域は標高が高く積雪量も多いため、冷害などの影響を大きく受ける地域であり、明治時代以降も凶作

等で平年作の半分以下になる地域もあった。そのため生活の工夫をしてきた地域でもあり、現在も残

る食文化の中に、その一端を見ることができる。

　例えば、わらびや葛の根からデンプンをとったり、栃の実やヤマブドウの葉などを食材として利用

してきた。松皮餅もそうした救荒食として凶作や冷害の際に食されてきたのが、始まりとされる。

５　作られる時期

　現在は通年で作られる。４月の旧暦のひな祭りの時期には、菱餅として赤を松皮餅、白を何も加え

ない餅、緑をよもぎ餅でつくり三段に重ねた。

６　食される時期

　現在はスーパーや野菜直売所などで通年販売しているため、通年で食される。

７　郷土食の概要

　アカマツの内皮を細かく刻み入れついた餅である。松の木は長寿をあらわし、その緑色はめでたさ

をあらわすためお祝い事などにもつくられた。飢饉の際の救荒食として作られたともいわれている。

－ 132 － － 133 －



８　原材料

　毎年６月から８月にかけて近くの山林からアカマツの内皮を

採取（写真１）し、天日で乾燥させたものを保存しておく。以

前は商店で松皮を煮て球状にしたものが売られていた。

　餅米は自分で製造、収穫したものを用いるが、小豆や砂糖な

どは購入する。

９　作り方

①　アカマツの内皮採取

　 　自宅近くの山林で６～８月にアカマツの内皮を採取する。

これをブルーシートの上に広げて天日で乾燥させる。天気が

良い日を選んで１週間程度乾燥させる。夜間は小屋の中に入

れる。

②　内皮を煮る

　 　乾燥した内皮をお湯の中に重曹を入れて水を足しながら８

時間煮る（写真２）。目安としてはお湯の色が紫色になるま

で煮る。使用する重曹の量はお湯１ℓに対して約60ｇ程度で

ある。煮た内皮は細かく刻んで冷凍保存しておく。

③　餅をつく

　 　毎日１～２升の糯米をふかして餅をつく。餅米は３～４時

間水に浸し、以前は蒸し器で蒸して餅をついたが、現在は餅

をつく機械を使用している。これに松皮を煮て細かく刻んだ

ものを入れて（写真３）更に餅をつく（写真４）。

④　餡をつくる

　 　鍋に小豆の約1.5倍の量の水を入れ一晩水に浸したままに

する。その後小豆を煮て、煮汁を２回くらい取り替えて、あ

く抜きをする。小豆の粒が手で潰せるくらいまで煮たら、そ

れをさらしで濾して、それに塩と砂糖を入れながら、熱を加

えて混ぜて煮詰める。適度な固さにまで煮詰めないと、餅を

包んだ時に水分が出てしまう。餡を丸めたときに手につかな

いくらいの固さまで煮詰めて練り込む。餡が均一になったら

粗熱を取る。

写真１　採取した内皮

写真２　内皮を煮る

写真３　松皮を加える

写真４　餅をつく
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⑤　餡を入れて形を整える

　 　③で作った餅に、④で作った餡を入れて形を整える。最初に

平らにした餅に丸く団子状にした餡を置いて、全体を包んで丸

く形を整える。小麦粉を全体にまぶして（写真６）完成。

10　食べ方

　間食として食べる。特に決まった時期や時間はないが、菱餅

として作られたものはひな祭りにそなえた後で食した。

11　歴史・分布

　松皮餅は飢饉の際の救荒食として作られたといわれているが、一

説には生駒氏が兵糧攻めに備えてつくったとする伝承もある。

12　関連する郷土食

　『百宅の記憶』によれば、由利本荘市鳥海地区は冷害の影響

を受けやすかったことから、とち餅（栃の実をあく抜きしたも

のをすりつぶして、餅にまぜでついたもの）や、ねばな餅（ワ

ラビの根をたたいてデンプンをとり、これを材料に餅を作った）を救荒食として食したとある。

　わらびの根の餅については、鹿角市花輪の農村地区で江戸や明治の頃に凶作になると地域一帯の人

が食べたと伝わっている１）。また、鹿角市尾去沢地区にもトチの実をたたいて、木の灰いりの水に

さらして餅を作ったと伝わる２）。

13　伝承状況

　現在は、矢島地区に１名、鳥海地区に１グループ製作する人がいる。

14　現地調査日・調査地

　・令和５年１月26日（木）　由利本荘市矢島町　佐藤　くみ宅

註

　１）『花輪北地区の民俗』　鹿角市　120～123頁

　２）『花輪・尾去沢の民俗（上）』　鹿角市　82頁

参考文献

　『鳥海町史』　鳥海町　1985年

　 百宅地区の記録保存委員会編　『百宅の記憶』　国土交通省東北地方整備局鳥海ダム工事事務所　

2020年12月

（髙橋　正）

写真５　餡を入れる

写真６　小麦粉をまぶす
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【　由利本荘のうどん　】

１　名称

　現在本荘地区石脇でつくられているうどんは乾麺で、「本荘

うどん」という名称で製造販売されている。本荘うどんは水、

塩、小麦のみを使用していて、麺を伸ばさずに製造している点

に特徴がある。現在も製作している石脇地区や大内地区は旧亀

田藩領でもあり、かつては「亀田うどん」とも呼ばれていて、

聞き取りによれば、石脇地区にも「亀田うどん」の看板を掲げ

る店があったと伝えられる。この地域では、家庭でもうどんが

作られ食されてきた。また、冠婚葬祭のなどの行事食としても

「うどんっこ」と呼んで、間食として食す風習があった。

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

　⑫　麺類で、特色があるもの。

　⑯　間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　製造地域　由利本荘市本荘地区、大内地区

　食す地域　由利本荘市全域

４　伝承地の概要

　由利本荘市は子吉川河口に古雪湊と石脇湊があり、かつては北前船の寄港地として、物流の拠点と

して繁栄した。また、石脇地区は良質の地下水に恵まれた地域で、醸造業などが栄えた地域でもあ

る。また、この地域は子吉川河口に位置し小麦の集積地でもあった。

５　作られる時期

　干しうどんは時期を問わず年中作られる。時期によってはそ

ばや、しそ入りのうどんと並行してうどんづくりがおこなわれ

る。かつて各家庭で小麦を栽培し、自家製の麺を作っていた時

代もあったといわれる。また、大内地区では地域特産のサヤエン

ドウの粉末を練り込んだきぬさや麺を作っている。（写真１）

６　食される時期

　特に時期は限定しない。

写真１　本荘うどん（左）きぬさや麺（右）
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７　郷土食の概要

　沿岸南部の由利本荘市全域で食されるうどんであり、乾麺を用いる。特徴は、良い水と小麦の集積

地の産業である点にある。また、この地域のうどん文化の特徴としては、地元の山畑を利用して小麦

が作られ、それを製粉所で粉にしたものを自宅で練り上げ薄くのばして包丁で切り、自家製の麺を各

家庭で作って食した点にある。このように食事としてうどんを食する背景には、「ネリカユ」と呼ば

れる玄米を臼で挽いたものを水を加えて練り上げるなどの粉食文化が、この地域に根付いていたこと

が一つの要因ではないかと考える。

　また、うどんは主食として提供されるだけではなく、間食としてうどんを食する文化があった。特

に冠婚葬祭の際の間食として提供されるうどんのことを「うどんっこ」と呼んでいた。この地区の乾

麺は贈答品としても利用されてきたが、これは県内各地でも見られることである。

８　原材料

　現在、本荘うどんを製作している伊藤製麺工場では小麦、塩、水だけでうどんを製造している。国

内の大手製粉メーカーの小麦と、国産の塩、それに石脇の水が決め手だという。現在も石脇地区には

由利正宗の酒造会社やヤマキチ、マルイチなどの味噌醤油醸造元が営業するほか、かつては、伊藤

製麺工場の隣で豆腐屋が営まれていた。これらの製造には石脇地区の豊富で良質な地下水が必要で

あった。この地域では、明治20年代末頃まで小麦を生産しており、北陸に輸出していたことが記録

に残っている１）。

９　作り方

　由利本荘市石脇の伊藤製麺工場では麺の製造は機械化（写真

２）されている。ただし、こだわっているのは石脇地区の天然

の湧き水を引いて使用している点と、練る際に加える水の量を

多くしている多加水製法をとっている点にある。

　加水率が40％を超える場合に多加水製法と言うが、伊藤製麺

工場でも40％を超える加水率で麺を練っている。通常の麺の場

合には塩を加えるのみである。特殊なうどんとして赤じその粉

末を練り込んだうどんも製造しているが、添加物等は使用して

いない。

　湧き水と塩を加えうどんの粉を練ってから、夏季は５～７

日、冬季は10～13日自然乾燥（写真３）させている。

　乾麺の調理については、多めのお湯で通常10～15分でうど

んをゆで、ゆで時間は、ゆであがったうどんはすぐにザルでお

湯を切って、流水でもみ洗いし表面のぬめりを取る。その後、

冷たい麺や温かい麺などで食べる。

写真２　製麺機械

写真３　自然乾燥
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10　食べ方

　ゆでたうどん（写真４）に、カツオや、昆布、煮干し、シイ

タケ等で取っただしに醤油を加えたタレをかけて、ネギや七味

を加えて食べるのが一般的である。タレには豚肉や、鶏肉を入

れることもある。変わった食べ方として、岩城地区亀田では梅

干しのつけ汁と砂糖（写真５）を加えたものをゆでたうどんに

かけて食べる。そして梅を一つうどんの上に上げて食べる。こ

れは食事として食べるというよりも、おやつや小腹を満たすと

いう意味合いが強い。地元ではこのうどんを「地獄うどん（写

真６）」と呼んでいる。

　かつては、本荘地区で、うどんを食する際に、鰹だしの中に

梅干しを入れて食べる「麺酸」という食べ方が行われていた。

11　歴史と分布

　江戸時代後期の紀行家菅江真澄の記録『雪の出羽路　雄勝郡

２』の、稲庭本郷の中町駅の記述中に稲庭うどんに関する次の

記録がある。

　 「名産御用乾饂飩としるしたる屋戸あり、御主を佐藤吉左

衛門といふ。此家にてこの干饂飩索
ない

制
そ

始
め

しは元文（1736～

40）のはじめ、佐藤氏５代目の吉左衛門が由理ﾉ郡本庄に至

りこれを糾
なら

ひ治て稲庭に帰り、とし月を経るまま心に切
まかせ

て索

けるほどに、今はたぐふかたなう其名聞えたり。其頃本庄の

師なりける干饂飩師も尋来て、おのが弟子ながら是を伝へな

らへどはかばかしからざりしよし。もとも小麦は三梨村の土

毛にて、此小麦もまた世にまれなる麦といへり、さりければ

麦により水により家によりて名品とはなりぬ。諸国にも出羽

ﾉ仙北雄勝ﾉ郡の稲庭饂飩と人知れり。」

　この記録からは、①稲庭の佐藤吉左衛門は饂飩を本荘で学ん

だこと②稲庭の小麦は地元産であり、品質の良い麦であったこ

と③稲庭は良い水によって良い饂飩を作ることができたこと、

等を読み取ることができる。①の記述については、『稲庭古今

事蹟誌』に「寛文年間（1661～1672）以前に久保田藩領の雄

勝郡稲庭村小沢集落の佐藤市兵衛によって始まると伝えられて

いる」との記述があることを踏まえて詳細を検討すべき内容と

考えるが、この記述からは本荘（本庄）の饂飩が江戸時代後期

には行われていたことを確認することが可能であると考える。

写真４　ゆでたうどん

写真５　地獄うどんの具

写真６　地獄うどん

写真７　稲庭古今事蹟誌

画像提供　湯沢市教育委員会
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　また、明治36年（1903）に本荘の菊池宗吉が編集発行した

『由利案内』という冊子に、「物産としては米、木材、酒など

を第一として、繭其他うどんの砂糖漬、干ぜんまい、きのこ等

なり」との記述がある。ここに記された「うどんの砂糖漬」が

どのようなものであったかは、この調査では明らかにはならな

かったが、明治時代の物産として「うどん」があったことは注

目すべきである。

　また、明治27年（1894）の「子吉川流域調査書」（『本荘

市史資料編Ⅴ』）によれば、古雪港から子吉川の舟運を利用し

て矢島、東滝沢（由利地区）、石沢（本荘地区）岩谷（大内地区）等各地に干饂飩を移出していたこ

とが確認できる。

　昭和13年に編纂された『亀田郷土史下』によれば、「藩政時代の末期文化文政頃菓子屋和田利右

エ門が酒田方面より雇ひ入れた職人に此の技を能くするものありて、其の方法を伝へたものと言はれ

ている。」とあり、江戸時代後期には亀田地域にうどんをつくる文化があったと考えられる。また、

酒田方面より職人を雇い入れた和田利右衛門が菓子屋であったことは、先述のうどんの砂糖漬が「由

利案内」に記されていたことや、亀田地域の「地獄うどん」が砂糖と梅酢で味付けされたこととの関

連性を考えたときに興味深い。なお、亀田地域のうどんについては、山形県鶴岡市大山の職人が伝え

たとする伝承もある。

12　関連する郷土食

【稲庭うどん】

　秋田県湯沢市稲庭町が発祥の、手延べ製法による干しうどん。『稲庭古今事蹟誌』によれば、寛文

年間以前に久保田藩領の雄勝郡稲庭村小沢集落の佐藤市兵衛によって始まると伝えられている。藩政

期より名産品として知られていたが、昭和47（1972）年、それまで佐藤家の秘伝とされていた製法

が公開され、一般市民が口にする機会が増えるとともに知名度が向上していった。

　このほか能代市や秋田市新屋、にかほ市象潟でもうどん（乾麺）が製造されている。

13　伝承状況

　現在、本荘地域に１件、大内地域に１件乾麺のうどん製作する工場がある。かつては本荘地域に他

４件、岩城地区亀田でもうどんを製造していた。石脇地区も大内地域も旧亀田藩領であり、かつては

「亀田うどん」とも呼ばれていた。聞き取りによれば、石脇地区にも「亀田うどん」の看板を掲げる

店があったと伝えられる。亀田うどんは製造の過程で片栗粉を入れたと伝えられる一方で、原料は主

として付近海岸地帯の町村より産する小麦を、当町において製粉しそれを原料としした関係上、糊

(こ)精(せい)の含量が多く色彩は鮮やかではないが、風味が優れているので嗜好されたとも伝えら

れている。亀田地域では、かつては各家で乾麺を製造し、それを亀田大工町の山崎家に集約し販売し

ていた時期があると伝えられる。

　伝承地ではないが、基礎調査によれば、県中央部の八郎湖周辺では、冠婚葬祭の際の行事食として

写真８　「由利案内」
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乾麺のうどんを食べる地域がある。乾麺は保存がきくことから贈答品とされており、集まりの最後に

うどんでもてなす慣習が続いてきたと思われる。うどんをもてなし品と感じる世代は減少することが

確実であり、継承は困難であると思われる。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年11月８日（火）　由利本荘市石脇字石脇36　伊藤製麺工場　伊藤　伊代子

　・令和４年11月８日（火）　由利本荘市岩城亀田　佐々木　裕三宅

註

　１）『本荘町史』『秋田県勧業年報』『本荘市史資料編Ⅴ』

参考文献

　『本荘市史　資料編Ⅴ』　本荘市史編纂委員会

　『菅江真澄全集　第五巻』　未来社　1975年

　『由利案内』　菊池宗吉　1975年

　『亀田郷土史　下巻』　岩城町郷土史編集委員会　1968年

（髙橋　正）
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『稲庭古今事蹟誌』 

画像提供 湯沢市教育委員会
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【　いぶりがっこ　】

１　名称

　大根のいぶり漬け、いぶり大根、いぶり大根漬け、大根漬

け、でご漬け（大根のなまり）、いぶり沢庵、沢庵漬けなどと

呼ばれてきた。秋田県湯沢市の漬物屋が「いぶりがっこ」とし

て発売して、広く浸透した。「がっこ」とは漬物のことで、い

ぶした漬物という意味である。

　また、京都弁で漬物をがっこと言い、「が」は雅、「こ」は

香と書くことから、昔、仙北市角館の佐竹氏のもとに京都から

嫁いできた人が「いぶしたがっこ」と言ったのではないかとの

話もある。

２　特色

②　保存用に作られるもので、地域性が高いもの。

⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

⑰　発酵食（漬物、調味料、飲み物等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

・製造地域

　昭和30年代頃は県南部の山間地域が中心で、大仙市農村部、仙北市、横手市、湯沢市及び雄勝郡

などで作られてきた。現在は、県北部の大館市、北秋田市、沿岸北部の三種町などほぼ全県の業者で

製造されており、個人で作っている人もいる。

・食す地域

　昭和30年代頃は県南部が中心だった。現在は県内の道の駅などで広く販売されており、県全域で

食されている。

４　伝承地の概要

　豪雪地域で秋口は雨も多い。また、日照時間が短く、山間地域は風が吹く日が少ない。

５　作られる時期

　昭和30年代は、正月前に漬けた。現在は、10～12月初旬にかけて大根を収穫し、３～５日間程度

24時間いぶし、２か月間程度米ぬかなどで漬け込む。長いものだと冷蔵庫で半年～１年間漬けるも

のもある。
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６　食される時期

　昭和30年代は、冬から６月上旬の田植えが終わる頃まで食された。６月の梅雨を過ぎても食べら

れるくらいに長持ちさせるため塩辛く漬け、強く乾燥させてもっと真っ黒だった。気温が上がると水

分活性が高くなり発酵が進むため、変敗して食べられなくなった。現在は、真空パックの保存技術に

より、年中食されている。

７　郷土食の概要

　秋に収穫した大根を、各家屋の囲炉裏の上で干して、米ぬかと塩などで漬け、発酵させた「大根の

いぶり漬け」である。昭和40年代に、いぶした漬物ということで「いぶりがっこ」の名称で発売さ

れ、現在では、県内外問わず、いぶりがっこの名称で広く浸透している。燻した香りとパリパリとし

た食感で、秋田を代表する郷土食となっている。

　現在は、多くの家で囲炉裏がなくなったたため、10～12月初旬にかけて大根を収穫し、つり下げ

られるよう複数本を紐で編み込み、いぶし小屋で２日以上絶やすことなく焚き木を燃やし続け、大根

をいぶして、ぬか床に40日以上漬け込んで作る。

８　原材料

　・大根 ：秋田県内で栽培された白首大根を使っていたが、現在、業者によっては、青首大根を使う

場合もある。自社や契約農家で作ったりしている。横手市山内で多く使われている大根の品

種は「香漬の助（こうづけのすけ）」である。

　　　　※ 　「雄勝野きむらや」では、元々は、地域で代々受け継がれてきた大根の種で作っていた

白首の地大根を使っていた。現在使っている大根の半分は、秋田県内で作ったもので、も

う半分は青森、岩手、関東等県外で作ったものである。

　　　　※ 　「おばこ食品」では、昭和55年、「秋田大根」という品種を使っていた。その後「改

良秋田」→「山形大根」→「秋田いぶりこまち」→「秋農試39号」→現在は「秋田いぶ

りおばこ」を使っている。

　　　　※ 　県の農業試験場では、いぶり漬けに適した加工用

大根の品種育成を行っており、平成18年に「秋田い

ぶりこまち」が品種登録された。その後も「秋農試

39号」「秋田いぶりおばこ」が品種登録され、現在

もニーズに対応した品種育成に取り組んでいる。

　・いぶす木材 ：桜やナラなどが中心だが、リンゴの木を使う

場合もある。

　・漬け込みに使う原材料：米ぬか、塩、砂糖など

写真１　大根をいぶす
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９　作り方

　秋に収穫した大根を、いぶして水分を抜いて保存性を高め、ぬか床に漬け込み、長期保存できる状

態にする。干していぶすときに大根を縄で結ぶのが一般的であるが、現在、生産量が多い場合は、大

根を縄で結ばず、ハンガーのようなフックに引っかけていぶすことも多くなってきている。

　秋田県いぶりがっこ振興協議会のＧＩ製造基準では、昼夜２日以上いぶし、ぬか床に40日以上漬

け込むことなどを定めており、品質を維持しながら継承してい

く取り組みがなされている。

【横手市山内の「三又旬菜グループ」髙橋　篤子さんの場合】

　①　大根の種まき：８月20日前後以降

　②　大根の収穫：10月下旬以降

　③　いぶし

　 　大根を洗い、紐（たばこの葉を干すときに使っていたも

の）でしばって、いぶし小屋につるす。ナラの木を燃やし、

４日間24時間いぶす（写真１）。調査時は、約1,000本の

大根がつるされていた。最大で約2,000本つるすことができ

る。１シーズンで、約２万本いぶす。

　 　調査したシーズンは、11月３日から４日間のサイクルでい

ぶし、12月８日は約10回目のサイクルだった。前年のシー

ズンは12月12日までいぶした。１シーズンに10回以上のサ

イクルでつるすこともある。

　④　漬け込み

　 　専用の漬け込み施設で、大型の入れ物にいぶした大根を並

べ、米ぬか、ザラメ、米麹、玄米、塩を一段ごとに加える。

一段並べ終わると、上に重ね、いっぱいになるまで繰り返

し、一つの入れ物に約700本並べる（写真２）。最後に板を

敷いて石の重しをのせ、60日ほど漬け込む（写真３、４）。

　⑤　パック詰め

　 　水洗いした後乾かし、端を切り落として整え、真空パック

詰めにする。熱処理をして殺菌した後、出荷する。

　※ 　令和４年12月の調査時にいぶしていた大根が、いぶり

がっことして店頭に並んだのは、令和５年１月下旬であ

る。

写真２　大根を並べる

写真３　漬け込み（３日後）

写真４　漬け込み（約 30 日後）
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10　食べ方

　昔は、雑穀米（あわ、ひえ）と一緒に食べ、たくあんは、米

ぬかを使いビタミンＢ１が含まれているので栄養補給になった

だろうと推察される。

　昭和30年代前半、田植えのときにいぶりがっこは大活躍し

た。10時と15時の小
こ び る

昼のおやつ時間に、おにぎりの具とした

り、おにぎりに添えて食べたりした。また、田植えの小昼にお

酒を飲んでいたが、そのおつまみとしても食べられた。囲炉裏

の時代は、しねくて（じなじなして、するめみたいで）子ども

は食べられなくてずっとしゃぶっていた。

　現在は、白米と一緒に食べるほか、チーズと一緒に食べたり、納豆やタルタルソース、ポテトサラ

ダに入れたり、ふりかけ（写真５）などにして食べる。

11　歴史・分布

　大根の塩漬けは古くからあり、室町時代には大根を塩漬けにしていただろうと想像される。

　いぶりがっこは、たくあん漬けの部類である。大根を天日干しして米ぬかと塩で漬けるとたくあん

ができる。いぶり漬けの製法は基本的にたくあんと同じだが、天日干しと燻しの違いがある。いぶり

漬けの確定した起源は分からない。戦前、たくあんの製法が伝わってきたが、秋田県の県南部の山間

地域は風が吹かないので、大根をやぐらで十分に天日干しすることができなかった。また、大根を干

す上で湿気が一番良くないが、雨や雪の多い地域なので、上手く干せなかった。また、外で干せない

間に日数がかかると大根にス入りが起きて食べられなくなるので、乾燥を早めるために、家の中に取

り込んだ。横手市山内地区は冬の訪れが早く、大根を外干し（軒干し）すると凍ってしまうので、家

の中で干した。

　昭和30年代前半、大仙市協和地区では、茅葺き屋根で囲炉裏で火を焚いていた。囲炉裏の上の

火
ひ だ な

棚（濡れた手袋などを干す棚）の上の梁に棒を掛けて、一つの棒に、８～10本の大根を縄で編ん

で、つるして干した。毎日干すことにより、香ばしい香りがついた大根になり、それを漬けた。これ

がいぶり漬けの始まりとされる。湯沢市院内地区では、囲炉裏のある家では、みんな作っていたそう

である。

　その後、囲炉裏に代わり薪ストーブで干すようになると、大根が葉を伸ばそうとして、大根の中が

空洞になるス入りが起きて、上手く干せなくなった。また、台所の様式の変化や、家の様式も茅葺き

屋根からトタン屋根に変わっていったので、昭和40年頃になると各家で作られなくなっていった。

その後、いぶし小屋でいぶして、いぶり大根漬けとして自家消費されたり、個人事業者となって売り

物として作るようになっていった。昭和47年頃、世に出回り始め、真空パックの保存技術や物流の

発達により、一般に売られるようになっていった。横手市山内地区の「三又旬菜グループ」は平成

初めに、「農事組合法人 山楽里」は平成23年頃から、商品としていぶりがっこを本格的に作り始め

た。

　湯沢市の「株式会社　雄勝野きむらや」は、昭和41年頃、「いぶり漬け」の名称で販売を始め、

写真５　ふりかけ等
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その後、いぶした漬物ということで、名称を「いぶりがっこ」

として発売した。昭和58年５月26日には「いぶりがっこ」の

名称で商標登録された（写真６）。

　大仙市協和の「農事組合法人　おばこ食品」は、減反政策に

より土地が余ったことをうけて、昭和52年に試作して昭和55

年に秋田市のスーパー（ト一屋）で販売を開始した。

　以上のように商品化された「いぶりがっこ」は、昭和40、

50年代の東京での物産展では売れ残っていたが、昭和56年度

に、秋田県横手市で生まれ育った女性を描いたＮＨＫの連続テ

レビ小説「まんさくの花」でいぶりがっこの名が放送され注目を集めたことで、関東方面にいぶり

がっこという名称が広まり、秋田の土産品として定着していったようである。

　平成15年頃から、県外でもいぶりがっこを作って売る人が出てきた。燻液に漬け込んだ類似商品

も出回った。また、いぶりがっこの呼称の案件も生じ、これらは生産者１人１人では解決できない

と、平成25年５月１日に「秋田いぶりがっこ協同組合」を立ち上げた。当初、特許庁の地域団体商

標の認定を受けて他県の類似商品を取り除こうと活動を展開した。しかし、その途中の平成27年、

農林水産省の地理的表示（ＧＩ：Geographical Indication）保護制度１）が開始され、ＧＩ制度の

方が優位であると判断し、方向転換を図った。だが、県内事業者や生産者が一つにまとまって申請す

る必要があり、その取りまとめは難航した。しかし、県の助力を仰ぎ、県内事業者や生産者が一つに

団結して、平成29年１月23日に「秋田県いぶりがっこ振興協議会」を立ち上げ、令和元年５月８日

に「いぶりがっこ」の名称でＧＩ登録された。

　平成30年６月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和３年６月１日施行され

た。「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理」の制度化や、「営業許可制度」の見直し等が行わ

れた。許可業種に漬物製造業が新設され、施設基準に従い、住居の台所と営業施設は物理的に区画さ

れていることが必要等となった。また、水回りの設備や漬けた水を濾過して捨てることが必要となっ

た。この改正により、秋田県いぶりがっこ振興協議会を構成する横手市いぶりがっこ活性化協議会で

は、会員のほとんどが、県と市の助成２）を受け調理施設の整備を行った。協議会員はほぼ全員作り

続けており、現在は、秋田県内の道の駅等で幅広く販売しており、インターネットでの販売も行って

いる。秋田県いぶりがっこ振興協議会の木村吉伸会長によると、「田舎の原風景を感じる風味で、田

舎の良さが体現されており、木を燃やして難儀して作った素朴

で原始的な製法のいぶりがっこは、真面目で飾り気が無い朴訥

とした秋田らしさと相まって、関東方面の都会で多く購入され

ている。」とのことである。

12　関連する郷土食

【昆布がっこ】

　いぶした大根の松前風の漬物。水、醤油、ザラメを火に掛

け、ザラメが溶けたらいぶした大根（輪切り）にかける。それ

写真６　商品（雄勝野きむらや）

写真７　昆布がっこ
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に昆布やスルメを混ぜて、２、３日置くとできる。とろとろした昆布とパリパリのいぶした大根を一

緒に食べると食感が面白く、昆布の塩味といぶした大根がよく合う。昔も現在も横手市山内で作って

いる人が多く、山内では「きんぴら」（きんぴら漬け）と呼ぶ。横手市平鹿でも現在も作られてい

る。大仙市協和でも少なくなったが現在も作る文化は残っており、協和では「昆布がっこ」と呼んで

いる。（写真７）

【なた漬け】

　なたで切った大根と菊の花を塩漬けした後、麹で漬ける。なたで切ると、断面がギザギザになり、

味が染み込みやすい。貴重な米を漬ける材料としたので贅沢な漬物だった。現在は、包丁で作ること

も多く、県内全域で作られ、食べられている。

13　伝承状況

　生活様式の変化によりいぶす環境がほぼなくなった現在では、いぶし小屋のように住居とは別の建

物が必要である。そのため、個人が自家消費のためだけに伝承していくのは、困難になりつつある。

また、販売を目的とした場合でも、前述の食品衛生法等の一部を改正する法律の施行により、個人で

の生産は負担が大きくなっている。

　組織として、秋田県いぶりがっこ振興協議会が伝承している。平成29年１月23日、秋田県におけ

るいぶりがっこ製造業者及びその他これに関連する産業の相互の連携を密にすることによって、い

ぶりがっこ産業の振興に資することを目的に設立された。令和５年11月時点で、会員は次の３会員

で、会員の中にそれぞれ事業者が加盟している。

　　・秋田いぶりがっこ協同組合（23社）

　　・秋田県漬物協同組合（12社）

　　・横手市いぶりがっこ活性化協議会（20会員（法人８、個人事業者５、任意団体７））

　具体的な活動内容は、次の３点である。

　　①　地理的表示保護制度（ＧＩ）に係る申請及び管理・運用

　　　 　ＧＩ製造基準遵守の周知及び確認を行っている。製造基準は３会員で話し合い合意の上で決

めたものである。

　　②　品質向上及び技術研鑽のための講習会の実施

　　　 　20～30名が参加。総合食品研究センターの研究数値の周知や、九州の先生をお呼びして天

然由来の食品の加工の仕方及び売り出し方の勉強会等を行っている。

　　③　生産販路拡大に向けた、展示の実施

　横手市いぶりがっこ活性化協議会の会員である山内いぶりがっこ生産者の会は、平成19年から、

毎年２月に、伝統の味を守り続けるとともに更なる品質向上を目指して、いぶりがっこの味を競う

「いぶりんピック」を開催し、会場には、毎年20名弱の出品者の漬物が並ぶ。ＧＩの基準を満たし

た「いぶりがっこクラシカル部門」と着色料や甘味料を使用した「いぶりフリースタイル部門」の２

部門を設け、食感、塩味、甘味、いぶし具合等を複数の審査員が審査している。協議会によると、

「地域の大事業で、毎年盛り上がりをみせ、携わる方々や出品者の生きがいになっている。開催され

始めてから、大規模に作る人が増えた。また、いぶりがっこの売り上げは増加し、金賞を受賞したい
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ぶりがっこはすぐに売り切れる。食文化の継承及び山内地域の活性化につながっている。」とのこと

である。

　秋田県いぶりがっこ振興協議会によると、「漬物販売額は、全国的には減少傾向だが、秋田は増加

している。これは、いぶりがっこの販売が好調であることが要因と推測される。」とのことであり、

①　大根の確保、②　生産数をどのように増やすかの２点の課題を指摘している。この課題に対して、　

「現在は冬の漬ける時期に従事者を期間雇用している場合があり、この先、若い世代の従事者を期間

雇用で確保することは難しいと思われる。」とのことである。継承に向けては、「いぶりがっこ以外

の漬物も作り通年雇用し、給料を上げ、人に価値を付ける。魅力ある働きがいのある産業にしてい

き、求心力を高め、産業としての持続性を高める。」ことが必要とのことである。

　また、横手市いぶりがっこ活性化協議会でも、「横手市は個人事業者が多く、高齢の方も多いた

め、増産を推進することが難しい。」という現状に対し、「食品衛生法の改正は、漬物業界全体に関

わるが、改正の報道後、県内外問わず、支援できることはないか、後継者になりたいといった問い合

わせがある。県外から移住して、いぶりがっこや農業を勉強している方もおり、貴重な存在である。

令和６年度より、横手市園芸振興拠点センターで行っているよこて農業創生大学事業農業技術研修に

『いぶりがっこコース』を創設して、後継者育成を図る。」との方針である。

14 現地調査日・調査地

・令和４年12月８日（木） 横手市山内三又字上野12　三又旬菜グループ　代表　髙橋　篤子

・令和５年８月30日（水） 秋田市旭北錦町１－47　秋田県中小企業団体中央会内

 秋田県いぶりがっこ振興協議会　事務局

 秋田県中小企業団体中央会　事業振興部　商業振興課　主任　藤野　孝輔

・令和５年９月１日（金） 湯沢市下院内字常盤町91　株式会社　雄勝野きむらや

  代表取締役　木村　吉伸（秋田県いぶりがっこ振興協議会会長、秋田県

漬物協同組合理事長）

・令和５年10月17日（火） 大仙市協和町稲沢字釜ノ川沢32　農事組合法人　おばこ食品

  代表理事　鈴木　辰美（秋田いぶりがっこ協同組合理事長、前秋田県い

ぶりがっこ振興協議会会長）

・令和５年10月20日（金） 横手市駅前町１－10　よこてイースト内

  横手市いぶりがっこ活性化協議会　会長　佐藤　健一（農事組合法人　

山楽里（さらり）代表理事、「山内いぶりがっこ生産者の会」会長）

 事務局　横手市役所　商工観光部　横手の魅力営業課　主任　関　将和

註

　１ ）地理的表示（ＧＩ）はヨーロッパで創設されたもので、日本でＧＩ認定されたものは、貿易を

行う上でヨーロッパで受け入れられやすいとされた。

　２ ）いぶりがっこに限らず、漬物全体の施設に対する助成である。
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参考文献

　 藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

（事務局）
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【　いものこ汁　】

１　名称

　いものこ汁

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高い。

　⑩　山菜やきのこを使用したもので、特色がある。

３　伝承地

　県南部（横手市・湯沢市・大仙市・東成瀬村等）

４　伝承地の概要

　東に奥羽山脈、西に出羽丘陵と鳥海山を望む広大な横手盆地にある。その中でも横手市山内地区は

里芋の生産に適した土壌に恵まれていることから、産地として生産量・出荷量が多い。

５　作られる時期

　晩秋（里芋の収穫期）。横手市山内で栽培されている種芋は千葉県産の「土垂（どだれ）」という

品種である。土淵地区の照井儀助氏(故人)が生産した「儀助のいもの子」は、ブランドいもの子と

して地域の道の駅や産直等で販売されている。

６　食される時期

　主に晩秋から冬季間に食される。10月中旬の出始めの頃や

お祭、年越しなどに食することが多い。生産農家では冬季間の

保存方法としてハウス内の土中に一株ずつ埋めておき、適宜掘

り出して用いる。いものこ汁に用いるのは主に「孫いも」であ

る。「子いも」や「親いも」は納豆汁や煮物に用いる。昨今は

皮をむいて真空パックや冷凍して保存するため、収穫期に限ら

ず食されている（写真１）。

７　郷土食の概要

　里芋の「孫いも」を中心に、主に鶏肉、きのこ類などの秋の味覚をふんだんに入れた汁物または鍋

料理である。

　県南部においては、県北部のきりたんぽ鍋と対比される秋の代表的な郷土料理となっている。秋田

県のほか岩手県や山形県の郷土料理としても知られており、東北各地で食されている。

写真１　親いも・子いも・孫いも
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８　原材料

　里芋、鶏肉、鶏がらスープ、きのこ類（さわもたし・まいた

け・なめこ等）、糸こんにゃく、セリ、味噌など。さわもたし

やなめこは前年の塩漬けか当年収穫したものを使う。他に塩漬

けしたわらびや油揚げ、にんじんを入れることもある。調味料

として、自家製のたまり醤油を使うこともある（写真２）。

９　作り方

【県南部の一般的な材料と作り方】

（１）材料（４～５人分）

　　・里芋　　　　10個　　　　　・鶏肉　　150ｇ

　　・鶏がらスープ（顆粒状のもの）

　　・きのこ類　　200ｇ　　　　・糸こんにゃく　　１袋

　　・セリ　　１/４束　　　　　・味噌　　　　 75ｇ

　　・水　　　約800cc

（２）作り方

　① 　里芋は皮をむき、切らずに丸ごと分量の水で煮る。半煮

えになったら鶏肉、鶏ガラスープを入れて、柔らかくなる

まで煮る。

　② 　糸こんにゃくは湯通ししておく。

　③ 　①に食べやすい大きさに切ったきのこと糸こんにゃくを

入れ、味噌で味をつける。

　④　セリは３cm長さに切り、食べる直前に入れる。

【横手市山内地区のいもの子汁】

（１）材料：４～５人分

　　・里芋（孫いも）　８～10個 ・鶏ガラ　　１羽分

　　・鶏もも肉　　1枚分（300g） ・セリ　　　　適量

　　・まいたけ　　　　１パック ・味噌　　　　適量

（２）作り方

　① 　鶏ガラは熱湯を回しかけてあくを取り、水を加えて弱火

にかける。１～２時間程度あくを取りながら煮る。ふたは

しない。

　② 　皮をむいた里芋（写真３）を①に入れ、弱火で20分程度

煮る（写真４）。里芋に火が通ったら一口大に割いたまい

たけと細切りにした鶏肉を加える（写真５）。

写真２　材料

写真３　皮をむいた里芋

写真４　里芋を煮る

写真５　まいたけと鶏肉を加える
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　③ 　②に味噌を溶かし入れ、１～２分程度煮て火を止めて

お椀に盛り、２～３㎝に切ったセリを散らす（写真６・

７）。

　※ 　山内地区では９割以上の家庭で鶏肉を用いて味噌仕立て

にする。

10　食べ方

　横手平鹿地域では、調味は味噌味と醤油味の二通りの味付け

がある。鶏肉のほか豚肉を使用する場合もあるが、最近では牛

肉を入れて味噌味にすることもある。

11　歴史・分布

　横手市山内地域で栽培されている里芋は、この地域特有の土

壌と気候のもとで作られ、柔らかな歯ごたえと独特の粘りが特

徴となっている。里芋栽培の歴史は古く、270年ほど前の享保

年間に、宮城県仙台地方から種子を取り寄せ、「大芋」と称し

て栽培したのが始まりと伝えられている。

　里芋の収穫時期できのこが豊富にとれる秋に、収穫のお祝い

などで作られる。横手市山内地区の鶴ヶ池公園では、秋の風物

詩として毎年「いもの子祭り」が開催されている。いものこ汁を食べながら、神輿、伝統芸能、よさ

こい踊りなど様々なイベントを楽しむ。また、県南部の小学校では、学校行事として「なべっこ遠足

１）」が行われていた。近くの公園に自分たちで鍋、七輪、炭などの道具や食材を持ち寄り、野外で

作って食べるのが恒例行事であった。

12　関連する郷土料理

　秋田県内の郷土料理に「いもの子汁」に類似した汁物や鍋料理は見受られない。山形県には里いも

と牛肉を主体にした醤油仕立ての「いも煮」があり、秋のシーズンには近隣の河原で大規模な芋煮会

が開催される。また、山形県鶴岡市周辺には里いもと豚肉を中心に味噌で調味した「いも煮」があ

る。宮城県の「いも煮」には、豚肉と仙台味噌が使われ、岩手県では、きのこや大根、人参、ごぼ

う、ネギが入った味噌味や醤油味の「いもの子汁」がある。福島県でも豚肉を使った醤油味と味噌味

の「いも煮」がある。このように東北各地には様々な「いもの子汁」や「いも煮」が存在するが、そ

れぞれ食材や調味が異なり、発祥や由来にも諸説ある。

13　伝承状況

　横手市の主催イベントとして毎年「いもの子祭り」が開催されているほか、学校給食や家庭科の調

理実習で郷土食として取り上げられることもある。また、学校行事や地域の交流会では「なべっこ遠

足」の定番料理として地域で親しまれている。シーズンになるとスーパーでは食材や貸し出し用の大

写真６　味噌を加える

写真７　盛り付け
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鍋等が店頭に並ぶ。

　秋田県食生活改善推進協議会が令和３年度に行った「郷土料理調査事業」では、「地域の特産品を

使った郷土料理」として、横手市では「いものこ汁」がとりあげられており２）、普及活動が進めら

れている。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年11月24日（木）　横手市山内土渕字二瀬８番地４　山内公民館

　　　　　　　　　　　　　　秋田県食生活改善推進協議会理事　藤田　ミキ子（山内地区在住）

註

１ ）５～10人程度の少人数のグループに分かれて屋外で料理をつくる学校行事。子どもたちが事前

に集まって、準備するものや役割分担などを決める。

２）「令和３年度　郷土料理調査事業　実施報告書」　秋田県食生活改善推進協議会　2022年11月

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

　横手市増田地域局産業振興課　『郷土料理探訪レシピ集』　増田町物産流通センター　2008年

　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会　『改訂あきた郷味風土記』　秋田活版印刷　2015年

　遠藤隆士ほか編　『伝え継ぐ日本の家庭料理　汁物』　農文協　2019年

（佐々木　信子）
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【　うさぎ汁　】

１　名称

　うさぎ汁、うさぎ鍋、うさぎかやきと呼ばれているが、特に

名称はないという地域もある。「日の丸鍋」は大仙市でつけら

れた新しい名称で、昭和63年（1988）に中仙町（現大仙市）

でジャンボうさぎフェスティバルを開催した際、来場者にふる

まうために名づけられたものである。

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

　③　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑭　鍋料理（貝焼きを含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　製造地域　 秋田県大仙市や由利本荘市、北秋田市などの内陸部を中心に製造されてきたが、現在は

自宅で作ることはほとんどない。

　食す地域　秋田県大仙市や由利本荘市、北秋田市などの内陸部を中心に食されている。

４　伝承地の概要

　秋田県には古くからマタギと呼ばれる狩猟民がおり、クマ、キツネ、アナグマなど、さまざまな山

中の動物を捕っていた。獲物の毛皮を売買したり、骨や内臓の一部を薬の材料にしたりし、肉は食用

となった。

　中でもウサギは比較的捕りやすいとされ、鉄砲や罠を用いて頻繁に捕ることができた。ただし、獲

物の中では一番価値が低く、ウサギよりも大型の動物を見つければ、そちらを優先して捕ったとい

う。ウサギは家でも飼育され、狩猟で得たウサギを「山ウサギ」、飼育したウサギを「飼育（飼い）

ウサギ」と呼んで区別した。特に明治時代以降は海外へ毛皮を輸出するため、仙北郡花館地区（現大

仙市）など、県南地域でウサギの飼育が盛んになった。春に生まれたウサギは、秋頃には仔を産む。

出産を終えたウサギの毛皮は売買されたり、肉を食用にしたりすることが多く、特に冬期間、内陸部

ではウサギは魚の代わりの貴重なタンパク源であったという。県南部の穀倉地帯では、正月の食物に

するため、収穫時に出たクズ米をウサギに食べさせて肉に脂をつけたという、米どころ秋田を物語る

逸話もある。

５　作られる時期

　主に秋頃から冬期間。
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６　食される時期

　現在では道の駅などで年中肉を入手することができるが、正月を中心とした冬期間に食されること

が多かった。冷蔵庫が普及していなかった頃は保存方法が限られるため、肉を入手したらすぐに調理

した。

７　郷土食の概要

　ウサギ肉を大根やゴボウなどの野菜や山菜、凍み豆腐などと煮て、味噌や醤油で味をつけた鍋料理

である。肉は骨つきのものや、骨を外したもの、骨ごと細かく叩いてだんごにしたものなど多様であ

る。ウサギ肉は鶏に近い淡泊な味で、獣臭が少ないことや食べる時期に合わせて飼育できることか

ら、魚の捕れない地域では比較的身近な肉料理とされた。

８　原材料

　ウサギ肉は共通するが、具材は地域や各家庭によって異なる。

・ウサギ肉 ：冬期間に山で捕るか（現在の狩猟期間は11月15日から２月15日）、飼育したウサギを

利用する。飼育している場合は、一度仔を産んだ後のウサギを秋口から冬期間にかけて食

べることが多い。時期に合わせて人工的に繁殖させるという。特に冬期間は毛皮の状態も

良いため、最適であった。

　　　　　 　飼育したウサギの肉は色が白っぽく、山で捕れたウサギの肉は黒っぽくて匂いがする。

山で捕ったウサギは食べる餌によって味が違うという。仙北市西木町桧木内では、ウサギ

を捕った後、まず体内に残っている尿をしぼり出す。この時の尿の匂いで餌にしていたも

のが分かる。サンショウの皮や新芽、ブナ、トリキシバの皮、クロモジを食べたウサギは

匂いが良く、特に内臓を食べると味の違いが分かるという。

　　　　　 　肉の解体については、自宅で行う場合と、猟師などに頼んで行う場合とがある。自宅で

解体する場合は、皮・内臓・頭・足をとった状態のものを、土間に吊しておくと自然に凍

るので、数多く吊しておいたという。由利本荘市鳥海町百宅では、一羽まるごとの状態で

土間に吊しておく。調理をする際に内臓（大腸や小腸）をとっておき、別に調理をする。

内臓はウサギが食べたものの味がするので、肉そのものを食べるよりも美味しいという。

なお、ヒラバと呼ばれる由利本荘市の平野部や海岸部などでは内蔵を食べることはない。

【大仙市中仙の場合】

・しみ豆腐：以前は自宅で作っていたが、現在では高野豆腐を用いる。

・ゼンマイ ：春先に採ったものを乾燥させて保存しておき、お湯か水でもどしてから使う。ゼンマイ

は切らずに１本まるごと入れたほうが贅沢といわれた。

・高菜と白菜の漬け物 ：以前は自宅で塩のみで漬けていたが、現在はざらめも入れる。白菜と高菜は必

ず入れるが、場合によってはタクアンやなま漬け（大根の柿漬け）なども入れた。

・ゴボウ、ネギなどの野菜 ：自宅で栽培したもので、その時にあるものを使う。ネギは多い方が味が

出るので、なるべく太いものを選んで植えたという。
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写真１　ウサギの肉

写真２　具材　

写真３　肉、ゴボウ、キノコ

・ きのこ類、サク ：春から秋にかけて採ったものを塩漬け保存し、塩抜きしてから使う。または、そ

の時に自宅にあるものを使用する。

・味噌：以前は自宅で作ったが、現在は購入するか、農協に頼んで作ってもらう。

【藤里町の場合】

・大根葉 ：自宅で採れた大根葉を干しておいたもの。使う時に何度も湯を取り替えながら煮た後、こ

まかく切って使用する。

・凍み豆腐：自宅で作ったもの。この他に野菜などがあれば入れた。

・味噌 ：業者に作ってもらうか、店で購入したものを使用した。

【仙北市西木町桧木内の場合】

・ゴボウ、白菜、大根など：自宅で栽培した野菜を使用する。

・ゼンマイや干しワラビ ：春先に山で採り、乾燥させたもの。

その他、山菜の塩漬けなども入れた。

・味噌 ：以前は自家製のものを使用したが、現在は購入してお

き、１年間寝かせておく。

【由利本荘市鳥海町の場合】

・大根、ゴボウ、ネギなどの野菜：自宅で栽培したもの

・豆腐：自家製

・味噌：以前は自宅で作っていたが、現在は購入している。

９　作り方

【大仙市中仙の場合（日の丸鍋）】

　① 　ウサギの肉の部分のみを使用し、一口大に切る（写真

１）。現在は販売しているものを使用。以前は集落内に肉

屋がなかったため、ウサギ肉は魚屋で販売していた。

　② 　高野豆腐は半分に切った後、５㎜ぐらいの厚さに切り、

ゴボウはささがきにする。ネギは斜め切りにする。高菜と

白菜の漬け物は１㎝～３㎝ぐらいに切っておく。ゼンマイ

は１本まるごと使用する（写真２）。

　③ 　鍋に水を入れて沸騰させておき、肉とゴボウ、キノコを

入れて出汁をとる（写真３）。ウサギ肉は固くなるのであ

まり煮ないが、出汁をとるためにじっくり煮る人もいる。

　④ 　肉とゴボウが煮えたら味噌を入れて味を整える。現在は

化学調味料を入れることもある。

　⑤ 　味噌を入れた後で（写真４）、ゼンマイと高野豆腐を入
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写真４　味噌を入れる

写真５　ゼンマイと高野豆腐

写真６　ネギと漬物を加える

れて（写真５）しばらく煮る。

　⑥ 　ネギと高菜の漬け物、白菜の漬け物を入れ、さっと煮る

（写真６）。具材と汁とがひたひたになっている位が良い

が、数多くの人にふるまう場合には、汁や野菜を多く入れ

て、後から肉を均等に取り分けたという。

　

【由利本荘市鳥海の場合（うさぎ汁）】

　① 　大根をゆがいて別にしておく。

　② 　ウサギを捕ったら、頭、モモや腕など肉のついている部

分をブツラギにする（骨ごと切る）。この時内臓は使用し

ない。

　③ 　ブツラギにしたウサギを水から煮て沸騰させ、味噌で味

をつける。味噌を入れて肉の味がちょうどよくなったら、

一旦肉を取りだしておく。この時、他の汁物よりも少し塩

からく煮る。

　④ 　煮汁に大根、豆腐（以前は手作りのものを使用）、ゴボ

ウ、ネギなどたくさん入れる。山ウサギは肉が少ないた

め、野菜を多く入れてかさ増しをする。野菜が煮えたら人

数分小鉢に取り分け、そのあと煮ておいた肉を均等に分け

る。10人で食べる場合、ウサギは１羽でもよいが、肉が少

ないため２羽が望ましいとのことである。

　※　うさぎたたき

　　 　ウサギの手首足首（百宅のマタギ言葉ではトビアシとい

う）の毛を取った後、かなづちで砕き、髄ごと細かく砕い

たものと、水でもどした大豆とを混ぜて味噌を入れ、団子

にしたもの（かまぼこという）を入れた汁がある。かまぼ

こから出た出汁が美味しいため、いったんかまぼこを取り

だした後、大根や野菜を煮、あとからかまぼこを均等に盛り付けた。

【仙北市桧木内の場合】

　ウサギ肉（骨つきの状態の場合と、肉のみの場合とがある）を水から煮て味噌で味をつける。そこ

へもどしたゼンマイやワラビ、山菜などを入れた。昭和30年代頃までは内臓を食べる人もいたが、

ほとんどは捨てることが多かった。
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写真７　『秋田風俗絵巻』

写真８　『秋田風俗絵巻』

10　食べ方

　うさぎ汁は、野菜や汁の量で数多くの人にふるまえることが利点である。特に食べ方や作法などは

ないが、肉が均等に行き渡るように取り分ける必要があった。また、出汁のしみた野菜が美味しいと

いい、特にネギは多ければ多いほど良いという。作法も特にはないが、冬期間に食べる鍋（汁）とし

て認識されている。由利本荘市鳥海町百宅では「正月うさぎ」「小正月うさぎ」と呼び、正月のごち

そうとして鳥海山にウサギを捕りにいった。他の地域でも、正月に食べるために山ウサギを購入してい

く人もおり、日常食であると同時に、正月や小正月の行事食として認識されていることは興味深い。

11　歴史・分布

　秋田県内でウサギが食べられるようになった時期は定かで

はないが、文化年間（1804～1818）に描かれた『秋田風俗絵

巻』の中には、正月の歳の市で、野鳥とともにウサギが売られ

ていたり（写真７）、小正月に、山から町へ来たらしい男がウ

サギを背負っている姿が描かれていたりする（写真８）。また

院内銀山のお抱え医師であった門屋養安の日記（『門屋養安日

記』）には、しばしばウサギが売買されていたことや、天保12

年（1841）１月11日には「うさぎ焼鍋」の記述が見られる１）

ことから、江戸時代後期には、少なくとも冬期間にウサギの売

買が行われ、食用とされていたことが確認できる。ちなみに元

治元年（1864）には兎１羽550文で購入した記述もあり２）、比

較的高価な値段で売買されていたと思われる。

　明治時代以降は、県南地方でウサギの飼育が行われるように

なった。主に毛皮が目的で、食用ではなかったものの、北海道

や海外向けに毛皮を輸出するために、ウサギの捕獲や飼育が全

国的に推奨されていった時期と一致する。

　昭和に入ってから、秋田県内では競うように各地でウサギの

飼育が奨励されはじめた。戦時色が強くなり、軍服用の毛皮が

大量に求められたことと、昭和５年（1930）以降、東北地方

を襲った農業恐慌で、疲弊した農家を救済するために、軍部が毛皮を大量購入したことによる３）。

この時期、県内では農家の副業としてウサギの飼育がすすめられた。性格がおとなしく、愛玩用の動

物にもなることから、小学生らにも各地で飼育がすすめられていたことが、当時の秋田魁新報の記事

４）から確認できる。

　吉田三郎の『男鹿寒風山麓農民日録』は昭和10年から11年までの日記であるが、吉田も「（ウサ

ギ）毛皮の鞣法をも一つの農業として是非知っておかねばならぬ」と思い、昭和９年に秋田県農会主

催の講習会を受講して、毛皮の処理法を学んでいる５）。10月から３月までの毛皮が、毛が多くて良

品であり、日記の中には、11月から２月までの間に時折、ウサギの醤油煮が食卓にのぼっている。

はじめは偶然死んだ飼いウサギの肉を食べているが、12月頃から、毛皮をとった当日や翌日に、ウ
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サギの醤油煮などが夕食に出されている。年越しと正月には、ウサギの出汁でとったソバやウドン、

餅を入れた醤油汁などが食されており、特別な食事であったことがうかがえる。

　このように、昭和初期には、軍部の介入による毛皮の大量購入や、農家への副業の推奨、戦時期

の食糧不足に伴い、全県的にウサギが食されるようになったと推測できる。『秋田の林業』第82号

には、塩漬け、鎌倉焼（照り焼き）、刺身、野外汁（味噌汁）、月夜鍋（味噌鍋）、カツレツ、カ

レーなどの食べ方が多岐にわたり紹介されており６）、ウサギ肉の普及をはかっていたことがうかが

える。

　しかしながら戦後になると、ウサギに関する記事はほとんどといって良いほど見られなくなり、ウ

サギの飼育数も著しく減少する。各家でのウサギの飼育数が減少する反面、戦前から戦後にかけて、

県南部では白色短毛種ウサギの改良が盛んに行われた。このことは、秋田県種苗交換会（昭和14年

から40年）や、全県養兎共進会（昭和40年開始）、全国種兎共進会（昭和41年開始）などに秋田県

産のウサギを出品し、毛皮や体格の質の向上をはかったことが大きい。このことによって、大型で、

毛質も優れた秋田県改良種のウサギが生産されることになった７）。

12　関連する郷土食

　ウサギについては、体毛以外に捨てるところはないとも言われ、天野武の『野兎狩り』８）や、

『角館町誌』などで様々なウサギの食べ方が紹介されている９）。今回の全県調査でも、ウサギ鍋の

調理法について各地で確認されている。

　北秋田市旧大阿仁地区では、ウサギの内臓を何十羽も集めて鍋で煮た。醤油と一緒に一日ほど煮詰

め、どぶろくのもろみをあえて食べたという。

　由利本荘市鳥海町百宅では、内臓や骨、耳や糞などほぼ全ての部位について調理を行ったという。

内臓は味噌だけで煮、食べやすい大きさに切って食す。内臓は、ウサギの食べていた木の皮の匂いを

感じることができるという。また、ウサギの粕煮を正月などに作った。粕煮は山から取ってきたウサ

ギを骨ごと細かめに切り、水を入れないで、どぶろくと味噌、ゴボウを入れて煮つめたものである。

どぶろくのもろみ（どぶろくを漉す前のこうじが入っている状態）を入れて焦げないようにかきま

ぜ、肉が柔らかくなったら味噌を入れた。焦げやすいのでつきっきりで料理し、ゴボウを入れて、

「味しもったな」と思ったら、輪切りにしたネギを入れる。百宅周辺の地域では、粕煮に自宅で作っ

たかんぴょうをいれるところもあった。かんぴょうは粕煮を作る際にしか用いなかったという。

　鳥海マタギは、糞の入った内臓ごと鍋にし、味噌や醤油で味つけしたものを食べた。肉がやわらか

くなったら汁ごとごはんにかけて食べたという。

　また、百宅ではウサギの皮がごちそうとされた。毛皮を売買するために、普段は皮を食べることは

めったになく、数多く獲れなければ食せなかったため、一番の御馳走とされた。

　まず、皮の毛を焼く。一度では焼ききることが出来ないため、何度も薪に入れて、毛をはらったと

いう。その後焦げ臭い匂いがなくなるまで、何度も湯を取り替えながらゆがいた。その後皮を細く切

り、ネギ味噌で和える。場合によっては耳の部分も同じようにして食べた。この料理は非常に手間が

かかるが、皮があると必ず行ったという。

　内臓でも肺（アカフク）、肝臓（キモ）、胃袋（スカ）（＊（）は百宅マタギの言葉）は串を割っ
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てはさみ、焼いて塩で食べた。串になる木（ハギ）の枝は夏の間に採っておいたという。

　仙北市西木町桧木内では、皮は食べないが、ウサギの耳の皮を取り、焼いて塩をつけて食べた。耳

の部分はコリコリしていたという。

　このように、ウサギ肉はくせが少なく、狩猟と飼育とで得ることができる点で、他の獣肉よりも身

近な肉であるといえる。ウサギ肉は冬期間に食されることが多く、日常食であると同時に、正月のご

ちそうとする地域もあり、行事食との両面を持つことが特徴といえる。

13　伝承状況

　昭和63年、毛皮のみならず、ウサギ肉を地域の名産品にすべく、当時の竹下内閣による「ふるさ

と創世資金」を財源として「ジャンボうさぎフェスティバル」が中仙町（現大仙市）で開催された。

このイベントはコロナで一時中止されたこともあったが、令和５年までに36回開催されており、う

さぎ汁が来場者に提供されている。イベントでは、ウサギ肉に抵抗のある人も多いため、ウサギを連

想させないよう、「日の丸鍋」と命名された。

　令和３年（2021）には文化庁の「100年フード」に「ジャンボうさぎ料理」が認定された。大仙市

では、「中仙月夜」というブランドで売り出しており、地域活性化の面でも期待されている。なお、

月夜とは、ウサギを月夜鳥と呼んだことに由来する。

14　現地調査日・調査地

　・令和５年１月21日（土）　　大仙市清水字上大蔵75番地１　大仙市中仙公民館清水分館

　　　　　　　　　　　　　　　長澤　孝秋

　・令和５年３月15日（水）　　仙北市西木町桧木内　門脇　万之助宅

　・令和５年12月５日（火）　　由利本荘市岩谷町（鳥海町百宅出身）　佐藤　一太郎宅
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　太田雄治　『秋田たべもの民俗誌』　秋田魁新報社　1972年
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（丸谷　仁美）
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【　鯉のタタキ　】

１　名称

　「鯉のタタキ」と呼ぶことがほとんどで、スーパーマーケッ

トなどでも同名で商品化されている。

　なお、ここでは混乱を避けるため原材料である魚を指す場合

は「コイ」、料理名では「鯉」と表記する。

２　特色

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域

性が高いもの。

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

　秋田県の内陸部ではコイを貴重なタンパク源として、河川等で捕獲するだけでなく、家々の池など

で飼育していることも多く、それを利用した料理の１つである。その歴史は詳らかではないが、横手

盆地の大仙市より南の地域だけにみられ、全国的にも珍しい料理である。

３　伝承地

　横手盆地とその周辺部で、大仙市より南にほぼ限られている。

現在、鯉のタタキを加工・調理している養鯉業者の出荷先をみ

てみると（平成の大合併以前の市町村で示す・図表１参照）、

湯沢市、雄勝郡（雄勝町、皆瀬村、稲川町、東成瀬村、羽後

町）、横手市、平鹿郡（増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、

十文字町、山内村、大雄村）、大曲市、仙北郡のうちの六郷町

と仙南村となる。

　なお、養鯉業者によれば、一時期、山形県の新庄付近にも卸

していたというが、今回の調査では山形県側での食習を確認することはできなかった。

４　伝承地の概要

　県南部の内陸地方（横手盆地の大仙市より南）であり、コイを河川等で捕獲するだけでなく、家々

の池などでも盛んに飼育し、貴重なタンパク源としていた地域である。

５　作られる時期

　現在は、湯沢市（旧雄勝町）横堀や雄勝郡羽後町西馬音内、横手市平鹿町樽見内などの養鯉業者が

ほぼ年中、加工・調理してスーパーマーケット等に出荷している。

　ただ、かつては各家で加工・調理して食しており、正月の前をはじめ、祭礼や結婚式などハレの日

に加工・調理することが主であった。

図表１　出荷先

－ 162 － － 163 －



６　食される時期

　現在は年中スーパーマーケット等で販売されていることから、年中食されている。ただ、かつて

は、加工・調理される時期が正月の前、祭礼の時などのハレの日を主としていたことから、食される

時期も正月頃や祭礼時などのハレの日にほぼ限られていた。

　加工・調理している養鯉業者によれば、現在も秋の米の収穫後から出荷量が増え始め、正月前の

12月が最も多く出荷されるとのことで、正月頃に食するものという意識は比較的よく残っているら

しいことがわかる。

７　郷土食の概要

　コイの生の身を鉈などで粘りが出るまで細かくたたいて、「なめろう」のようにした特色ある鯉料

理である。川魚特有の生臭さが若干あるものの、独特の粘りと甘みをもった鯉料理である。

８　原材料

コイ ：かつては主に自家で飼育していたものを用いた。現在は、養鯉業者が飼育しているコイが用い

られている。

味噌 ：薬味として混ぜることが多い。かつて家々で製造していた頃は自家製の味噌を利用していた

が、現在は養鯉業者が市販のものを利用している。

ニンニク ：近年、養鯉業者の中には川魚独特の臭みを取り除くために細かく刻んだニンニクを混ぜて

いることもある。

９　作り方

　現在、鯉のタタキは、自家で加工・調理されることはほとん

どなく、養鯉業者が加工・調理して出荷したものを人々が購入

して食している。拙稿では、今回、聞き書き調査を実施できた

湯沢市（旧雄勝町）横堀の養鯉業者の加工・調理方法を中心に

記載する。

① 　生きたままのコイを養鯉池からタモで取り出して（写真

１）、そのまま俎板の上に載せる。暴れるコイをしっかりと

押さえたまま、包丁で頭、尾、皮、腸、浮袋の順に取り除い

ていき、身を三枚におろす（写真２、３）。なお、このとき

胃は薬になることから別置しておき、薬の業者に卸売りして

いる。かつて自家で加工・調理していた頃も、胃は身体に良

いといわれ、生のまま飲み込む人もいたという。また、現在

は頭なども捨てずに県北方面に出荷することが多い。

② 　コイの身だけを取り出すと、ボールに入れて軽く水洗いし

写真１　養鯉池　

写真２　三枚におろす
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て血をとる。このとき皮や鱗なども残っていれば丁寧に洗い

落す。

③ 　洗い終えたコイの身をミンチ状にするため、ミートチョッ

パーと呼ばれる電動の機械にかけて摺り潰していく。この機

械にかけると、コイの身が粘りのあるミンチ状になって出て

くる（写真４）。身を機械にかけるときは、頭や骨、皮など

が極力入らないように気を付ける。

　 　なお、４年ほど前までは骨や頭もいっしょに入れて摺り潰

していたが、機械が傷んだり、壊れたりするため、現在は身

だけを入れるようにしている。

④ 　ミンチ状になったコイの身に味噌を混ぜる。約５㎏のミン

チ状のコイの身を大きなボールに入れて味噌約１㎏を加える

（写真５）と、手袋をした両手で丁寧に円を描くようにまん

べんなく混ぜていく（写真６）。味噌は、コイの身１㎏に対

して約200gの割合で混ぜることにしている。以前はコイの

身20㎏を一気に味噌と混ぜていたこともあったという。混

ぜ終わると、１パック100ｇにして出荷している。いわゆる

「鯵のなめろう」に代表されるたたき料理では薬味も身と

いっしょに叩くことが多いが、鯉のタタキの場合は身を叩き

終わった後に薬味を混ぜている点が異なっている。

　

　この養鯉業者では、毎朝（午前４時～８時頃）、加工・調理

してスーパーマーケットや市場などに出荷しているほか、自宅

でも販売している。鯉のタタキのほかに鯉の甘煮や鯉のアラ

イ、鯉のわたっこ（内臓だけの甘煮）なども製造しており、全

体としては甘煮がメインとなっている。また、鯉のタタキは、

年中加工・調理して出荷しているが、特に米の収穫が終わった

10月頃から徐々に出荷量が増え始め、正月前の12月が最も出

荷量が多くなるという。

　ところで、鯉のタタキは、平成に入る頃までは自家でも盛ん

に製造していた。かつては、どこの家でも庭などにタメッコ、

ホリコなどと称する小さな池を防火用も兼ねて設けており、こ

こにコイやフナを飼育していた。夏の間に餌をたくさんあげて

コイを太らせておいて、稲刈りが済んで正月が近づくと、堤

干しと称してタメッコの水を抜き、コイを取りだしてタタキを

写真３　解体されたコイ

写真４　機械ですり潰す

写真５　味噌を加える

写真６　身と味噌を混ぜる
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造ったのである（このときフナも取れることがあり、焼いて食した）。気温が下がってくる時期であ

り、コイの身が締まっていたという。また、農地などの上流に大きな池をもっていてそこでコイを飼

育している家もあり、こうした家では、冬前になると大きな溜池から家にある桶や庭のタメッコに利

用するコイを運んできておき、泥を吐かせておいてから利用した。横手などでは、明治10年頃、地

主が自家の溜池でコイを飼育しはじめ、そこで増やしたコイを小作に配ったことをきっかけとして自

家でコイを加工・調理して食べる習慣が広まったともいう。

　自家では正月前になると、筵を敷いて、その上に置いた叩き板と呼ばれる大きな木を輪切りにした

板の上に生きたコイを載せて加工・調理した。加工・調理するのは家の主人やその息子など男性であ

ることが多かった。包丁で鱗や腸、尾などを取り除いた後、水洗いし（温水で洗う場合もある）、鉈

で骨と身をまとめて叩き潰した。家によっては頭もいっしょに叩き潰すこともあった。特有の粘りが

出てくるまで、10分前後叩き続ける。この時、汁などが飛び散るので新聞紙などを前掛け代わりに

したという。この叩く音が家中に響き渡ると正月を実感したともいう。

　なお、鯉のタタキを加工・調理する時は、同時に鯉の甘煮や鯉こく、鯉のアライなどもつくって食

すことが多かった。特に鯉の甘煮は、輪切りにして血を洗い流したコイを、酒・砂糖・醤油とともに

じっくりと煮込んだ料理で、その分布域は鯉のタタキよりも広く、県内の、特に内陸部に広くみら

れ、正月の御膳に必ずつける地域も少なくなかった。また、「来い」にかけて婚姻の際につくられる

こともあった。また、甘煮やアライなどを加工・調理した後の残物を叩いて、ネギや味噌、酒粕、豆

腐などを調合して鯉のタタキとする家もあったという。

　しかし、平成に入る頃から自家で飼育するコイを加工・調理する人は次第に減り始め、30年ほど

前にはほとんどみられなくなったという。以降は、スーパーマーケットで売られている鯉のタタキを

購入して食することが多くなった。養鯉業者によれば、それでも10年ほど前までは、正月が近づく

と業者にコイを買いにやってきて、それを持ち帰って自家で調理している人もわずかにいたそうであ

るが、近年はそうしたこともほとんどみられなくなったという。なお、自家でも養鯉業者でも、コイ

以外の魚をタタキにすることは少なかったという。

10　食べ方

　鯉のタタキは、そのまま食べたり、醤油などをさして食べたりする。この時には、細かく刻んだネ

ギを薬味として付けて食べることも多い（スーパーマーケットで売られているパックにはネギも付い

ていることが多い）。子どもの口には合わないが、大人たちは酒の肴としてよく食べている。

　このほかにも団子にして味噌汁に入れて食べたり、近年ではハンバーグにして焼いて食べたりする

こともあるという。

11　歴史・分布

　コイを飼育して食すること自体はかなり古くからみられたようである。いうまでもなく、「タタ

キ」の名称は、身を叩いて細かくすることに由来している。しかし、コイをタタキに調理して食する

いう習俗についていえば、ほとんど記録が見当たらず、はっきりしたことはよく分からない。ただ、

この地域では主に正月などのハレの場で食されてきたことから、正月魚あるいは儀礼食として一定の
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意味をもっていたことは間違いなく、それなりに古くからみられたものと推測される。日常的に食す

るようになるのは、養鯉業者の加工品がスーパーなどで販売されるようになる昭和40年代以降とみ

られる。

　鯉の甘煮や鯉こく、鯉のアライなどに調理してコイを食する習俗は県下にも広くみられるが、鯉の

タタキに限っていえば、横手盆地とその周辺の、しかも大仙市より南にほぼ限定されている。加え

て、全国的にみても鯉のタタキを作って食している地域は、この地域だけにほぼ限られているよう

で、極めて稀少な事例であるといってもよいだろう。

　

12　関連する郷土食

　コイそのものは、内陸部では多くの家が自家の庭などに設けた池で飼っており、それを加工・調理

して食することが全県的にみられた。その場合、鯉の甘煮で食することが最も多く、そのほか鯉こ

く、鯉のアライなどで食することもみられた。いわば、内陸部ではコイは貴重なタンパク源の１つで

あったといえよう。コイを調理して食べる機会は、総じて正月や祭礼などのハレの日が多く、鯉の甘

煮を正月料理の一品として必ずつけるところもある。また、県下では産後の乳の出が良くなるように

と産婦に鯉こくを食べさせるところも少なくなかった。

　ただ、こうした鯉料理を「タタキ」に限定すると、これを食する地域は極端に限られてくる。秋田

県下では横手盆地とその周辺部の、特に大仙市以南にほぼ限られており、現在もそこにあるいくつか

の養鯉業者が供給しているに留まる。横手市では、鯉のアライや吸い物、みそ汁など様々に調理され

るが、タタキが特に好まれるともいう。全国的にみても、鯉の甘煮や鯉こく、鯉のアライなどは、鯉

料理でよく知られている山形県米沢市、福島県会津地方や長野県佐久市などでもみられるが、タタキ

はほとんどみられない。福島県会津地方では近年タタキを出す店もあるようだが、包丁でコイの身を

細かく刻んだ料理であり、ここでいう鯉のタタキのような独特の粘りをもったミンチ状にまで叩き潰

した料理ではない。管見の限りでいえば、全国的にみても鯉のタタキを食しているのは、秋田県の上

記の地域だけと思われる。

　加えて、これが日常的な食習ではなく、正月に付随した魚料理であった（写真７）１）点も注目し

ておきたい。これらの地域では、コイだけでなく、サケ（ボタ

という）やハタハタを正月に食べることも多い。つまり、正月

魚は１種類とは限らないわけである。県下に広くみられる鯉の

甘煮や、ここで取り上げた鯉のタタキは、正月魚の１つとして

の鯉の料理であり、地域的特色を顕著にもったハレの場での料

理として注目されるものである。

　なお、今回の実地調査では詳細には確認に至らなかったが、

他地域に比べると横手盆地とその周辺は、この「タタキ」とい

う食文化が比較的濃厚にみられるようである。例えば、この地

域では同じように粘りが出るまで叩いて正月に食する料理に、鶏や兎のタタキもあった。飼育してい

る鶏や兎を解体し、その肉を叩いて（最初は鉈の峰で叩いて粗々砕き、次に鉈の刃で叩いて細かく砕

く）、団子にして鍋に入れて正月に食べたという。肉を食べられるのは正月くらいで、大きな楽しみ

写真７　直売所のチラシ
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であったという。このほかにも、ミズのタタキ、ワラビのタタキなどもあり、大仙市花館では12月

８日の病焼きに合わせてサケの頭部を叩いて味噌を和えた鮭のタタキもあった。

13　伝承状況

　残念ながら今日、自家で鯉のタタキを加工・調理して食している家はほぼ皆無といってよいようで

ある。加工・調理は、域内の養鯉業者が日常的に行っており、域内のたいていのスーパーマーケット

で購入することが可能である。つまり、鯉のタタキを食する習俗自体は現在もこの地域に広くみられ

るが、時間をかけて包丁で叩き潰すといった加工・調理法は行われなくなっている。

　今回、聞き取り調査をさせていただいた養鯉業者のほか、もう２軒ほど養鯉業者を確認している

が、業者と事務局との調整がつかず、聞き取り調査は断念せざるを得なかった。ただ、そこが出荷し

ている鯉のタタキを確認すると、身といっしょに骨もたたいているらしく、また味噌を混ぜたものの

ほか、ニンニクを混ぜたものもあるといった特色を確認できる。

　現在は養鯉業者による加工・調理と流通が中心となっているものの、先にも触れたように全国的に

みても稀有な鯉料理であることは間違いないことから、今後は何らかの形で外向けにこれを発信する

とともに、後世へと繋いでいくための方策を積極的に検討してもよいのではないだろうか。

14　現地調査日・調査地

　・令和５年２月27日（月）　湯沢市横堀白銀町28　菅八養鯉場　最高経営責任者　菅　健一

註

１）令和４年11月24日　横手市平鹿町の直売所で撮影（事務局）
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【　こざき練り　】

１　名称

　県南部の平鹿地域、仙北地域を中心にこざき練りと呼ばれて

いる。こざきとは、砕けた米をいう。

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域

性が高いもの。

　⑪ 　米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色

があるもの。

　⑯　間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　県南部（平鹿、雄勝地域）

４　伝承地の概要

　米の栽培が盛んな地域である。秋田県内でも甘味志向が特に強い地域とされている。

５　作られる時期

　主に夏に作られるが、春先のさなぶり（田植えを終えた祝い）や春秋の彼岸、祝儀・不祝儀などに

も作られる。

６　食される時期

　５に同じ

７　郷土食の概要

　こざき練りは、すりつぶした米を粥状に煮て、砂糖と酢で味付けして、主に夏季に冷やして食べ

る、とろみのある甘酸っぱい食品である。主食としてではなく、「米の酢の物」、あるいは「米のス

イーツ」としての位置づけである。缶詰のミカンと輪切りにしたキュウリが定番のトッピングとなっ

ている。

　米作りが盛んなこの地域では、古くから、精米後に、こざきと呼ばれる未熟な青米や砕け米などを

丁寧に選別して除くことによって、米を高品質化する作業が行われてきた。そして、選別されたこざ

きは、大きい粒のほうは味噌や自家用酒に用いられ、細かい粒のほうがこざき練りとして用いられた

のだという。
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８　原材料

　・うるち米　200ｇ

　・上白糖　　300ｇ

　・米酢　　　100ｇ

　　　　　　　（穀物酢でも可だが、米酢のほうがまろやか）

　・水　　　　900ｇ

　・塩　　　　少々

９　作り方

　① 　米は洗米後、水に２時間ほど浸漬させたら、ザルで水を

切る。（省略可だが、浸漬させた方が後の工程が短くて済

む）

　② 　すり鉢で、所定量の水の一部をお好みの粒感が得られる

まで擦る。（こざき練りは、粒感が残ってザラザラしてい

るのが特徴で、完全に粉状になるまでは擦らない。すり鉢

の代わりにミキサーを用いてもよいが、出来上がりの食感

はやや劣るといわれている。）（写真２、３）

　③ 　擦った米を全量鍋に移し、残りの水を加えて、はじめは

中火で加熱し、沸騰してきたら上白糖を全量加え、焦げな

いようにヘラでかき混ぜながら弱火で加熱を続ける。（写

真４）

　④ 　米粒に芯がなくなり、透明感がでたら米酢を全量加え、

火を止めてよく練る。

　⑤ 　粗熱が取れたら、キュウリの輪切りや缶詰のミカンなど

をトッピングする。よく冷やせばなお良い。（写真５）

10　食べ方

　食事としてというよりは、お茶うけとして、デザートとして

の位置づけである。ハレとケの両方で食される。仏前などにも

供える。客人にはおもてなしのため、かなりの量が振舞われる

こともあるという。

11　歴史・分布

　こざき練りの原型はこざきがゆにみることができる。県南横

手盆地では、「こざきを約二時間水に浸してざるにあげ、ひき

臼で１回粗挽きし、水を加え、弱い火で練り上げる。一部は糊

状になるが大部分は細かい飯粒のかゆになり、細かく切ったカ

写真１　材料　

写真２　米を擦る　

写真３　擦った米　

写真４　鍋に入れ加熱する
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ブ、キュウリなどを薄く切って入れ、ニンジンも少し入れて色

彩を添える。酢、少量の塩、砂糖などで味付けをする。10人

家族で１升のこざきがゆを作ると食べきれないほどで節米にも

なった。消化も良く体調を整えるにもよく、風邪や食欲不振の

病人にはミカンの実などを加え、珍客には白米を水に浸し、す

り鉢でつぶして作りごちそうする。」との記載がある１）２)。

　精米そのものは江戸期以前からも行われてきたが、石臼の登

場による江戸中期以降、とくに精米機が登場した明治中期以降

は盛んに精米が行われるようになり、それに伴ってこざきの量

も増加していったことが予想される。こざきの利用は、食糧難時代にも節米としてこざきがゆが重宝

されたものと考えられる。

  米を使った涼しさを感じさせる夏の酢の物としてのこざき練りは、人が大勢集まった時のお茶請

け用として、祝儀、不祝儀の取り回し料理やさなぶりの料理として用いられてきた。貴重な砂糖をふ

んだんに使い、特別なときに使われる缶詰のミカンをのせ、客人にはこざきではなく白米をすって出

すなどというのは、まさにおもてなしの心が込められたハレの食としての特徴が表れている。もちろ

ん、日常的なケの食としても食されており、こざきといえども米の一粒さえも無駄にしないという、

もったいないの精神が感じられる。

　こざき練りは、一般的にはうるち米が用いられるが、とろみが出て腹持ちもよいためもち米を加え

ることもあるという３）。また、母乳の出が良くなる、消化が良いなどのことから出産した女性に食

べさせたとの説もある３）。

12　関連する郷土食

　似たようなものに、あさづけ（秋田地域、北秋田地域、山本

地域）、粉なます（由利地域）があり、米と砂糖と酢を用いる

ことでは共通しているが、こざき練りは「こざき」の名が示す

とおり砕け米としての米の粒感を残しているのが特徴なのに対

して、あさづけ・粉なますは糊状で粒感は全くない、滑らかな

食感が特徴である３）。甘味はこざき練りのほうが強い４）。

　こざき練りにしても、あさづけにしてもトッピングにはミカ

ンやキュウリが定番となっているが、あさづけについては、県

北米代川流域ではカブやカブの葉を塩でもんでいれたり５）、

潟上地域でもカブを入れたりするとされている６，７）ことも興

味深い。

13　伝承状況

　作る頻度はとても少なくなっているが、食べたい家ではよく

作って食べられているようだ。保存性に優れたパウチ入りの加

写真５　トッピング

写真６　あさづけ

写真７　加工品　

画像提供　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会
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工品も市販されるようになり、カボチャやスイカ、リンゴ味などのバリエーションがある。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年７月22日（金）　横手市雄物川町東里　佐藤　イチ子宅

註　

　１ ）「日本の食生活全集　秋田」編集委員会編　『聞き書　秋田の食事』　農文協　1986年　117

～118頁

　２ ）農文協編『聞き書　ふるさとの家庭料理　３　雑炊　おこわ　変わりごはん』　農文協　

2003年　21頁

　３ ）秋田県食生活改善推進協議会編　『郷土食レシピ集』　秋田県食生活改善推進協議会　2002

年　21頁

　４ ）菅原真理、加藤明津子、佐藤文華、菅原千秋、高橋徹、熊谷昌則（2009）「秋田県の伝統食

品「こざきねり」の商品化への取り組み」『秋田県総合食品研究所報告11号』　17～23頁

　５ ）前掲書『聞き書　秋田の食事』　252～253頁

　６ ）秋田県農山村漁村生活研究グループ編　『改訂あきた郷味風土記』　秋田県農山村漁村生活研

究グループ　2015年　24頁

　７ ）日本調理科学会企画・編集　『別冊うかたま　伝え継ぐ日本の家庭料理　米のおやつともち』　

農文協　2019年　71頁

（熊谷　昌則）
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【　卵寒天　】

１　名称

　ここでは、卵寒天の１つとして、「雷寒天」または「ゴロゴ

ロ寒天」について紹介する。名前の由来は、卵のかたまりの部

分と液体が分離し、ゴロゴロができるところや、夏の入道雲が

沸き上がるさまが表現されているのだという。

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

　⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

　⑯　間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　県南部（角館、美郷、横手、湯沢、大仙地域）

４　伝承地の概要

　古くから米どころとして知られ、豪雪地帯の１つでもある。

５　作られる時期

　通年で作られるが、原料となる棒寒天自体の保存性は良好とはいえ、冷蔵庫がなかった（あっても

容量が小さい）時代には原料の卵や、製品自体の保存性の関係から主に冬に作られた。

　人が集まる冠婚葬祭や、地域の祭り、運動会などによく作って振舞われた。

６　食される時期

　５に同じ。

７　郷土食の概要

　卵寒天は、寒天液に砂糖と溶き卵を混ぜて固めたものである。原料の棒寒天は、昔からどこの商店

にもおいてあり、また手土産やお使い物として、またお供え物としても使われるなど、保存性もよい

ことから、どこの家庭の台所にも常備されていたものである。しかしながら、卵や砂糖は貴重品で

あったため、今でこそ、お茶請けや箸休めとしても食されるようになったが、秋田県内でも卵寒天は

他の寒天料理とは違って、元来はハレの食としておもてなし料理としてふるまわれてきたとのこと。

人数に応じて切り分けることができるため、お重に詰められた寒天料理は持ち運びが容易で、色どり

もいいことから、冠婚葬祭や祭り、運動会などの「取り回し」料理としても重宝されてきた。

－ 172 － － 173 －



８　原材料

　・棒寒天　　　　２本

　・卵Ｌサイズ　　10個

　・牛乳　　　  　400ｇ

　・上白糖　 　 　300ｇ

　・水　　　　  　500ｇ

　・水（追加分）　100ｇ

　・塩　　　　　　８ｇ

９　作り方

　① 　棒寒天（写真１）は水で軽く洗い、固く絞って小さくち

ぎり、分量の水に１時間くらい浸しておく。

　② 　卵10個をボウルに割り入れ、しっかりと撹拌する。菜箸

４本を使い、卵を切るようにする。　

　③ 　少し温めた牛乳に、砂糖と塩を加えてよくかき混ぜる。

それに②を入れさらに２分ほど菜箸でよくかき混ぜる。

（写真２）

　④ 　①を中火にかけ、木ベラでかき混ぜながらしっかりと煮

溶かす。

　⑤ 　④に③を加え最初は火を付けずよくかき混ぜる。その後

中火で焦げ付かないように木ベラでよくかき混ぜながら煮

る。（写真３）

　⑥ 　重みがついて表面が少しボコボコし、さらにデコボコに

なったら追加分の水を入れ（卵が固くならないように温度

を下げるため。）軽く混ぜ、型に流し入れる。（写真４）

　⑦　粗熱がとれたら冷蔵庫で固める。

10　食べ方

　元来、ハレの食であったが、今ではケの食として受け継がれ

ているが、客人へのおもてなしの心意気は昔も今も変わりなく

伝承されている。

　近年、寒天はおなかの調子を整える効果や糖の吸収抑制、コ

レステロールの排出作用などが明らかになりつつあり、もっぱ

ら健康志向の高い食材として人気がある。若い人が食べなく

なってきているらしいが、強い甘味もその一因と考えられる。

写真１　棒寒天

写真２　具材をかき混ぜる

写真３　寒天液を混ぜて煮る

写真４　型に流し入れる
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11　歴史・分布

　秋田県内でいつ頃から寒天料理が食されるようになったのかは実は定かではないようだ。原料の棒

寒天の製造は、寒く、乾燥した気象条件が適していた長野県において200年の歴史があるのだという。

　全国の郷土料理を聞き書きして著した『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』には寒天料理は

紹介されていない。少なくとも戦後生まれの70歳代以降は、昔から寒天料理はあったという人が多

いのは事実のようだが、果たして砂糖が貴重だった頃から、今のような寒天料理があったのかどう

か、調査する必要があると考えている。

　このように県南地域には寒天料理だけでなく、こざき練りや豆腐カステラ、赤飯など砂糖を多用す

る料理や食材が知られているが、これらは戦後に砂糖が比較的よく出回るようになってから一般化し

た可能性が高いのではないか。

12　関連する郷土食

　寒天で国内トップ企業の伊那食品工業株式会社のホームペー

ジ１）によると、卵寒天については、山形県や石川県、富山県

などでも郷土料理のひとつとして紹介されているが、秋田県の

卵寒天は卵の使用量がとても多いのが特徴である２）。また、

雷寒天は見た目というか、成型方法にも独自性がみらる。その

他、県内にはたくさんの種類の寒天料理が存在する３）４）。

【くるみ寒天】（写真５）

　① 　くるみを包丁で細かく刻む。

　② 　寒天液に砂糖、醤油を加え、砂糖が溶けたら型に入れる。

　③ 　１分半ほど経ったら、くるみを均等に乗せる。

【スイカ寒天】（写真６）

　① 　スイカを１㎝角に切る。

　② 　寒天液に砂糖、塩を加え煮る。

　③ 　透明感を大事にするため、②を細かい網などで漉す。

　④ 　スイカと寒天液を交互に型に入れる。スイカを一段入れ

たら、ある程度固まるのを待ち、寒天液とスイカを入れる。

【サラダ寒天】（写真７）

　「令和３年度　郷土料理調査事業　実施報告書」５）より

　① 　マヨネーズ、砂糖、ゆで卵、塩、キュウリ、ニンジン、

タマネギでサラダを作る。

　② 　寒天液に①を入れて、手早く混ぜる。

　③ 　型に入れ冷やす。

写真５　くるみ寒天

写真６　スイカ寒天　

写真 7　サラダ寒天　

画像提供　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会
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13　伝承状況

　若い人は寒天料理をあまり食べなくなったということもあり、家庭で寒天料理を作って食べさせる

ということが減っているが、今でも人気食材のひとつである。雷寒天などは作り方も伝承されにくく

なっており、直売所などでは加工品も売られているが、品質にはややばらつきもあるようだ。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年８月５日（金）　美郷町土崎字上野乙205番地１　美郷町北ふれあい館

　　　　　　　　　　　　　　照井　律（寒天教室　講師）

註

　１ ）伊那食品工業株式会社　かんてんぱぱの寒天教室　https://www.kantenpp.co.jp/kanten/

　　　kantendishes/　令和５年12月１日閲覧

　２ ）日本調理科学会企画・編集　『別冊うかたま　伝え継ぐ日本の家庭料理　いも・豆・海藻のお

かず』　農文協　2021年　74～75頁

　３ ）秋田県農山漁村生活研究グループ協議会　『改訂あきた郷味風土記』　秋田活版印刷　2015

年　80～81頁

　４）あきたびじょん企画室のんびり編集部編　『のんびり05』　秋田県　2013年　４～31頁

　５）「令和３年度　郷土料理調査事業　実施報告書」秋田県食生活改善推進協議会　2022年11月

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

（熊谷　昌則）
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【　豆腐カステラ　】

１　名称

　豆腐カステラ

２　特色

　①　日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域

性が高いもの。

　④　使用する食材（原材料・素材）に特色があるもの。

　⑤ 　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色があるも

の。

　⑯　間食（寒天、お菓子等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　横手市、大仙市を中心とした県南部

４　伝承地の概要

　東に奥羽山脈、西に出羽丘陵と鳥海山を望む広大な横手盆地にある。この地域は豊富な水に恵ま

れ、県内有数の米どころとして知られており、麹を多く用いた漬物や甘酒づくりも盛んである。ま

た、発酵食品が数多く伝承されている。さらに県内有数の大豆の産地として、その加工品である豆腐

カステラや豆腐巻き、豆腐かまぼこなどの豆腐料理が多く見受けられる。

５　作られる時期

　現在、各家庭で手作りする人は激減しているが、市販品が製造・販売されているため年間を通して

購入できる。

６　食される時期

　正月や冠婚葬祭の口取りとして食されるほか、日常のお茶うけとしても食されている。

７　郷土食の概要

　水分を切った豆腐と砂糖や卵などを混ぜあわせ、カステラ状に焼いた菓子である。豆腐の風味を残

したしっとりとした独特の食感が特徴であり、冠婚葬祭の口取りや日常のお茶うけに食べられた。

　かつては、各家庭で自家栽培の大豆から豆腐を作り、自宅で飼育している鶏卵を使用して作られて

いた。現在も家庭で手作りする人はいるが、その数は激減している。昭和30年代からは市販品が製

造販売されるようになり、手軽に手に入れられるようになったことから、正月やお盆などの年中行事

の口取り、日常のお茶うけや土産品としても親しまれている。
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８　原材料

　県南部の一般的な材料は、木綿豆腐、卵、砂糖、片栗粉、塩

９　作り方

【県南区の一般的な材料と作り方】

（１）材料　　・木綿豆腐　５丁（１丁400g）

　　　　　　　・砂糖　　　150ｇ

　　　　　　　・卵　　　　大３個

　　　　　　　・片栗粉　　40ｇ

　　　　　　　・塩　　　　小１

（２）作り方

　① 　木綿豆腐を三分割して大鍋に入れ、水をひたひたになる

ように加えて中火にかける（写真１）。

　② 　豆腐の中心部分が50℃くらいになるまで温め、さらしの

袋に入れて水気を搾る。（袋に少し水分を感じるくらいに

して搾りすぎない）（写真２・３）。

　③ 　ボウルに卵を割ってかき混ぜ、砂糖、塩を加えて滑らか

になるまで練っておく。

　④ 　②の豆腐に③を入れ、片栗粉を加えてフードプロセッ

サーでよく混ぜ、滑らかになったら大きいボウルに移し替

える（写真４）。

　　　※　裏ごし器やすり鉢を使ってもよい。

　⑤ 　カステラ鍋に油大さじ１を入れ、④を入れて表面を平ら

にしたら空気を抜いて中火にかけ、蓋をして９分～10分ほ

ど加熱する。

　⑥ 　カステラ鍋の四方の隅が固くなってきたら裏返して両面

を焼く。

【太田　美智子氏（横手市大森町）の作り方】

　① 　豆腐５パックを温める（写真１）。温度計を豆腐に刺し

て内部が50℃くらいになるまで火にかける。

　② 　豆腐の水分をさらし布で漉す（写真２・３）。

　　 　今回使用したさらし布は、１人で作業できるようにまな

板に引っかけられる仕様で本人のオリジナル。

　③ 　豆腐に卵、砂糖、塩、片栗粉を入れてかき混ぜる。

　④ 　③をフードプロセッサーでよく混ぜる（写真４）。

　　 　ミキサーは水分が多くないと回らないが、フードプロ

写真１　豆腐を温める

写真２　さらし布

写真３　水分を搾る

写真４　よく混ぜる
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セッサーは適度な粗さになる。

　⑤ 　④を卵焼き器に入れ、表面を平らにして（写真５）蓋を

して焼く（写真６）。豆腐がボコボコしてきたら、蓋に取

り、裏返して反対側を焼く（写真７）。この時、木蓋の裏

にアルミホイルを巻いておくと裏返しやすい。

　　　※ 　専用の卵焼き器は厚さ５㎜、内側21㎝、外側22.4

㎝の正方形。蓋は、木製で卵焼き器に合わせた特注

品。

　⑥　両面が焼けたら完成（写真８）。

　かつては熱源として七輪を使用し、専用の鍋やすり鉢で作っ

ていたが、近年ではフードプロセッサーや卵焼き用のフライパ

ンを使用する場合もある。材料として、卵白のみを使用する場

合やはんぺん、米粉・もち粉、牛乳を加えることもある。

【株式会社つじや（大仙市大曲）の作り方】

　① 　出来立ての豆腐（２４丁分）をつぶして袋に入れ、板及

び石を載せて水分を出す。

　② 　万力で、豆腐の水をしぼる。

　③ 　豆腐を撹拌機に３回投入する。

　④ 　豆腐、魚のすり身（スケソウダラ）、デンプン（バレイ

ショ:つなぎ）、卵、砂糖、みりんを撹拌機で混ぜる。

　⑤ 　④を１㎏ずつ計量し、銅鍋に入れて水を付けたヘラで表

面を平らにならす。弱火で１時間くらい焼く。銅鍋は一般

的なもので、銅鍋に引く油は食用油。ひっくり返すときは

木蓋を使用する。

10　食べ方

　冠婚葬祭の口取りやお茶うけとして食べられるのが一般的だ

が、おつまみとしても親しまれており、刺身のようにわさび醤

油をつけて食べることもある。砂糖を多く入れて焼き上げてい

るので、豆腐が入っていても比較的日持ちがよい。最近はクル

ミやレーズンなどを入れた様々なバリエーションが生まれてい

る。現在は家庭で手作りする人は少なく、市販品を購入するこ

とが多い。

写真５　平らにする

写真６　蓋をして焼く

写真７　裏返して焼く

写真８　完成
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11　歴史・分布

　県南部では江戸時代末頃から冠婚葬祭の口取りとして手作りされていたようである。平成５・６年

頃までは「料理人」または「料理じゃっじゃ」（料理作りを差配する年配の女性のこと）と呼ばれる

女性が集落や親戚の冠婚葬祭の際に頼まれて泊まり込みで出かけ、近所や親戚の人たちに仕込みを指

図したという。

　横手市周辺で豆腐カステラが商品化されたのは、市内の豆腐製造会社（藤倉食品：1935年（昭和

10年）創業）といわれている。戦後、同市四日町の朝市で売り出したのが評判を呼び、県南各地に

同じように製造販売する業者が現れた。豆腐カステラの材料である卵、砂糖、小麦粉、大豆（豆腐）

の材料はいずれも高価だったこともあり、正月や田植え、冠婚葬祭などの特別な日に食されていた。

現在では、正月や冠婚葬祭の口取り、お茶うけとして食されている。また、土産品として販売されて

いるほか、通信販売も行っている。

　一方、大曲・大仙・美郷周辺では豆腐カステラに魚のすり身を入れた「豆腐カステラ」がある。現

在、大仙市で製造販売している「つじや」の創業は158年ほど前で、初代は現社長の高祖母である辻

ジュン氏。江戸時代からの豆腐カステラには鮭とサクラマスが使われており、高級な引き菓子として

人をもてなすために作られた。大豆と魚のタンパク質が豊富で栄養価が高いため、「産後の肥立ちが

良くなる」「病中病後に良い」と語り継がれている。昨今は、スケトウダラのすり身を用いて製造さ

れている。昭和初期には、四角いすいせんなべに少量の油を入れて両面に焼き色を付けたものを「す

いせん」と呼んでいたという資料が残っている。

　カステラは長崎が有名だが、元々ポルトガルより伝わった南蛮菓子を土台にして日本独自の製法で

作られ発展した。江戸時代、日本海交易が盛んだった秋田県は、大阪や北陸から最新の文化が伝わり

やすい環境にあった。しかし、材料の砂糖や卵が庶民にとっては高価であったことから、ハレの日に

入手しやすい豆腐を使って作ったことが「豆腐カステラ」の始まりと伝えられている。

　瀬戸内海に浮かぶ下蒲刈島（広島県呉市）の朝鮮通信使資料館「御馳走一番館」には、「三汁十五

菜」を復元した料理の中に「かすていら豆腐」が紹介されている。江戸時代、朝鮮通信使が下蒲刈島

に何度か立ち寄ってた際にもてなした料理が、案内役の対馬藩主から「安芸蒲刈御馳走一番」と褒め

られたという記録が残っている。瀬戸内と秋田という気候風土の異なる土地に同じような料理がある

のは、北前船などの海運が発達し商人をはじめ人の移動が盛んだったことから、北前船航路における

物と人の交流が深くかかわっていたことが推測される。

12　関連する郷土食

　県南部で冠婚葬祭の引き出物として使われる豆腐料理に「豆腐巻き」や「豆腐かまぼこ」がある。

「豆腐巻き」は豆腐を蒸して水気を絞り、卵と片栗粉、砂糖、塩少々を加えてすり鉢ですりつぶした

ものを布と竹すのこで巻いて蒸したもの。また、「豆腐かまぼこ」は豆腐と魚のすり身（スケトウダ

ラ）に卵と砂糖を加えてトラ皮や昆布皮、のり皮、卵皮などで巻いて蒸したもので、いずれも豆腐を

主材料とした巻物である。
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13　伝承状況

　地元のＪＡや小学校等では実際に作り方を体験して伝承する活動を行っている。また、横手市の

「藤倉食品」や「渡辺食品工業」、大仙市の「佐藤食品」などの製造業者が伝統の味を伝えている。

14　現地調査日・調査地

　・令和４年８月19日（金）　横手市大森町　太田　美智子宅

　・令和５年６月20日（火）　大仙市福住町（工房）・大曲中通町１－20（店舗）

　　　　　　　　　　　　　　株式会社つじや　代表取締役　辻　卓也

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

　横手市増田地域局産業振興課　『郷土料理探訪レシピ集』　増田町物産流通センター　2008年

　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会　『改訂あきた郷味風土記』　秋田活版印刷　2015年

　遠藤隆士ほか編　『伝え継ぐ日本の家庭料理　小麦・いも・豆のおやつ』　農文協　2019年

　佐々木信子　『豆腐カステラはどこから』　魁新報　月曜論壇　秋田魁新報社　2017年4月24日付

　太田雄二　『大曲の豆腐かまぼこ』　月刊あきた　秋田県広報協会　1974年

　辻久雄　『とうふかまぼこあれこれ』　虎落笛（Communicate Magazine Omagari）1978年

（佐々木　信子）
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砂糖は１俵～スーパーのチラシから

　地元密着スーパー等のチラシ・広告は、郷土食の特色を考察するために貴重な素材である。

　事務局では、正月準備を控えた令和５年末に一部地域でスーパーのチラシを収集した。以下はその一例で

ある。

　①　県南部のスーパー　　令和５年12月23日のチラシより

　②　沿岸北部のスーパー　令和５年12月25日のチラシより

  

  

１世帯各１俵まで 

上白糖 １俵（１㎏×２０袋） 

〇，〇〇〇 円 

中ザラ糖１俵（１㎏×２０袋） 

〇，〇〇〇 円 
 

おもてなしのお料理に 

  

切たら        北海道産生真たらこ 

切かすべ       オランダ産味付け数の子 

なます         豆富かすてら 

はたはた寿司     栗入り手作り茶碗蒸し 
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【　なすの花ずし　】

１　名称

　ナスと米を使用するため、「なすの花ずし」と呼ばれる。地

域によっては、「花っこ」「なすっこ」「紋漬け」などと呼ば

れることもある。

２　特色

　②　保存用に作られるもので、地域性が高いもの。

　⑤　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

　⑪　米を使用したもの（米粉、餅、すし等を含む）で、特色があるもの。

　⑰　発酵食（漬物、調味料、飲み物等を含む）で、特色があるもの。

３　伝承地

　県南部。

４　伝承地の概要

　伝統野菜である仙北丸なす、関口なす、新処なすなど丸なすの栽培が盛んな地域である。

５　作られる時期

　２つの工程で作られ、下漬けは９月、本漬けは10月から11月である。

６　食される時期

　11月から２月までが中心である。

７　郷土食の概要

　輪切りにした大ぶりのナスを漬けて、中にもち米、菊の花、南蛮（赤とうがらし）を重ねた漬け物

である。なすの紫色、菊の花の黄色、赤とうがらしの赤色のコントラストが美しく、見た目も華やか

で正月には欠かせない一品であり、秋田の漬け物の芸術品と言われている。ナスの収穫時期になると

塩蔵して、菊が咲く晩秋に漬けて正月に食されてきた。雪深い期間が長い秋田で発達した独自の貯蔵

技術により、長期保存が可能である。

８　原材料

　・丸なす（新処なす、関口なす、仙北丸なす　等）　　　　・食用菊　　 

　・もち米（うるち米の場合もある）　　・砂糖　　　　　　・塩

　・赤とうがらし　　　　　　　　　　　・酒　　　　　　　・みょうばん
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９　作り方

【下漬け】

　① 　丸なす（写真１）１個ずつにみょうばんをまぶした後、

へたと尻を切って塩蔵する。

【本漬け】

　②　塩蔵したナスを水にいれて塩出しをする。

　③  もち米を洗って、30分くらい水に浸して普通に炊く。

　④ 　炊きあがったもち米の粗熱をとり、容器に入れて砂糖、

塩を混ぜる。もち米が完全に冷めたら酒を加えてかき混ぜ

る。

　⑤　桶にナスを口を上にして並べる。

　⑥ 　⑤に④を乗せて、その上に食用菊と赤とうがらしの小口切りを重ねて上部を笹の葉で覆う。

　⑦　⑥を繰り返し、桶がいっぱいになるまで何段も重ねる。

　　　砂糖は白砂糖で、菊が見えないくらいかける。

　⑧　重しをして、１か月ほど置く。

10　食べ方

　２週間から１か月で食べ頃になる。塩分が強いため、１つの花ずしを食べやすい大きさに切って食

する。

11　歴史・分布

　正月やハレの日の漬物として作られ、農家の女性たちが副収入を得るために朝市などで販売し発展

してきた。現地調査では、「以前は１回漬けるだけで塩辛かったが、40年ほど前から下漬けと本漬

けの二度漬けをするようになった。」とのことだった。

　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』には、代表的ななすの漬物としては、「なすのふかし

漬」が紹介されている。「なすの花ずし」という名称は紹介されていないが、「黄色い菊と赤いなん

ばん、こぼれるような紺のなすを合わせたすし漬」１）という記述がある。「なすの花ずし」という

名称が一般的になったのは、昭和60年代以降と考えられる。

　ナスを使用した漬物は県内各地にみられるが、丸なすが適しているとされる「なすの花ずし」は、

丸ナスの栽培が盛んな県南部が中心である。

12　関連する郷土食

　ナスを使用した漬物は、「なすのひゃく漬け」「なすのおく漬け」「なす漬け」「ふかしなす漬

け」などが県内各地にみられる。

【ふかしなす漬け】

　仙北丸なすが良く合うといわれる、米とこうじを多く使ったなす漬けである。皮の紺色が鮮やか

写真１　丸なす（新処なす）
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で、中の白さが際立つのが特色である。

　①　なすにみょうばんをまぶし、半日ほど陰干しにする。

　②　米を１時間ほど水に浸してから蒸す（ふかす）。

　③　みょうばんを洗いながしたなすに、②とこうじ、ザラメ等を混ぜて漬ける。

　④　重しをして、水があがってきたら重しを減らし、１か月ほどで食べ頃になる。

13　伝承状況

　現在も県南部を中心に直売所などで販売され、漬物業者からは真空パックで県内各地のスーパーや

土産物店で販売されている。

　秋田県では、「あきた伝統野菜」振興指針２）を定め、今後の方向性を示している。その中で、39

品目を選定し、「Ａ：全国に流通拡大する品目」、「Ｂ：県内需要に対応する品目」、「Ｃ：保存・

継承を図る品目」の３つのグループに区分している。丸なすは品種によって、ＢグループとＣグルー

プに区分されている。市町村、ＪＡ、あきた郷土作物研究会、あきた伝統野菜販売促進協議会等と県

庁関係課室等が連携し、生産者組織の育成、認知度向上対策、流通・販売対策などに取り組み、伝統

野菜の伝承が図られている。

　「あきた伝統野菜」の定義は、「①昭和30年代以前から秋田県内で栽培されていたもの。②地名

や人名がついているなど、秋田県に由来しているもの。③現在でも種子や苗があり、生産物が手に入

るもの。」である。本調査の対象とした郷土食は、「地域の自然環境や歴史を反映しており、概ね昭

和30年頃までに定着した日常食または行事食」であることから、「あきた伝統野菜」と密接な関係

にあると言える。

14　現地調査日・調査地

　・令和５年３月８日（火）　横手市十文字町鼎新処９６　新処会館

　　　　　　　　　　　　　　黒沢　広子、黒沢　アヤ子、佐藤　フサ子、佐藤　米子

註

　１）藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年　146頁

　２）令和３年11月策定　秋田県農林水産部園芸振興課

参考文献

　 秋田県農山村漁村生活研究グループ編　『改訂あきた郷味風土記』 秋田県農山村漁村生活研究グ

ループ　2015年

（吉尾　聖子）
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【　納豆汁　】

１　名称

　納豆汁（なっとうじる）

２　特色

　③ 　祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域

性が高いもの。

　④ 　使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

　⑤ 　調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるも

の。

　⑦ 　由来や伝承のされ方に特色があるもの。

　⑧ 　一体的に伝承される儀礼や作法などに特色があるもの。

　⑩ 　山菜やきのこを使用したもので、特色があるもの。

３　伝承地

　奥羽山脈と出羽丘陵に囲まれた県南内陸部（横手市・湯沢市・大仙市・東成瀬村等）、奥羽山脈沿

いの鹿角地域の八幡平地区・毛馬内地区、鳥海山麓に位置する由利本荘市中直根（なかひたね）地

区。鹿角地域で納豆汁を作るのは、主に八幡平地区と毛馬内地区であり、花輪地区ではほとんど作ら

れていない。

４　伝承地の概要

　きのこや山菜などが手に入りやすい山間部に分布している。いずれも県内有数の豪雪地域としてと

して知られている。八幡平・毛馬内地区は山間地で農家が多く、狩猟が盛んであるという特徴があ

る。一方、花輪地区は市街地で商家が多く、畜養鶏を飼養する文化があることから汁物に鶏肉を入れ

ることが多い。

５　作られる時期

　納豆汁の基本材料である納豆は、日常食として年間を通じて

手に入る。また、納豆汁の具である山菜やきのこ類などのは、

塩蔵、水煮、缶詰、瓶詰等の市販品が製造されているほか、納

豆汁の素も市販されている（写真１）。食材が豊富な山間部で

は、山菜やきのこ類などを冬季間の保存食として自家用に塩蔵

し保存している。

写真１　納豆汁の素
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６　食される時期

　冬の寒さが厳しくなる12月頃から２月頃に食されることが多い。特に、大晦日や正月、小正月に

は大鍋に大量に作っておき、温めなおして２～３日かけて食べる。横手市平鹿地域や鹿角地域では大

晦日から正月の行事食として食するが、山内地域では主に小正月に食べる習慣がある。また、冠婚葬

祭や来客の際に作ることがあるが、日常食として食す人もいる。

７　郷土食の概要

　ていねいにすり潰した納豆と塩蔵した山菜やきのこ類、根菜類等を味噌で調味した汁物である。納

豆の独特の風味が特徴的で、冬の行事食として主に秋田県南地域の内陸部や鹿角市などの奥羽山系、

鳥海山麓周辺に伝わっている。

８　原材料

　県南地域の一般的な材料は、納豆、里芋、油揚げ、きのこ、わらび、豆腐、ねぎなど。凍み豆腐や

高菜の漬物を入れる場合もある。また、調味料として味噌と共に甘酒を加えることもある。鹿角地域

では、サメ肉を入れることが必須である。いずれの地域でも昨今は市販の「納豆汁の素」や「納豆汁

の具」が流通しているため、いつでも手軽に食べることができる。また、インスタント納豆汁やフ

リーズドライ納豆汁なども市販されている。

９　作り方

【県南地域の一般的な材料と作り方】

（１）材料（５～６人分）

　　・つぶ納豆　　　　　　　　　　　150ｇ ・豆腐　　　　　　　　　　１／２丁

　　・里芋　　　　　　　　　　　　　中３～５個 ・油揚げ　　　　　　　　　　　２枚

　　・山菜の塩漬け（わらび、サク）　100ｇ ・ねぎ　　　　　　　　　　　　１本

　　・きのこ（サワモダシ・なめこ）　100ｇ ・からし菜（漬物）　　　　　　50ｇ

　　・ぜんまい（もどしたもの）　　　50ｇ ・煮干し　　　　　　　　　５～６本

　　・味噌　　　　　　　　　　　　　120ｇ

（２）作り方

　① 　里芋は皮をむき小さめ（２㎝程度）に切る。わらびやサク、きのこ、ぜんまいは２cmの長さ

に切る。

　② 　豆腐はさいの目切り、油揚げは１cmの長さに切る。

　③ 　ネギ、からし菜は細かく刻んでおく。

　④ 　水と煮干しでだしを取った汁に①を加え煮えたら②を入れる。

　⑤ 　納豆をすり鉢ですりつぶし④の汁を少しずつ加えて溶き混ぜる。

　⑥ 　④の汁に味噌を入れてひと煮立ちしたら、⑤の納豆の溶き汁を加える。この時、煮立てないよう

にする。
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　⑦ 　納豆汁を椀に盛り、刻みねぎをちらす。

　※　道具：すり鉢・すりこぎ（横手市十文字地区では大根で

つぶす家もある。）・大鍋

　【横手市山内地域の材料・作り方】

（１）材料（５～６人分）（写真２）

　　・つぶ納豆（40ｇ入り）　５パック

　　・いもの子（子いも）　　７個

　　・きのこ（さわもだし）　150ｇ

　　・豆腐（木綿ごし）　　　１丁

　　・油揚げ　　　　　　　　２枚

　　・ねぎ　　　　　　　　　１本

　　・だし汁（顆粒だし）　　５～６カップ

　　・味噌　　　　　　　　　適量

（２）作り方

　① 　いもの子は皮をむいて２～３センチ程度に小さく切る。

　　　わらびは２㎝、豆腐と油揚げはさいの目に切っておく。

　② 　納豆はすり鉢ですりつぶしておく。

　　（フードプロセッサーでも可）

　③ 　だし汁の中にいもの子を入れ、柔らかくなったらわら

び、さわもだし、油揚げ、豆腐を加える。

　④ 　すりつぶした納豆にだし汁を少量加えてのばしておく。

　⑤ 　③に味噌を加えて、最後に④を加える（写真３・４）。

汁を椀に盛り、小口切りにしたねぎをちらす。

　　※ 　山内地域では小正月に食べることが多く、大晦日には

いものこ汁を食べる。

【鹿角市八幡平地域の材料・作り方】

（１）材料（10人分）（写真５・６）

　　・ひきわり納豆（40ｇ入り） ２パック

　　・納豆汁の素（200ｇ入り） ２袋

　　・サメ 300ｇ（３切れ）

　　・じゃがいも 大２個

　　・にんじん 中１本半

　　・さわもたし 280ｇ（塩蔵）

　　・むきだけ 280ｇ（塩蔵）

写真２　材料

写真４　納豆を加えて完成

写真３　味噌を加える

写真５　材料
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　　・ぜんまい 約200ｇ（乾燥）

　　・ふき 約200ｇ（塩蔵）

　　・わらび 約200ｇ（塩蔵）

　　・高菜漬け　 適量

　　・豆腐（木綿ごし） １丁

　　・油揚げ ２枚

　　・角こんにゃく １丁

　　・甘酒 30ｇ

　　・味噌 適量

（２）作り方

　① 　じゃがいもとにんじんは皮をむいて１センチ程度に小さ

く切る。さめは、皮をとり除いて１㎝の角切りにする。

　② 　わらび、ふき、さわもだし、むきたけは細かく切り、ぜ

んまいは１㎝程度に切っておく。油揚げは１㎝の角切り、

豆腐と角こんにゃくはさいの目にする。

　③ 　納豆をすり鉢ですりつぶし（写真７）、納豆汁の素と甘

酒を加える。

　④ 　大鍋に適量の水をいれ、じゃがいも、人参を加えて加熱

し、柔らかくなったらさめ肉と酒少々を加えて丁寧にあく

を取る。

　⑤ 　鍋に②の材料を加える（写真８）。

　⑥ 　火が通ったら、③の納豆を少量ずつ加えて味を調整する

（写真９）。

　⑦ 　汁を椀に盛り、細かく切った高菜漬けをちらす。

　　※ 　この地区の納豆汁は、だしとして「さめ肉」を入れる

のが特徴である。また、山菜やきのこ類を多めに加える

ため具沢山の汁となっている。山菜・きのこ類の塩蔵品

や自家製の農産物がある家では、夏以外の年間を通じて

日常食として食べることもある。

　　※ 　原材料としては、カタカナ表記で「サメ」。食材とし

ては、ひらがな表記で「さめ」「さめ肉」とした。

10　食べ方

　正月は雑煮を食するのが一般的であるが、秋田県南地域の内

陸部や鹿角地域では納豆汁を大晦日に作り、正月の三が日に温

め直して食べる習慣が残っている。寒さが厳しい秋田の中でも

写真６　材料

写真７　納豆のすりつぶし　

写真８　材料を加える　

写真９　完成

－ 190 －



特に積雪の多い県南地域や鹿角地域では、野菜不足を補うために納豆や山菜等を入れて汁にして食べ

たとも伝えられる。「雪道と納豆汁は人の後ほど良い」という言い伝えがあるほど、煮詰まるとコク

が出ておいしくなる。一方、煮詰めるとどろどろになって焦げやすいため、その日食べる分だけ温め

て食べる場合や、作ったその日のうちに食べきるという人もいる。

11　歴史・分布

　納豆発祥の地は全国にあるが、横手市もそのひとつである。同地が舞台となった後三年の役

（1083～1087年）のころ、物資の供給に苦しむ源義家側に農民が兵糧としてわらで包んだ煮豆を届

けた際、数日経った煮豆が変色し独特な香りで糸を引く豆に変化してしまった。試しに食してみたと

ころおいしかったことから、農民たちが納豆として作るようになったといわれている。このいい伝え

から横手市・金沢公園に記念碑が建てられた。

　主な具となるきのこや山菜は、春や秋に採ったものを塩蔵しておき、納豆汁を作るときに塩抜きし

て使用する。手間がかかるため、冠婚葬祭などハレの日の料理として定着した。味噌汁にすり潰した

納豆が入ることで、独特のコクが生まれまろやかな味になる。納豆汁は、県南地域の内陸部では老若

男女問わず好んで食し、これを食べることを冬の楽しみにしている人が少なくない。

　一方、鹿角地域では、八幡平地区や毛馬内地区で納豆汁が作られるが、花輪地区ではほとんど作ら

れていない。鹿角八幡平地区や毛馬内地区では、青森県八戸市から運ばれるサメを入れるのが特徴で

ある。かつて花輪地域や尾去沢地域には鉱山があったため、「みさばき」という市場がにぎわってい

た。花輪朝市は400年前、江戸初期に始まったといわれている。市場には、秋田領から鮒やハタハタ

が、八戸からは塩や昆布、サメ、クジラ、クラゲ等が運ばれ、近隣の村々で収穫された野菜や季節の

山菜が売られていた。

　文献によると、千利休の『利休百会記』の献立に納豆汁が７回出された記録があり、豊臣秀吉も利

休の茶会で納豆汁を食していた。江戸時代には納豆の一般的な食べ方が各種の資料に記されている。

たとえば、幕末の風俗史書『近世風俗志―守貞謾稿』（岩波文庫）には、江戸時代の納豆の一般的な

納豆汁の食べ方として以下の記載がある。

　「納豆売り　大豆を煮て室に一夜してこれを売る。昔は冬のみ、近年夏もこれを売り巡る。

　汁に煮あるひは醤油をかけてこれを食す」

12　関連する郷土食

　山形県では、最上地方や庄内地方の食として納豆汁が紹介されている。材料や作り方はほぼ同じだ

が、里芋の茎を干して作った「いもがら」を加えるのが特徴である。また、岩手県西部の奥羽山系周

辺では冬の汁物として納豆汁が食されていた。西和賀町沢内では、やわらかく煮た大豆を藁苞に包

み、雪の中に寝かせて作る“雪納豆”で納豆汁が作られていたという記録があるが、今では幻の伝統

の技となっている。現在は、西和賀名物として納豆汁の素が販売されている。

　秋田県や山形県の一部では正月の雑煮が納豆汁仕立てになる家もある。１月７日の七草がゆの代わ

りに納豆汁を食べる習慣もあった。また、九州の熊本県や福岡県でも雑煮に納豆を加える例が見られ

る。
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13　伝承状況

　2008年に大仙市大曲商工会議所が中心になって、納豆汁を地域の代表料理として街を活性化させ

ようという取組が行われた。現在では大仙市内の十数店が認定店として提供している。店舗によって

はオリジナルメニューや納豆汁の特徴を生かしたラーメンなどもある。県南地域の各スーパーでは、

冬になると納豆汁の具材を集めたコーナーが設けられるが、最近ではお盆の帰省の時期にも店頭に並

ぶ。

　

14　現地調査日・調査地

　・令和４年12月23日（金） 横手市山内土渕字二瀬８番地４　山内公民館

 秋田県食生活改善推進協議会理事　藤田　ミキ子（横手市山内在住）

　・令和５年２月16日（金） 鹿角市花輪字下花輪155-7　サロン・ド割烹「美ふじ」

 神田　節子（鹿角市八幡平在住）

参考文献

　藤田秀司ほか編　『日本の食生活全集５　聞き書秋田の食事』　農文協　1986年

　横手市増田地域局産業振興課　『郷土料理探訪レシピ集』　増田町物産流通センター　2008年

　秋田県農山漁村生活研究グループ協議会　『改訂あきた郷味風土記』　秋田活版印刷　2015年

　遠藤隆士ほか編　『伝え継ぐ日本の家庭料理　汁物』　農文協　2019年

　鹿角市　鹿角市史民俗調査報告書第一集　『八幡平の民俗』　1988年

　鹿角市　鹿角市史民俗調査報告書第二集　『花輪北地区の民俗』　1989年

（佐々木　信子）
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秋田県の郷土食調査を振り返って
今後の食の文化財保護を見据えて

第４章





はじめに

秋田県郷土食調査は、47都道府県の先陣を切って実施された国の文化財補助金を利用した食の調査

事業である。これまで国（文化庁）は、無形の民俗文化財に関する全国レベルの調査を積極的に推進

してきた。国庫補助事業として各都道府県が行った民俗文化財調査には、民謡緊急調査（昭和54年～

平成元年）、諸職関係民俗調査（昭和58年～平成5年）、民俗芸能緊急調査（平成元年～）、祭り・行

事調査（平成5年～）などがあり、その成果から都道府県や国の民俗文化財に指定・選択されたもの

も多い。

拙稿は、令和３年度から令和５年度にかけて秋田県が事業者となって実施した郷土食調査を振り返

り、そこから見えてきた民俗文化財としての食の保護の可能性や意義、また民俗文化財としての食の

調査のあり方や課題などについて覚書的に整理したものである。なお、調査期間は、新型コロナウィ

ルス感染症がまん延した時期とほぼ重なっている。そのため、必ずしも当初予定していたような動き

が満足に取れなかった点もあったことを先にお断りしておく。

１ 文化財保護と「食」―文化財保護行政は「食」をどう捉えてきたか

「食」が文化財という枠組みで注目されるようになってきたのは最近のことのように思われる人も

多いだろう。すぐに頭を過ぎるのは、「和食 日本人の伝統的な食文化」のユネスコ無形文化遺産の

代表一覧への記載（平成25年）ではないだろうか。確かにこの和食記載のインパクトは大きく、これ

を起点に文化財としての食の保護が盛り上がってきたことは事実である。間接的には、それが後述す

る令和３年の文化財保護法改正（以下、文化財保護法改正は単に「法改正」と表記する）による無形

の民俗文化財の登録制度の新設まで影響を与えたといっても過言ではないだろう。

ただ、最初に確認しておきたいのは、それ以前から食は文化財保護の対象として視野に入れられて

いたということである。しかもそれは和食記載から半世紀以上遡る。文化財保護法第２条第３項では、

民俗文化財を「衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれら
．

に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできな

いもの」と定める。この定義の基本は、昭和29年の法改正で登場した。このとき初めて「民俗文化財」

（法改正当初は「民俗資料」といっており、昭和50年の法改正で「民俗文化財」と改められるが、拙

稿では混乱を避けるため、「民俗文化財」で統一表記する）という種別が設けられた。食は、約70年

前からすでに保護対象として視野に入れられていたのである。実際にその後、指定される重要有形民

俗文化財「樽床・八幡山村生活用具および民家」（昭和34年指定）や「小河内の山村生活用具」（昭

和39年指定）などには、鍋や釜、椀膳、箸など食に関する用具類も含まれている。このように食は、

かなり早くから民俗文化財として保護対象とされていたのであり、和食記載などの動向からにわかに

生じた全く新しい動きではなかった点は、今一度確認しておく必要があるだろう。

ただその一方で、特に無形の民俗文化財に限ってみれば、食を保護対象とすることに困難を伴った

ことも事実である。和食記載≒食の保護の始まりというイメージの一因もここにある。では、この困

難にはどのような理由があったのだろうか。

まず無形の民俗文化財としての食とは、実態としてどのようなものをいうのか確認してみたい。国
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が無形の民俗文化財として保護対象とした食、あるいは今回の郷土食調査で対象とした食をみると、

端的にいえば、それは食べ物とそこに至る加工・調理の技術を中心としているといえよう。自然界の

事物が人の体内に入るまでの流れは、大きく図表１のようになろう。

この流れに様々な作法

や禁忌、信仰、用具など

が生態環境、歴史環境、

社会環境などとも相関し

ながら絡みつくことで各

地に豊かな食文化が生ま

れてきた。文化庁が「各

地で古くから継承されて

いる食習俗・技術（例えば、郷土食・行事食に関する習俗・技術）について、無形の民俗文化財とし

ての登録、指定」を進めるといって（安藤2022・25頁）、実際に保護の網を掛けた食の例をみると、

その直接的対象は、図表１の太字点線の囲み部分となろう。つまり、食べられる状態に調理された料

理と、その前段階まで原材料を加工した食材・調味料というの２つの「食べ物」に至る加工や調理の

技術が保護対象の中心となっているといえよう。何気ないことではあるが、この点を改めて確認して

おきたいのは、これまでの食と文化財保護との関係を振り返る時、この点が重要となるからである。

ところで、現在の文化財保護法における民俗文化財の保護手法をまとめると図表２のようになる。

無形の民俗文化財のそ

れには指定、選択、登

録という３つの保護手

法がある。このうち登

録は、令和３年に新設

されたばかりの保護手

法であり、それまでは指定と選択の２つの保護手法であった。さらに遡れば選択が先行し、後から指

定が加わっている。選択は、先の昭和29年の法改正で設けられており、実に70年近い歴史をもつ。当

時の選択基準には３つの項目があり、そのうちの第１項「次に掲げる無形の民俗資料のうち、その由

来、内容等においてわが国民の基盤的な生活文化の特色を示すもので、典型的なもの」に「衣食住に
．

関するもの。たとえば服飾習俗、飲食習俗、居住習俗等」と掲げられる。ここからも食が当初より保
．．．．

護対象として視野に入れられていたことが読み取れる。にもかかわらず、実際選択された無形の民俗

文化財をみると、「正月行事」（昭和29年）をはじめ、「田植えに関する習俗」（昭和30年）、「狩猟習

俗」（昭和32年）などといったように、多くは行事や習俗に関する行為や言葉、しかもどちらかとい

えば地域社会で受け継がれてきたそれであった。この選択制度導入から遅れること約20年、昭和50年

の法改正で指定が加わった。指定では、当該文化財を直接的に担う人々／保護団体を特定することが

必須となり、「早池峰神楽」（昭和51年・岩手県）や「京都祇園祭の山鉾行事」（昭和54年・京都府）、

「秋田の竿灯」（昭和55年・秋田県）などが次々と指定されたが、食に関する指定はほぼ皆無であっ

た。今日、国指定の重要無形民俗文化財といえば、祭り・行事や民俗芸能を思い浮かべる人が多いだ

猟／漁
採集
栽培

（流  通）
加⼯

（⼀次加⼯）
調理

（⼆次加⼯）

盛り 付け
飲  ⾷

⾷べ物とその加⼯・調理技術

習俗（作法、禁忌…） 信仰 制度 ⽤具
⽣態環境 歴史環境 社会環境

図表１ ⾷をめぐる流れと⽂化財保護

⾃然
素材

原料
材料

⾷べ物１
⾷材
調味料

⾷べ物２
料理

⼈
体内

種別 分野 ジャンル 保護⼿法（開始年）

有形の⺠俗⽂化財
指定：重要有形⺠俗⽂化財（昭和29年〜）
登録：登録有形⺠俗⽂化財（平成16年〜）

図表２ ⽂化財保護法における⺠俗⽂化財の保護⼿法

⺠俗⽂化財
⾵俗慣習
⺠俗芸能
⺠俗技術無形の⺠俗⽂化財

指定：重要無形⺠俗⽂化財（昭和50年〜）
選択：記録作成等の措置を講ずべき無形の⺠俗⽂化財（昭和29年〜）
登録：登録無形⺠俗⽂化財（令和３年〜）
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ろう。そうしたイメージの遠因には、この選択や指定による偏重的ともいえる実態が少なからず反映

されているといっても過言ではない。

２ なぜ食を文化財保護できなかったのか―学術的な要因

では、なぜ偏りが生じ、食の文化財保護が進まなかったのだろうか。そこには大きく２つの要因

を指摘できるように思う。１つは学術的な要因、もう１つは行政的な要因である。

学術的な要因とは、端的にいえば、民俗学の成果が民俗文化財としての食の保護に馴染みにくかっ

たということである。昭和29年の法改正で民俗文化財を導入するに先立ち、文化財保護委員会（後の

文化庁）は検討委員会を起ち上げている。そこには柳田國男をはじめ折口信夫、澁澤敬三などの錚々

たる民俗学者が名を連ねていた。このことは、彼らの民俗学をベースにして民俗文化財が定義され、

保護の可能性が模索されたことを意味していよう。例えば、典型的なのは、有形の民俗文化財の指定

基準である。それは明らかに「民具」の名付け親たる澁澤敬三が民具収集のガイドラインとして編ん

だ『民具採集調査要目』の分類をほぼ援用している。それ故、初期の指定にも澁澤敬三の関わった資

料群が少なくなかった。同様に無形の民俗文化財についても、柳田國男や折口信夫の民俗学をベース

にしたことは想像に難くない。２人の研究分野は広範にわたるが、食に関していえば食べ物やその加

工・調理技術を正面から扱った成果はあまりみられない。柳田國男の食に関する議論といえば、『食

物と心臓』（昭和15年）や『明治大正史世相編』（昭和６年）などが思い浮かぶ。そこでは米のもつ

根源的な力への注目、その米を用いた鏡餅は心臓を模しているという仮説、食べるという行為を通じ

た神と人との交渉、食べ物の共有と汚穢や禁忌との関係、そして酒の飲み方の変遷、温かい・柔らか

い・甘い食べ物への嗜好と女性との関係などが取り上げられる（柳田1931、柳田1940）。いずれも興

味深い論点ではあるが、食べ物やその加工・調理技術を考究するというよりは、食をめぐる習俗や信

仰を読み解く作業であったといえよう。折口信夫についても食への言及はしばしばみられるが、神仏

を「まつる」ことの原義を神仏に食べ物を奉ることに求めるなど方向性は柳田と軌を一にする（折口

1930）。要するに、当時の民俗学の対象としての食とは、暮らしへアプローチする切り口ではあった

ものの、食べ物とその加工・調理技術というよりは、食をめぐる習俗や信仰、すなわち人と食との文

化的な関わりであり、そこから日本文化や日本人の精神性、またその変遷などに接近することを主な

目的としていた。当時の民俗学では、食べ物やその加工・調理技術について、祭り・行事や民俗芸能

のように分布図を作成したり、そこから地域性や変遷を読み取ったりといった展開もほとんどなされ

なかった１）。

こうした学術的な事情から、文化財保護の対象に食が入っていたにも関わらず、実際に保護の網を

掛けるには至らなかったのではないだろうか。選択基準にあった「飲食習俗」という表記も、このこ
．．

とを象徴していよう。実際選択された「正月行事」や「田植えに関する習俗」などの中でも食に触れ

られるが、それはあくまで禁忌や供物といった習俗や信仰の面からであった２）。

３ なぜ食を文化財保護できなかったのか―行政的な要因

行政的な要因は、端的にいえば、食の枠組みや担い手を見定めにくいということに尽きる。この
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点は、無形の民俗文化財としてこれまで保護されてきた祭り・行事や民俗芸能と比べてみると分かり

やすい。議論の余地があるとはいえ、祭り・行事や民俗芸能は、それが行われる日時や場所がある程

度決まっており、その直接的な担い手も特定しやすい。もちろん、場所や日時は、社会状況や時代状

況に応じて変わることもあるが、それでもハレの日、ハレの場という民俗的意味をもった限定的な日

時や場所を見定めることは不可能ではない。担い手についても、それ自体が流動性をもち、間接的な

担い手もいるとはいえ、中心となって受け継いでいる人々を把握しやすいことも事実である。しかも、

それが地域社会を基盤に「〇〇保存会」「〇〇振興会」といったような任意団体となっていることす

らあり、行政はここに指導・助言を行ったり、支援金を交付したりすることが容易にできた。このよ

うに保護すべき枠組みや担い手がある程度見定められたが故に、祭り・行事や民俗芸能は無形の民俗

文化財として保護対象とされてきたといえよう。

ところが、これを食に当てはめようとすると途端に上手くいかなくなる。食の多くは、日常の暮ら

しのなかで家々・個々人によって作られて食べられており、その日時や場所といった枠組みや担い手

を明確に特定するのは容易ではない。そのため、担い手を統括するような団体を組織化することも難

しい。

こうした枠組みや担い手の曖昧な食に行政が保護の網を掛けることはなかなか難しい。その結果、

食は無形の民俗文化財として十分保護されてこなかったといえよう。特に保護団体を特定しなければ

ならない指定では、保護の網を掛けることはほとんど不可能に近かったとすらいってよい。なお、行

事食・儀礼食は、日時や場所、担い手をある程度特定できるが、一方でそれはあくまで行事や儀礼の

一部であり、食だけを取り出して保護することは必ずしも生産的ではなかったといえる。その意味で

は、重要無形民俗文化財の「上州白久保のお茶講」（平成２年・群馬県）や「発光寺の強飯式」（平

成８年・栃木県）などは儀礼食・行事食にも注目しながら指定されたとみることもできる。

４ 民俗技術、そして登録の新設

こうしたフェーズが変わり始めるのが、

平成16年の法改正である。この法改正では、

有形の民俗文化財に登録が新設されたほか、

無形の民俗文化財について民俗技術という

ジャンルが加えられた。民俗技術は、それ

までの風俗慣習（主に祭り・行事）や民俗

芸能以外のもの、端的にいえば、暮らしの

中で受け継がれてきた製作・製造の技術を

指している。民俗技術の新設が画期的だっ

たのは、祭り・行事や民俗芸能の行われる

ハレ／非日常という限定が外れたことであ

る。つまり、日常の行為や言葉にも保護の網を掛けることが可能となった。例えば、桶屋や鍛冶屋、

船大工などといった職人の日々の仕事／技術にも保護の網を掛けることができるようになったのであ

昭和25年

昭和29年 ⽂化財保護法改正
⺠俗⽂化財の登場
有形の⺠俗⽂化財の指定の新設
無形の⺠俗⽂化財の選択の新設

昭和50年 ⽂化財保護法改正 無形の⺠俗⽂化財の指定の新設

平成16年 ⽂化財保護法改正
有形の⺠俗⽂化財の登録の新設
無形の⺠俗⽂化財に⺠俗技術のジャンル追加

平成20年
平成25年
平成30年
令和元年

⽂化財保護法改正 無形の⺠俗⽂化財の登録の新設

⽂化財保護法制定

⺠俗技術「能登の揚浜式製塩の技術」の指定
和⾷のユネスコ無形⽂化遺産代表⼀覧表記載
⺠俗技術「四国⼭地の発酵茶の製造技術」の選択
⽂化庁⻑官決定「郷⼟⾷調査実施要項」
⺠俗技術「阿波晩茶の製造技術」の指定

秋⽥県郷⼟⾷調査の開始
⺠俗技術「讃岐の醤油製造技術」の登録
⺠俗技術「⼟佐節の製造技術」の登録
⺠俗技術「⽯鎚⿊茶の製造技術」の指定
⺠俗技術「能登のいしる・いしり製造技術」の登録
⺠俗技術「近江のなれずし製造技術」の登録

図表３ ⺠俗⽂化財の保護⼿法の歴史と⾷の保護

令和３年

令和５年
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る。

では、この民俗技術の新設によって食の保護が進んだかといえば、必ずしもそうとは言い切れない。

残念ながら、そこでも先に触れたような学術的および行政的な要因が大きな壁となって立ちはだかっ

ていたといわざるを得ない。加えて職人は、近代以降結成される組合を別とすれば、個々人で技術を

保持することも多く、その技術を秘匿することすらあった。そのため、トップダウン的に行政が職人

を組織化しなければならず、これが保護を進めるにあたって大きな課題ともなった。

そうした中で、重要無形民俗文化財に指定された「能登の揚浜式製塩の技術」（平成20年・石川県）

や「阿波晩茶の製造技術」（令和３年・徳島県）、「石鎚黒茶の製造技術」（令和５年・愛媛県）など

は白眉ともいえるが、いずれもその技術的特色が顕著であるうえ、現状では周辺に類似技術もみられ

ない（ということは技術を保持する人を特定し、組織化しやすい）という事情があったことは留意し

ておかなければならない。要するに、地域という枠の中で技術も担い手も特定しやすいという特殊な

条件が揃っていたのである。逆にいえば、そうした条件をクリアしなければ、民俗技術というジャン

ルをもってしても食を重要無形民俗文化財に指定することは難しかったといえよう。

そうした中で行われたのが、令和３年の法改正であった。この法改正で無形の民俗文化財に登録制

度が新設された。これについては賛否両論あるようだが、無形の民俗文化財としての食の保護という

点からいえば、高く評価されてよいように思う。既存の選択・指定と登録との違いを整理すると、図

表４のようになる。端的にいえば、解除規定をもちながら保護団体の特定を必須としないというのが

登録の特徴であり、それは指定と選択との間に位置する保護手法とみることができる。解除規定があ

るということは、裏を返せば文化財としての枠組みが明確ということである。枠組みに問題が生じれ

ば解除も視野に入ってくる。いっぽう保護団体を特定しなくてもいいということは、担い手を明確に

しなくてもいいということ

である。

文化財として食を登録す

ることの意義について文化

庁は、「制度による直接的

な効果」とともに「身近な

食文化の価値への『気付き』を提供しその活用を促す」（安藤2022・22頁）としている。食文化の振

興という大きな枠組の中に文化財保護を入れる文化庁の姿勢には注意しておきたい。食文化の振興の

ため食の多様性や変容性／発展性を踏まえた保護手法・登録を新設したというわけである。この適度

な緩やかさをもった登録を新設したことで、食への保護は一気に進展してきた感がある。令和５年11

月現在、食に関する登録無形民俗文化財は、「讃岐の醤油製造技術」「土佐節の製造技術」（令和３年

・香川県）、「能登のいしる・いしり製造技術」（令和５年・石川県）「近江のなれずし製造技術」（令

和５年・滋賀県）となっている。法改正からわずか２年ですでに４件もの食に保護の網を掛けている

のである。秋田県の郷土食調査事業は、こうした中で実施されたものであり、今後、調査対象の中か

ら無形の民俗文化財として保護されるものがでてくることを期待したい。

解除規定 保護団体
指定 重要無形⺠俗⽂化財 特定必須
登録 登録無形⺠俗⽂化財
選択 記録作成等の措置を講ずべき無形の⺠俗⽂化財 なし

保護⼿法と⽂化財の種類

図表４ 指定・登録・選択の運⽤上の違い

あり
特定せずも可
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５ 郷土食調査とは―文化財保護を見据えた食の調査の意義と課題

無形の民俗文化財としての保護に寄与すべき郷土食調査とはどのようなもので、何に留意しなけれ

ばならないのだろうか。今回の郷土食調査に関わった経験から、調査のあり方や課題、報告書に盛り

込むべき情報などについて簡単に整理して今後への一助としたい。

なお、「郷土食」については、令和元年10月１日文化庁長官決定「郷土食調査実施要項」ですでに

用いられている語であり、改めて定義づける必要はないだろうが、それでも調査委員会ではこの語に

関する共通理解が話題となった。本報告書でも高橋正委員長による見解が示されていることから深入

りはしないが、一方で矢野敬一が戦前・戦中の食糧難を背景とした国民食をベースに生まれてきたも

のであることを指摘しており（矢野2007）、山形県の笹巻を調査した服部比呂美も「郷土食」を冠す

る戦中資料等を用いながらこれを後付けたうえで、そうした手垢の付かない語として「共感食」を提

示している（服部2023）。もちろん、本調査でいう「郷土食」にはこうした意味は直接的には含まれ

ていないが、「郷土」の語を用いた言葉の成り立ちとして留意しておきたい。

６ 誰に調査するか、あるいは調査地の問題

食の担い手を明確化しにくいことはたびたび指摘してきたが、調査においてもこれが大きな問題と

なってくる。食の担い手を追求していくと、実は無限な拡がりをみせる。原材料を調達する人や、そ

れを流通させる人なども広い意味で食の担い手であるし、食べる人は今では世界中に拡がっていると

もいえる。従って、調査対象となる人も無限に拡がっていくことになる。郷土食という点に鑑みれば、

一定地域で、対象となる食べ物を加工・調理する人や食べる人ということになろうが、この一定地域

がまた単純に＝調査地とし難いのも食である。祭り・行事や民俗芸能では、それを直接担う人々の暮

らす地域（近年は地域外からの担い手もみられる）が調査地となる。しかし、食では、その食べ物を

加工・調理し、食してきた地域が地理的にかなりの広がりをもつことも多い。そうした広い地域を悉

皆的に調査することは現実的ではなく、その中から調査地を選定しなければならない。本調査で筆者

の担当したハタハタずしでいえば、県内沿岸部を中心に全県的に広く作られ食されてきており、その

中から今回はハタハタ漁を現在も盛んに行っている男鹿市域を調査地に選定した。かすべ煮でも、県

内沿岸部で広く作られ食されるだけでなく、県域を越えた山形県などでもみられるが、今回は祭礼と

の関係も意識して秋田市土崎を調査地とした。逆にいえば、未調査の地域も多く、そこでの加工・調

理技術や食べ方の実態まで詳細に把握できたわけではない。このように調査地をどこに定め、誰に調

査するかに関しては、自明ではなく、簡単に決めることのできない現実がある。

７ 何を調査し、何を記述するか

すでに登録無形民俗文化財となっている事例を鑑みると、観察や聞き取りする内容の中心は、食べ

物とその加工・調理技術といえる。こうした点も踏まえて今回の調査事業では、「名称」「特色」「伝

承地の概要」「作られる時期」「食される時期」「郷土食の概要」「原材料」「作り方」「食べ方」「歴史

・分布」「関連する郷土食」「伝承状況」「現地調査日・調査地」「参考文献」といった項目が設けら

れた。加えて食べ物や加工・調理の実際の様子などの写真もふんだんに利用している。記載内容の多
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くは、現地での観察と聞き取りのデータであり、現状のみならず、聞き取りできる範囲での過去の様

子も調査することで、変遷を押さえることにも努めている。また、文書類や既存の報告書などもでき

るだけ活用し、変遷に厚みを加えるとともに歴史や分布にも可能な限りせまっている。このほか、作

法や禁忌、関連する言い伝え、用具などについても極力把握・記述するようにした。

８ どのように記述するか―多様性と軸の併記

これらの記述には、従来の民俗学で対応できた部分とそうでない部分がある。特に加工・調理技

術については、家政学や栄養学などのほうが実績のある面も少なくない。この点からは加工・調理技

術の記述について議論の余地を生む。例えば、加工・調理を学ぶ側に立った記述、栄養に配慮した記

述などもありうるわけで、それを無形の民俗文化財の記述とどう折り合いを付けるか否かの判断に迫

られる。どのように記述するかという点は、無形の民俗文化財としての食をどう捉えるかという問題

にも結び付くうえ、そもそも何のため、そして誰に向けて、調査報告書を作成するかという問題とも

絡んでくる。

その点で配慮しなければならないのが、加工・調理技術の多様性である。加工・調理技術は、家々

や個々人で常に試行錯誤され、様々な工夫が凝らされている。それは世代によっても異なる。極端に

いえば、同じ調査地でも調査する家や個人によってバラバラなのである。これをどう記述すべきなの

か。少なくともそこには決まりも正解もない。ただ、この多様さが、食を今日まで受け継がせており、

今後も受け継がせていく可能性を拓くとみることができよう。従って、多様さは多様さとしてできる

だけ記述すべきであろう。この点は、食べ物の名称についてもいえ、地域によっても世代によっても

異なる名称が複数あることも多く、調査ではできるだけすべての名称を拾う必要がある。

それと同時に重要なのが、軸となるものをいかに見出せるかである。多様性は事例の集積から自ず

と明らかになるが、この軸の見出しは調査者に委ねられている。そこにこそ専門家が調査する意味も

あるといえる。ハタハタずしであれば、図表５のように、ハタハタと米を用い、ハタハタの下ごしら

え→すし飯をつくる→ハタハ

タとすし飯を漬け込む、とい

った３つの工程を踏む。また、

下ごしらえは、ハタハタの頭

や内臓などの除去→ハタハタ

の臭みの除去の段階を踏むこ

とも共通する。また、

かすべ煮でも、乾物の

カスべを用い、基本的

に図表６のような４つ

の工程を踏む。こうした共通の材料と工程を、各々の事情に引き付けつつ、そこに各々の工夫を凝ら

すことで、一見バラバラにみえる加工・調理技術が生まれている。この軸となる部分が無形の民俗文

化財として保護される際、評価のポイントとなり、また暗黙の了解とはいえ維持すべき部分となる可

ハタハタと
⽶を⽤い →

すし飯を
作る

→
ハタハタとすし飯を
漬け込む

→

ハタハタの
下ごしらえ

頭・内臓等
の除去

臭みの
除去

図表５ 軸の⾒出し（ハタハタずし）

乾物のカスベを
⽤い

カスベを
⽔で戻す

→
ヌメリを
除去する

→
下茹で
する

→
味付けしな
がら煮込む

図表６ 軸の⾒出し（かすべ煮）
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能性が高い。もちろん、この軸は固定化、強制化されるべきものではないが、食の特色や評価を、あ

る程度の客観性をもって発信するうえでも必要なこととなろう。

このように多様性を担保しつつ基本となる軸を見出して併記していくことこそ郷土食調査の本懐と

もいえよう。というのは、この点が農林水産省などによる食の調査と決定的に異なる部分とも思われ

るからである。農林水産省の成果などみると、食べ物やその加工・調理技術を客観的に把捉しようと

するあまり、材料の分量や加工・調理の時間や手順をレシピのように記載していることも多い。あく

まで一例として記載しているとはいえ、その記載自体が独り歩きして「本物」という誤解を生じさせ

る危険を孕んでいよう。民俗文化財としての食の記述では、こうした危険を避ける意味でも、基本軸

と多様性とのバランスのとれた併記が求められるだろう。その点でいえば、今回の郷土食調査の記録

は一つのきっかけに過ぎず、そこに今後さらなるデータを常に蓄積させていくことこそ重要であり、

そうして食の豊かさを無限に拓くことこそ、食文化を振興させ、後世に受け継いでいく原動力となる

のではないだろうか。

９ 業者という担い手をどう考えるか

こうした多様性と基本軸を併記する郷土食調査で留意しなければならないことに機械の利用があ

る。世代を超えて受け継がれてきた加工・調理であっても、今日では機械を用いることがたいへん多

い。このことは逆にいえば、機械を用いることで今日までその食が受け継がれてきたという見方もで

きる。従って、機械の利用も当然、食の現実として記録すべきであろうが、その際特に注意したいの

が、その機械の大型化と業者の問題である。業者が加工・調理する場合、自家消費を超えて大量に加

工・調理するために機械を用いることが多く、その際、専用施設を伴うことも少なくない。大型機械

というブラックボックスのなかで効率的に加工・調理される点をどう評価すべきだろうか。

今回の調査対象の中にも、大型機械や専用施設を用いて効率よく大量に加工・調理する業者の食が

含まれている。業者は利益を追求しながら食を販売するから、できるだけ効率よく大量に加工・調理

するのは当然である。こうした業者の活動には功罪がある。加工・調理を日々の暮らしから遊離させ、

家々で持ち伝えてきた食を駆逐した面があるいっぽうで、食を今に受け継ぎ、また社会に広く認知さ

せることに一役買っている事実がある。従って、業者の加工・調理する食を除外することは現実的で

はない。文化庁の「郷土食調査実施要項」でも「商品化や産業化の傾向や現状がみられるものについ

ては、その実態についても調査すること」としている。従って、食の現代的展開の１つとして実態を

押さえると同時に、かつて暮らしのなかで家々が加工・調理していた様相もおさえることで変遷を明

らかにすることが肝要だろう。

食が業者の手に渡ることにはある種の危険性も伴う。それは食の「所有者」が生まれる可能性が高

まることである。業者は、経営を軌道に乗せるため、当然、他との差別化を図る。最もわかりやすく、

手っ取り早い手段は味であろう。不味いものは売れないから、できるだけ美味しいもの、しかも他と

比べて美味しいものを追求・宣伝することになるだろう。本来美味しいか否かは主観の問題であり、

「郷土食調査実施要項」でも味覚（美味しい・まずい等）への偏重には注意を促しているが、業者か

らすれば味の良し悪しが確実に経営にも跳ね返ってくるためどうしても無視できない。結果として、

その味を生み出す加工・調理技術や原材料でも差別化が図られ、さらには歴史性／伝統性でも差別化

が図られることとなる。「本家」「元祖」「本物」「本流」などといった物言いは、同時に「紛い物」「偽

物」「亜流」などを生み、やがてはそれらを排他することに繋がる。生の基本行動たる食は、本質的

に誰のものでもあり、誰のものでもないから、日々の暮らしで家々が加工・調理する分においてはこ

の問題は起こりにくい。しかし、これが業者に手に渡り、暮らしから遊離して経済競争に晒されるよ

うになると、「所有」や「権利」の問題として表面化してくる可能性が高まる。数年前、紙上を賑わ

せた愛知県の八丁味噌をめぐる問題などはこれを象徴している。秋田県でいえば、例えば、きりたん

ぽは、今や「秋田の郷土料理」として全国に広く認知され、県内の家々でも食されており、食材や味

には家々による違いもみられる。一方でいくつかの業者がこれを加工・販売しており、調理・販売す

る飲食店もある。さらに鹿角や大館など県北には、地域振興も兼ねつつ発祥・本場と称する地域もあ

る。オーセンティシティの議論は民俗文化財については全く馴染まないものの、歴史や変遷も含めた

こうした実態をどう記録し、また保護や振興に繋げていくかは今後慎重に検討していく必要があるだ

ろう。その点では「権利」を主張する「所有者」≒保護団体を特定しなくてもいい登録は、絶妙な保

護手法といってよい。

この問題は、特に保護や振興の段階になって生じるように思われるが、実は調査の段階でも起こり

うる。例えば、自らが加工・調理する食こそ「本物」と主張する業者が、自分のところの食以外の調

査は認めないということもありうるし、逆に秘伝／門外不出であり（その権威を高める意味でも）調

査させないということもありうる。筆者自身も今回の調査でこうした事例に遭遇している。こうした

業者のエゴは、食を広く社会に認知させる一方で、それのみがモデルとなって独り歩きし、結果的に

歪な画一化と普遍化が進み、本来家ごとに異なるほど豊かであった多様性を喪失させる危険がある。

このことは対応を一歩間違うと大きく拗れてしまう可能性もあり、今後、重々肝に銘じて相当真剣か

つ慎重に向き合っていく必要があるだろう。

おわりに―調査の先に、今後の課題

全国初の試みであった秋田県郷土食調査は、手探りで進めてきたことも多く、留意すべき点や課

題も少なくない。それでも従来の農林水産関係で実施されてきたそれとはまた異なった民俗文化財と

しての調査報告書が完成したことは間違いない。

コロナ禍ではあったが、事務局の秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室の努力と関係者・県民の協

力により、これまでにないほどの膨大なデータも集積された。把握された食のなかには、隣県など他

地域との関連を想起させるものも少なくない。その点では、今後、これらの食を列島規模でみていく

必要もある。当然ながら、そのためには全国的なデータの集積が不可欠であろう。県外とも比較しな

がら俯瞰的にみることを通して、秋田の食のさらなる特色や魅力を発見できるかもしれない。残り46

都道府県でも速やかに同様の調査がなされることを期待したい。

註

１）昭和37年度から39年度にかけて都道府県単位で実施された「民俗資料緊急調査」からは、後に食
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その味を生み出す加工・調理技術や原材料でも差別化が図られ、さらには歴史性／伝統性でも差別化

が図られることとなる。「本家」「元祖」「本物」「本流」などといった物言いは、同時に「紛い物」「偽

物」「亜流」などを生み、やがてはそれらを排他することに繋がる。生の基本行動たる食は、本質的

に誰のものでもあり、誰のものでもないから、日々の暮らしで家々が加工・調理する分においてはこ

の問題は起こりにくい。しかし、これが業者に手に渡り、暮らしから遊離して経済競争に晒されるよ

うになると、「所有」や「権利」の問題として表面化してくる可能性が高まる。数年前、紙上を賑わ

せた愛知県の八丁味噌をめぐる問題などはこれを象徴している。秋田県でいえば、例えば、きりたん

ぽは、今や「秋田の郷土料理」として全国に広く認知され、県内の家々でも食されており、食材や味

には家々による違いもみられる。一方でいくつかの業者がこれを加工・販売しており、調理・販売す

る飲食店もある。さらに鹿角や大館など県北には、地域振興も兼ねつつ発祥・本場と称する地域もあ

る。オーセンティシティの議論は民俗文化財については全く馴染まないものの、歴史や変遷も含めた

こうした実態をどう記録し、また保護や振興に繋げていくかは今後慎重に検討していく必要があるだ

ろう。その点では「権利」を主張する「所有者」≒保護団体を特定しなくてもいい登録は、絶妙な保

護手法といってよい。

この問題は、特に保護や振興の段階になって生じるように思われるが、実は調査の段階でも起こり

うる。例えば、自らが加工・調理する食こそ「本物」と主張する業者が、自分のところの食以外の調

査は認めないということもありうるし、逆に秘伝／門外不出であり（その権威を高める意味でも）調

査させないということもありうる。筆者自身も今回の調査でこうした事例に遭遇している。こうした

業者のエゴは、食を広く社会に認知させる一方で、それのみがモデルとなって独り歩きし、結果的に

歪な画一化と普遍化が進み、本来家ごとに異なるほど豊かであった多様性を喪失させる危険がある。

このことは対応を一歩間違うと大きく拗れてしまう可能性もあり、今後、重々肝に銘じて相当真剣か

つ慎重に向き合っていく必要があるだろう。

おわりに―調査の先に、今後の課題

全国初の試みであった秋田県郷土食調査は、手探りで進めてきたことも多く、留意すべき点や課

題も少なくない。それでも従来の農林水産関係で実施されてきたそれとはまた異なった民俗文化財と

しての調査報告書が完成したことは間違いない。

コロナ禍ではあったが、事務局の秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室の努力と関係者・県民の協

力により、これまでにないほどの膨大なデータも集積された。把握された食のなかには、隣県など他

地域との関連を想起させるものも少なくない。その点では、今後、これらの食を列島規模でみていく

必要もある。当然ながら、そのためには全国的なデータの集積が不可欠であろう。県外とも比較しな

がら俯瞰的にみることを通して、秋田の食のさらなる特色や魅力を発見できるかもしれない。残り46

都道府県でも速やかに同様の調査がなされることを期待したい。

註

１）昭和37年度から39年度にかけて都道府県単位で実施された「民俗資料緊急調査」からは、後に食

－ 202 － － 203 －



生活に関する分布図が作成されているが、その項目は「主食の内容 粒食」「主食の内容 粉食」「主

食の配合率」「間食の名称」「間食の内容 午前」「間食の内容 午後」「弁当入れ」となっており、

あくまで食の習俗に注目したものであった（文化庁1988）。

２）昭和16・17年に柳田國男を中心とした民間伝承の会が大政翼賛会から委託を受ける形で実施した

食習俗採集手帖による食習調査（成城大学民俗学研究所1995）や、そうした調査データをもとに農山

漁村の食生活をまとめた瀬川清子の仕事（瀬川1968）は、民俗学的食研究の代表的な成果であるが、

ここでも主眼は食をめぐる習俗や信仰であった。

民俗学的食研究のこうした方向性は、現在まで少なからず受け継がれている。平成25年に刊行された

『民俗小事典・食』には新谷尚紀、関沢まゆみの論考が総論的に収められており、箸や膳などの食具

の使い方、飲食の仕方の変遷や地域性をはじめ、高度経済成長と食の変遷、孤食や食の外部依存など

興味深い論点が示されているものの、食べ物とその加工・調理技術に関してはあまり触れられていな

い。そうしたなかで平成30年から令和元年にかけて刊行された『日本の食文化』（全６巻・吉川弘文

館）では、２巻以降、食べ物やその加工・調理技術にも一定程度言及されており注目される。ここに

は和食記載が少なからず影響しているとみてよいだろう（小川2018）。
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瀬川清子 『食生活の歴史』 講談社 1968年

関沢まゆみ 「食の民俗の現在」『民俗小事典・食』 吉川弘文館 2013年

服部比呂美 「『郷土食』から『共感食』へー山形県内の笹巻と民俗からー」『伝承文化研究』第20

号 2023年

文化庁 『日本民俗地図Ⅸ』国土地理協会 1988年

柳田國男 『食物と心臓』（参照は『定本柳田國男集』第14巻・筑摩書房） 1940年

柳田國男 『明治大正史世相編』（参照は『定本柳田國男集』第24巻・筑摩書房） 1931年

矢野敬一 『「家庭の味」の戦後民俗誌 主婦と団欒の時代』 青弓社 2007年

※ 拙稿は、調査期間中の令和４年６月24日、秋田市文化会館で開催された第54回・秋田県食生活改

善推進員リーダー研修会で行った講演「文化財としての食、あるいは食は文化財となりうるか？」

に大幅な加筆・修正を加えたものである。

（石垣 悟）
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秋田県の郷土食等一覧表

【秋田地域（秋田市）】

【由利地域（由利本荘市、にかほ市）】

【仙北地域（大仙市、仙北市、美郷町）】

【平鹿地域（横手市）】

【雄勝地域（湯沢市、羽後町、東成瀬村）】

秋田県の郷土食等一覧表

【鹿角地域（鹿角市・小坂町）】

【北秋田地域（大館市・北秋田市・上小阿仁村）】

【山本地域（能代市・藤里町・八峰町・三種町）】

【秋田地域（男鹿市・潟上市・五城目町・八郎潟町・井川町）】

秋田県の郷土食等一覧表の扉 

  

 秋田県の郷土食等一覧表は、第２章第１節２の図３に示した８つの地域ごとに作成している。ただ

し、秋田地域については、基礎調査の結果や生活環境の違い等をふまえ、「秋田市」と「秋田市以外」

とに分けている。 
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秋田県の郷土食等一覧表の扉の裏  

 

秋田県の郷土食等一覧表について  

 

  本一覧表は、調査員や協力者の選択による任意の調査地における聞き取り結果をまとめたものであ

る。そのため、同一市町村であっても調査地以外の場所と、郷土食の内容や現況等が異なる場合があ

り、必ずしも当該市町村を代表する場所とは限らない。 

 また、食事の全体像を示すものではないため、例えば「正月の食事」「夏場の日常食」等を網羅す

るものではない。聞き取りが中心であることから、聞き取り相手にとって印象深い郷土食の回答が多

くなる傾向にあると思われる。 

 なお、一覧表の各欄は、主に以下の事項を記載することとした。 

 

〔市町村〕 現在の 25 市町村名を記載する。地域全体に関わる郷土食は、「（地域名）全域」とする。 

〔大字等〕 調査地を限定するために記載する。市町村によって、旧市町村名であったり字名であっ 

     たりするが、正確を期すため調査員からの報告のとおり記載する。 

〔名 称〕  名称は、地域文化の多様性を示す重要な要素であることから、聞き取りの際の呼称をそ 

     のまま記載する。表記は、ひらがなまたは漢字を原則とするが、原材料名のカタカナを使 

     用する場合もある。 

〔内 容〕  原材料、作り方等を記載する。名称同様、聞き取りの際の呼称をそのまま記載し、現在 

     使用の呼称を（ ）で記載している場合がある。 

〔現 況〕  調査の際に明確に回答があった郷土食のみ、現況を記載する。 

〔特色等〕  食べる時期、方法、目的等を記載する。 

〔項 目〕  以下に示す秋田県の郷土食調査ガイドラインの調査項目①～⑧のうち、当該郷土食の特 

     色にあたるものを記載する。ただし、複数の特色をもっている場合がほとんどであること 

     から、同一名称の郷土食であっても、調査地により選択した調査項目が異なる場合がある。 

     

NO 項目名 内　　　　容

1 日常食 日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

2 保存食 保存用に作られるもので、地域性が高いもの。

3 行事食 祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

4 食材 使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

5 調理法等 調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

6 食べ方 食され方や盛り付け方に特色があるもの。

7 由来 由来や伝承のされ方に特色があるもの。

8 儀礼等 一体的に伝承される儀礼や作法などに特色があるもの。

調　　査　　項　　目

秋田県の郷土食等一覧表の扉の裏  

 

秋田県の郷土食等一覧表について  

 

  本一覧表は、調査員や協力者の選択による任意の調査地における聞き取り結果をまとめたものであ

る。そのため、同一市町村であっても調査地以外の場所と、郷土食の内容や現況等が異なる場合があ

り、必ずしも当該市町村を代表する場所とは限らない。  

 また、食事の全体像を示すものではないため、例えば「正月の食事」「夏場の日常食」等を網羅す

るものではない。聞き取りが中心であることから、聞き取り相手にとって印象深い郷土食の回答が多

くなる傾向にあると思われる。  

 なお、一覧表の各欄は、主に以下の事項を記載することとした。  

 

〔市町村〕 現在の 25 市町村名を記載する。地域全体に関わる郷土食は、「（地域名）全域」とする。 

〔大字等〕 調査地を限定するために記載する。市町村によって、旧市町村名であったり字名であっ 

     たりするが、正確を期すため調査員からの報告のとおり記載する。  

〔名 称〕  名称は、地域文化の多様性を示す重要な要素であることから、聞き取りの際の呼称をそ 

     のまま記載する。表記は、ひらがなまたは漢字を原則とするが、原材料名のカタカナを使 

     用する場合もある。  

〔内 容〕   原材料、作り方等を記載する。名称同様、聞き取りの際の呼称をそのまま記載し、現在 

     使用の呼称を（ ）で記載している場合がある。  

〔現 況〕  調査の際に明確に回答があった郷土食のみ、現況を記載する。  

〔特色等〕  食べる時期、方法、目的等を記載する。  

〔項 目〕  以下に示す秋田県の郷土食調査ガイドラインの調査項目①～⑧のうち、当該郷土食の特 

     色にあたるものを記載する。ただし、複数の特色をもっている場合がほとんどであること 

     から、同一名称の郷土食であっても、調査地により選択した調査項目が異なる場合がある。 

     

容　　　　内名目項ON

1 日常食 日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

2 保存食 保存用に作られるもので、地域性が高いもの。

3 行事食 祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

4 食材 使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

5 調理法等 調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

6 食べ方 食され方や盛り付け方に特色があるもの。

7 由来 由来や伝承のされ方に特色があるもの。

8 儀礼等 一体的に伝承される儀礼や作法などに特色があるもの。

調　　査　　項　　目
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秋田県の郷土食等一覧表の扉の裏  

 

秋田県の郷土食等一覧表について  

 

  本一覧表は、調査員や協力者の選択による任意の調査地における聞き取り結果をまとめたものであ

る。そのため、同一市町村であっても調査地以外の場所と、郷土食の内容や現況等が異なる場合があ

り、必ずしも当該市町村を代表する場所とは限らない。 

 また、食事の全体像を示すものではないため、例えば「正月の食事」「夏場の日常食」等を網羅す

るものではない。聞き取りが中心であることから、聞き取り相手にとって印象深い郷土食の回答が多

くなる傾向にあると思われる。 

 なお、一覧表の各欄は、主に以下の事項を記載することとした。 

 

〔市町村〕 現在の 25 市町村名を記載する。地域全体に関わる郷土食は、「（地域名）全域」とする。 

〔大字等〕 調査地を限定するために記載する。市町村によって、旧市町村名であったり字名であっ 

     たりするが、正確を期すため調査員からの報告のとおり記載する。 

〔名 称〕  名称は、地域文化の多様性を示す重要な要素であることから、聞き取りの際の呼称をそ 

     のまま記載する。表記は、ひらがなまたは漢字を原則とするが、原材料名のカタカナを使 

     用する場合もある。 

〔内 容〕  原材料、作り方等を記載する。名称同様、聞き取りの際の呼称をそのまま記載し、現在 

     使用の呼称を（ ）で記載している場合がある。 

〔現 況〕  調査の際に明確に回答があった郷土食のみ、現況を記載する。 

〔特色等〕  食べる時期、方法、目的等を記載する。 

〔項 目〕  以下に示す秋田県の郷土食調査ガイドラインの調査項目①～⑧のうち、当該郷土食の特 

     色にあたるものを記載する。ただし、複数の特色をもっている場合がほとんどであること 

     から、同一名称の郷土食であっても、調査地により選択した調査項目が異なる場合がある。 

     

NO 項目名 内　　　　容

1 日常食 日常的に食されるもので、地域性が高いもの。

2 保存食 保存用に作られるもので、地域性が高いもの。

3 行事食 祭りや年中行事などのハレの日に作られるもので、地域性が高いもの。

4 食材 使用する食材（原材料・素材）に特色のあるもの。

5 調理法等 調理・製造・加工・保存の方法や技術に特色のあるもの。

6 食べ方 食され方や盛り付け方に特色があるもの。

7 由来 由来や伝承のされ方に特色があるもの。

8 儀礼等 一体的に伝承される儀礼や作法などに特色があるもの。

調　　査　　項　　目

№ 市町村 大字等 名称 内容 現況 特色等

1 鹿角市 尾去沢 納豆汁
　納豆をすりつぶし、塩漬けのワ
ラビやゼンマイ、キノコなど保存
性の高い食材、油揚げ等と煮る。

食べる

　煮詰まるとコクが出て美味しくな
るので、大きな鍋にたくさん作っ
て、２～３日で食す。具にサメを入
れる地区がある。

1 日常食

2 鹿角市 花輪 竹の子寿司
　タケノコ、ふき、身欠きニシン
を使用した押し寿司。

食べる
　ネマガリタケが出る時期に作る海
と山の幸の贅沢な押し寿司、身欠き
ニシンを入れるとコクがでる。

4 食材

3 鹿角市 花輪 あけび漬け
　塩漬けしたあけびの中に具材を
詰める。具材は、ご飯、キャベ
ツ、みょうが等。

食べる
　アケビの皮を酢漬けすることで、
独特の苦みをおさえる。

4 食材

4 鹿角市 花輪 さめのお茶碗
　主に寒い時期に食されるサメの
鍋料理。

食べない

　ハレの日に５０年くらい前までは
食べていた。八幡平地区はけの汁、
納豆汁にもサメを入れる。サメは八
戸から。

3 行事食

5 鹿角市 花輪 なんこう鍋
　馬肉、ごぼう、こんにゃくなど
を醤油で煮る。

食べる
　農耕馬が亡くなったときに食べ
る。鉱山勤めが多く、珪肺症の予防
とした。

1 日常食

6 鹿角市 花輪 きりたんぽ鍋
　鶏ガラ出汁で、きりたんぽ、鶏
肉等を煮る。

食べる
　昔は新米の出来た時期に作ってい
た。

3 行事食

7 鹿角市 花輪 だまっこ・だまこ鍋
　鶏ガラ出汁で、だまっこ、鶏肉
こんにゃく等を醤油で煮る。

食べる
　鹿角市はこんにゃくを入れる。鉱
山で働く人が多かったことから、こ
んにゃくを入れる。

1 日常食

8 鹿角市 花輪 味噌つけたんぽ
　つぶしたご飯を串に巻き、つぶ
したクルミ、味噌をつけて焼く。

食べる
　昔は新米が取れる時期に食べた。
いまは年中食べる。

1 日常食

9 鹿角市 花輪 杣子（やまご）たんぽ
　うさぎ等とご飯を串に巻き付け
て焼く。

食べない
　杣人（やまびと）が山で仕事をす
るときに食べていたと伝わる。

1 日常食

10 鹿角市 花輪
ナッツ（きのこナッ
ツ）

　ムキダケ、菊を麹で和える。 食べる 　きのこ、菊の出回る頃に食べる。 4 食材

11 鹿角市 花輪 ナッツ
　生ハタハタのエラ、菊を麹で和
える。

食べない

　昭和初期頃まで食べていた。（発
酵食品を使うことから、納豆のナか
らきている。）

4 食材

12 鹿角市 花輪 浄夜豆腐
　豆腐をソバに見立て、とろろを
かけて食す。

食べる

　凶作の年の大晦日に作られたと伝
わる。除夜の鐘を聞きながら食べた
ことから名がついたと伝わる。不祝
儀の時にも出された。

7 由来

13 鹿角市 花輪 あけびの漬物
　あけびに、キャベツ、青豆、
みょうが、紫蘇の実をつめて漬け
る。

食べる 　あけびは、塩と酢でゆがく。 4 食材

14 鹿角市 花輪 お茶碗
　鶏肉出汁で、春雨、花麩を入れ
る。

食べる
　冠婚葬祭で食べる。ハレの日は、
タケノコを入れるなど具材を変え
る。

3 行事食

15 鹿角市 花輪 じぶしのホロホロ
　とんぶり、ネギ、納豆を和え
る。

食べる
　じぶしはとんぶりのこと。昭和50
年頃まではそう呼んでいた。

4 食材

16 小坂町 小坂鉱山 小坂町かつラーメン
　卵とじしたカツをラーメンにの
せる。

食べる
　昭和45年頃、小坂七夕祭の山車制
作期間に夜食として提供されのが始
まり。町内６店舗で提供中。

1 日常食

17 小坂町 小坂鉱山 だまっこ
　鶏ガラ出汁で、だまっこ、鶏肉
こんにゃく等を醤油で煮る。

食べる
　きりたんぽも食べるがだまっこの
ほうがポピュラー。

1 日常食

18 小坂町 川上 あまっこ 　大根、人参、白菜で作る甘酒。 食べる
　自宅で作ることはめっきり少なく
なったが、代々受け継いできた。

1 日常食

19 小坂町 川上 しとぎ
　餅米を石臼で挽き、水で溶いた
ものを焼く。

食べない
　石臼が家庭になくなったので食べ
ない。法事のときも食べた。

3 行事食

20 小坂町 川上 おろしなます
　おろした大根に、長芋、小エビ
（桜エビ）を酢、砂糖、塩で和え
る。

食べる 　大晦日に食べる。 3 行事食

21 小坂町 川上 かすべの煮付け 　カスベを醤油と砂糖で煮る。 食べる
　大晦日に食べる。現在はスーパー
で簡単に手に入るので、昔より濃い
めの味になっている。

3 行事食

22 小坂町 川上 吸い物
　鶏ガラ出汁に、ほぐした鶏肉、
花麩、春雨を入れる。

食べる 　大晦日に食べる。 3 行事食

23 小坂町 川上 紅白なます
　千切りした大根、人参、小エビ
を酢、砂糖、塩で和える。

食べる 　大晦日に食べる。 3 行事食

秋田県の郷土食等一覧表
【鹿角地域（鹿角市・小坂町）】

項目
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№ 市町村 大字等 名称 内容 現況 特色等

24 小坂町 川上 黒豆
　一晩水につけた黒豆を、錆をお
とした釘と煮込む。柔らかくなっ
たら醤油、砂糖を入れる。

食べる
　大晦日に食べる。釘は黒を鮮やか
に出すために入れる。

3 行事食

25 小坂町 川上 煮染め
　蕗、蕨、厚揚げ等を適当な大き
さに切り、醤油・煮干し出汁で煮
る。

食べる
　話者は厚揚げのことをテンプラと
呼んでいた。日常的に食べるが、大
晦日にも食べる。

1 日常食

26 小坂町 川上 小豆粥
　小豆、炊いた餅米を一緒に煮
る。

食べる
　ガスが普及し手軽に作れるように
なった。七日正月でも七草がゆの代
わりに食べる。

3 行事食

27 小坂町 川上 身欠き鰊の昆布巻き
　昆布で身欠き鰊を巻き、鰹出
汁、醤油、砂糖で煮る。

食べる
　油の乗ったいい身欠き鰊が手に入
らなくなった。日常的に食べるが、
大晦日にも食べる。

1 日常食

28 小坂町 川上 切り鮭 　塩鮭を焼く。 食べる 　大晦日に食べる。 3 行事食

29 小坂町 川上 納豆汁
　すり鉢で納豆、味噌、甘酒を合
わせ、サワモダシや凍み豆腐等と
煮る。

食べる

　正月3日に食べる。煮詰めると焦げ
やすくなり日持ちしないので、その
日のうちに食べる。当時は納豆は手
作りだが、現在は購入する。

3 行事食

30 小坂町 川上
棒鱈（干し鱈）の煮付
け

　棒鱈（干し鱈）の切り身を醤油
と砂糖で煮る。

食べる
　大晦日に食べる。現在は砂糖も醤
油も簡単に手に入るので、昔より濃
いめの味になっている。

3 行事食

31 鹿角全域 けいらん

　こしあん入りの餅を鶏卵に見立
てて、すまし汁に入れる。アクセ
ントを加えるため、こしょうが混
ぜられる。

食べる

　祝儀の席には紅白の餅を一個ず
つ、不祝儀の時は白餅二個か白餅一
個と黒ゴマやヨモギを入れて着色し
た餅が一個入る。

3 行事食

32 鹿角全域 けの汁
　大根、人参、ごぼう、山菜等を
味噌で煮る。

食べる

　青森県の郷土料理として紹介され
ることが多いが、岩手県北部でも食
べられている。年中食べるが、小正
月には大量につくる。

1 日常食
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1 大館市 独鈷 とんぶり

　ホウキギの実を秋に収穫し天日
干し後、煮て皮をはぐ。生は３月
いっぱいまでで、その後は冷凍し
たものを食べる。

食べる

　独自の技術により食用に加工す
る。生産農家が限定され、加工技術
は門外不出。鹿角では、「じぶしの
ほろほろ」に使用。

5 調理法等

2 大館市 独鈷 煮しめ汁 　山菜等の煮物。 食べない
　内容はけの汁と同じだが、けの汁
とは呼ばない。

4 食材

3 大館市 独鈷 さく
　初夏（田植え後）に採れる。塩
漬けにしたさくを、豚肉、マイタ
ケ、こんにゃくなどと煮る。

食べる
　ふきと似ているが、ふきよりおい
しい。

4 食材

4 大館市 独鈷 きりたんぽ
　ご飯をつぶし棒に刺して焼いた
「たんぽ」を、地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　１０年ほど前までは祭り（５月）
の際に必ず食べた。祭りがなくなっ
たが、集まりがあれば食べる。

3 行事食

5 大館市 独鈷 ままづけ
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べる 4 食材

6 大館市 独鈷 でんぶ 　煮干し出汁のごぼうの煮物。 食べる 3 行事食

7 大館市 独鈷 どじょう
　田の堰で捕ったどじょうを煮
る。

食べない
　圃場整備により、どじょうがいな
くなった。

4 食材

8 大館市 笹舘 きりたんぽ
　ご飯をつぶし棒に刺して焼いた
「たんぽ」を、地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　具材としてマイタケが一般的にな
るまでは、ギンタケ（ネズミタケ）
を入れていた。

3 行事食

9 大館市 笹舘 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　余ったご飯をつぶして丸めた。煮
崩れしないように焼くことが多い。

1 日常食

10 大館市 笹舘 でんぶ
　太めに切ったごぼうを、煮干し
出汁で煮る。

食べる
　他に黒豆、数の子、昆布巻き、氷
頭なます、キンキンが正月料理。

3 行事食

11 大館市 笹舘 くじらのなすかやき 　クジラをナスと一緒に煮る。 食べない

　クジラは青森から売りに来た。行
商が来ると「青森来た」と言った。
かすべ、干しタラなども食べた。

4 食材

12 大館市 笹舘 かまぶく
　ゆでたジャガイモをつぶし、米
粉と混ぜ合わせて生地をつくり、
重ねて巻いたものを蒸す。

食べる
　冠婚葬祭の口取りとして食べられ
てきた。

1 日常食

13 大館市 笹舘 赤ずし
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べる
　砂糖を入れて漬けるほか、食べる
時にも砂糖を入れる。

1 日常食

14 大館市 笹舘 どじょう
　田の堰で捕ったどじょうを煮
る。

食べる
　ドジョウを煮るときに、最初に酒
を入れて殺す。

4 食材

15 大館市 笹舘 焼き餅 　餅の中にあんこを入れて焼く。 食べる 1 日常食

16 大館市 笹舘 すまし餅
　餅米粉とざらめを水で溶いた生
地を蒸す。くるみ餅、ゆべし

食べる 1 日常食

17 大館市 岩野目 たけのこ汁
　５月末から６月にかけて採れる
ネマガリタケを使用する。サバの
水煮缶を汁ごと入れる。

食べる
　サバの水煮缶に代わり、現在は豚
肉が多い。

1 日常食

18 大館市 岩野目 馬肉の煮付け
　馬肉を日常的に食べる。山菜を
入れることも多い。

食べる
　山菜を入れるが、「けの汁」のよ
うなものは食べない。

1 日常食

19 大館市 岩野目 とろろ
　山芋を煮干し出汁で味噌で味付
ける。長芋を使う場合もある。

食べる
　日常的に食べるので、特別な食事
ではない。

1 日常食

20 大館市 岩野目 きりたんぽ
　ご飯をつぶし棒に刺して焼いた
「たんぽ」を、地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる

　マイタケが一般的になるまでは、
さわもだし、しいたけ、バクロダケ
（サクラシメジ）、ムキダケなどを
入れていた。

3 行事食

21 大館市 岩野目 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 　具材はきりたんぽと同じ。 1 日常食

22 大館市 岩野目 ハタハタ三五八漬け 　一度に４～５㎏買って漬けた。 食べる
　ハタハタは男鹿方面からだが、ブ
リやニシンは弘前から行商が来た。

2 保存食

23 大館市 岩野目 山菜
　時期の物を食べた。保存するこ
とはあまり意識しなかった。

食べる

　不祝儀の時は、ぜんまいやわらび
を切らず、１本そのまま調理してお
膳に出した。切らないことに何か意
味があるかもしれない。

1 日常食

秋田県の郷土食等一覧表
【北秋田地域（大館市・北秋田市・上小阿仁村）】
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24 大館市 岩野目 でんぶ
　ごぼうを太めに切り、煮干しだ
しで煮る。

食べる
　他に黒豆、数の子、めまき（昆布
巻き）、なますが正月料理。

3 行事食

25 大館市 岩野目 かまぶく
　餅米を煎ってからこね、巻いて
仕上げる。

食べる 　巻きものと言う人もいる。 1 日常食

26 大館市 中山 中山そば
　そば粉１０につなぎ２、つなぎ
はヤマノイモ。

食べる 4 食材

27 北秋田市 旭町 きくらげのくるみ和え
　キクラゲをすりおろしたクルミ
と和える。

食べない 4 食材

28 北秋田市 旭町 しとぎもち
　米粉を水で捏ね竹串の先につけ
囲炉裏の灰の中で焼き、熱い内に
灰をはらって食べる。

食べない 

　昭和40年頃まで食べていた。囲炉
裏もなくなり、米を挽くこともなく
なった。

1 日常食

29 北秋田市 旭町 ところ天
　天草を煮出して、味付けはいろ
いろ。飽きたら味噌漬けにした。

食べない 
　昭和40年頃まで食べていた。天草
が手に入らなくなった。

1 日常食

30 北秋田市 旭町 こぶまき
　身欠きにしんを米のとぎ汁でも
どし、昆布で巻いて煮る。

食べない

　冬、のき下にみそ玉と身欠きにし
んがぶら下がっていた風景がなつか
しい。

2 保存食

31 北秋田市 旭町 豆腐汁

　人が集まる時に、豆腐を大量に
作り醤油で煮た。正月は木枠で豆
腐を作り、煮たり焼いたりして食
べる。

たまに
食べる

3 行事食

32 北秋田市 旭町 赤漬け
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べない 3 行事食

33 北秋田市 旭町 納豆汁
　すりつぶした納豆と、塩漬けの
ワラビやゼンマイ、キノコなど保
存性の高い食材を煮る。

食べない 　納豆も味噌も家庭で作っていた。 1 日常食

34 北秋田市 旭町 あさづけ
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けしたデザート。

食べない 　20年ぐらい前まで食べていた。 1 日常食

35 北秋田市 旭町 おやき
　餅の中にあんこなどを入れて焼
く。

たまに
食べる

　中に入れる具でおやつにもおかず
にもなる。

1 日常食

36 北秋田市 愛宕下 ぜんまいの煮付け
　干したぜんまいを戻して煮る。
人が集まるときに作る。

食べる 　戻し方にコツがいる。 1 日常食

37 北秋田市 愛宕下 だまっこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　ご飯が余ると作る。きりたんぽは
手間がかかるので特別な時だけ作
る。

1 日常食

38 北秋田市 愛宕下 ハタハタ寿司
　ハタハタを大量に漬けた。重し
（石）が肝心、使用した樽も大き
い。

食べる
　食べる人がいなくなり、自分では
作らなくなった。阿仁では、ニシン
の場合が多かった。

2 保存食

39 北秋田市 愛宕下 でんぶ 　煮干し出汁のごぼうの煮物。 食べない

　普段は煮干しだが、正月は貴重な
鰹や昆布で出汁をとる。作りやすい
ので年中作った。家族が少なくな
り、食べなくなった。

1 日常食

40 北秋田市 愛宕下 馬肉の煮付け
　馬肉は市で入手し、タケノコ、
人参、しょうがと醤油で煮る。

食べる 　子供が帰省するときは必ず作る。 4 食材

41 北秋田市 愛宕下 いがもち
　小豆あんを包んだ皮の上に赤・
黄・緑などで色漬けした色餅を乗
せる。

ほとんど
食べない

　葬式の時に持参した。自宅で葬式
をすることがなくなり、作らなく
なった。

3 行事食

42 北秋田市 桂瀬 みずかやき
　みずとさば缶を汁ごと煮て、味
噌を入れる。

食べる
　ずっと同じつくり方、食べ方であ
る。

4 食材

43 北秋田市 桂瀬 甘いポテトサラダ
　ポテトサラダに缶詰のみかんや
リンゴなどを入れた。デザート感
覚で食べた。

食べる
　昔はさなぶりや、お祭りのときに
食べたが、現在は時期を問わない。

4 食材

44 北秋田市 桂瀬 赤飯 　餅米を小豆を入れて炊く。 食べる
きゅうりなますと一緒にお盆に食べ
た。

3 行事食

45 北秋田市 桂瀬 鱈の子の炒り煮
　炒めたキャベツに鱈の子を入れ
てホロホロになるまで炒める。

食べる 　正月に作った。 4 食材

46 北秋田市 戸草沢 みずやもの
　山での昼食時、周りにあるみず
を採って、持参した食材と和えて
食べる。

食べない
　わかめ、タマネギ、キュウリ等を
和えた。

4 食材

47 北秋田市 戸草沢 そばねり
　おかゆにそば粉を入れて、から
し大根と醤油につけて食べる。

食べない
　子供の頃食べたが、あまり好きで
なかったので、食べなくなった。

1 日常食
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48 北秋田市 戸草沢 熊かやき
　熊肉をみそ味で煮る。春はアザ
ミ、秋は大根を入れる。

食べる
　熊が捕れたときにみんなで分けて
食べる。今年は8頭。

4 食材

49 北秋田市 戸草沢 馬肉の煮付け
　馬肉を炒めてから、ごぼう、タ
ケノコ、人参、糸こんにゃくと醤
油で煮る。

食べる 4 食材

50 北秋田市 戸草沢 鮒の甘煮
　フナを油で揚げてから、醤油と
砂糖で煮る。

食べない
　義母の得意料理だった。亡くなっ
てからは食べていない。

4 食材

51 北秋田市 戸草沢 汁もち
　十五夜に食べる。雑煮のような
もの、最後にクルミを擦ったもの
をかけて食べる。

食べない
　家族が少なくなり食べなくなっ
た。

3 行事食

52 北秋田市 戸草沢 大福 　餅にあんこをつめる。 食べる 　正月、農繁期などによく作る。 1 日常食

53 北秋田市 戸草沢 おはぎ
　炊いた餅米をすりつぶし、あん
ことからめる。

食べる 　正月、農繁期などによく作る。 1 日常食

54 北秋田市 戸草沢 いがもち
　小豆あんを包んだ皮の上に赤・
黄・緑などで色漬けした色餅を乗
せる。

食べない
　葬式で、旧合川町、森吉町から来
る親戚が持参して供えてくれた。

3 行事食

55 北秋田市 戸草沢 しとぎもち
　神前に供える丸型の餅。昔は冬
のおやつで食べた。

食べない 3 行事食

56 北秋田市 戸草沢 干し餅
　切り餅を水にひたしてから、屋
外につるし凍らせて乾燥させる。

食べる 2 保存食

57 北秋田市 戸草沢 切り餅
  よもぎ、小豆、豆などを混ぜ
る。

食べる 2 保存食

58 北秋田市 戸草沢 納豆汁
　すりつぶした納豆と、塩漬けの
ワラビやゼンマイ、キノコなど保
存性の高い食材を煮る。

食べる 　葬式の時に必ず作る。 3 行事食

59 北秋田市 戸草沢 いもかけ豆腐
　豆腐に長いもをすってかけ、汁
をかける。じょうや豆腐ともい
う。

食べる 　葬式の時に必ず作る。 3 行事食

60 北秋田市 戸草沢 大根の山葡萄漬け
　ヤマブドウをを煮て、その中に
大根を漬ける。

食べる 　今年も漬けた。 2 保存食

61 北秋田市 戸草沢
たくあん（大根の一本
漬け）

　大根を１週間ほど干してから、
一本のまま漬ける。

食べる 　今年も漬けた。 2 保存食

62 北秋田市 戸草沢 味噌漬け

　マスダケ、大根、しその葉など
を漬ける。大根は２、３日塩漬け
した後に味噌で１か月ほど漬け
る。

食べる 　今年も漬けた。 2 保存食

63 北秋田市 戸草沢 高菜の塩漬け 　高菜を塩で３日ほど漬ける。 食べる 　今年も漬けた。 2 保存食

64 北秋田市 戸草沢 なすのひゃぐ漬け
　小ぶりのナス（粒ナス）を焼き
みょうばんをすりこんで干し、麹
等で漬ける。

食べる
　キュウリのからし漬けや白菜の塩
漬けなども漬けた。

2 保存食

65 北秋田市 戸草沢 山菜の塩漬け
　わらび、あざみ、ふき、みずな
どを漬ける。

食べる
　今年も漬けた。タケノコやナメコ
は水煮をして缶詰にする。

2 保存食

66 北秋田市 比立内 祝い事の三種
　なます、でんぶ、煮しめを食べ
る。

食べる 　正月や祝い事の際に食べる。 3 行事食

67 北秋田市 比立内 かすべなます
　生のカスベをゆでて、大根おろ
し、ネギを混ぜ、醤油、砂糖、酢
などで和える。

食べる 　正月に食べる。 3 行事食

68 北秋田市 比立内 いもかけ豆腐
　豆腐に長いもをすってかけ、昆
布出汁と醤油の汁をかける。

食べる 　葬式のときに作る。 3 行事食

69 北秋田市 比立内 ところてん
　天草を煮出して、醤油や薬味で
食べる。

食べる 　自分で作らなくなった。 1 日常食

70 北秋田市 比立内 きゃの汁

　打ち豆、根菜や山菜の塩漬け、
キノコ類を昆布出汁で煮て、醤油
で味付けをする。打ち豆は、大豆
を固めにゆでてからつぶし小判状
にしたもの。

食べる
　春彼岸に供える。煮しめより汁が
少し多いくらいに仕上げる。現在は
打ち豆を入れていない。

3 行事食

71 北秋田市 比立内 くじらかやき
　くじらの赤身肉を味噌で煮て、
卵とじにして食べる。

食べない 　小さいときに食べた。 4 食材
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72 北秋田市 比立内 赤飯
　てんこ豆に砂糖を入れて甘くす
る。

食べる 　行事の際に作る。 3 行事食

73 北秋田市 比立内 油もち
　おやきの手順で作り、焼くので
はなく揚げる。

食べる 1 日常食

74 北秋田市 比立内 赤ずし
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べない
　お盆に供える。義父が好きだった
ので20年くらい前まで食べていた。

3 行事食

75 北秋田市 木戸石 きゃの汁
　打ち豆、根菜や山菜の塩漬け、
キノコ類を細かく切って味噌味で
煮る。

食べない
　正月前につくり、正月中食べてい
た。

3 行事食

76 北秋田市 木戸石 なます
　細切りにした大根を、くるみ、
豆腐等と和える。

食べない

　しゃっこ（人参と干し柿が入
る）、酢あえっこ（きくらげが入
る）と同じもの。

3 行事食

77 北秋田市 木戸石 いがもち
　小豆あんを包んだ皮の上に赤・
黄・緑などで色漬けした色餅を乗
せる

食べない
50年頃まで

　不祝儀や法事で渡した。祝儀や祭
りは大福を作った。

3 行事食

78 北秋田市 木戸石 もち
　よもぎ、あずきなどを混ぜてつ
くった。

食べない 1 日常食

79 北秋田市 木戸石 かすべなます
　生のカスベをゆでて、大根おろ
し、ネギを混ぜ、味噌、砂糖、酢
などで和える。

食べない
　嫁ぎ先がよく魚を食べたので正月
も生かすべで作った。

3 行事食

80 上小阿仁村 小沢田 赤ずし
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べない
　５年ほど前から、食べる人がいな
くなったので、作らなくなった。

3 行事食

81 上小阿仁村 小沢田 きりたんぽ
　ご飯をつぶし棒に刺して焼いた
「たんぽ」を、地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　時期を問わない。たまにだまこを
食べる。

1 日常食

82 上小阿仁村 小沢田 巻き料理
　餅米を煎ってからこね、巻いて
仕上げる。かまぶく。

食べる
　明るい色にするが、葬式の際は紫
にする。

3 行事食

83 上小阿仁村 小沢田 かすべなます
　生のカスベを湯がいて、大根と
和える。

食べる
　生の魚をよく売りに来た。青森か
ら来たと聞いた。

3 行事食

84 上小阿仁村 小沢田 大根なます
　細切りにした大根を、人参、豆
腐等と和える。

食べる
　正月に食べる。とろろを正月に食
べるという習慣はない。

3 行事食

85 上小阿仁村 小沢田 でんぶ
　ごぼうを太めに切り、煮干しだ
しで煮る。

食べる 　正月に食べる。 3 行事食

86 上小阿仁村 小沢田 どじょうの味噌かやき
　田の堰で捕ったどじょうを煮
る。

食べない 　どじょうがいなくなった。 4 食材

87 上小阿仁村 小沢田 干し鱈
　１日ぐらい米のとぎ汁でもど
す。

食べる
　干しカスベはもどすのに３日かか
るので食べなくなった。

1 日常食
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1 能代市 切石 あんびん（大福）
　餅米粉を熱湯に入れてから練っ
て潰す。かたくり粉を混ぜてから
丸め、あんを入れる。

食べる
　あんは、こしあんが多い。祭りの
時に作って食べる。

3 行事食

2 能代市 切石 うさぎかやき
　ウサギ肉、野菜、きのこなどを
醤油で煮る。

食べない

　ウサギ肉はトリキ（木の種類）の
匂いがするという。皮はこどもの服
にした。

4 食材

3 能代市 切石 きりたんぽ鍋
　ご飯をつぶし棒に刺して焼いた
「たんぽ」を、地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　自宅で飼っていた鶏を使った。だ
まこをいれることもある。

3 行事食

4 能代市 切石 たんぽの味噌漬け
　たんぽに味噌と砂糖を練ったも
のをつける。

食べる 　山椒は実も葉も使わない。 3 行事食

5 能代市 切石 くじらかやき
　クジラ肉を売りに来たとき、ナ
スを入れ、味噌で煮た。

食べない
　クジラが捕れなくなったので食べ
なくなった。

4 食材

6 能代市 切石 しょうゆの実
　大豆を半殺しに砕いてから煎
り、麹をいれて発酵させる。

食べない 1 日常食

7 能代市 切石 しんこ
　米粉を練って湯にくぐらせてか
らこねる。棒状に伸ばし一口大に
切り、こしあんをつける。

食べる
　おやきは日常的に食べるが、あん
びんやしんこは、ごちそう。

3 行事食

8 能代市 切石 じんだ汁
　青豆を煎ってから練り、一口大
にして焼いたじんだと、野菜、山
菜等を水だれで煮る。

食べない

　出汁は入れず、野菜は大きめ、細
かく切るとけの汁。水だれは、味噌
を少量の水で煮てから漉したもの。

1 日常食

9 能代市 切石 そばねり
　そば粉を練り、鍋に入れた。味
噌を入れ汁にしたり、たんぽのよ
うに味噌をつけたりした。

食べない

　戦争当時、米が無かったのでそば
を食べた。うどんは、買って食べる
ものだった。

4 食材

10 能代市 切石 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 　自宅で飼っていた鶏を使った。 3 行事食

11 能代市 切石 とりかやき
　鶏の肉と骨をたたいてだんごに
し、野菜、きのこなどと醤油で煮
る。

食べる
　骨をたたく人により、粗い場合は
骨がささった。

3 行事食

12 能代市 切石 やきもち（おやき）
　米粉と餅米粉を半分ずつこね、
小豆を入れて焼く。

食べる
　臼や杵で潰して粉にすることを、
「こ」ふくという。

1 日常食

13 能代市 切石 ぶた
　ホルモン（モンシン）、肉、野
菜を味噌味で煮る。

食べる
　焼いて食べることはなかった。肉
の中では、豚肉を多く食べた。

1 日常食

14 能代市 切石 納豆
　大豆を茹で、ワラで包み樽をか
ぶせて蒸す。

食べる
　ワラが手に入らなくなり、買って
食べるようになった。

1 日常食

15 能代市 檜山 味噌おにぎり 　ご飯に味噌をつけて食べる。 食べない 1 日常食

16 能代市 檜山 そばもち 　そば粉をこねて丸めた。 食べない
　魚かやきや鶏かやきにも入れて食
べた。

1 日常食

17 能代市 檜山 八つ目の煮づげっこ
　八つ目ウナギを大根などの野菜
と醤油で煮る。

食べない
　結婚式のお膳についた。村の子ら
が八つ目だけ盗み喰いした。

3 行事食

18 能代市 檜山 サメなます
　サメと大根、ネギを味噌で和
え、大根おろしを加える。

食べる 3 行事食

19 能代市 檜山 ぶりこなます
　ハタハタのぶりこと大根を味噌
で和える。

食べる 3 行事食

20 能代市 檜山 でんぶ
　太めに切ったゴボウを醤油で煮
る。

食べる 3 行事食

21 能代市 檜山 とろろ
　長芋をすりおろし、煮干しだし
と醤油を加える。

食べる 　祝い事の翌日には必ず食べた。 3 行事食

22 能代市 檜山 酢ごぼう 　ゴボウを酢に漬ける。 食べない 　仏事には必ず作った。 3 行事食

23 能代市 檜山 鯉の刺身 食べない 　正月に食べた。養鯉農家がいた。 3 行事食

24 能代市 檜山 味噌たんぽ
　つぶしたご飯を串に巻き、味噌
をつけて食べる。

食べる 1 日常食

25 能代市 檜山 甘酒 　米と麹、水を混ぜて作る。 食べる 　砂糖代わりに使用した。 1 日常食

秋田県の郷土食等一覧表
【山本地域（能代市・藤里町・八峰町・三種町）】
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26 能代市 檜山 だまこ（だまこもち）
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 3 行事食

27 能代市 檜山 煮しめ
　大根、ニンジン、キノコなどを
醤油とみりんで煮る。

食べる 　さなぶりで刺身などと食べた。 3 行事食

28 能代市 向能代 のりっこ 　米粉・酢・砂糖・みりん 食べる
　行事があれば作って食べた。別称
「あさつき」だが、幼少期も、嫁ぎ
先でも「のりっこ」と称した。

3 行事食

29 能代市 向能代 赤すし
　もち米・赤しそ（梅漬けに使う
もの）・酢・砂糖を混ぜる。

食べる 　盆の精進につくる。 3 行事食

30 能代市 向能代 カスベ
　エイの干し物の煮物。醤油・砂
糖・酒で煮る。

食べる
　お祭りのときに、かすべが手に入
ればつくる。

3 行事食

31 能代市 向能代 干しタラの煮物 　醤油・砂糖・酒で煮る。 食べる
　お祭りのときに食べる。かすべが
手に入らなければつくる。

3 行事食

32 能代市 向能代 ナマコの酢の物 食べる
　正月に食べる。ナマコは行商から
買う。

3 行事食

33 能代市 向能代 鮒の佃煮 食べない

　春から夏にかけて、祖父や父が
釣ってきたものを家で佃煮にして食
べた。

2 保存食

34 能代市 浅内 煮豆 　金時豆を砂糖で甘く煮る。 食べる
　黒豆の代替品として作付けしやす
かったのでは。

3 行事食

35 能代市 浅内 カスベ
　乾物魚の（エイ）を甘辛く煮
る。

食べる 　お盆、祭りには付き物でした。 3 行事食

36 能代市 浅内 赤すし 　餅米に赤紫蘇で色付けする。 食べる
　酢、砂糖、塩で味つけした赤紫蘇
をもち米と畳む。

3 行事食

37 能代市 浅内 巻き寿司
　餅米とうるち米で絵柄を作り太
巻き

食べる 　人寄せ時のおもてなし。 3 行事食

38 能代市 浅内 あさづけ
　うるち米に砂糖、酢、水を加え
る。

食べる 　デザート（フルーツ）を飾る。 1 日常食

39 能代市 浅内 寒天
　棒寒天を煮溶かし好みの具材で
固める。

食べる 　各自のアイデア披露。 1 日常食

40 能代市 浅内 そうめん寿司
　巻き寿司をそうめんに変えたも
の。

食べる
　茹でそうめんを巻き寿司同様に巻
く。

1 日常食

41 能代市 浅内 煮じぇこんぶ
　根菜、すき昆布、油あげをしょ
うゆで煮る。

食べる 　常備菜の一つ。 1 日常食

42 能代市 浅内 白和え
　豆腐をすりつぶし野菜と混ぜ合
わせる。

食べる 　佛事は必ずでる一品。 3 行事食

43 能代市 浅内 きんとん
　さつまいも、長芋をつぶし砂糖
の味付け。

食べる 　女性好みのようだ。 1 日常食

44 能代市 浅内 干しもち 　餅米を蒸して、凍らせて干す。 食べる 　保存食でもありおやつでもある。 2 保存食

45 能代市 浅内 ちゃまま
　根菜、油あげ、干ししいたけが
特徴のご飯。

食べる 　都会のおこわ風。 1 日常食

46 能代市
二ツ井
田代

うさぎ鍋
　大根やごぼうを入れて、味噌で
味付けする。

食べない
　山うさぎ。毛皮で首巻などを作
る。

4 食材

47 能代市
二ツ井
田代

くじら
　くじら肉は醤油につけて、焼い
て食べる。

食べない
　今はくじら肉が手に入らないので
食べない。

4 食材

48 能代市
二ツ井
田代

塩くじらかやき 　塩くじらにナスを入れて煮る。 食べない
　今はくじら肉が手に入らないので
食べない。

4 食材

49 能代市
二ツ井
田代

凍み大根（でご）
　冬に大根の皮をむいて、長さ
20cmくらいに切り、立ててまた
切って、湯がいて外に干す。

食べない

　カラカラに干した大根を水で戻
し、油揚げ、豆腐、ニンジン、ごぼ
う、さつま揚げなどを入れて煮付け
る。

2 保存食

50 能代市
二ツ井
田代

天ぷら 　菊の葉を天ぷらにした。 食べない
　秋によく食べた。今は葉がないか
ら食べない。

1 日常食

51 能代市
二ツ井
田代

しそ巻き
　小麦粉に味噌、砂糖、水を入れ
て捏ね、シソの葉で包んで油で揚
げる。

食べる 1 日常食
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52 能代市
二ツ井
田代

もんしぇ（内臓）

　馬の内臓、牛の内臓をニンニク
と酒で１～２時間煮込み、大根葉
や大根を刻んで入れ味噌で味付け
る。

食べる 4 食材

53 能代市
二ツ井
田代

味噌

　豆を煮て、煮あがったらつぶ
す。味噌玉をつくり、藁で編んで
軒先につるす。１週間くらいおい
て固くなったら、水に浸けて杵で
つぶし、麹・塩を混ぜ、樽に入れ
て３年おく。

食べない 　今はやらない。 2 保存食

54 能代市
二ツ井
田代

味噌漬け

　大根、ニンジン、きゅうり、カ
タウリの中をくりぬき、ニンジ
ン、シソの実、ミョウガ、ごぼう
などを入れて、味噌の中に入れ漬
ける。

食べる 2 保存食

55 能代市
二ツ井
田代

カラゲ（エイ）
　水で戻して、砂糖、醬油で煮
る。

食べる 　正月用の食べ物。 3 行事食

56 能代市
二ツ井
田代

タコ足のなます
　大根をスプーンなどで削り、タ
コ足、砂糖、酢、ネギを混ぜる。

食べる 　正月用の食べ物。 3 行事食

57 能代市
二ツ井
田代

エシャジャ（アミ）の
かやき

　エシャジャにナスを入れて煮
る。

食べない 1 日常食

58 能代市
二ツ井
田代

味噌だまこ（おにぎり）
　おにぎりに味噌をつけて、焼い
て食べる。

食べない
　おにぎりのことを「だま」と言
う。

1 日常食

59 能代市
二ツ井
田代

まもち
　搗き立ての餅に、つぶあんを入
れる。大福の３倍くらい大きかっ
た。

食べない 　ごはん代わりに食べた。 1 日常食

60 能代市
二ツ井
田代

汁もち
　とり肉の出汁に、ごぼう、ネギ
などを入れて、その中に搗いたば
かりの餅を入れる。

食べる 1 日常食

61 能代市
二ツ井
田代

ミズたたき

　赤ミズの葉をとり、マスギリ棒
で叩いてつぶす。それを包丁で細
かく刻み、ネバネバしてきたら味
噌を入れて混ぜる。

　赤ミズだけを使う。ごはんにのせ
て食べる。

1 日常食

62 能代市 槐 ハタハタの寿司
　ハタハタに麹等を入れて寿司に
する。

食べない

　初冬の大量に獲れる時に安く買っ
て冬用につくるが、今は高くて買え
ない。

2 保存食

63 能代市 槐
ハタハタの寿司の白子
の塩漬け

　ハタハタの白子を甕に入れて塩
漬けにして保存する。

食べない

　初冬の大量に獲れる時に安く買っ
て冬用につくるが、今は高くて買え
ない。

2 保存食

64 能代市 槐 大根の干葉汁
　大根の葉を干して、みそ汁の具
にする。

食べない

　大根は生干しで漬物にするが、葉
も干してみそ汁にする。今は手間が
かかるので作らない。

1 日常食

65 能代市 槐 ナタ漬
　冬の保存食として大根をナタで
大きめに切り、麹等で漬ける。

食べる
　初冬に仕込み、表面に薄氷が張る
ころが食べ頃。スーパーで売ってい
るので今は作らない。

2 保存食

66 能代市 槐 ところてん
　テングサを煮て、臼でついてつ
くる。テングサは乾物屋から購入
する。

食べる
　手間がかかるため、今はつくらな
い。スーパーで買う。

1 日常食

67 能代市 槐 干し餅
　冬の保存食。正月の餅と一緒に
つくる。寒い日に水をかけて凍ら
せてつくる。

食べる 2 保存食

68 能代市 槐 山菜の煮物・おひたし
　わらび・ぜんまい・みず・たけ
のこ・えんにょ・ふきを煮る。

食べる 　山に行って採れたらつくる。 1 日常食

69 能代市 槐 かすべの煮物 　エイ（かすべ）の煮物。 食べる 　盆や正月に食べる。 3 行事食

70 能代市 槐 どじょうかやき

　田んぼの用水路に罠を仕掛け、
獲れたら桶に数日入れて泥をはか
せる。外のカラをとってみそ汁に
入れる。

食べない 　今は獲る人がいない。 1 日常食

71 能代市 槐 菊のおひたし 　菊の花をおひたしにする。 食べる 　食用菊を植える。 1 日常食

72 能代市 槐 ばっけみそ
　春に芽吹いたばっけを擂って、
調味料、味噌と和える。

食べる 　ごはんに載せて食べる。 1 日常食

73 藤里町 藤琴 たけのこ寿司
　タケノコを入れた混ぜご飯で、
田植えのときのご馳走で食べた。

食べる
　２，３日してから食べるのが美味
しい

4 食材

74 藤里町 藤琴 山菜各種
　塩漬けするか干すかして、冬に
食べる。

食べる
　橋からつるし川につけてもどし
た。２日くらいでもどる。

2 保存食
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75 藤里町 藤琴 にわとりのお吸い物 　山わさびを擦って使う。 食べる
　残った汁にお餅を入れてお雑煮に
して食べる。

3 行事食

76 藤里町 藤琴 切り干し大根の煮付け 　こんぶ、ささぎ豆などと煮る。 食べる 3 行事食

77 藤里町 藤琴 小豆菜の天ぷら
　春は天ぷらにして食べるが、干
して煮付けて食べるときもある。

食べる 1 日常食

78 藤里町 藤琴 なんこ 　馬肉の煮物。 食べる
　前は飼っていた馬が亡くなったと
きに食べた。

4 食材

79 藤里町 藤琴 うさぎ鍋 　山菜などと醤油で煮る。 食べる
　山うさぎ。毛皮で防寒着を作っ
た。

4 食材

80 藤里町 藤琴 味噌 　麹も自分で作った。 食べる 　麹は、今は市販品。 1 日常食

81 藤里町 藤琴 味噌づけ
　大根をシソの葉、キュウリ、
菊、ナスなどと漬けた。

食べる
　柿漬け、ナタ漬けも作っていた
が、漬物石が持てなくなったので、
作らなくなった。

2 保存食

82 藤里町 藤琴 鱒漬け 　川で捕ったマスを漬けた。 食べない

　道路が開通しハタハタを食べるよ
うになってからはあまり作らなく
なった。鯖寿司も作っていた。

2 保存食

83 藤里町 藤琴 味噌つけたんぽ
　つぶしたご飯を串に巻き、味噌
をつけたもの。

食べる 1 日常食

84 藤里町 藤琴 ツブの味噌汁
　川で捕れるツブ（サザエ並に大
きい）を味噌で煮た。

食べる
　昔は囲炉裏に下げて干した。他に
サクラマス、イワナ、ヤマメなどを
干した。

4 食材

85 藤里町 藤琴 鮒 　沼で捕って焼いてから煮た。 食べない
　鮒、鯉、カレイ、卵、犬肉などは
お産のときのお見舞い品だった。

4 食材

86 藤里町 藤琴 牛肉の煮付け
　飼育していた牛（黒べこ）の肉
をタケノコ、アザミなどと醤油で
煮る。

食べない

　盆と正月に食べたが、昔のように
は食べない。塩漬けして保存もし
た。

4 食材

87 藤里町 藤琴 熊鍋
　熊肉を味噌で煮た。熊の首は味
噌漬けにした。

食べる
　昔は冬眠の場所を確認し、冬眠か
ら出たときが一番美味しい。熊以外
に山鳥、うさぎなどを食べた。

4 食材

88 藤里町 藤琴 なんこ
　馬肉の煮物。心臓、肺（あか
ふ）なども入れて、干した大根葉
を煮付ける。

食べる
　大腸、小腸などもあったら美味し
い。もつ煮のことを「なんこ」と呼
ぶ。

4 食材

89 藤里町 藤琴 犬肉の煮付け 　大きくした犬を食べた。 食べない
　犬の皮はカッパ代わりするので、
大きくした。

4 食材

90 藤里町 藤琴 赤漬け
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べる
　祖母が好きでおやつとして食べ
た。お盆に供えることはしなかっ
た。

1 日常食

91 藤里町 粕毛 ところてん 　天草を煮出して食べる。 食べる 　昔は自分で突いて食べた。 1 日常食

92 藤里町 粕毛 赤寿司
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べる 　昔は樽で、主にお盆に作った。 1 日常食

93 藤里町 粕毛 生うどん 　豚肉の出汁で冬に食べる。 食べる 1 日常食

94 藤里町 粕毛 きりたんぽ
　ご飯をつぶし棒に刺して焼いた
「たんぽ」を、地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 　昔は家で飼っていた鶏を使った。 1 日常食

95 藤里町 粕毛 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 　昔は家で飼っていた鶏を使った。 1 日常食

96 藤里町 粕毛 なた漬け 　大根を麹で漬ける。 食べる
　包丁を工夫して使い、ギザギザを
作る。

2 保存食

97 藤里町 粕毛 味噌漬け 　大根を味噌で漬ける。 食べる
　大豆、麹も自分で作った味噌を使
う。小さい頃はおにぎりの中身だっ
た。

2 保存食

98 藤里町 粕毛 たくあん
　外で一週間干して、柿と塩、麹
で漬ける。

食べる 2 保存食

99 藤里町 粕毛 ハタハタ寿司
　はらわたと頭を取って、水で
洗って酢に漬ける。

食べる
　毎年木箱で１０箱くらい親戚が
持ってくる。

2 保存食

100 藤里町 粕毛 鮎寿司 　川で捕って塩漬けにした。 食べない 2 保存食
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101 藤里町 粕毛 どぶろく 　年中作り飲んでいた。 食べない

　さなぶりのときは必ず飲んだ。清
酒が出回ってからは作らなくなっ
た。他に甘酒、卵酒などもよく作っ
た。卵酒は今でも作る。

4 食材

102 藤里町 粕毛 干し餅
　しそ、紅ショウガ、ごまなどを
混ぜた。

食べる
　山に持って行った。油で揚げるこ
ともあった。

2 保存食

103 藤里町 粕毛 なんこ
　馬肉を市日で買って、味噌や醤
油でじっくりと煮る。

食べる 　薪ストーブの上で煮る。 4 食材

104 藤里町 粕毛 ぜんまいの煮付け 　祭りの時に食べる。 食べる 　葬式でも出る。 3 行事食

105 藤里町 粕毛 犬肉
　犬肉を味噌で煮て、山菜等を入
れた。

食べない
　女の人は体があったまると言われ
ていた。

4 食材

106 藤里町 粕毛 そばねり 　練ったそばをだし汁に入れる。 食べない
　昔は蕎麦（粕毛そば）の産地だっ
た。

4 食材

107 藤里町 粕毛 こはぜのジャム
　家の裏に植えているこはぜを使
う。

食べる 4 食材

108 藤里町 粕毛 牛乳寒天
 棒寒天を溶かし、牛乳を混ぜて固
める。

食べる 1 日常食

109 八峰町 石川 山菜の塩漬け
　フキノトウ、ワラビ、サシボ、
フキ、サシドリ、エニョなどを漬
ける。

食べる
　熊が怖くて採りに行かなくなっ
た。

2 保存食

110 八峰町 石川 ところてん 　天草を煮出してつくった。 食べる 　天草は当時から買っていた。 1 日常食

111 八峰町 石川 冷やし汁 　冷たい汁物。 食べない 1 日常食

112 八峰町 石川 あじゃらこ
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けしたデザート。あさづけ。

食べない 1 日常食

113 八峰町 石川 ハタハタ鍋 　ハタハタを煮る。 食べる 1 日常食

114 八峰町 石川 だまこもち
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 　自宅で飼っていた鶏を使った。 1 日常食

115 八峰町 石川 きりたんぽ鍋
　ご飯をつぶし棒に刺して焼いた
「たんぽ」を、地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 　自宅で飼っていた鶏を使った。 1 日常食

116 八峰町 石川 たくあん
　大根を干してから米ぬかに漬け
る。

食べる
　当時は砂糖の代わりに柿を使っ
た。今は作らない。

2 保存食

117 八峰町 石川 なたづけ
　かゆに麹を入れて、大根の塩漬
けを入れる。

食べる 　今は、なたで切らない。 2 保存食

118 八峰町 石川 ハタハタ寿司 　ハタハタを麹で漬ける。
あまり
食べない

　木箱に入れ、一箱１００円ほどで
売りにきた。

2 保存食

119 八峰町 石川 ハタハタの塩漬け 　ハタハタを塩で漬ける。
あまり
食べない 　現在は小糠は使わない。 2 保存食

120 八峰町 石川 大福、おやき
　餅米をすり鉢で擦って、ほかの
米と混ぜた。

あまり
食べない

　小豆も自分で作った。家族が食べ
ない。

1 日常食

121 八峰町 石川 石川そば 　そば粉、麦粉に豆乳を加える。 食べる
　毎朝食べる。300年の歴史がある馬
頭観音のまつり参加者に振舞うため
に作られ始めたといわれる。

1 日常食

122 八峰町 石川 みそたんぽ
　囲炉裏で焼いて、甘味噌を付け
て食べた。

食べない 1 日常食

123 八峰町 石川 しょっつる
　小さい魚を頭を除いて細かく
切って塩を混ぜて一升瓶に入れ
る。

食べない 2 保存食

124 八峰町 石川 なんばんべっちょ
　エゴマを擦り、湯がいたキャベ
ツや季節のきのこを味噌で和え
る。

食べる
　お盆や冠婚葬祭で食べる。泣くほ
ど辛いことから名前がついたといわ
れる。

3 行事食

125 八峰町 石川 笹もち 　笹の葉で餅米をくるみ、蒸す。 食べない
　さなぶりで田の神様に供える。あ
んこ餅の場合もある。

3 行事食

126 八峰町 岩館 ところてん 　天草を袋に入れて煮る。 食べる 1 日常食
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127 八峰町 岩館 あさづけ
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けしたデザート。

食べる 　お盆のお膳に含める。 3 行事食

128 八峰町 岩館 鱈鍋 　タラをいれた鍋料理。 食べる
　自分たちが採ってきた魚を食べ
る。

1 日常食

129 八峰町 岩館 鱈の子炒り
　鱈の子とこんにゃく、人参等を
炒める。

食べる 1 日常食

130 八峰町 岩館 大根の小糠漬け
　大根を軒下に１週間ほど干して
から漬ける。

食べる 2 保存食

131 八峰町 岩館 ハタハタ寿司 　ハタハタを大量に漬けた。 食べる 　正月に食べる。 2 保存食

132 八峰町 岩館 にぎり寿司 　タコ、イカ、エビ等を使う。 食べる 　正月に食べる。 3 行事食

133 八峰町 岩館 わかめ
　５月に塩漬けしたわかめを干し
て、味噌汁などに入れる。

食べる 1 日常食

134 八峰町 岩館 干し餅
　切り餅を水にひたしてから、屋
外につるし凍らせて乾燥させる。

食べない
　子どものおやつ。米は作らない地
域で実家からもらった。

1 日常食

135 八峰町 岩館 ホッケのつみれ揚げ
　ホッケをつみれにして海苔で巻
いて天ぷらにする。砂糖醤油で食
べる。

食べない 4 食材

136 八峰町 岩館 どぶろく
　かめに入れて、１週間ほどで
作った。

食べない

　イースト菌は20円で売っていた。
昭和40年ころ、清酒が出回るまで
作った。

1 日常食

137 八峰町 岩館 しょっつる
　かめにハタハタを入れて縁側に
置く。２～３年かけて作る。上澄
みを醤油代わりにした。

食べない
　昭和４０年頃から作らなくなっ
た。

4 食材

138 八峰町 岩館 だまこもち
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　飼っていた鶏を食べる。冠婚葬祭
でも食べる。

3 行事食

139 八峰町 岩館 犬の鍋 　犬肉を入れた鍋料理。 食べない

　船頭だけが食べる。肉料理（４つ
足）は、家の中ではなく庭で食べ
た。

4 食材

140 八峰町 岩館 ハタハタの味噌汁 　ハタハタをいれた味噌汁。
あまり
食べない 　ハタハタがとれなくなった。 4 食材

141 八峰町 岩館 けんちん汁 　山菜等の煮物。 食べる
　内容はけの汁（きゃのこ）と同じ
だが、けの汁（きゃのこ）とは呼ば
ない。

3 行事食

142 八峰町 岩館 べっこう
　サメ（アブラツノザメ）の頭
を、骨と皮を取って身だけ煮る。

食べない

　サメが捕れなくなったので、今
は、「アンコウのとも和え」を作
る。

4 食材

143 八峰町 岩館 しんこもち
　うるち米をついて、小豆とから
める。

食べる
　餅は作ってくれる家にお願いす
る。小豆は自分で作る。

4 食材

144 八峰町 岩館 かすべなます
　生のカスベの皮をはいで酢の物
にする。

食べる 3 行事食

145 八峰町 岩館 かすべの煮物
　干しカスベを水で２日くらいも
どし、練炭で６～7時間程度煮る。

食べる
　カスベは今でも自分で干す。お盆
に食べる。

3 行事食

146 八峰町 茂浦 ハタハタ白子煮  ハタハタの白子の煮付。 食べる 　ハタハタ取れる時期に食べる。 4 食材

147 八峰町 茂浦 とろろ飯 食べる 　正月に食べる。 3 行事食

148 八峰町 茂浦 きりたんぽ 食べる 3 行事食

149 八峰町 茂浦 ごま和え
　茹でた野菜にごまをまぶす。少
し醤油も入れる。

食べる 1 日常食

150 八峰町 茂浦 うどの酢味噌和え 　えごま、みそ、酢で和える。 食べる 1 日常食

151 八峰町 茂浦 みそたんぽ 食べる 1 日常食

152 八峰町 茂浦 煮豆 食べる 3 行事食
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153 八峰町 茂浦 寒天流し 　あまりものを混ぜる。 食べる 1 日常食

154 八峰町 水沢 ビスケットの天ぷら 　ビスケットを天ぷらにする。 食べる 　運動会で食べる。 3 行事食

155 八峰町 水沢 甘いポテトサラダ
　砂糖、みかんの缶詰、サクラン
ボを入れたポテトサラダ。

食べる 1 日常食

156 八峰町 水沢 こはぜご飯
あまり
食べない 1 日常食

157 八峰町 水沢 ニセアカシアの天ぷら 　ニセアカシアを天ぷらにする。
あまり
食べない 1 日常食

158 八峰町 水沢 熊肉 食べる 1 日常食

159 八峰町 水沢 切り干し大根 食べる 1 日常食

160 八峰町 八森 みずたたき 食べる 1 日常食

161 八峰町 八森 あかずし
　もち米、赤しそ、キュウリ、砂
糖、塩で味付け。

食べる 3 行事食

162 八峰町 滝ノ間 えごてん 　えご草（海藻）で作る。 食べる 1 日常食

163 八峰町 滝ノ間 煮じゃこぶ
　切り昆布にニンジン、油揚げ、
甘辛く煮る。

食べる 1 日常食

164 八峰町 岩館 つみれ汁
　ほっけのつみれの入った味噌
汁。

食べる 1 日常食

165 三種町 上岩川 じゃがいもきんとん
　じゃがいもをつぶして卵と砂糖
を混ぜる。

食べない 1 日常食

166 三種町 上岩川 甘酒
　かめに入れて凍ったのを割って
飲んだ。

食べない 1 日常食

167 三種町 上岩川 あさづけ
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けしたデザート。

あまり
食べない 　さなぶりに田んぼで食べた。 3 行事食

168 三種町 上岩川 けんくさ（けのこ汁）
　根菜や山菜の塩漬け、キノコ類
を細かく切って味噌味で煮る。

食べる
　具材にさつまあげ、ちくわが入る
ようになった。

5 調理法等

169 三種町 上岩川 鶏かやき
　日常的にだまこを入れる。正月
には餅を入れる。

食べる 1 日常食

170 三種町 上岩川 鳥たたき
　ナタで細かく切って、ゴボウも
入れて鍋にする。

食べない 1 日常食

171 三種町 上岩川 山菜の煮物
　さもだし、しめじ、ほうきだけ
などを南蛮を入れて醤油で煮る。

食べる 　余った山菜は塩漬けにする。 1 日常食

172 三種町 上岩川 切り干し大根
　大根を細切りにし、軒下に干
す。

食べる
　大根葉は凍らせて、味噌汁に入れ
る。

2 保存食

173 三種町 上岩川 ハタハタ寿司
　骨を酢で柔らかくして、切り身
と一本と両方漬ける。

食べる 2 保存食

174 三種町 上岩川 じゃがいも
　皮付きのまま囲炉裏の灰のなか
に入れて食べる。

食べる 5 調理法等

175 三種町 上岩川 干し餅
　餅を切って、軒下に干す。色づ
けとして、カボチャ、コハゼ、ヨ
モギなどを加える。

食べる
　寒くならなくなったので、現在
は、冷凍庫で凍らせて作る。

1 日常食

176 三種町 上岩川 果実酒
　梅酒、葡萄酒、アロエ酒、マル
メロ酒など作った。

あまり
食べない 4 食材

177 三種町 上岩川 きりたんぽ
　ご飯をつぶし棒に刺して焼いた
「たんぽ」を、地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　当時は囲炉裏や七輪で作ったが、
今はホットプレートで焼く。

1 日常食

178 三種町 上岩川 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　きりたんぽより食べる機会が多
い。

1 日常食

項目
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179 三種町 上岩川 豆腐
　水は川から汲んで使う。大きな
釜でつくった。

作らない 1 日常食

180 三種町 上岩川 とろろまんま
　元旦の朝に漬物などと一緒に食
べる。

食べる
　おいしいものを食べた後に、胃に
やさしいと言われる。

3 行事食

181 三種町 上岩川 干し鱈の煮付け 　干しタラをもどしてから煮る。 食べない
　一度煮たらつゆを捨ててさらに煮
る。

3 行事食

182 三種町 上岩川 鮒汁 　八郎潟で捕れたフナの煮物。 食べる 　大晦日のお膳につける。 3 行事食

183 三種町 上岩川 煮豆 　黒豆。 食べる 　大晦日のお膳につける。 3 行事食

184 三種町 上岩川 大根なます
　細切りにした大根を、人参、豆
腐等と和える。

食べる 　大晦日のお膳につける。 3 行事食

185 三種町 上岩川 赤漬け
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べる 　お盆に供える。 3 行事食

186 三種町 上岩川 ところてん 　天草を煮出してつくった。 食べる 　お盆に供える。 3 行事食

187 三種町 上岩川 かすべ煮
　干しカスベをもどしてから煮
る。

食べる
　今は干しタラで代用することが多
い。

3 行事食

188 三種町 上岩川 かまぶく
　うるち米ともち米を炒って作
る。

食べる 3 行事食

189 三種町 上岩川 寒天 　緑色の寒天にゆで卵を入れる。 食べる 3 行事食

190 三種町 上岩川 大福
　煮た小豆を皮に包む。焼かな
い。

食べる 1 日常食

191 三種町 上岩川 五平餅
　モチに生みそを塗り、箸に付け
て七輪で焼く。

食べる 1 日常食

192 三種町 川尻 鮒かやぎ 　鮒は八郎潟か近くの沼で捕る。 食べない 4 食材

193 三種町 川尻 ちかのかやぎ 　ちか（わかさぎ）の鍋料理。
　わかさぎは八郎潟近くの集落の漁
師の行商から買った。

4 食材

194 三種町 川尻 つぶかやぎ 　つぶの鍋料理。
ほとんど
食べない

　田んぼの堰でつぶを捕り、石で殻
を割るのは子供の役目。

4 食材

195 三種町 川尻 どじょうかやぎ 　ドジョウの鍋料理。 　どじょうは田んぼの堰で捕る。 4 食材

196 三種町 川尻 しじみけっこのおつゆ 　しじみ貝の味噌汁。 食べる
　八郎潟で水浴びとしじみ捕りをし
た。

1 日常食

197 三種町 川尻 きゅうりもみ
　キュウリを入れた冷たい味噌
汁。

食べる 1 日常食

198 三種町 川尻 くじらかやぎ 　くじらとナスを入れた鍋料理。 食べる 　ナスの収穫期の７・8月に食べる。 4 食材

199 三種町 川尻 けだて
　根菜や山菜の塩漬け、キノコ類
を細かく切って味噌味で煮る。

食べる 　大量に作り、正月期間食べる。 3 行事食

200 三種町 川尻 ぜんまい(じぇめ) 　干したものをもどして食べる。 食べる 　正月以外も食べる。 1 日常食

201 三種町 川尻 こびやぎめし
　ご飯を炊いたときにできる焦げ
た部分を食べる。

　夕飯のごはんが釜で炊き上がった
時間に食べる。

1 日常食

202 三種町 川尻 はたはたの塩漬け 　焼いたり煮たりして食べる。
　弁当のおかずはハタハタとたくあ
んだった。

1 日常食

203 三種町 森岳 じゅんさい鍋
　じゅんさい、鶏肉、ゴボウ、ネ
ギなどを入れた醤油味の鍋料理。

食べる
　じゅんさいが採れる夏の時期を中
心に食べる。

1 日常食
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1 男鹿市 北浦湯本 山菜料理
 タラの芽、シドケ、ワラビなどを
春から夏にかけて採った。

食べる 1 日常食

2 男鹿市 北浦湯本 わかめ
　４月に採り、干して切って、保
存した。

食べる 2 保存食

3 男鹿市 北浦湯本 わかめの芯
　４月に採り、塩漬けにして保存
し、塩抜きして煮たり炒めたりし
て食べる。

食べる 2 保存食

4 男鹿市 北浦湯本 ところてん 　天草を煮出して作る。 食べる 1 日常食

5 男鹿市 北浦湯本 えご 　えご草を煮出して作る。 食べる 1 日常食

6 男鹿市 北浦湯本 はたはた寿司
　ハタハタを塩漬けした後、米と
麹を使って漬けた飯ずし。

食べる 2 保存食

7 男鹿市 北浦湯本 しょっつる

　漬けたハタハタが溶けてきたら
上澄みを鍋に汲んで、ガーゼで漉
して瓶詰めした。３年物もあっ
た。

食べる
　食べる人が少なくなったので、現
在は作らなくなった。魚を煮るとき
や寄せ鍋の味付けに使った。

2 保存食

8 男鹿市 北浦湯本 あんぷら餅

　じゃがいもをすって沈殿したデ
ンピンと、ゆでたじゃがいもをこ
ねて成形し、焼いたりゆでたりし
て食べる。

食べる

　すまし汁に入れたり、あんこをの
せて食べたりした。ごはんの代わり
に食べることが多いがおやつとして
も食べた。

4 食材

9 男鹿市 北浦湯本 きゃのこ汁
　主に塩漬けした山菜、大根、人
参、ごぼう等を味噌で煮る。

食べる
　小正月に大鍋いっぱいに作って朝
昼夕と１週間近く食べた。

5 調理法等

10 男鹿市 北浦湯本 なまはげ膳
　ぶりこハタハタ、なます、きん
ぴら、煮しめ、冷酒。

食べる 　ナマハゲの来訪時に準備する。 3 行事食

11 男鹿市 北浦湯本 もち

　年末（２９日以外）についた餅
を丸餅にして供える。７日に下ろ
して焼いてちぎってお湯で戻して
かゆに入れた。

食べる
　お供えとは別に切り餅を作って正
月内食べた。

3 行事食

12 男鹿市 北浦湯本 七草がゆ

　タラノキの芽、せり、大根葉、
かぶの葉、しいたけなどあるもの
で７種類入れて作っていた。味噌
味だった。

食べる 3 行事食

13 男鹿市 北浦湯本 あずきまま 　餅米、てんこ小豆で作るご飯。 食べる

　田植えの際に手伝ってくれた人に
振る舞った。他にカワハギと蕗の煮
付けやたくあん、味噌漬けなどを
持って行った。

1 日常食

14 男鹿市 北浦湯本 だまこもち
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　稲刈りを終えるとみんなで囲んで
食べていた。

3 行事食

15 男鹿市 北浦湯本 おやき 　餅に小豆をつめて焼く。 食べる

　山の神の時に、木のお盆にわらを
敷き、大きい丸餅１個と小さい丸餅
１２個を上げて、神棚にお供えして
いた。

3 行事食

16 男鹿市 男鹿中 かやき
　家で飼っている鶏やうさぎに野
菜をたくさん入れてしょっつるで
味付けをした。

作って
いない

　七輪に鍋をかけて作った。 1 日常食

17 男鹿市 北浦 魚の煮付け
　冬の魚で、ハタハタ、ホッケ、
タラなどをしょっつるで煮た。

食べる 1 日常食

18 男鹿市 北浦 ジバサ
　２～３月の寒い時期に採れる。
小さいたまっこが付いている。

食べる 4 食材

19 男鹿市 北浦 わかめ
　４月に採り、カリカリに干し
て、保存した。

食べる 1 日常食

20 男鹿市 北浦 ところてん
　７月に海で天草を獲ってきた。
どこのうちでも突いていた。

食べる
　今は家庭で突く人はいないかも。
お盆は鏡天を作った。

1 日常食

21 男鹿市 北浦 えご
　７月頃、えご草を煮出して作
る。日常でも食べるし、お盆にも
食べる。

食べる 1 日常食

22 男鹿市 北浦 さざえ、い貝
　夏にとって食べた。イガイ（イ
ゲケッコ）は水から煮た。

食べる 1 日常食

23 男鹿市 北浦 鮭とば 　鮭は塩をして干した。
作って
いない

　食べるときはトンカチでたたい
て、むしって食べた。

2 保存食

秋田県の郷土食等一覧表

項目

－ 220 － － 221 －



№ 市町村 大字等 名称 内容 現況 特色等

24 男鹿市 北浦 干しいか・たこ
　干しておき、料理をするときは
戻して煮付けにしたりした。

作って
いない

2 保存食

25 男鹿市 北浦 たくあん、味噌漬け
　きゅうりは夏に塩漬けして、塩
抜きしたのを味噌漬けにした。

作って
いない

　田植えの時に持って行った。 2 保存食

26 男鹿市 北浦 干し餅
　切り餅を水にひたしてから、屋
外につるし凍らせて乾燥させる。

作って
いない

2 保存食

27 男鹿市 北浦 干しいも

　輪切りにしてざるに入れて干し
たり、台を作って並べたりした。
ふかしてから切ってつくることも
あった。

作って
いない

2 保存食

28 男鹿市 北浦 山菜

　ふき、わらび、えにょ、みず、
みずたまこを塩漬けした。細竹だ
けは塩蔵せずにそのときに食べて
いた。

食べる 　真山で松茸が採れた。 1 日常食

29 男鹿市 北浦 ハタハタ
　重しをして漬け、ずっと食べて
いた。木樽につけて、粉糠をかけ
て、赤つゆとっていた。

食べる 1 日常食

30 男鹿市 北浦 しょっつる

　11月後半から12月初めにかけ
て、小さいハタハタを丸々漬け
た。外の小屋で小さいストーブに
かけて煮て、ざるともみぶくろで
漉した。

作って
いない

2 保存食

31 男鹿市 北浦 こうなごの佃煮 　５，６月頃に佃煮にしていた。
作って
いない

4 食材

32 男鹿市 北浦 お雑煮
　切り餅を作って焼いてからお雑
煮にした。

食べる
　昔は味付けにみそだまりを使って
いた（醤油は使わなかった）。

3 行事食

33 男鹿市 北浦 とろろごはん
　昆布と椎茸のだしで長いものと
ろろを伸ばし、ごはんにかけて食
べた。

　のりをかけたり、ぼだっごを乗せ
たりした。

3 行事食

34 男鹿市 北浦 七草がゆ
　せり、大根葉、ほうれん草、薄
揚げなどで作る。

食べる 3 行事食

35 男鹿市 北浦 あずきまま 　餅米、てんこ小豆で作るご飯。
　田植えの際に手伝ってくれた人に
振る舞った。包んで持って帰れるよ
うにさしどりの葉にのせていた。

1 日常食

36 男鹿市 北浦 豆の粉焼き

　粉屋に行って大豆を挽いてもら
い、そのきな粉に黒砂糖や白砂糖
をまぜておにぎりに付けて食べ
た。

　田植えの際に食べた。 1 日常食

37 男鹿市 北浦 だまこもち
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　今は家で食べる。昔は新米でだま
こを作ったが、今は買ってきたきり
たんぽを使うことが多い。

3 行事食

38 男鹿市 五里合 ジバサ
　２～３月の寒い時期に採れる。
小さいたまっこが付いている。

食べる
　真冬に嵐の後に浜に寄って採る。
フグが産卵するときは採るなと言わ
れていた。

4 食材

39 男鹿市 五里合 えご 　えご草を煮出して作る。 食べる
　昔は練って作っていた。今はミキ
サーを使う。夏の間食べる。

1 日常食

40 男鹿市 五里合 ところてん 　天草を煮出して作る。 食べる 　今は家庭で作らなくなった。 1 日常食

41 男鹿市 五里合 梅漬け 　梅をしそと一緒に漬ける。 4 食材

42 男鹿市 五里合 赤まま（赤漬け）
　塩もみして水を切り、酢を入れ
た赤じそと塩もみしたきゅうりを
炊いたモチ米にあわせる。

　もみじそは出荷していた。 1 日常食

43 男鹿市 五里合 しそ巻き
　味噌や砂糖などを合わせてとろ
とろにしたものを葉っぱに包んで
焼く。

食べる
　フライパンで両面焼き、ふくれて
くれば火が通れば完成。

1 日常食

44 男鹿市 五里合 冷や汁
　細長く切ったきゅうりを水、
氷、みそで味付けして食べた。

1 日常食

45 男鹿市 五里合 鍋物
　冬にタラ汁、ハタハタ鍋、豚汁
などを食べた。

1 日常食

46 男鹿市 五里合
八の字ガニ、ワタリガ
ニ

　８月過ぎてから味噌汁に入れて
食べる。

4 食材

47 男鹿市 五里合 たくあん 　干し大根。
今は作って
いない

　大量に作り、翌年の夏まで食べて
いた。

2 保存食

48 男鹿市 五里合 山菜の塩漬け 　煮物にして食べる。 食べる
　大根葉の塩漬けは味噌汁に入れ
た。

2 保存食
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49 男鹿市 五里合 はちく
　竹林のはちくを缶詰にして保存
し、冬に煮物にした。

食べる 2 保存食

50 男鹿市 五里合 きのこ塩漬け
　水煮にしたきのこを塩漬けして
保存し、食べていた。

　脇本の実家で食べていた。 2 保存食

51 男鹿市 五里合 ハタハタ目刺し
　塩水につけて竹の棒に刺して、
干物にした。焼いてそのまま食べ
た。

食べない
作らない 2 保存食

52 男鹿市 五里合 ハタハタの玄米漬け
　塩漬けしたハタハタを漬け替え
して炊いた玄米と合わせて重石を
した。

食べない
作らない 2 保存食

53 男鹿市 五里合 ハタハタ寿司

　切って一昼夜水につけ、水切り
をして酢につけ、家の寒いところ
においた。その後、他の材料と併
せて２倍以上の重さの重石をして
漬けた。

今も作って
いる

　脇本の実家では、大根としょうが
も入れた。

2 保存食

54 男鹿市 五里合 さけの寿司
　サケを、ハタハタ寿司と同様に
漬ける。

今は作って
いない

　昔はサケが多くとれたので、ハタ
ハタ同様に作っていた。

2 保存食

55 男鹿市 五里合 潟ガレイの寿司
　潟ガレイをハタハタ寿司と同様
に寿司にしていた。

今は作って
いない

　昔からボツリヌス食中毒は心配し
ていたらしいが、美味しかったそ
う。作り方はもう分からない。

2 保存食

56 男鹿市 五里合 ばったら焼き
　小麦粉、砂糖、卵を混ぜて焼い
て巻く。

食べる、今
も作ってい
る

1 日常食

57 男鹿市 五里合 おやき
　炊いたモチ米に小麦粉を少しふ
りかけてからこねる。あんこを包
んで焼く。

食べる、今
も作ってい
る

　12／12の山の神の日にお供えす
る。

3 行事食

58 男鹿市 五里合 しょっつる

　ハタハタ５ｋｇの頭と内臓をお
年、塩1.25㎏で樽に重石をして漬
けこむ。３年間冷暗所に置く。煮
て越して瓶詰にする。

今は作って
いない 　鍋物によく使った。 2 保存食

59 男鹿市 五里合 わかめの塩漬け 　干して切って、保存した。
食べる、今
も作ってい
る

　年中食べる。 1 日常食

60 男鹿市 五里合 とろろいも
　山芋をすり、煮干し出汁の味噌
汁をあわせる。

食べる 　１／２に、仏前に供える。 3 行事食

61 男鹿市 五里合 七草がゆ

　鏡開きの餅を小さく切って焼い
て湯をかけて割って、煮えたおか
ゆに、タラの芽、せり、すずな、
すずしろなどを足して作る。

食べる
　昔は味噌味だった。１ｃｍくらい
の若芽のタラの芽を摘みに行って入
れたのを覚えている。

3 行事食

62 男鹿市 五里合 きゃのこ汁

　だしは干し椎茸と昆布でとる。
ふき、わらび、えにょ、人参、ご
ぼう、厚揚げ、キノコ類を入れ味
噌味にする。ずんだは入れる家と
入れない家がある。

食べる、今
も作ってい
る

　（小正月の）１５年取りで１６に
食べた。汁椀にごはんを盛って、利
き手と反対の手で一口目を食べる。

3 行事食

63 男鹿市 五里合 赤飯

　そとめ（さおとめ）と言ってい
た。田植えのときに炊いた赤飯
（あずきまま）をさしどりの葉に
包んでふるまった。

今はし
ない

　白ご飯にさとうときなこをまぶし
たものの時もあった。

3 行事食

64 男鹿市 五里合 しんこもち
　うるち米をついて、小豆とから
める。

今はし
ない

　さなぶりの時は七輪を用意して鍋
をふるまったり、座敷にあげて、し
んこもちをふるまった。

3 行事食

65 男鹿市 五里合 煮しめ 　塩漬けした山菜の煮物。
　夜に、結婚式（お嫁さん）を見に
来た人にふるまう。

3 行事食

66 男鹿市 鵜ノ木 ジバサ
　真冬に嵐の後に浜に寄ってと
る。

食べる
　ジバサを青くする体験などを小学
生対象に行った。

1 日常食

67 男鹿市 鵜ノ木 わかめ
　しゃぶしゃぶにして年中食べ
る。

食べる 1 日常食

68 男鹿市 鵜ノ木 きゃのこ汁
　ふき、えにょ、わらびなど保存
した山菜を食べる

食べる 1 日常食

69 男鹿市 鵜ノ木 ハタハタ寿司
　塩をまぶして赤水が出たら捨て
るを３日。酢で洗って２日くらい
置き、本漬けをする。

今も作って
いる 2 保存食

70 男鹿市 鵜ノ木 あんぷら餅
　ゆでたじゃがいもをこねて成形
し、焼いたりゆでたりして食べ
る。

食べる、今
も作っ
ている

　バター醤油、おしるこあんぷらな
ど間食として食べる。

4 食材

71 男鹿市 鵜ノ木 しょっつる

　頭とはらわたを塩に漬ける。麹
を加えて発酵するとハタハタが溶
けてくる。一夏置いて、春くらい
に漉して火入れをする。

食べる、今
も作ってい
る

2 保存食
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72 男鹿市 鵜ノ木 うどん
　乾麺を鶏ガラ出汁で干し椎茸や
ネギを入れて食べる。

　お通夜の時に鶏ガラだしのうどん
を大量に作ったことが驚きだった。

3 行事食

73 五城目町 富津内 だまこ（だまこもち）
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　新米の時期も食す。山仕事の携帯
食が始まりと伝わる。日常的に食べ
るが、新米の時期も食べる。

1 日常食

74 五城目町 富津内 でんぶ
　太く切ったゴボウを人参や唐辛
子と炒める。

食べる
　太く切るのでデブのなまりとも言
われている。１０年ほど前に作らな
くなった。

3 行事食

75 五城目町 富津内 豆腐
　地元の大豆と井戸水で、祭りや
お盆に大量につくった。

食べる

　集落の人が集まってつくり複数世
帯に配った。おやつ代わりにもなっ
た。１０年ほど前に作らなくなっ
た。

3 行事食

76 五城目町 富津内 なます
　細切りにした大根と人参を甘酢
で和える。

食べる 3 行事食

77 五城目町 富津内 ままづけ
　餅米に砂糖、キュウリ、しその
葉等を混ぜて２，３日漬ける。

食べる
　お盆に供える。ぐみ、あけび、か
ぼちゃ、ブドウなどを混ぜることも
あった。

3 行事食

78 五城目町 富津内 寒天
　棒寒天を溶かし、卵等を混ぜて
固める。

食べる
　仏様に供える。日常でも作ること
がある。

1 日常食

79 五城目町 富津内 かまぼこ
　餅米粉を煎り、砂糖とよく混ぜ
てから蒸す。

食べる
　他の地域では「かまぶく」と呼
ぶ。運動会で重箱に入れて持ち寄っ
た。

3 行事食

80 五城目町 富津内 ようかん
　寒天液に砂糖とあんこを混ぜて
固める。

食べる
　ハレの日に配る。運動会で重箱に
入れて持ち寄った。

3 行事食

81 五城目町 富津内 とろろ（とろろまんま）
　山芋をすり、煮干し出汁の味噌
汁をあわせる。

食べる
　正月や結婚式の翌日の朝に食べ
る。消化を助けると伝わる。

3 行事食

82 五城目町 富津内 赤飯
　餅米を炊いて、ゆで小豆を加え
て混ぜ、さらに蒸す。

食べる
　赤色は邪気を払う魔除けの力があ
ると伝わる。さしどりの葉や朴の葉
で包んだ。

3 行事食

83 五城目町 富津内 冷や汁
　キュウリを小口切りにし、生味
噌を溶いた冷たいだし汁にいれ
る。

食べる 　みずたたきをいれることもある。 1 日常食

84 五城目町 富津内 たんぽ
　たんぼ（ごはんを棒状にのばし
たもの）に味噌を付けて焼く。

食べる 1 日常食

85 五城目町 富津内 干し餅
　餅を藁などで組み上げて、水に
つけて外気で凍らす。

食べる 　最近は凍らなくなった。 2 保存食

86 五城目町 富津内 うどん
　乾麺を鶏ガラ出汁で干し椎茸や
ネギを入れて食べる。

食べる 3 行事食

87 五城目町 富津内 んにょ
　春に家の裏で採り、おひたしに
した。におさく。

食べる
　薬味で自生しているわさびを根ご
と採り、湯がいて辛みをだし刻ん
だ。

4 食材

88 潟上市 大久保 うなぎ
　八郎潟で大量に採れ、ぶつ切り
にして煮た。

食べない
　干拓後は、ウナギがいなくなっ
た。

4 食材

89 潟上市 大久保 佃煮
　鮮度が命なので、舟がつき次第
すぐに選別し蒸す。ワカサギ、シ
ラウオ、鮒など。

食べる
　現在、鮒は食べなくなった。（捕
れなくなった）

4 食材

90 潟上市 大久保 チカ蒸し
　八郎潟で捕れたチカ（ワカサ
ギ）を蒸す。

食べる 4 食材

91 潟上市 大久保 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 　鮒出汁で食べることはない。 1 日常食

92 潟上市 大久保 鮒かやき
　八郎潟で捕れた鮒を味噌で煮
る。

食べない
　他に食べるものがあり、鮒が捕れ
なくなったので食べなくなった。

4 食材

93 潟上市 大久保 とろろ
　鮒を焼いて出汁をとり、山芋を
といて食べた。

食べる 3 行事食

94 潟上市 大久保 でんぶ
　ごぼうを細切りにして、たらこ
と混ぜる。

食べる 3 行事食

95 潟上市 大久保 氷頭なます
　細切りにした大根と人参、鮭の
頭の軟骨を薄くスライスし、甘酢
で和える。

食べる 3 行事食

96 潟上市 大久保 きゃのこ汁
　根菜、山菜の塩漬け、キノコ
類、ずんだを細かく切って味噌味
で煮る。

食べる
　焼いたずんだ（買う）を入れるこ
とが必須。

3 行事食

97 潟上市 一向 うなぎ
　八郎潟で大量に採れ、ぶつ切り
にして煮た。

食べない
　干拓後は、ウナギがいなくなっ
た。

4 食材
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98 潟上市 一向 からすみ

　八郎潟で春にボラが大量に捕れ
たので、卵を塩漬けにし乾燥した
もの。盆過ぎに捕れるシロメ（ボ
ラの幼魚）は、塩漬けやぬか漬け
にした。

食べない
　八郎潟干拓後、ボラが捕れなく
なった。

4 食材

99 潟上市 一向 ぐんじ
　グンジ（ハゼ）を焼いてから干
し、味噌煮にした。

食べない 　干拓後は捕れなくなった。 4 食材

100 潟上市 一向 干し鱈
　干しタラは１日ぐらい米のとぎ
汁でもどしてから煮る。

食べる
　干しカスベはもどすのに３日かか
るので食べなくなった。

1 日常食

101 潟上市 一向 ところてん
　天草を煮てから酢を混ぜる。混
ぜ具合によって固さが違う。

食べる 　祭り（夏）の時期によく食べる。 1 日常食

102 潟上市 一向 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　鴨肉の時もあるが、鮒出汁で食べ
ることはない。

1 日常食

103 潟上市 一向 でんぶ 　ごぼうを太めに切り、煮る。 食べる
　他に黒豆、きんとん（サツマイ
モ）、キンキンが正月料理。

3 行事食

104 潟上市 飯塚 キンキンの塩焼き 　キンキンを焼いた。 　正月の料理だった。 3 行事食

105 潟上市 飯塚 なます
　細切りにした大根と人参、ぶり
こを、甘酢で和える。

　正月の料理だった。 3 行事食

106 潟上市 飯塚 でんぶ 　ごぼうを太めに切り、煮る。 　正月の料理だった。 3 行事食

107 潟上市 飯塚 とろろ
　山芋をすり、煮干し出汁の味噌
汁をあわせる。

　正月の料理だった。１月２日に食
べる。

3 行事食

108 潟上市 飯塚 きゃのこ
　山菜の塩漬け、キノコ類を細か
く切って煮る。

　枝豆を焼いて小判型にしたもの
（名称は思い出せない）が入らない
と物足りない。

1 日常食

109 潟上市 飯塚 干し餅
　餅を藁などで組み上げて、水に
つけて外気で凍らす。

　焼いて食べた。うまく干さないと
固くなった。

1 日常食

110 潟上市 飯塚 あさづけ 　米粉を使ったデザート。 食べる 1 日常食

111 潟上市 飯塚 ままづけ
　餅米に砂糖、キュウリ、しその
葉等を混ぜて２，３日漬ける。

食べる 1 日常食

112 潟上市 飯塚 くじらかやき 　塩クジラをナスと一緒に煮る。
　クジラは、固いものとやわらかい
ものがあった。

4 食材

113 潟上市 飯塚 いさじゃ 　アミの塩辛。
　田植えのころによく捕れる。現在
もいるが捕る人がいない。すごく臭
うがおいしい。

4 食材

114 潟上市 飯塚 寒天
　棒寒天を溶かし、卵等を混ぜて
固める。

　祭り（５月５日）に欠かせないも
のだった。

3 行事食

115 潟上市 飯塚 ようかん
　寒天液に砂糖とあんこを混ぜて
固める。

　祭り（５月５日）に欠かせないも
のだった。

3 行事食

116 潟上市 飯塚 潟魚のかやき
　コイやフナを焼いて保存してお
き、味噌かやきにした。

　焼くと保存がきいた。 1 日常食

117 潟上市 飯塚 ナマズ 　刺身や蒲焼きで食べた。 食べない 　八郎潟干拓後は捕れなくなった。 4 食材

118 潟上市 飯塚 どじょうかやき 　酒を入れて味噌かやきにした。 4 食材

119 潟上市 飯塚 だまこ鍋
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

　鮒の出汁で食べたのは、もっと上
の世代だろう。次の日に味がしみた
だまこをあぶって食べた。

1 日常食

120 八郎潟町 浦大町 きゃのこ

　根菜や山菜の塩漬け、キノコ類
を細かく切って味噌味で煮る。最
後にじんだ豆（枝豆を焼いて小判
型にしたもの）を入れる。

食べる
　小正月に女性がゆっくりするため
にまとめて作る。

5 調理法等

121 八郎潟町 浦大町 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　翌日は、だまこを串に刺し、囲炉
裏で焼くこともあった。鮒の出汁で
食べる地区もある。

1 日常食

122 八郎潟町 浦大町 いちじくの甘露煮
　斜面で栽培していたイチジクを
大鍋で煮込む。

食べない

　カミキリムシによってイチジクの
木が全滅した。同じようにフキも煮
込むが、山に生えているものほど味
が強い。

1 日常食
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1 秋田市 土崎 かすべ煮

　干しカスベを２日ほどかけても
どし、丸１日かけて水を代えなが
ら煮て、砂糖（ザラメ）と醤油で
煮詰める。

食べない

　７月の祭りにあわせてつくり来客
にふうるまう。日常的には手間がか
かるので、あまり作らない。

3 行事食

2 秋田市 土崎 ハタハタ寿司
　ブリコが入ったメスは一匹、白
子のオスは切り身にして作る。

食べる
　自分で作ることはなく、買う。一
匹寿しは正月に食べる。

2 保存食

3 秋田市 土崎 ハタハタの塩漬け
　まとめて買ったものを塩漬けに
する。

食べる
　塩抜きして焼いたり、しょっつる
かやきにして食べることが多かっ
た。

2 保存食

4 秋田市 土崎 どじょう鍋
　魚屋ではなくドジョウ屋で買
い、開いてもらい味噌かやきにす
る。

食べない

　魚屋で買うあまり太くないどじょ
うは、活きたまま鍋に入れる。豆腐
にささっていた。

4 食材

5 秋田市 土崎 笹巻き
　笹を三角錐状に丸めて餅米を入
れ、い草でしばり蒸す。

食べない
　端午の節句で作った。男の子がい
ない場合でも大量に作った。

3 行事食

6 秋田市 土崎 笹餅
　餅米粉を水と砂糖で練り、笹の
葉で包んで煮る。

食べない
　端午の節句で作った。男の子がい
ない場合でも大量に作った。

3 行事食

7 秋田市 上新城 きゃのこ
　根菜や山菜の塩漬け、キノコ類
を細かく切って味噌味で煮る。

食べない

　正月１６日に寺に供える。２０年
ほど前（姑が亡くなった）から食べ
なくなった。

3 行事食

8 秋田市 上新城 でんぶ
　ごぼうを細切りにして、たらこ
と混ぜる。

食べる
　きんぴらの場合は生もの（たら
こ）を入れない。

3 行事食

9 秋田市 上新城 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる
　次の日に味がしみただまこを焼い
て食べた。

1 日常食

10 秋田市 上新城 あさづけ
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

食べる 1 日常食

11 秋田市 上新城 とろろ 　元日は餅、２日はとろろ。 食べる 3 行事食

12 秋田市 上新城 なます
　細切りにした大根と人参を甘酢
で和える。

食べる 3 行事食

13 秋田市 下黒瀬 なまずかやき 　なまずを入れた鍋料理。
　なまずは沼で釣るとすぐ死ぬた
め、泥は吐かない。

4 食材

14 秋田市 下黒瀬 どじょう
　どじょうを生きたまま水から豆
腐と煮る。

　雪を入れてどじょうを取る。 4 食材

15 秋田市 下黒瀬 やつめ
　頭と尾をキリで押さえてぶつ切
りにする。豆腐とネギを加え、醤
油味の吸い物にする。

　やつめは雄物川で捕る。 4 食材

16 秋田市 下黒瀬 甘納豆ご飯
　赤飯の代わりに食べる。ごぼう
や人参を加えることもある。

食べる 1 日常食

17 秋田市 下黒瀬 みょうがみそ漬け 　みょうがを味噌で漬ける。 食べる 　みょうがは山で取れる。 1 日常食

18 秋田市 下黒瀬 みそたまり
　米麹でみそを手作りした際に出
るみそたまりを、しょうゆ代わり
に煮物などに使った。

1 日常食

19 秋田市 下黒瀬 せり
　主にかやきや鍋に入れて食べ
る。

食べる 1 日常食

20 秋田市 下黒瀬 からす貝
　泥を吐かせるのに２日かかる。
みそ汁で食べることが多い

貝がいなく
なり食べら
れない

　堰でたくさんとれた。 4 食材

21 秋田市 下黒瀬 つぶ
　田植えが終わったころみんなで
食べる。

貝がいなく
なり食べら
れない

　堤の下にいる。田んぼのコケを食
べてくれる貝。

4 食材

22 秋田市 下黒瀬 久助柿
　熱湯に入れたまま２、３時間冷
まし、３～７日間、塩水に漬け
る。

　小ぶりで庄内柿より小さい。渋柿
で種が多く、身が固い品種で地柿の
一種。

4 食材

23 秋田市 下黒瀬 山菜
　ぜんまい、わらび、あいこ、ぼ
んな、しどけ、細竹（タケノ
コ）。

食べる 1 日常食

24 秋田市 下黒瀬 ぬまえび
　乾煎りして塩を振る。塩漬けに
して塩辛にすることもある。

食べない
　堤で「柴づけ法」で捕っていた
が、Ｕ字溝になっていなくなった。

4 食材

25 秋田市 下黒瀬 どぶろく
　しべぶとん（しべ＝わら）を掛
けて保温して作る。

1 日常食

秋田県の郷土食等一覧表
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26 秋田市 下黒瀬 ぐんじ
　ぐんじ（かじか）を醤油でかや
きにした。

4 食材

27 秋田市 岩見三内 でんぶ
　ごぼうを細切りにして、たらこ
と混ぜる。

食べる 　きんぴらではない。 3 行事食

28 秋田市 岩見三内 なます
　細切りにした大根と人参を甘酢
で和える。

食べる 3 行事食

29 秋田市 岩見三内 とろろ 　元日は餅、２日はとろろ。 食べる 3 行事食

30 秋田市 岩見三内 あじゃら 　春の山菜各種を和える。 食べる
　みょうがは新芽（たつ）を使う。
きゃのこのような保存食はない。

1 日常食

31 秋田市 岩見三内 あざみ
　地元でしか採れない鬼アザミを
天ぷらや味噌汁にする。

食べる
　昔は塩漬けしたが、現在は冷凍す
る。

4 食材

32 秋田市 岩見三内 みょうさく 　塩漬けにして、冬に食べる。 食べる 2 保存食

33 秋田市 岩見三内 肉料理
　飼育していた鶏・ウサギ・山羊
の他、野ウサギやアナグマを捕ま
えて食べた。

食べる
　アナグマの心臓を乾燥させ、薬と
して売ることもあった。

4 食材

34 秋田市 岩見三内 あみだ
　黒豆を煮て、糊状にした餅米と
混ぜる。

食べる 　最近は、甘納豆を使う。 1 日常食

35 秋田市 岩見三内 石焼き
　木桶にマス、ねじりみずを入
れ、熱した石で煮る。

食べない
　市町村合併後は、作る機会がなく
食べない。

5 調理法等

36 秋田市 岩見三内 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

食べる 1 日常食

37 秋田市 岩見三内 どじょうかやぎ 　玉子とじにして食べる。 食べる 1 日常食

38 秋田市 岩見三内 ハタハタ寿司
　ハタハタを塩漬けした後、米と
麹を使って漬けた飯ずし。

食べる 2 保存食

39 秋田市 岩見三内 寒天
　棒寒天を溶かし、卵等を混ぜて
固める。

食べる 　牛乳寒天やサラダ寒天もつくる。 1 日常食

項目
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1 由利本荘市 矢島 松皮餅

　アカマツの皮の繊維を練り込ん
でつくる餅。鳥海、矢島地域で、
天明の大飢饉の際に救荒食として
作り始めたと伝わる。

食べる
　もともとは少ない餅を増やすため
のもの。

7 由来

2 由利本荘市 亀田大町 山椒の切り合い
　山椒の若布を茹でて味噌と一緒
に細かく刻みご飯に乗せて食べ
る。

食べる 　うこぎでも代用可。 1 日常食

3 由利本荘市 亀田大町 かどかやき
　かど（にしん）のぬか漬けを醤
油で煮る。

ほとんど
食べない

　にしんのぬか漬けの味が変わって
きた時の救済食。簡単な昼食。

4 食材

4 由利本荘市 亀田大町 くじら汁
　塩クジラを夕顔、ナスなどと一
緒に煮る。

ほとんど
食べない 4 食材

5 由利本荘市 亀田大町 はたはた寿司のかやき
  はたはた寿司を大根おろしを
たっぷり入れて煮る。

ほとんど
食べない

　はたはた寿司の味が変わってきた
時の救済食。

4 食材

6 由利本荘市 亀田大町 棒あなご
　串に刺して焼いたものを、浜の
人が売りに来た。

ほとんど
食べない 4 食材

7 由利本荘市 亀田大町 みそかやき 　さしぼ、油揚げを味噌で煮る。 食べる
　さしぼの少し大きくなったものを
使う。

1 日常食

8 由利本荘市 亀田大町 こなます（あさづけ）
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

あまり
食べない 　冠婚葬祭時のデザート。 3 行事食

9 由利本荘市 亀田大町 白玉巻き 　豆腐かまぼこのようなもの。 食べる 　冠婚葬祭時の口取り。 3 行事食

10 由利本荘市 亀田大町 太巻き
　ご飯に砂糖を混ぜた、甘いすし
飯。

食べる 　冠婚葬祭時の口取り。 3 行事食

11 由利本荘市 亀田大町 すずりぶた

　丸い盆に5、6種ほどの華やかな
口取りを並べる。白玉巻き、羊
羹、雲平、寒天、甘い酢飯の太巻
き、伊達巻き、うさぎに見せた茹
で卵、つばき餅など。

食べる
　昔は硯の蓋（ほどの大きさの盆な
ど）に盛り付けられたことが由来と
いわれる。

3 行事食

12 由利本荘市 亀田大町 切りうどん 　乾麺を醤油味で食べる。 食べる
　子供の運動会の昼ご飯に重箱等に
入れて持っていき、別添のつゆをか
けて食べる。

3 行事食

13 由利本荘市 亀田大町 地獄うどん
　釜上げ状態の熱々うどん（乾
麺）に、梅漬けの紫蘇と調味料を
かけて食べる。

食べる 3 行事食

14 由利本荘市 亀田大町 ぐりえ（ぐりあい）
　サメの身、ざっぱ、内臓を大根
やネギと一緒に味噌味で和える。

食べる 3 行事食

15 由利本荘市 亀田大町 氷頭なます
　細切りにした大根と人参、鮭の
頭の軟骨を薄くスライスし、甘酢
で和える。

食べる 　正月の定番料理。 3 行事食

16 由利本荘市 亀田大町 つばき餅
　椿の葉っぱであんこ入りの餅を
包んだもの。

食べる
　ひな祭りの時に、ひな人形のとこ
ろに供える。

3 行事食

17 由利本荘市 亀田大町 ずいきの酢の物
　ずいき（芋がら）の甘酢漬け
に、枝豆のずんだをかける。

食べる 　百万遍や観音講の時に食べる。 3 行事食

18 由利本荘市 亀田大町 小豆汁
　餅なしのぜんざいのようなも
の。

食べる 1 日常食

19 由利本荘市 亀田大町 カナガシラの味噌汁 　カナガシラを味噌で煮る。 食べる
　お産を終えた方に、葉っぱに乗せ
たカナガシラを見舞い（お祝い）と
して渡した。乳が良く出る食べ物。

3 行事食

20 由利本荘市 亀田大町 さつきまま
　炊いたご飯を朴の葉に乗せ、黄
な粉と黒糖をかけてから葉で包ん
で蒸らした。

あまり
食べない

　田植えの手伝いに来てくれた人に
間食として振る舞う。

3 行事食

21 由利本荘市 亀田大町 とろろご飯 　1月2日に食べる。 食べる 　自然薯を山に掘りに行く。 3 行事食

22 由利本荘市 亀田大町 いちじく煮
　イチジクを砂糖（ザラメ）、酢
で煮込む。

食べる 1 日常食

23 由利本荘市 亀田大町 しょっつる鍋
　ハタハタ（またはタラ）と野菜
を具材にした鍋。

食べる 1 日常食

24 由利本荘市 亀田大町 太巻き
　ご飯に砂糖を混ぜる、甘いすし
飯。

食べる 　冠婚葬祭時の口取り。 3 行事食

秋田県の郷土食等一覧表
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25 由利本荘市 亀田大町 しめ豆腐
　豆腐を茹でて具材と一緒に巻き
すで巻いて絞る。

1 日常食

26 由利本荘市 亀田大町 蕗ご飯
　戦時中、茹でた蕗をご飯に混ぜ
てかさ増しした。

食べない 4 食材

27 由利本荘市 出戸 アミのしょっつる
　6月頃大量に浜にあがったアミや
小魚を塩漬けにし、冬場に汁を濾
過する。

食べない 　鍋料理や茶碗蒸しに使った。 5 調理法等

28 由利本荘市 出戸 けんちん汁
　豆腐、根菜や山菜の塩漬け、キ
ノコ類を細かく切って味噌７、醤
油３の割合で煮る。

食べない

　豆腐は水分がなくなるまで焼く。
正月に女性が休めるように大量に
作った。

5 調理法等

29 由利本荘市 出戸 しなもち

　餅に小豆を煮たものを混ぜてか
ら四角に切り、縄で結び、青竹に
つるして乾燥させて（凍らせて）
保存食とした。

食べない 　正月以降食べる。 2 保存食

30 由利本荘市 出戸 なんばこ
　米粉に砂糖、塩、水、ごまを加
えてこねる。160℃くらいの弱火で
揚げる。

食べない
　後に卵を入れるようになった。現
在はマーガリンを入れる人もいる。

1 日常食

31 由利本荘市 森子 かなかぶの酢漬け

　カブの表面をそぎ取り、塩水に
いれ､５～６時間つけ込む。水洗い
して酢や砂糖などを加え１昼夜つ
け込む。

食べる 2 保存食

32 由利本荘市 東由利 がにみそ
　川がにの内蔵（ガニミソ）を軽
く煮たものに、日本酒、味噌、砂
糖を入れて混ぜる。

食べる 4 食材

33 由利本荘市 東由利 タニシのごま和え
　一昼夜､泥を吐かせ、湯がいた
後、味噌と砂糖とゴマで和える。

食べない 　田んぼの脇の堰にたくさんいた。 4 食材

34 由利本荘市 東由利 ホウの葉まま
　ホウの葉を十字にしいて､炊いた
白米をおき、その上にきなこと白
砂糖をまぶしてくるむ。

食べない 　農作業のときの子供のおやつ。 1 日常食

35 由利本荘市 大倉 とろろ飯
　昆布と煮干しでだしをとり､醤油
で味をつけた汁をあたためてか
ら、すりおろした長芋を入れる。

食べる

　玄関先にすったとろろをまく風習
が広くあった。正月には必ず食べ
た。餅をたべてはいけなかった。正
月以外は餅を食べてもよい。

7 由来

36 由利本荘市 藤崎 からとり芋の煮物
　からとり芋（サトイモ科の親
芋）とその芋ガラといわれる葉柄
（ずいき）を醤油で煮る。

食べる
　葉柄（ずいき）は、干して味噌汁
の具や酢の物にする。

4 食材

37 由利本荘市 鳥海 あけびみそ
　アケビは身の部分を取り、皮の
中に酒と砂糖で味付けした味噌を
入れて焼く。

食べる
　作った直後にアルミホイルにまい
て凍らせると１年間保存できる。

4 食材

38 由利本荘市 鳥海 鴨鍋

　鴨の猟期（11/1～1/31）に狩
り、鴨肉にこんにゃく、豆腐、ネ
ギを入れて、醤油と酒で味をつけ
る。

食べない

　山鳥やキジも同様に鍋にした。狩
猟免許の返納により狩りをしなく
なった。

4 食材

39 由利本荘市 鳥海 熊汁（熊鍋）

　熊の肉と骨、大根、白菜、ネギ
を低温でじっくりと煮る。味噌と
酒、ショウガ、にんにくを入れて
味をつける。

食べる
　内臓は別に煮付けにする。胆嚢は
「くまのい」として薬にする。

4 食材

40 由利本荘市 鳥海 氷頭なます

　鮭の頭を細かくして、にんじん
と大根を短冊切りにして塩を振
る。その後酢と砂糖をまぜた汁を
かけてなじませる。

食べる 3 行事食

41 由利本荘市 鳥海 野うさぎの煮付け

　野ウサギの猟期（11/15～2/15）
に狩り、味噌、ショウガ、ニンニ
クを入れて煮る。酒粕やドブロク
を入れて味付けをした。

食べない

　皮はチリチリになるまで焼いて乾
燥させ、夏場まで保存し、お湯につ
けて戻し、酢味噌和えにした。

4 食材

42 由利本荘市 鳥海 百宅そば
　標高の高い百宅地区で栽培され
たそば。

食べる
　そば粉をお湯で練る「そば練り」
や、煮てから味噌をつけて「そばか
け」でも食べた。

1 日常食

43 にかほ市 院内 くくり餅
　ヨモギを煮て、餅と混ぜあんこ
を入れる。

食べる 　七高神社の祭りの時期に作る。 3 行事食

44 にかほ市 院内 けんちん汁
　塩漬けワラビ、みょうさく、を
こんにゃく、木綿豆腐と味噌で煮
る。

食べる 　アザミが入るとなお美味しい。 1 日常食

45 にかほ市 院内 鯉料理
　甘露煮を鯉屋から買ってきた。
他にもあらい、湯引き（しゃぶ
しゃぶ）にして食べた。

食べない 　昭和の初め頃まで食べていた。 3 行事食

46 にかほ市 院内 さめ
　サメ（ホシザメ）を刺身、がん
もどき（つみれ）などにして食べ
た。

食べない

　刺身は食べるが、他は昭和50年代
頃に食べなくなった。漁獲量が減っ
たため。肝臓から油を作った。

4 食材

47 にかほ市 院内 ところてん
　天草を溶かして、固める。
ところてん突で切って、醤油かを
かけて食べる。

食べる 　自分で作らなくなった。 1 日常食
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48 にかほ市 院内 どじょう
　どじょうに豆腐や卵を食べさ
せ、ネギやナスと醤油で煮る。

食べない
　田んぼの基盤整備により捕れなく
なった。

4 食材

49 にかほ市 院内 もだつの煮物
　塩漬けにして保存していたモダ
ツ（サワモダシ）を醤油で煮る。

食べる
　缶詰や瓶づめで作るようになっ
た。

1 日常食

50 にかほ市 院内 果物類
　かこの実（桑の実）、柿、イチ
ジク（甘露煮）を食べた。

食べない

　イチジクの木が病気になってし
まったため、甘柿も切ってしまっ
た。

1 日常食

51 にかほ市 院内 かたひし
　沼でカタヒシを採り、ゆでてか
ら割って食べた。

食べない

　ジャガイモとクリを足したような
味。昭和40年頃に潟がなくなったた
め食べていない。

4 食材

52 にかほ市 院内 山菜

　ワラビ、ぜんまい、にょうさく
は塩漬で保存する。サシボ、シド
ケ、アイコ等は採れた時に食べ
る。

食べる 1 日常食

53 にかほ市 院内 赤飯
　甘くない赤飯。ごま塩で味をつ
けて食べた。

食べる 　店に頼むことが増えた。 3 行事食

54 にかほ市 院内 たくあん漬け
　大根を干してから、塩とこぬか
（米ぬか）人によっては砂糖で漬
ける。

食べる 2 保存食

55 にかほ市 院内 なすのおく漬け
　夏場に採れたナスを塩、麹で漬
ける。

食べない 2 保存食

56 にかほ市 院内 きゅうりの塩づけ 　キュウリを塩で漬ける。 食べる 2 保存食

57 にかほ市 院内 かき菜の漬物
　かき菜（大きなチンゲンサイの
ようなもの）を塩漬けにする。

食べない
　かき菜の種が販売されなくなった
ため。

2 保存食

58 にかほ市 院内 ハタハタの塩漬け

　頭付き１、２日塩漬けし、赤つ
ゆ（悪い汁）が出てくる。水洗い
して頭を取りこぬか（こめぬ
か）・ざらめ・塩で漬ける。

食べない

　食べる際は、水洗いし、白菜・ネ
ギと共に煮る。焼くこともあった。
昭和40年代頃まで食べたが、ハタハ
タが減ったことにより食べなくなっ
た。

2 保存食

59 にかほ市 院内 鮒の唐揚げ
　堤で釣ったフナを唐揚げにす
る。

食べない
　共同で堤を管理していた。フナを
捕りにいく人がいなくなった。

1 日常食

60 にかほ市 院内 干し餅

　２番餅（餅米と生育の悪かった
米から作った米粉）をつくる。そ
の餅をかまぼこ状の成形し、薄く
切り干して、油で揚げる。

食べない 　サメの油で揚げると美味しい。 2 保存食

61 にかほ市 院内 甘酒 　米と麹、水を混ぜて作る。 食べる 　自分たちでは作らなくなった。 1 日常食

62 にかほ市 院内 笹巻き

　笹の葉で、餅米をくるみ、灰汁
水で３０分ゆでる。好みできなこ
（自家製）や醤油をつけて食べ
る。

食べない
　昭和40年代後半頃まで食べてい
た。

1 日常食

63 にかほ市 院内 雑煮

　昆布出汁、干し椎茸出汁で、角
餅、ささがきゴボウ、ワラビ、き
のこ（むきたけ）、にんじん、せ
り、（あれば）タケノコを入れ
る。

食べる
　以前は神社の関係で肉、卵が入ら
なかったが、いまは肉が入ることが
ある。

3 行事食

64 にかほ市 院内 棒鱈の煮物
　棒タラを醤油で煮る。大根が入
ることもある。

食べる
　さなぶりなどで食べたが今は年中
食べる。カスベで作ることもある
が、カスベはごちそう扱い。

1 日常食

65 にかほ市 院内 卵酒 　酒、卵を湯煎で温める。 食べる 　風邪を引いたときに食べる。 1 日常食

66 にかほ市 釜ヶ台 白餅

　餅米１升にうるち米１合を混
ぜ、粉にして砂糖と少量の塩、水
を加えて練ったのち、丸型に形成
し、両面を焼く。

食べる

　12月12日の山神社の祭りの際に食
べる。祭りの日には、法要膳に藁を
敷き、焼く前のこの餅を十二支に見
立て箸でちぎり、お供えした。

3 行事食

67 にかほ市 上郷 くじら汁
　クジラ、豆腐、秋にとれたキノ
コ（モダツなど）の塩漬け、ささ
がきゴボウ、ネギを醤油で煮る。

食べる 　大晦日に作って正月中食べる。 4 食材

68 にかほ市 上郷
塩鱈の魚塩汁（うしお
じる）

　タラの切り身、豆腐、ネギを塩
で煮る。

食べる 1 日常食

69 にかほ市 上郷 たくあん漬け
　大根を干してから、塩で漬け
る。

食べる 2 保存食

70 にかほ市 上郷 汁餅
　餅を薄揚げ、ゴボウ、キノコ、
山菜など醤油で煮たものに入れ
る。

食べる 1 日常食
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71 にかほ市 上郷 飴 　米粉を使い、大晦日に作る。

　飴釘という、飴を引っ掛けて伸ば
すような釘が家の柱に刺さってい
た。31日に、新しい着物を来て、飴
作りをした。

3 行事食

72 にかほ市 上郷 ハタハタ
　ハタハタを焼いてから醤油に漬
けた。

4 食材

73 にかほ市 上郷 かがみてん

　夕顔を丸く切ったものを台座に
して、ところてんの丸いもの、ナ
スとキュウリのみじん切りをのせ
る。

　夏に供える。 3 行事食

74 にかほ市 上郷 棒鱈の煮付け 　干しタラの煮物。 1 日常食

75 にかほ市 上郷 なべ焼き
　ナスと夕顔を一口大に切って炒
め、醤油や砂糖で味付け、黒すり
ごまをたくさん入れたもの。

1 日常食

76 にかほ市 上郷 夕顔の糸引き
　夕顔を細く切って塩漬けにして
おく。塩出ししてから醤油味で薄
揚げなどと炒めたもの。

1 日常食

77 にかほ市 上郷 とりつけ餅 　餅の外にあんこをつけた。
　お盆以外、餅の外にあんこをつけ
たものは食べてはいけない（中にあ
んこを入れたものはOK）。

3 行事食

78 にかほ市 上郷 サハチ
　大きな皿（サハチ）に、煮し
め、きんぴらごぼうなどを入れ
る。

　結婚式を見に来た人たちの手にの
せてご馳走する。

3 行事食

79 にかほ市 上郷 ぼた餅
　餅米をすりつぶし、あんこを混
ぜる。

　お通夜には必ずつく。 3 行事食

80 にかほ市 上郷 練り物
　醤油のあんかけがかかったゆべ
しのようなもの。

　葬式で食べた。 3 行事食

81 にかほ市 上郷 きな粉ごはん
　ほおの葉におにぎりを乗せてき
なこをかける。

食べない 　田植えのときに食べた。 1 日常食

82 にかほ市 上郷 すけせ

　すっぱいおかず、せ＝おかず。
ナス、キュウリ、酢、生味噌、
サッカリンなどを入れていき、湧
水などを入れて溶く。

食べない 1 日常食

83 にかほ市 上郷 ミウリ
　シマシマのウリ。メロンのよう
なもの。

食べない 4 食材

84 にかほ市 金浦 棒タラの煮付け
　棒タラ（スケソウダラ）を干し
たものの煮付け料理。

　大晦日に、鱈の潮汁、ハタハタの
田楽などと食べる。

4 食材

85 にかほ市 金浦 鱈の子炒り
　生の鱈（マダラ）の子と糸こん
にゃく、ネギをだし汁等を入れて
炒ったもの。

　大晦日に食べる。高野豆腐は入れ
ない。

4 食材

86 にかほ市 金浦 干し餅 　餅に砂糖を混ぜて揚げたもの。 　揚げない干し餅は食べない。 1 日常食

87 にかほ市 金浦 粉なます
　米粉にミカンの缶詰等を入れた
もの。

　他では、こざき練りやあさづけと
呼ぶ。

1 日常食

88 にかほ市 金浦 アナゴの干物
　アナゴ（ヌタウナギ）を干して
から焼く。

　加工小屋がありまとめて作った。
内臓を取り、一夜干しにした。

4 食材

89 にかほ市 金浦 サメの煮こごり
　サメの骨と皮以外を煮て冷やし
たもの。

　がんもどきにもする。 4 食材

90 にかほ市 金浦 冲ぎすのつみれ汁
　冲ぎす（にぎす）を団子状にし
て作る汁料理。

　冲ぎすは、塩焼きでも食べる。 4 食材

91 にかほ市 金浦 イチジクの甘露煮 　イチジクを甘く煮たもの。
　材料は、和イチジクから洋イチジ
クに代わった。

4 食材

92 にかほ市 金浦 とろろ 　山芋をすりおろしたもの。 　１月２日に食べる。 3 行事食

93 にかほ市 金浦 鱈子の醤油漬け
　産卵時期が後半になった鱈子を
醤油と酒で漬ける。

4 食材

94 にかほ市 金浦 鱈鍋 　１～２月に獲れる鱈の鍋料理。 4 食材
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95 にかほ市 金浦 がさえびの塩焼き
　がさえび（黒ざこえび）に塩を
ふって焼く。

　がさえびは、味噌汁にも使用す
る。

4 食材

96 にかほ市 金浦 アンコウ 　あんこう鍋や、巴和えにする。 4 食材

97 にかほ市 金浦 ハタハタのぶりこ
　ハタハタのぶりこ（卵）を、酢
醤油で炒ったもの。

4 食材

98 にかほ市 金浦 からとり
　芋の部分は煮物、茎（ずいき）
は干して煮物や酢の物で食べる。

4 食材

99 にかほ市 金浦 くろびし 　湯がいて中の実を食べる。 4 食材

100 にかほ市 金浦 さしぼっこ
　おひたしや、辛味噌和え、ごま
味噌和えなどで食べる。

4 食材
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1 仙北市 西長野 ひし巻き
　笹の葉で餅米をくるみ、蒸す。
きな粉をつけて食べる。ちまき。

食べる 1 日常食

2 仙北市 西長野 かどずし
　カド（ニシン）を使用した飯ず
し。田植えの時に食べた。

食べない
　昭和５０年代ごろまで食べてい
た。

3 行事食

3 仙北市 西長野 大根の柿漬け 　大根を渋柿で漬ける。 食べる 　雲然柿が採れる地域のみ。 2 保存食

4 仙北市 西長野 でんぶごんぼ
　ごぼうを太く切り、人参、油揚
げで炒める。

形は違うが
食べる

　現在のきんぴらごぼう。太いから
「でぶごぼう」か？

3 行事食

5 仙北市 西長野 みずたたき 　春に採れるミズをたたく。 1 日常食

6 仙北市 西長野 干葉汁・でごっぱ汁
　大根の葉を編んで干したものを
味噌汁に入れる。

1 日常食

7 仙北市 西長野 赤もの漬け
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

1 日常食

8 仙北市 西長野 あけび味噌 　あけびの皮に味噌を和える。 4 食材

9 仙北市 西長野 かどかやき
　カド（ニシン）やひろっこを使
用した味噌味の鍋料理。

4 食材

10 仙北市 西長野 ハタハタの柿漬け 　ハタハタを渋柿で漬ける。 2 保存食

11 仙北市 西長野 笹っぱ餅
　笹の葉で餅米をくるみ、蒸す。
ひな祭りの時に食べた。

形は違うが
食べる 　木枠で型を取って作った。 3 行事食

12 仙北市 西長野 べっこう 　寒天料理。 食べる 1 日常食

13 仙北市 西長野 干しにしんの煮つけ
　干しニシンを、フキ、サク、タ
ケノコなどと煮る。

　「干しニシン」を「ニシ（ニにア
クセント）」と呼ぶ。

1 日常食

14 仙北市 西長野 小豆汁
　種まきから３３日目に神様に供
え、食べた。

食べない 　昭和４０年代まで食べていた。 3 行事食

15 仙北市 西長野 ひでこかやき
　ヒデコやカジカの燻製を入れた
鍋料理。

4 食材

16 仙北市 西長野 えご 　えご草を煮出して作る。 3 行事食

17 仙北市 西長野 八杯豆腐
　豆腐を短冊状に切り、醤油とと
ろろをかける。

食べる 3 行事食

18 仙北市 西長野 凍み大根
　ゆでた大根を凍らせてから、干
す。

2 保存食

19 仙北市 西長野 くじら汁 　塩クジラとナスの味噌汁。 4 食材

20 仙北市 西長野 どじょうかやき 　ドジョウの鍋料理。 4 食材

21 仙北市 西長野 かすべ甘煮 　干しカスベを甘く煮る。 1 日常食

22 仙北市 西長野 すいとん
　小麦粉の生地を練ってまとめ、
野菜等と煮た鍋料理。

　小麦粉が配給された時代に食べ
た。

1 日常食

23 仙北市 神代 赤もの漬け
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べない 3 行事食

24 仙北市 神代 しゅしゅっこ餅 　きな粉をつけて食べる餅。 食べる
　1月2日に食べる。自然薯を山に掘
りに行く。

3 行事食

25 仙北市 神代 鯉のあらい 　鯉の刺身。 食べる
　正月の他、お産の後などにも食べ
た。

3 行事食

26 仙北市 神代 おやき 　餅を焼いたもの。 食べる
　「やみあき」の時に食べると風邪
をひかないという言い伝えもある。

1 日常食

27 仙北市 神代 笹餅
　笹の葉に、潰して握った形にし
たもち米を乗せて蒸す。

食べる 1 日常食

秋田県の郷土食等一覧表
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28 仙北市 神代 とろろご飯
　自然薯をすりおろし、ご飯にか
ける。

食べる 　正月の朝に食べる。 3 行事食

29 仙北市 神代 きんきん塩焼き 　きんきんを塩焼きにする。 食べる 　囲炉裏で塩焼きにする。 3 行事食

30 仙北市 神代 でんぶごぼう
　ごぼうと鱈の子を炒る。きんぴ
らごぼう。

食べない 3 行事食

31 仙北市 神代 うさぎ鍋 　ウサギを醤油味で煮る鍋料理。 食べない
　ウサギの肉が高価となり、食べな
くなった。

1 日常食

32 仙北市 神代 けいらん
　あん入りの餅。ひな祭りの時に
作るお菓子。

食べる 3 行事食

33 仙北市 上桧木内 でんぶ
ごぼうを太く切り、人参等と醤油
で炒める。現在のきんぴらごぼ
う。

1 日常食

34 仙北市 上桧木内 あさづけ
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

1 日常食

35 仙北市 上桧木内 うさぎ鍋 　ウサギを醤油味で煮る鍋料理。 4 食材

36 仙北市 上桧木内 山菜の塩漬け
　ぜんまい、わらび、きのこ類を
乾燥して塩漬けする。

1 日常食

37 仙北市
桧木内
大台野

よもぎ餅 　よもぎを混ぜた餅。 食べる
　春に摘んで乾燥させておいたよも
ぎをお湯で戻して使う。

1 日常食

38 仙北市
桧木内
大台野

冷やご飯
　きゅうりやなす、にんじんなど
の味噌漬けをご飯に乗せて水をか
けて食べる。

食べる 1 日常食

39 仙北市
桧木内
大台野

こざき練り（あさづ
け）

　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

食べる 1 日常食

40 仙北市
桧木内
大台野

熊鍋
　熊肉を大根、ネギ、ゴボウ、山
菜などと味噌味で煮る。

食べる 4 食材

41 仙北市
桧木内
大台野

置き漬け
 大根を1本のまま大きな樽に塩漬
けして保存した。

食べる 2 保存食

42 仙北市
桧木内
大台野

鯉のあらい 　鯉の刺身。 食べる
　正月の他、お産の後などにも食べ
た。

3 行事食

43 仙北市
桧木内
大台野

ハタハタの柿漬け 　ハタハタを渋柿で漬ける。 2 保存食

44 仙北市
桧木内
大台野

巻きずし
　ご飯に砂糖を混ぜる、甘いすし
飯。

食べる
　冠婚葬祭時の口取り。葬式の時に
は魚・肉使わない材料でつくる。

3 行事食

45 仙北市
桧木内
大台野

ゆべし
　餅米粉とざらめを水で溶いた生
地を蒸す。

食べる 　冠婚葬祭時の口取り。 3 行事食

46 仙北市
桧木内
大台野

うさぎ鍋 　ウサギの鍋料理。 食べない
　ウサギの肉が高価となり、食べな
くなってしまった。

4 食材

47 仙北市
桧木内
大台野

とろろご飯
　自然薯をすりおろし、ご飯にか
ける。

食べる 　正月の朝に食べる。 3 行事食

48 仙北市
桧木内
大台野

きんきん塩焼き 　きんきんを塩焼きにする。 食べる 　囲炉裏で塩焼きにする。 3 行事食

49 仙北市
桧木内
大台野

かやき
　塩漬けにした山菜と大根やネギ
を味噌味で煮る。

食べる 3 行事食

50 仙北市
桧木内
大台野

でんぶ
　野菜や保存しておいたわらびや
蕗を煮て、最後に鱈の子をまぶ
す。

食べる 3 行事食

51 仙北市
桧木内
大台野

赤飯
　餅米とてんこ小豆を蒸す。塩を
かけて食べる。

食べる
　てんこ小豆を使うようになったの
は最近で、昔は普通の小豆を使っ
た。

3 行事食

52 仙北市
桧木内
大台野

おやき 　餅を焼いたもの。 食べる
　「やみあき」の時に食べると風邪
をひかないという言い伝えも。

1 日常食

53 仙北市
桧木内
大台野

豚肉
　味噌漬けにしておいて正月など
に食べた。

　豚を飼育していた。 2 保存食

54 仙北市
桧木内
大台野

寒天
　棒寒天を溶かし、卵を入れて固
める。

食べる
　運動会の時など、毎年違うものを
作って、皆で回して食べた。

3 行事食

55 仙北市 上荒井 赤飯
　餅米とてんこ小豆を蒸す。塩を
かけて食べる。

食べる 　ハレの日の重箱の一品になる。 3 行事食
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56 仙北市 上荒井 寒天
　棒寒天を溶かし、卵を入れて固
める。

食べる 　ハレの日の重箱の一品になる。 3 行事食

57 仙北市 上荒井 煮しめ
　山菜、大根、人参、椎茸を醤油
で煮る。

食べる 　ハレの日の重箱の一品になる。 3 行事食

58 仙北市 上荒井 ごっからでご
　大根をナタで削いで糀で漬ける
ナタ漬け。

食べる 2 保存食

59 仙北市 上荒井 味噌 　大豆を麹で発酵させる。 食べる 　村中で順番に作る。 2 保存食

60 仙北市 上荒井 くくりもち 　餅にあんこを入れる。 たまに食べる 1 日常食

61 仙北市 上荒井 どぶろく 　米を麹で発酵させる。 飲まない 　カメで保存した。 1 日常食

62 仙北市 上荒井 なすのおく漬け
　丸ナスを秋に塩漬けし、年越し
に食べる。

食べる
　なすを立てて漬けるのがコツだっ
た。

2 保存食

63 仙北市 上荒井 高菜漬け
　高菜の葉だけを使用する。ご飯
を巻いて食べる。

食べる 　しょっぱいので長持ちする。 2 保存食

64 仙北市 上荒井 納豆汁
　納豆をよくすり、ムキダケやサ
ワモダシ、豆腐などと味噌汁で伸
ばす。

食べる 1 日常食

65 仙北市 上荒井 ハタハタ漬け 　ハタハタを塩漬けにする。 食べる
　今は柿漬けにする。正月には欠か
せない。

1 日常食

66 仙北市 上荒井 はったぎ
　イナゴを特有の瓶に入れて口を
絞り、振ってうんちを出してから
醤油と砂糖で調理する。

食べない 4 食材

67 仙北市 上荒井 大根の柿漬け 　大根を渋柿で漬ける。 食べる
　30年ほど前から砂糖の代わりに柿
で漬けるようになった。

2 保存食

68 仙北市 上荒井 ハタハタかやぎ
　塩漬けしたハタハタを味噌味で
鍋料理にする。

食べる
　発酵した味がおいしい鍋。大晦日
に食べた。

4 食材

69 仙北市 上荒井 きんきん 　きんきんを塩焼きにする。 食べる
　正月のお膳には、頭付き魚を必ず
つける。無いときはハタハタ。

3 行事食

70 仙北市 上荒井 ゆべし
　餅米粉とざらめを水で溶いた生
地を蒸す。

食べる 3 行事食

71 仙北市 上荒井 甘えっ子
　蒸かした餅米を練って糀を入れ
る。

食べる 3 行事食

72 仙北市 上荒井 かすべ
　干したカスベ（エイ）を醤油で
煮る。

食べる 　最近では棒鱈になった。 3 行事食

73 仙北市 上荒井 味噌漬けにぎりっこ 　味噌をつけたおにぎり。 食べない 　おやつだった。 1 日常食

74 仙北市 上荒井 巻き寿司
　ご飯に砂糖を混ぜる、甘いすし
飯。

食べる
　上手な人が行事に呼ばれて作っ
た。

3 行事食

75 仙北市 上荒井 熊鍋 　熊肉を味噌味で煮る。
たまに
食べる

　熊を撃った人が心臓を取り、他は
村人に分けられた。上手な人が煮な
いと臭い。

4 食材

76 仙北市 上荒井 もっけびっき 　カエルの肉。 食べない
　特定の店で食べた。鶏肉のような
淡泊な味。

4 食材

77 仙北市 上荒井 なつめっこ 　ナツメの実。 食べない
　おやつに生で食べた。青リンゴの
ような味。

4 食材

78 仙北市 桧木内 冷やし汁
　氷水で溶いた味噌に生瓜を刻ん
で入れてご飯にかける。

たまに
食べる

1 日常食

79 仙北市 桧木内 置き漬け
　大根を二番米で漬ける。樽の表
面の氷を割って大根を取り出す。

食べる 2 保存食

80 仙北市 桧木内 大根の柿漬け
　大根の皮を剥かないで漬ける。
柿は横鎚で打つ。小雪に漬ける。

食べる 2 保存食

81 仙北市 桧木内 赤飯
　餅米とてんこ小豆を蒸す。塩を
かけて食べる。

食べる 　お墓のお供えにした。 3 行事食

82 仙北市 桧木内 寒天
　棒寒天を溶かし、卵を入れて固
める。

食べる 　運動会にも作って食べた。 3 行事食

83 仙北市 桧木内 煮しめ
　大根、人参、椎茸、芋の子など
を醤油で煮る。

食べる 　食材をかえて正月にも作る。 1 日常食

84 大仙市 花館 鮭の刺身 　遡上してきた鮭を食べる。 食べる
　今は冷凍して殺菌してから食べ
る。遡上する地区では農家の冬の仕
事。

4 食材
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85 大仙市 花館 紅葉漬 　鮭を麹で漬ける。 食べる 　正月料理。 3 行事食

86 大仙市 花館 氷頭なます
　鮭の頭の軟骨を薄くスライス
し、甘酢で和える。

食べる
　正月料理。1週間ほどお酢につけ
てから食べる。

3 行事食

87 大仙市 花館 鮭汁
　鮭のアラをあぶって入れ、味噌
で煮る。

食べる 4 食材

88 大仙市 花館 山菜
　ワラビ、ゼンマイ、サク、ウド
など時期のものを食べる。塩蔵は
しなかった。

食べる
　南外村の親戚からもらった。ウド
は自宅畑あり。

1 日常食

89 大仙市 花館 えご 　夏に、えご草を煮出して作る。 食べる 　現在は買って食べる。 1 日常食

90 大仙市 花館 ところてん 　夏に天草を煮出して作る。 食べる 　現在は買って食べる。 1 日常食

91 大仙市 花館 くじらの味噌汁 　鯨の脂、ナス、ミズを入れる。 食べる
　夏に汗をかくので栄養補給のため
食べる。

4 食材

92 大仙市 花館 どじょう
　裏の田んぼから捕ってきて油で
炒める。

食べない 4 食材

93 大仙市 花館 納豆汁
　納豆をよくすり、さといも、山
菜など時期のものを入れる。

食べない
　じゃがいも、さつまいもなど入れ
るときもあった。

1 日常食

94 大仙市 花館 とりなべ
　年に何回か特別なとき。鶏肉を
野菜と煮る。最後にとき卵をかけ
て食べる。

食べない 3 行事食

95 大仙市 花館 大根の漬物
　内干し（いぶりがっこ）、外干
し、生漬けにして食べた。

食べる 　昼のごちそうだった。 2 保存食

96 大仙市 花館 かど（にしん） 　干物を焼いて食べた。 食べない 2 保存食

97 大仙市 花館 ハタハタの一匹寿司
　行商が売りに来たハタハタを1
週間ほど漬けて食べる。

食べない 2 保存食

98 大仙市 花館 巻き寿司
　ご飯に砂糖を混ぜる、甘いすし
飯。梅干しで色づけした。

食べない 　運動会などの行事で作った。 3 行事食

99 大仙市 花館 三杯餅
　餅米、うるち米の粉、小豆あん
を同量混ぜて30分蒸す。

食べる 1 日常食

100 大仙市 花館 笹餅
　笹の葉に、型に入れたもち米を
入れ蒸す。

食べない
　仙北地域では笹にお餅を乗せてひ
な祭りに食べる

3 行事食

101 大仙市 花館 なると餅 　型に入れたもち米を蒸す。 食べない
　笹餅、なると餅用の型をまだ持っ
ている。

3 行事食

102 大仙市 花館 水飴
　大きい鍋に麦芽糖を煮詰め、僅
かに残る。

食べない 　貴重なので戸棚に入っていた。 4 食材

103 大仙市 花館 干し餅
　切餅を雪にまぶしてから干す。
油で揚げた。

食べない
　餅に小さい氷が入り、気泡ができ
るので柔らかくなる。

1 日常食

104 大仙市 花館 こうれん
　餅をのばして焼く。餅のせんべ
い。

食べない 1 日常食

105 大仙市 花館 あられ 　餅米を混ぜて煎る。 食べない 1 日常食

106 大仙市 花館 菜種油 　菜種を絞ってとる油。 食べない
　菜種を農協に持参し絞ってもら
う。一度に五升作る。

1 日常食

107 大仙市 花館 胡桃和え
　胡桃を拾ってきてすり鉢です
り、山菜や野菜などと和える。

食べる
　ゴマで和えることもあった。ゴマ
は、植えていた。

4 食材

108 大仙市 花館 味噌
　大豆を煮てすりつぶし、麹を入
れて発酵させる。

食べる
　麹を米と交換した。麹屋で大きい
鍋を貸してくれた。

1 日常食

109 大仙市 花館 たまり
　味噌桶にザルを埋めて柄杓で汲
む。おひたしなどにかけた。

食べる 1 日常食

110 大仙市 花館 いなごの佃煮
　イナゴを砂糖と醤油で煮詰め
た。

食べない 　小学生くらいまで食べていた。 4 食材

111 大仙市 花館 とろろ 　長芋をすって食べる。 食べる
　元旦、ハレの日に。大人数でも対
応できるので。

3 行事食

112 大仙市 花館 ハタハタ寿司
　ハタハタを塩漬けした後、米と
麹を使って漬けた飯ずし。

食べない 　流通しなくなってきた。 3 行事食
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113 大仙市 花館 いかの刺身 　ぼんでんの時期に食べる。 食べない 　当時は流通が悪く貴重だった。 3 行事食

114 大仙市 花館 大福 　餅にあんこを入れる。 食べない
　恵比須講（秋の収穫）のときに供
える。

3 行事食

115 大仙市 花館 おはぎ 　餅にあんこをまぶす。 食べない
　12月12日の山の神のときに御神酒
と一緒にあげる。

3 行事食

116 大仙市 花館 やまい焼き（おやき） 　餅にあんこを入れて焼く。 食べない
　12月8日のやまい焼きの日に食べ
た。

3 行事食

117 大仙市 花館 鮭料理
　身を焼いたりお吸い物にしたい
りした。頭はたたき、味噌で和え
た。

食べない
　12月8日のやまい焼きの日に食べ
た。

3 行事食

118 大仙市 花館 かすべ煮 　カスベを砂糖と醤油で煮た。 食べない 　お盆に食べた。 3 行事食

119 大仙市 内小友 おやき 　餅にあんこを入れて焼く。 食べる
　12月8日のやまい焼きのときに食
べる。

3 行事食

120 大仙市 内小友 納豆汁
　納豆をよくすり、いものこ、山
菜などを入れ、味噌で煮る。

食べる
　納豆も自家製だった。市販の素も
もある。

1 日常食

121 大仙市 若竹町 鮭の煮つけ
　川で捕れた鮭の切り身を、野菜
と一緒に醤油で煮る。

食べない

　客人が来る時に作っていた。昭和
６０年代以降、川の鮭をおいしいと
感じられなくなった。

3 行事食

122 大仙市 若竹町 いくらのみそ煮
　イクラを味噌、酒、砂糖でさっ
と煮る。

食べる
　白く煮すぎずに赤い生に近い状
態。実家のごちそうだった。

5 調理法等

123 大仙市 花館大花町 あさづけ
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

1 日常食

124 大仙市 花館大花町 まゆ玉（もち）
　正月、柳の枝につけて神棚にお
供えした。

3 行事食

125 大仙市 花館大花町 かぶ汁 　カブをいれた汁物。 　正月の朝に食べた。 3 行事食

126 大仙市 花館大花町 赤ずし
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

　盆のお供えに作った。 3 行事食

127 大仙市 花館大花町 まめ汁（呉汁） 　大豆をすりつぶして作る汁物。 1 日常食

128 大仙市 花館大花町 納豆汁
　納豆をよくすり、いものこ、山
菜などを入れ、味噌で煮る。高菜
の漬物を刻んで入れた。

1 日常食

129 大仙市 花館大花町 ハタハタ漬け 　ハタハタを漬けた。 2 保存食

130 大仙市 花館大花町 ザッコのたたき

　川魚をミンチになるまでたた
き、夏は枝豆、他の季節はもどし
た大豆をつなぎにし、団子にして
味噌汁にいれた。

　なまず、ふな、こい、かに、ど
じょう、さけなど。

4 食材

131 大仙市 花館大花町 鮭のおざし焼き
　大きめに切った鮭の切り身を串
しうちして、炭火で焼いたもの

　生の魚を食べる機会はそんなにな
かった。

4 食材

132 大仙市 花館 漬物
　漬物小屋で、なた漬け、柿漬
け、ふかしナス漬けを作ってい
た。

　現在は作っていない。 2 保存食

133 大仙市 花館 大根の煮物
　大根、人参、油揚、こんにゃ
く、たけのこ（ネマガリタケ）な
どを醤油で煮た。

　現在は作っていない。 3 行事食

134 大仙市 花館 長いもとろろ 　長芋をすって食べる。 　現在は作っていない。 3 行事食

135 大仙市 花館 納豆汁
　納豆をよくすり、山菜などを入
れ、味噌で煮る。大根菜を干して
もどしたものを入れた。

　現在は、冷凍した大根菜を入れ
る。

3 行事食

136 大仙市 花館 酢だこ
　バケツに入ったサイズのものを
購入した。

3 行事食

137 大仙市 花館大花町 炭火焼ききんきん 　外で炭火で焼いた。
　正月料理。高くて買えない年も
あった。

3 行事食

138 大仙市 花館大花町 でんぶごぼう 　生鱈子を混ぜた。
　正月料理。他に身欠きニシン、昆
布巻き、煮豆、きんとんなど。

3 行事食

139 大仙市 花館大花町 鯉の甘煮 　鯉を甘く煮る。 　正月料理。 3 行事食
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140 大仙市 花館大花町 大根なます
　細切りにした大根と人参を甘酢
で和える。

　正月料理。 3 行事食

141 大仙市 角間川町 かにみそ
　川ガニを捕ってきて味噌、砂
糖、酒を混ぜて焼く。

食べる
　売っているものは酒カス等入って
いるので、食べない。

1 日常食

142 大仙市 角間川町 みそかやぎ
　川ガニをたたいてつみれにし、
野菜等と味噌で煮る。

食べる
　昔は、ワカサギや鶏もたたいてい
た。たたきまな板と呼ぶ切り株を使
う。

1 日常食

143 大仙市 角間川町 でごにもの
　大根、じぎ（いものこの芯）、
あかぼだし（きのこ）を醤油で煮
る。

食べる
　現在は、いものこの芯ではなく、
実のほうを入れる。あかぼ（クリタ
ケ）は塩漬けしていた。

1 日常食

144 大仙市 角間川町 つみれ汁
　ツカ（ワカサギ）を蒸してか
ら、たたいてつみれにする。

食べる
　八郎潟から売りにきていたが今は
来なくなった。

4 食材

145 大仙市 角間川町 白菜（シロナ、チフナ）
　大きくカットし、塩漬けにす
る。

食べる
　浅漬けよりもっと保存するために
漬ける。

2 保存食

146 大仙市 角間川町 大根漬け
　なた漬け、おちぼ漬け、生漬
け、干し漬けの順に食べる。

食べる
　今は、砂糖等入れて材料が贅沢に
なった。

2 保存食

147 大仙市 角間川町 ななつだけ
　きのこの一種。あかぼたしとも
呼ばれ塩漬けにする。

2 保存食

148 大仙市 角間川町 花みそ
　餅米粉にクルミを混ぜて練って
から焼く。

1 日常食

149 大仙市 角間川町 こざきねり
　うるち米と餅米を擦り、砂糖と
酢で味付けし、たくわん、きゅう
り漬けを刻んでで入れた。

食べる

　精米時に出る米粉を無駄にしない
ことが始まりと言われる。こざきは
砕けた米のこと。今はみかんを入れ
る。

1 日常食

150 大仙市 角間川町 干しもち
　角餅を藁で編み、水に漬けてか
ら干す。

食べる
　昔より色や味のバリエーションが
増えた。

2 保存食

151 大仙市 角間川町 赤寿司（あかまんま）
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べない
　とても甘く、とても酸っぱいもの
をあまり食べなくなったため。

1 日常食

152 大仙市 角間川町 八杯浄夜汁

　豆腐を短冊状に切り、白魚出
汁、醤油味でとろろをかける。凶
作の大晦日、そばに見立てて食べ
た。今は不祝儀の精進料理。

食べる
　美味しくて、八杯おかわりできる
ことからこの名がついたと言われ
る。

7 由来

153 大仙市 角間川町 ひしもち（笹もち）
　旧五月五日（６月頃）笹が大き
くなった頃、笹に包んでゆでる。
きなこで食べる。

1 日常食

154 大仙市 角間川町 あまえっこ（甘酒）
　米をこたつに入れて発酵させ
る。

1 日常食

155 大仙市 角間川町 梅酢（梅シロップ）
　梅１に砂糖１で漬け、水で割
る。

1 日常食

156 大仙市 角間川町 鱈の子のいりあげ
　生鱈の子、にんじん、ごぼう、
糸こんにゃく、油揚げを炒る。

　正月に食べる。 3 行事食

157 大仙市 角間川町 ハタハタ
　ハタハタを１匹ずつ麹で漬け
た。正月の膳につける。

　高くなったからあまり食べない。 3 行事食

158 大仙市 角間川町 納豆汁
　納豆をよくすり、いものこ、山
菜などを入れ、味噌で煮る。

食べる 1 日常食

159 大仙市 角間川町 ざっこ蒸し
　３～４㎝位の雑魚を蒸して、味
噌で食べる。

食べる 1 日常食

160 大仙市 角間川町 みそたんぽ
　ご飯を棒状に伸ばし、くるみ入
りの味噌をつけて食べる。

1 日常食

161 大仙市 角間川町 なべすりもち 　餅にあんこをまぶす。おはぎ。 1 日常食

162 大仙市 角間川町 うぐい・なまず
　かごに干して保存用にする。か
やきで食べる。

4 食材

163 大仙市 角間川町 川鮭の飯寿司
　米、川鮭で甘く酸っぱくし、は
らご（いくら）をかける。

あまり
食べない

　今はあまり甘く酸っぱいもの食べ
ないから作らない。

4 食材

164 大仙市 角間川町 さけ煮
　川鮭、さといも、高野豆腐を煮
てあんかけにし、はらごをかけ
る。

4 食材

165 大仙市 角間川町 病焼き 　餅にあんこを入れて焼く。 食べる 3 行事食

166 大仙市 角間川町 運動会の食事
　巻き寿司、寒天、くじら汁、お
にぎりが定番だった。

3 行事食
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167 大仙市 神宮寺 味噌和え

　バッケ、にんにく、エゴマ、し
そ、クワの葉等を山野から採れた
ものや畑で栽培したものを自家製
味噌で和える。

食べる 1 日常食

168 大仙市 神宮寺 餅菓子各種
　いもおやき、花みそ、ふくれも
ちを餅菓子として食べる。

食べる 1 日常食

169 大仙市 北楢岡 鮎の塩辛かやき
　アユを塩辛にして貯蔵し、冬季
に自家産の野菜とともに鍋にして
食べる。

食べない

　雄物川でガラ掛けと呼ばれる漁法
で採った。昭和50年代まで食べてい
たが、遊漁券の設定により漁をやめ
た。

2 保存食

170 大仙市 北楢岡 鶏かやき
　飼育していた鶏を、家の主人が
解体し、野菜や豆腐と醤油で煮
る。

食べない

　昭和35年頃まで食べていたが、鶏
を飼う人がいなくなり食べなくなっ
た。

1 日常食

171 大仙市 北楢岡 赤ものずし
　シソの葉で色づけした米の漬
物。

食べない
　昭和末まで食べていた。お盆のお
供え用。

3 行事食

172 大仙市 北楢岡 馬肉鍋
　亡くなった馬を専門の人が解体
し、集まった人々に分けた。囲炉
裏に塩で清めてから味噌で煮た。

食べない
　協和ではナンコウ鍋と呼ぶ。馬の
所有者は食べなかった。

4 食材

173 大仙市 土川 かに鍋（かに団子）

　川ガニの甲羅をはがし、ミソ以
外をミキサーにかけて、茹でた枝
豆をすりこぎで潰したものを混ぜ
る。いものこや豆腐などを加えた
鍋料理。

食べない
　平成のはじめ頃までは食べてい
た。

1 日常食

174 大仙市 土川 ぞうの実大根漬け
　ゾウの実（ガマズミの実）を混
ぜて大根を漬けた。

食べない

　昭和の終わりまで食べていた。現
在は柿の実を使って漬ける。柿漬
け。

2 保存食

175 大仙市 清水 日の丸鍋
　飼育しているうさぎの肉を塩蔵
している山菜、凍み豆腐、自家野
菜等で食べる。

食べる
　凍み豆腐から高野豆腐に代わっ
た。

4 食材

176 大仙市 小種 かにみそ
　雄物川流域で捕れる川ガニ（モ
クズガニ）のミソを卵黄や味噌と
オーブンで焼く。

食べる
　春から夏にかけては、ミソがおい
しくないので食べない。

4 食材

177 大仙市 小種 あさづけ
　うるち米を擦り、水で溶かして
糊状になったところに、砂糖と酢
を入れる。

食べる
　農作業が重労働のとき、さなぶり
の時など行事食として食べる。

3 行事食

178 大仙市 峰吉川 ザッコの田楽
　川で捕れるザッコ（ウグイ）を
串刺しにして自家製の味噌をつけ
て焼く。

食べない
　春に婚姻色の現れたウグイを捕っ
た。昭和50年頃まで食べた。

4 食材

179 大仙市 峰吉川 おやき
　餅にあんこを入れて焼く。１月
１６日に三食とも食べる。

食べる
　玄関におやきの他、とろろめし、
おつゆ、漬物などの膳を置いた。終
日、米食を断ち外来客を断る。

8 儀礼等

180 大仙市 船沢 ねばな餅（根花）
　ワラビの根から採れるデンプン
を根花と呼び、これを団子状にし
きな粉をつけて食べる。

食べない

　弘法大師が伝授したと伝わる。藩
政時代に秋田藩主が江戸参勤の途中
に船沢の茶店で食すのが慣例だっ
た。

7 由来

181 大仙市 船沢 朴の葉豆の粉ごはん
　ご飯を握り、豆の粉をまぶして
朴の葉で包む。

食べない
　田植え時期に食べていた。昭和半
ばまで食べた。

1 日常食

182 大仙市 船沢 笹巻き
　餅米を笹の葉に包んで蒸かす。
さなぶりの慰労の席で提供され
る。

食べる 3 行事食

183 大仙市 船岡 だまこもち
　残ったご飯をつぶし、片栗粉を
混ぜてだまこを作る。鶏肉、ゼン
マイ、しいたけ等を醤油で煮る。

食べる 1 日常食

184 大仙市 船岡 みずたたき
　自生するミズをたたいて、味噌
と混ぜる。

食べる
　山仕事に出かけた人が、昼食時に
その場で自生するミズをたたいてお
かずにしたのが始まりと伝わる。

1 日常食

185 大仙市 船岡 しし鍋
　アオシシ（ニホンカモシカ）を
狩り、山菜等と味噌で煮た。

食べない

　特別天然記念物に指定されるまで
は食べていた。林業従事者の冬期の
スタミナ源となっていた。

4 食材

186 大仙市 船岡 しいたけ茶
　シイタケを１週間程度乾燥させ
たものを、炭火で少し焼いた後に
煎じて飲む。

食べる
　二日酔いの特効薬として珍重され
ている。

1 日常食

187 大仙市 荒川 なんこう鍋
　馬肉を「ナンコウ」と呼び、味
噌で煮た鍋料理。

食べない

　珪肺予防によいと言われて荒川鉱
山等の工夫が好んで食べた。昭和20
年代頃まで食べていた。

4 食材

188 大仙市 境 唐松豆
　大豆を炒り、黒砂糖で炒って甘
味をつけたもの。

食べない

　唐松神社の参拝者に地元の人たち
が、昭和10年代後半まで売ってい
た。

1 日常食

189 大仙市 荒川 かどあぶり
　カド（ニシン）を串刺しにし、
塩焼きにした。春に野外で家族や
仲間同士の慰労の場で焼かれた。

食べない

　戦後頃まで食べていたが、ニシン
が捕れなくなったことにより廃れ
た。

4 食材

190 大仙市 荒川 こぬか漬け 　大根をこぬかで漬ける。 食べる
　荒川鉱山や宮田又鉱山で物資を搬
入する人夫に茶店で振るまわれた。

2 保存食

191 大仙市 境 唐松うどん
　出汁に御神木の杉の皮を使用し
たうどん。

食べない

　唐松神社の参拝者に地元の人たち
が、昭和10年代後半まで売ってい
た。

4 食材
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192 大仙市 南外 野良かぶのひたし
　自生するかぶ（野良かぶ）を茹
でて塩で味付けしたもの。

食べる 4 食材

193 大仙市 南外 まめこごり
　煎った大豆を片栗粉で固めて、
切って食べる。大黒様にお供えす
る。

食べない 　昭和40年頃まで食べていた。 3 行事食

194 大仙市 南外 しょっぷりなす

　塩漬けしたカド（ニシン）の頭
などをカメで保存して、秋にナス
を漬ける。冬に取り出し、炭火で
焼いて食べる。

食べない 　昭和30年代まで食べていた。  

195 大仙市 南外 あかものずし
　シソの葉で色づけした米の漬
物。塩漬けしたキュウリを一緒に
漬ける。お盆に作る。

食べる
　地元楢岡焼きの特殊な「ししが
め」と呼ばれる円筒式のかめを利用
する。

3 行事食

196 大仙市 南外 さしぼ田楽
　春先に自生しているさしぼ（イ
タドリの若芽）を摘み取り、味噌
で味付けして焼く。

食べる 4 食材

197 大仙市 板見内 やきもち
　餅にあんこを入れて焼く。病焼
き（やめやき）、おやき。

食べる
　12月8日の病焼きの日は必ず作っ
て食べる。

3 行事食

198 大仙市 板見内
みずかやき（塩くじら
汁）

　ミズと塩クジラを味噌で煮る。 食べる
　遠洋漁業が盛んな時代に保存食と
して「塩クジラ」が市販されてい
た。

4 食材

199 大仙市 板見内 赤飯 　餅米とてんこ小豆を蒸す。 食べる
　餅米は蒸さずに炊飯器で炊くよう
になった。

3 行事食

200 大仙市 北川口 こざきねり
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

食べる 1 日常食

201 大仙市 北川口 きんきん汁
　キンキンと豆腐等を味噌で煮
る。正月に食べる。

食べない 　焼き魚のときもある。 3 行事食

202 大仙市 北川口 しょっつる鍋
　ハタハタ、ネギ、ゴボウなどを
煮る。

食べる 1 日常食

203 大仙市 北川口 いぶり大根
　大根を紐で編み込み天井につる
し、広葉樹でいぶして漬ける。囲
炉裏で干した。

食べる
　当時は囲炉裏があったので干した
が、今は人に頼む。

2 保存食

204 大仙市 北川口 大根の生漬け
　大根を柿で漬ける。正月に合わ
せて作る。

食べる 2 保存食

205 大仙市 北川口 高菜漬け 　高菜を塩で漬ける。 食べる
　大量に作って人に配る。10キロ単
位で漬ける。

2 保存食

206 大仙市 北川口 のり巻き
　ご飯にかんぴょう等を入れ、海
苔で巻いた。

食べる
　集落の人から習った。神代の方か
ら教えていただいた。

1 日常食

207 大仙市 北川口 くじら鍋 　塩クジラとナスを味噌で煮る。 食べる 4 食材

208 大仙市 北川口 ずんだ餅など
　餅にずんだ、きな粉、小豆など
を混ぜる。

食べる
　田植え、稲刈り（秋）が終わった
ときに近所に配る。

1 日常食

209 大仙市 北川口 豆腐巻き
　豆腐をすり鉢で混ぜて蒸し、人
参、椎茸等を加える。正月やご祝
儀などに使った。

食べる 3 行事食

210 大仙市 北川口 干し餅
　部屋に火鉢があり、炭火で焼い
て食べた。

食べない 1 日常食

211 大仙市 北川口
凍み大根（かんぺい大
根）

　大根を凍らせてから、干す。に
しんと一緒に煮て、田植えのたば
こで食べた。

食べる
　今は、はんぺんと一緒に煮ること
もある。

2 保存食

212 大仙市 北川口 ハタハタ寿司
　ハタハタを塩漬けした後、米と
麹を使って漬けた飯ずし。

食べる
　捨てるのが面倒で糀や米などあま
り入れないときもある。

1 日常食

213 大仙市 北川口 ひろっこかやき
　畑に生えていたひろっこを味噌
で煮る。

食べる 4 食材

214 大仙市 北川口 つぶかやき
　田んぼから獲ってきたつぶを、
水につけて泥を抜いてから石でつ
ぶして味噌で煮る。

食べない 4 食材

215 大仙市 北川口 くるみの味噌漬け
　クルミが若いうちに味噌にその
まま入れる。1ヶ月ほど入れて食
べる。

食べない
　殻が固くなる前に入れるのでその
まま食べられる。

4 食材

216 大仙市 北川口 どじょう鍋
　水路にいたどじょうを鍋に入
れ、酒を入れて、ナス、卵などと
煮た。

食べない 4 食材

217 大仙市 北川口 山菜類
　ワラビ、サク、サシドリ、カタ
クリなどを、ゆでて食べる。

1 日常食

218 大仙市 北川口 味噌
　一度に何十キロも作るのでたき
火とドラム缶で作る。家族総出で
1日がかりだった。

食べる
(作らない)

　昭和50年くらいまでは作ってい
た。

1 日常食
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219 大仙市 北川口 うさぎ鍋
　ウサギの鍋料理。一度に３～５
匹ほど使う。

食べない
　昔は飼っていた。肉は貴重なので
盆・正月にだけ食べた。

3 行事食

220 大仙市 北川口 とり鍋 　鶏の鍋料理。 食べない

　昔は飼っていた。七面鳥も飼って
いた。肉は貴重なので盆・正月にだ
け食べた。

3 行事食

221 大仙市 北川口 魚のかやき
　川魚（カジカ、ヤマメ、イワ
ナ）を焼いて、貝焼きにして食べ
た。

食べない 1 日常食

222 大仙市 北川口 なます
　細切りにした大根と人参を甘酢
で和える。

食べる 　昔は干し柿やぶりこも入れた。 3 行事食

223 大仙市 北川口 やまい焼き
　餅にあんこを入れて焼く。おや
き。

食べる

　無病息災を願う行事。おやきを作
り、１個だけ真っ黒に焼き、桟俵に
ロウソクと一緒に乗せて川に流し
た。今はしていない。

3 行事食

224 大仙市 北川口 かすべ煮 　カスベを砂糖と醤油で煮た。 食べる
　カスベが高いため。今は棒鱈を使
うことが多い。

3 行事食

225 大仙市 北川口 鯉の甘煮
　自分の池から獲ってきて、３日
くらい泥をはかせてから煮る。

食べない 3 行事食

226 大仙市 北川口 とろろ汁 　山芋をだし汁でといた。 食べない

　結婚式の次の日、お嫁さんがたく
さん話せるように（口の滑りがよく
なる）食べさせた。元旦の朝も食べ
た。

3 行事食

227 大仙市 北川口 納豆汁
　納豆をよくすり、山菜、高菜な
どを入れ、味噌で煮る。

食べる 3 行事食

228 大仙市 北川口 寒天
　棒寒天を溶かし、卵、くるみ、
枝豆、サラダなどを入れて固め
る。

食べる
　当時は盆正月、祭りのときに作っ
たが、今は常に作る。

3 行事食

229 大仙市 北川口 なると餅 　餅米を蒸して型に入れる。 食べる 1 日常食

230 大仙市 北川口 笹餅
　餅米を笹の葉に包んで蒸かす。
い草で巻く。

食べる 3 行事食

231 大仙市 北川口 ちまき
　餅米を蒸して、きな粉をまぶ
す。

食べる 3 行事食

232 大仙市 北川口 なた漬け 　大根を麹で漬ける。 食べる
　寒いときのほうが麹がわかない。
（悪くならない）

1 日常食

233 大仙市 北川口 赤飯 　餅米とてんこ小豆を蒸す。 食べる 　祝いのときに作る。 3 行事食

234 大仙市 北川口 黒糖ごはん
　葬式のときに作る。田んぼの休
憩時（たばこ）のときのおやつ。

食べる 3 行事食

235 大仙市 北川口 花みそ
　餅米粉に砂糖を混ぜて練ってか
ら焼く。

1 日常食

236 美郷町 野中 いものこ汁
　いものこ、サワモダシなどを醤
油味で煮る。

食べる
　だまこ鍋、きりたんぽ鍋は食べな
かった。

1 日常食

237 美郷町 野中 干し餅 　焼いて砂糖醤油か揚げる。 1 日常食

238 美郷町 野中 おやき 　餅にあんこを入れて焼く。 　杉の葉で鍋を拭いてから焼く。 1 日常食

239 美郷町 野中 ハタハタ
　生、塩漬け、ブリコ漬け、ハタ
ハタ寿司などを食べた。

　ハタハタ寿司は買った。 4 食材

240 美郷町 野中 鯉の甘煮
　自分の池から獲ってきて、煮
る。

　鯉は飼っていた。 4 食材

241 美郷町 野中 山菜類
　わらび、ぜんまい、あいこ等を
食べた。

　昭和３０年頃まで辺り一帯が雑木
林だったので採れた。

1 日常食

242 美郷町 野中 いぶりがっこ
　囲炉裏で焚き火をして大根を燻
した。

2 保存食

243 美郷町 野中 かすべ 　お盆の行事食として食べた。 3 行事食

244 美郷町 千屋 お吸い物 　鯉を入れ、醤油味でつくる。 食べる 3 行事食

245 美郷町 千屋 ほろほろ
　こっこ（鱈の子）、ゴボウ、糸
こんにゃくを醤油味で炒める。

食べる 3 行事食
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246 美郷町 千屋 紅白なます
　大根、人参、ハタハタのブリコ
か氷頭を和える。

食べる 3 行事食

247 美郷町 千屋 しょっつる鍋
　ハタハタは塩漬けしておき、
しょっつるも作った。

食べない
(10年程前) 3 行事食

248 美郷町 千屋 お雑煮
　角餅を入れ、鶏肉、せり、油揚
げ、ごぼう、人参、なると、醤油
味で煮る。

食べる
　1/7から食べる。餅は12/28か30に
つく。

3 行事食

249 美郷町 千屋 大根生漬け・柿漬け 　正月から食べ始める。 食べる 3 行事食

250 美郷町 千屋 赤まんま
　シソの葉で色づけした米の漬
物。お盆に作る。

食べる
　きゅうりの古漬けを混ぜることも
ある。

3 行事食

251 美郷町 千屋 こざき練り（あさづけ）
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けしたデザート。

食べる 1 日常食

252 美郷町 千屋 寒天 　棒寒天を溶かして固める。 食べる 1 日常食

253 美郷町 千屋 豆腐巻き 　さなぶりなどで食べる。 食べる 1 日常食

254 美郷町 千屋 赤飯
　餅米とならちゃっこ（てんこ小
豆）を蒸す。

食べる 　甘い。 1 日常食

255 美郷町 千屋 笹巻き 　餅米を笹の葉に包んで蒸かす。 食べる 　旧節句で食べる。 1 日常食

256 美郷町 千屋 花みそ
　餅米粉に小豆を混ぜて練ってか
ら焼く。

食べる 1 日常食

257 美郷町 千屋 せり蒸し
　せり、こんにゃく、油揚げを醤
油味で蒸す。

食べる 　地元のせりを使用する。 1 日常食

258 美郷町 千屋 豆腐カステラ
　裏ごしした豆腐と卵をカステラ
鍋で焼く。

食べる
　運動会や正月に食べるが、日常的
にも食べる。

1 日常食

259 美郷町 飯詰 鯉料理
　あらい（刺身）や甘煮にした
り、アラや骨、頭をたたいて味噌
で和えて生で食べたりする。

食べる 　鯉は沼で捕るか湧水の堀で捕る。 4 食材

260 美郷町 飯詰 納豆汁
　納豆、いものこ、山菜などを味
噌味で煮る。納豆も自家製。

食べる 3 行事食

261 美郷町 飯詰 ボタのかやき
　塩引き鮭、酒粕を使った鍋料
理。

食べる 4 食材

262 美郷町 飯詰 タニシのかやき 　卵とじにする家もあった。 4 食材

263 美郷町 飯詰 イルカの味噌煮 　イルカを味噌で煮る。 4 食材

264 美郷町 飯詰 くじらのみずかやき
　塩クジラとミズを味噌味で煮
る。

4 食材

265 美郷町 飯詰 うさぎ鍋 　ウサギ肉を醤油で煮る。 4 食材

266 美郷町 飯詰
ハタギ（イナゴ）の佃
煮

　イナゴを醤油で砂糖で煮る。 　１０年ほど前まで作っていた。 4 食材

267 美郷町 飯詰 いぶりがっこ
　大根を紐で編み込み天井につる
し、広葉樹でいぶして漬ける。

2 保存食

268 美郷町 飯詰 川魚の燻製
　藁筒に串刺しの魚を刺し「魚刺
し弁慶」と呼び、燻製にした。

2 保存食

269 美郷町 飯詰 きんきん 　大晦日に食べる。 3 行事食

270 美郷町 飯詰 ざっこ蒸し
　フナ、ゴリ、ハヤなど川魚をま
とめて蒸した。

1 日常食

271 美郷町 飯詰 豆煎り
　煎った豆に砂糖と醤油で味付け
したおやつ。

1 日常食

272 美郷町 飯詰 病焼き
　焼き餅（おやき）を真っ黒に焼
いて川に流す。他はたべる。１２
月８日に現在も行っている。

食べる
(やる) 8 儀礼等
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【平鹿地域（横手市）】

№ 市町村 大字等 名称 内容 現況 特色等

1 横手市 全域 菊のあえ物
　食用菊、豆腐、人参、むきくる
みを和える。

食べる 1 日常食

2 横手市 境町 きゅうりの冷やし汁
　きゅうり、しその葉を入れた味
噌味の冷たい汁物。

食べる
　夏の農作業時、昼は井戸水ときゅ
うりの冷や汁で涼感を味わった。

1 日常食

3 横手市 全域
ざっこ料理（ざっこむ
し）

　ざっこを塩、卵で煮て食べた。
フナやナマズは囲炉裏で炙りって
食べた。

食べる

　田の水をおとす頃、堰を止めて
「ざっこきゃ」をした。フナやナマ
ズは冬のタンパク源だった。川では
「どっこ」で魚をとった。

1 日常食

4 横手市 全域 ばっきゃ味噌
　雪消えの頃、最初に出たふきの
とうをゆでて、味噌と和える。

食べる
　新鮮なばっきゃが見つけにくく
なった。

1 日常食

5 横手市 境町 なた漬け
　大根を塩と甘えっこ（甘酒）で
漬ける。

食べる
　砂糖が貴重品で米の甘酒で甘さを
出した。現在はナタでなく包丁で割
れを入れる「まがい漬け」が主流。

2 保存食

6 横手市 全域 なすの花ずし
　夏なすを塩漬けしておき、秋稲
刈り後に菊、なんば等で色彩豊か
に漬ける。

食べる 2 保存食

7 横手市 全域 豆腐カステラ 　裏ごしした豆腐と卵を焼く。 食べる
　祝い事の口取りとしてお膳につけ
られた。

3 行事食

8 横手市 全域 鯉料理
　あらいは刺身。アラは味噌、ネ
ギ等でタタキ。胆嚢は丸呑みし
た。

食べる 4 食材

9 横手市 全域 寒天諸々
　棒寒天を溶かし、卵、くるみ、
枝豆、缶詰のミカンなどを入れて
固める。

食べる 　御仏膳代わりに持って行った。 1 日常食

10 横手市 全域 わらびたたき
　茹でわらびばかりでは飽きるの
でたたき、味噌等を加えて食べ
た。

食べる 　みずたたきも食べた。 1 日常食

11 横手市 境町
凍み大根の煮付け（し
みだゃご）

　凍み大根、身欠きニシン、こん
にゃく、人参、ささげなどを煮
る。

食べる
　秋の大根を畑で保存し、正月過ぎ
に掘り、皮を剥き寒ざらしして保存
食とした。

2 保存食

12 横手市 境町 くじらかやき
　塩鯨、ナス、豆腐、みずなどを
入れた鍋料理。

食べる
　田んぼの草取り等、夏場の重農作
業のスタミナ食だった。

4 食材

13 横手市 全域 赤飯
　餅米、ならじゃ小豆を「蒸かし
釜」で蒸かして作った。

食べる 3 行事食

14 横手市 清水町 大根の煮物
　大根、里芋、にんじん等の醤油
味の煮物。

食べる
　神様の供え物として作る。9月9日
の氏神様のお祭りでも作る。

3 行事食

15 横手市 清水町 こざきねり
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

食べない

　9月9日の氏神様のお祭りでは必ず
作る。食後のデザート的な料理とし
て来客に供される。

3 行事食

16 横手市 清水町 まつぼみそ
　乾燥まつも、豆腐、干し椎茸を
味噌で和える。

食べる
　春彼岸には必ず作ったが日常食と
しても食べる。

1 日常食

17 横手市 清水町 きのこ汁 　中鉢に入れて供される。 食べる 1 日常食

18 横手市 中町 大根なます
　細切りにした大根と人参、氷頭
の酢の物。

食べる
　歳取りの膳。戸棚の中の大黒様、
恵比寿様のお札が貼っている場所に
お膳を二膳。

3 行事食

19 横手市 中町 煮しめ
　大根、人参、ゴボウ、山きの
こ、山菜（さく）、昆布、芋の子
などの煮物。

食べる 　歳取りの膳。 3 行事食

20 横手市 中町 はたはたの麹漬け
　尾頭つきで、歳取りの膳で出さ
れる。

食べる 3 行事食

21 横手市 中町 塩納豆 　歳取りの膳で出される。 食べる 　マメ（元気）に暮らせるように。 3 行事食

22 横手市 中町 吸い物
　鯛、かまぼこ、きのこ、セリを
入れる。歳取りの膳で出される。

食べる 3 行事食

23 横手市 中町 黒豆 　歳取りの膳で出される。 食べる
　マメ（元気）に仲良く暮らせるよ
うに。

3 行事食

24 横手市 中町 大根の柿漬け 　歳取りの膳で出される。 食べる
　歳取りのタイミングで樽開けす
る。

3 行事食

秋田県の郷土食等一覧表
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25 横手市 中町 塩鮭切り身 　歳取りの膳で出される。 食べる 3 行事食

26 横手市 中町 茄子の枝豆和え 　お盆に食べる。 食べる 3 行事食

27 横手市 中町 鯉の甘煮
　鯉の胴割りを砂糖、醤油でゆっ
くり煮る。

食べる 4 食材

28 横手市 中町 結婚式の口取り
　太巻き、豆腐カステラ、寒天、
きんとん。

食べない 3 行事食

29 横手市 中町 芋の子の味噌汁 　仏壇に供える。 食べる 3 行事食

30 横手市 中町 煮物
　仏壇に供える。魚は使用しな
い。

食べる 3 行事食

31 横手市 中町 えご
　仏壇に供える。辛子酢味噌で食
べる。

食べる 3 行事食

32 横手市 中町 こざき練り
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

　夏場の農作業の合間に作る。腹持
ちがよくさっぱりとした味のもの。

1 日常食

33 横手市 樽見内
きゅうりもみ（冷や
汁）

　きゅうりを塩でもみ水にさらし
て、刻んだシソと味噌で食べる。

食べる 1 日常食

34 横手市 樽見内 こざき練り
　餅米と砂糖をすり鉢で擦って煮
詰める。

あまり食べ
ない 1 日常食

35 横手市 樽見内 干し餅
　藁小屋を作って干し、春以降に
焼くなどして食べる

食べない 2 保存食

36 横手市 樽見内 ハタハタかやき
　ハタハタを入れた味噌味や塩味
の鍋料理。

食べる 1 日常食

37 横手市 樽見内 干し鱈
　水に２，３時間入れて、ざらめ
を入れて煮る。

食べない 2 保存食

38 横手市 樽見内 花寿司
　ナスを塩、おから、みょうばん
で漬ける。炊いた餅米と菊を飾り
付けて、１か月漬ける。

食べる 2 保存食

39 横手市 樽見内 茄子のふかし漬け
　ナスを乾かし、蒸した米と調味
料を混ぜて１か月漬ける。

食べる 2 保存食

40 横手市 樽見内 なた漬け
　大根をなたで切り、麹で３週間
くらい漬ける。

食べない 2 保存食

41 横手市 樽見内 ハタハタ寿司
　麹など合わせて米とハタハタを
敷くを繰り返して漬ける。

食べない 1 日常食

42 横手市 樽見内 どぶろく
　米、麹、水で３週間程度発酵さ
せる。

食べる 1 日常食

43 横手市 樽見内 あられ 　干し餅を七輪で煎る。 食べない 2 保存食

44 横手市 樽見内 ふくれもち 　干し餅を油で揚げる。 食べない 2 保存食

45 横手市 樽見内 ずいきいもの煮物
　ずいきいもを干しておでん風に
煮る。

食べない 4 食材

46 横手市 樽見内 ばっけ味噌
　ふきのとうを茹でて味噌・砂糖
と混ぜる。

食べる 4 食材

47 横手市 樽見内 とりのたたき
　骨を叩いて、団子にして煮付け
る。

食べない
　飼っている人からお裾分けでもら
う。

1 日常食

48 横手市 樽見内 ハタハタの一匹寿司
　麹など合わせて米とハタハタを
敷くを繰り返して漬ける。

食べない 3 行事食

49 横手市 樽見内 なます
　大根、人参、はたはたのブリコ
を酢で和える。

食べない 3 行事食

50 横手市 樽見内 甘酒
　炊いた米に麹を混ぜて、こたつ
で発酵させる。

食べない 1 日常食
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51 横手市 樽見内 なすの味噌田楽 　焼いたナスに甘味噌を乗せる。 食べない 　お盆に食べる。 3 行事食

52 横手市 樽見内 きゅうりの酢の物
　塩もみしたキュウリを酢で和え
る。

食べない 　お盆に食べる。 3 行事食

53 横手市 樽見内 かすべ
　水に２，３時間入れて、ざらめ
を入れて煮る。

食べない 　お盆に食べる。 3 行事食

54 横手市 樽見内 ごま豆腐
　ゴマを擦って片栗で固める。醤
油と砂糖のタレをかける。

食べない 3 行事食

55 横手市 樽見内 鯉料理
　あらいはさっと温水で洗いしめ
る。甘煮は、砂糖、醤油などで煮
る。

食べない
　お産のときには必ず、甘煮を食べ
る。

3 行事食

56 横手市 樽見内 ひし餅
　自分の家でついて着色した餅を
重ねる。

食べない 3 行事食

57 横手市 平鹿 せりむし
　せり、油揚げ、糸こんにゃく
しょうゆ味で食べる。

食べる
　せりは堰に生えていたものを使
い、根っこも無駄なく食べ、さくさ
くの食感と甘みを楽しんだ。

1 日常食

58 横手市 平鹿 こざきねり
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

食べない

　冠婚葬祭時とおやつで食べた。夏
～秋のデザート。こざき米は砕け米
で、処分権は女性にある。

1 日常食

59 横手市 平鹿 納豆汁
　納豆、芋の子、きのこ、わら
び、油揚げ、豆腐、ネギを味噌味
で煮る。

食べる
　お正月３が日用として作るほか、
冠婚葬祭時、冬に作る。

3 行事食

60 横手市 浅舞 イルカ
　イルカの身を味噌で煮る。匂い
が強いため、煮こぼしてゆっくり
練炭で煮る。

食べる 4 食材

61 横手市 浅舞 くじらかやき
　塩鯨、ナスなどを入れた味噌味
の鍋料理。

食べる 4 食材

62 横手市 浅舞 いりあげ 　鶏の骨を砕き、団子をつくる。 食べない 3 行事食

63 横手市 雄物川 かどかやき
　カド（ニシン）をひろっこと一
緒に煮る。

食べる
　雪消えと同時に出てくるひろっこ
に、春を感じる。

1 日常食

64 横手市 上鍋倉 納豆汁
　すり鉢で大根で納豆をつぶして
食べる

食べる 3 行事食

65 横手市 上鍋倉 湯豆腐
　鍋中央にタレの入った器を入れ
てそれにつける。

食べる 　今はやらない。 1 日常食

66 横手市 上鍋倉 鯉のたたき
　頭と骨をたたいてざっぱにして
食べる。

食べる 4 食材

67 横手市 上鍋倉 冷や汁
　味噌汁に氷とキュウリ、青じそ
入れて食べる。

食べる 1 日常食

68 横手市 上鍋倉 油揚げまんま
　餅米を油揚げに入れて甘辛く煮
る。

食べる 1 日常食

69 横手市 上鍋倉 かやき
　山菜（あざみ）、サバ缶、豆腐
を入れて味噌味で煮る。

食べる 1 日常食

70 横手市 上鍋倉 かどかやき
　カド（ニシンの塩漬け）、ひ
ろっこ（伝統野菜）などを入れて
味噌味で煮る。

食べる 1 日常食

71 横手市 上鍋倉 山菜の塩漬け 　山菜各種を塩漬けにする。 食べる 　現在は店頭でも売られている。 2 保存食

72 横手市 上鍋倉 納豆 　大豆をわらで包み発酵させる。
食べ方
が違う 　昔は自分でわらで包んで食べた。 2 保存食

73 横手市 上鍋倉 あずきでっち
　砂糖を入れて煮た小豆、炊いた
餅米を混ぜて固める。

食べる
　昔は薪ストーブで作った。この味
は今はできない。

1 日常食

74 横手市 上鍋倉 くるみ寒天など
　棒寒天を溶かし、卵、くるみ、
枝豆、缶詰のミカンなどを入れて
固める。

食べる
　昔はおばあちゃんたちがお茶で集
まったので様々な種類ができた。

1 日常食

75 横手市 上鍋倉 またたび酒
　疲労回復のため昔は毎晩飲ん
だ。

食べる 　梅酒やどぶろくも飲んだ。 1 日常食

76 横手市 上鍋倉 十文字ラーメン 　昭和25,6年くらいからあった。 食べる 　当時は40円。 1 日常食
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77 横手市 上鍋倉 さくらんぼ
　昔から木はあった。缶詰などに
した。

食べる 4 食材

78 横手市 上鍋倉 しいたけごはん 　シイタケを入れて炊く。 食べる 　昔は干してお茶も作った。 1 日常食

79 横手市 上鍋倉 雑魚（ざっこ）の煮物
　生きている魚を酒に入れて塩味
で煮る。

あまり
食べない 　今は捕る人があまりいない。 1 日常食

80 横手市 上鍋倉 味噌だまり
　醤油の代わりに使った。味噌に
塩漬けした野菜を入れてたまりを
作った。

あまり食べ
ない 2 保存食

81 横手市 上鍋倉 うさぎのたたき
　骨を叩いて、団子にして煮付け
る。

食べない
　飼っている人からお裾分けでもら
う。鶏のたたきもある。

4 食材

82 横手市 上鍋倉 いなごの佃煮 　イナゴを砂糖で煮る。 食べる
　学校の授業で捕って、売ったお金
で本を買ったこともある。

4 食材

83 横手市 上鍋倉 大根の煮物 　大根、あぶらあげを煮る。 食べる 　大根は保存食として冬も食べた。 3 行事食

84 横手市 上鍋倉 お膳
　年取りに、ハタハタ、ひずなま
す、黒豆、ごぼうデンブなどをつ
けた。

3 行事食

85 横手市 上鍋倉 鯉の甘煮
　鯉を砂糖、醤油でゆっくり煮
る。

食べる
　湯沢の横堀（すがはち）から鯉を
購入する。

3 行事食

86 横手市 上鍋倉 こざきねり
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、季節の果実や缶詰の果実を
入れたデザート。

食べない
(やらない)

　祭壇に３週間ほど供える。日持ち
するので線香をあげに来た方にふる
まった。

3 行事食

87 横手市 山内 うどのみそ煮
　春、ウドが取れる頃、身欠きニ
シンと一緒に味噌で煮込む。

食べる 4 食材

88 横手市 山内 いものこ汁
　里芋、こんにゃく、なめこ、せ
り、鶏肉、ネギ、ワラビなどを味
噌味で煮る。

食べる
　小学校の秋の遠足はいものこ会
だった。

1 日常食

89 横手市 黒沢 ばっけ味噌
　ふきのとうを茹でて味噌・砂糖
と混ぜる

食べる
　みずたたき、わらびたたきも味噌
味で食べる。

4 食材

90 横手市 黒沢 野ぜり
　味噌汁の薬味、おひたしに使
う。干し椎茸の寒天にも入れる。

食べる 4 食材

91 横手市 黒沢 ふき
　茹でて皮をむき塩蔵。油揚げと
炒めて煮る。

食べる 2 保存食

92 横手市 黒沢 さく（ニョウサク）
　ぜんまいなどと煮る。正月料理
としても食べる。

食べる 2 保存食

93 横手市 黒沢 梅漬けの汁
　熊野山神社の湧水で割って飲ん
だ。

1 日常食

94 横手市 黒沢 くじら汁
　塩鯨、ナス、ミズ、じゃがいも
などを入れた鍋料理。

4 食材

95 横手市 黒沢 ししだけ（香茸）
　お茶、炊き込みご飯に使う。馬
喰茸ともいう。

1 日常食

96 横手市 黒沢 のりもち
　うるかした餅米を臼で突いた粉
をだんごにして炙る。

1 日常食

97 横手市 黒沢 のりもち
　水に浸したもち米を臼で突いた
粉をだんごにして、生のまま神様
の年取り（12/15）に供える。

3 行事食

98 横手市 黒沢 豆つぶし
　大豆を軽く水に浸して石で潰
す。味噌汁、煮物にする。

1 日常食

99 横手市 黒沢 イルカ汁
　イルカの頭を凍み大根、ゴボウ
と味噌で煮る。

　だまこ鍋やきりたんぽは食べな
い。

4 食材

100 横手市 黒沢 つき豆腐

　米粉と豆つぶしをこねて筒状に
し一晩おく。２㎝くらいに切って
さつまいも、ゴボウ、さく、人参
と醤油で煮る。

3 行事食

101 横手市 黒沢 納豆汁
　すりつぶした納豆と、塩漬けの
ワラビやゼンマイなど保存性の高
い食材を味噌味で煮る。

　元日に食べる。また、自家製の納
豆が粘らないときは納豆汁にした。

3 行事食
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102 横手市 黒沢 納豆かす
　失敗した粘らない納豆は甘えこ
につけて納豆かすを作りご飯にの
せて食べる。

2 保存食

103 横手市 黒沢 鯉のたたき 　鯉をたたき、味噌と和える。
　水が豊富で、どこの家にも防火用
の池があり鯉を飼っていた。鯉は現
在もいる。

3 行事食

104 横手市 黒沢 鯉の甘煮 　鯉は大晦日に食べる。
　正月三が日は精進料理で、残った
鯉も元日は食べない。元日の納豆汁
にも煮干しは入れない。

3 行事食

105 横手市 黒沢 イワナ
　産卵期のイワナを夜に銛で突い
て木の葉ざっこに差して燻製にす
る。

4 食材

106 横手市 黒沢 なた漬け
　大根を漬けて、稲刈り後～１２
月頃まで食べた。

2 保存食

107 横手市 黒沢
こぬか漬け
（いぶりがっこ）

　大根をこぬかに漬けて、２月頃
から田植えが過ぎるまで食べた。

　酸っぱくなってもナス・キュウリ
と塩蔵し、塩抜きして味噌漬けにし
た。

2 保存食

108 横手市 大雄 ごぼうでんぶ
　ゴボウ、糸こんにゃく、人参、
油揚げ、白ゴマを炒める。

食べる
　ふだんも食べたが特にお正月に多
く作った。

3 行事食

109 横手市 大雄 三杯みそ
　別名：みそ焼き、餅米、砂糖、
小豆を１杯づつ混ぜて作ったので
三杯みそというようだ。

食べる 1 日常食

110 横手市 大雄 ぼたっこの酒粕汁

　別名：ぼたっこのざっぱ汁、ぼ
だっこ、サケのアラ、大根、人
参、ジャガイモ、こんにゃく、ネ
ギ、酒粕を使う。

食べる 　冬場のタンパク源で体が温まる。 1 日常食

111 横手市 大雄 とりのいりあげ
　親鳥（モツ、軟骨）、こんにゃ
く、ゴボウ、人参を醤油で煮る。

食べない
　お祭り等集まりの時には家々から
モツ軟骨を叩く音がした。

3 行事食

112 横手市 大雄 鮭のくずかけ
　脂身が少ない鮭をおいしく食べ
るためくずかけにした。

食べる
　川を上がってきた脂身少なく安い
鮭を使った。

1 日常食

113 横手市 大雄 ほろほろ
　木綿豆腐、ゴボウ、人参、糸こ
んにゃく、たらこを炒める。

食べる
　たらこは高価で、自家製栽培大豆
の豆腐で増量して食感を出した。

1 日常食

114 横手市 大雄 八杯とうふ
　豆腐を短冊状に切り、煮干し出
汁でたまり醤油に入れ、とろろを
かける。

食べる
　主に冠婚葬祭の席などで食べられ
た。現在、学校給食等で郷土の汁物
の一つとして供されている。

3 行事食

115 横手市 大森 すまし汁
　だだみ（タラの白子）と大根を
醤油で煮る。

食べる 　大晦日に食べる。 3 行事食

116 横手市 大森 納豆汁
　納豆、山菜、いものこ、豆腐、
油揚げ、高菜の辛子漬けを入れ
る。

食べる 　正月の定番料理。 3 行事食

117 横手市 大森 鯉のタタキ
　コイの頭をナタでたたき、味噌
や酒粕で和える。

食べない 4 食材

118 横手市 大森 ウグイの甘煮
　ウグイを焼いて、揚げて、煮
る。

食べない

　ウグイを獲る人がいなくなった。
たまに地元のスーパーで売ってい
る。

4 食材

119 横手市 大森 イルカのザル 　イルカの肉を生姜で煮る。 4 食材

120 横手市 大森 クジラかやき
　塩クジラをミズやナスと一緒に
味噌や塩で煮る鍋料理。

4 食材

121 横手市 大森 冷や汁
　キュウリとシソを入れた冷たい
味噌汁。

1 日常食

122 横手市 大森 ざっこ蒸し
　春に獲れるウグイの稚魚を蒸し
たもの。

食べない 1 日常食

123 横手市 大森 だまこ
　ご飯をつぶして団子状にまるめ
た「だまこ」を地鶏の出汁で煮る
鍋料理。

　日常食として食べた。 1 日常食

124 横手市 大森 おやき 　餅にあんこを入れて焼く。 　12月８日のやまい焼きで食べる。 3 行事食

125 横手市 大森 納豆 　納豆に砂糖をかけて食べる。 1 日常食

126 横手市 大森 こびりまま
　ご飯にきな粉をまぶし朴の葉で
つつんだもの。

　おやつ代わりに食べた。 1 日常食

項目

－ 246 － － 247 －
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1 湯沢市 表町 にらなます
　身欠きにしん、ニラ、大根を酢
で和える。

食べる
　さっぱりして汗をかきずらくす
る。保存食材をうまく利用。

1 日常食

2 湯沢市 表町
ヒロッコ辛子酢味噌あ
え

　ヒロッコを酢、味噌、砂糖で和
える。

食べる
　ヒロッコはあえものの他、貝焼き
もする。

1 日常食

3 湯沢市 表町 大根煮物 　大根を醤油、砂糖で煮る。 1 日常食

4 湯沢市 表町 ハタハタ寿司
　ハタハタを、ご飯、糀、ふの
り、かぶ、人参を入れて漬ける。

食べる
　温暖化が進んで作りにくくなって
きた。

2 保存食

5 湯沢市 表町 バナナの天ぷら 　バナナを天ぷらにする。
　湯沢でも一割くらいはなつかしい
と言ってくれる。

4 食材

6 湯沢市 表町 菊天ぷら 　花の状態であげる。 4 食材

7 湯沢市 表町 甘えっこ
　米を新聞等で包んでこたつで保
温し発酵させる。

1 日常食

8 湯沢市 表町 せりむし
　三関せり、油揚げをゆでてか
ら、だし、醤油、砂糖で和える。

食べる 4 食材

9 湯沢市 表町 みずの実 　みずの実（こぶ）を漬ける。 4 食材

10 湯沢市 表町 鯉の甘煮
　鯉を砂糖、醤油でゆっくり煮
る。

4 食材

11 湯沢市 表町 とんぶり白和え
　とんぶり、豆腐、ごぼう味噌漬
を和える。

4 食材

12 湯沢市 表町 いものこ汁
　塩漬けわらび、きのこ、いもの
こ、にんじん、油揚げなどを醤油
味で煮る。

食べる 4 食材

13 湯沢市 表町 こざき練り
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、きゅうり、缶詰のみかん等
を入れたデザート。

1 日常食

14 湯沢市 駒形 ばっけ味噌
　ふきのとうを茹でて味噌・砂糖
と混ぜる。

食べる
　あまり採ると、ふきが生えないか
ら全部採らないように注意された。

4 食材

15 湯沢市 駒形 山菜の塩蔵 　わらび等を塩蔵した。 食べる
　今は自分では採りに行かない。
（売ってる）

2 保存食

16 湯沢市 駒形 冷や汁
　味噌汁に氷とキュウリを入れて
食べる。

あまり
食べない 1 日常食

17 湯沢市 駒形 ハタハタかやき
　ハタハタを白菜、豆腐等と鍋物
にした。

食べる
　1人用の七輪で、薪ストーブででき
た炭を使って食べた。

4 食材

18 湯沢市 駒形 柿漬け
　大根を自分の家の柿を使って漬
けた。

食べない 　くずりんごも入れた。 2 保存食

19 湯沢市 駒形 いぶり大根
　囲炉裏の上にあげると春までに
できる。

作らない
（買う） 　たばこのときに食べた。 2 保存食

20 湯沢市 駒形 ハタハタ寿司
　ハタハタを、ご飯、糀で漬け
る。

食べない

　ハタハタが高くなってからは作ら
なくなった。鯖、蛸、鮭寿司も作っ
た。

4 食材

21 湯沢市 駒形 ハタハタの小糠漬け 　ハタハタを、小糠で漬ける。 食べない
　ハタハタが高くなってからは作ら
なくなった。

4 食材

22 湯沢市 駒形 干し餅
　田んぼ１枚くらいを餅米にし
た。くず米が勿体ないので作る。

食べない 1 日常食

23 湯沢市 駒形 あられ
　せんべい焼きを囲炉裏の灰に入
れて焼く。

食べない 1 日常食

24 湯沢市 駒形 かんなかけ餅
　かんなで餅をうすく削り干して
から揚げる。

ほとんど
作らない

　餅を削る技術が必要。昔は父の役
目。

1 日常食

25 湯沢市 駒形 どぶろく 　米、麹、水で発酵させる。 食べない 　酒粕は味噌汁に入れて飲んだ。 1 日常食

秋田県の郷土食等一覧表
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26 湯沢市 駒形 稲庭うどん 　乾麺。 食べる
　人からくずをもらうので、よく食
べた。

1 日常食

27 湯沢市 駒形 大根漬け 　大根を麹米で漬けた。 食べる
　今は麹米は使わない。捨て場所に
困る。酢・砂糖・酒で作る。

2 保存食

28 湯沢市 駒形 なす漬け 　ナスを麹米で漬けた。 食べる
　今は麹米は使わない。捨て場所に
困る。酢・砂糖・酒で作る。

2 保存食

29 湯沢市 駒形 花寿司
　ナスが出る時期に先に塩で漬け
ておく。菊が満開になってから作
る。

食べる 2 保存食

30 湯沢市 駒形 鳥の炒りあげ
　鶏、ゴボウ、人参を入れて煮
る。

食べない
　鶏を育てて、卵を生まなくなった
ら食べる。正月料理。

3 行事食

31 湯沢市 駒形 ハタハタ
　ハタハタを三五八で漬けてから
焼く。

食べない 3 行事食

32 湯沢市 駒形 鯉の甘煮
　鯉を砂糖、醤油でゆっくり煮
る。

食べない 　飼っている鯉を食べる。 4 食材

33 湯沢市 駒形 鯉のたたき
　ヒレ、頭をナタで叩き、焼き味
噌を加えて和える。

食べない 4 食材

34 湯沢市 駒形
いかときゅうりの和え
物

　イカとキュウリをごま油で和え
る。

食べる 　お盆に食べた。 3 行事食

35 湯沢市 駒形 きんきん 　尾頭つきを塩焼きにした。 食べる 　結婚式のときに食べた。 3 行事食

36 湯沢市 駒形 寒天
　棒寒天を溶かし、卵を入れて固
める。

あまり
食べない 　結婚式のときに食べた。 3 行事食

37 湯沢市 駒形 くるみ豆腐 　くるみを入れた豆腐。 食べない 3 行事食

38 湯沢市 駒形 小豆汁 　若勢たちに振る舞った。 食べない 3 行事食

39 湯沢市 駒形 納豆汁
　納豆をすり、ムギダケ、サワモ
ダシ、里芋、油揚げ、ワラビ等を
入れて煮る。

食べる 　冬の定番。 1 日常食

40 湯沢市 駒形 せりやき
　せり、油揚げ、糸こんをゆで
て、醤油味で和える。

食べる 　根まで食べる。結婚式でも出す。 1 日常食

41 湯沢市 上院内 大根の煮物
　大根、きのこ、ごぼうを醤油で
煮る。

食べない

　薪ストーブに鍋を置いて、おばあ
ちゃんたちのお茶のみで食べてい
た。

1 日常食

42 湯沢市 上院内 山菜
　ウド、ワラビ、ホンナなどを塩
蔵し、冬は納豆汁に入れた。

食べる 　 1 日常食

43 湯沢市 上院内 きのこ鍋
　マイタケ、ネギ、豆腐などを醤
油味で煮た。

食べる
　薪ストーブにかけて、みんな一緒
の鍋で食べた。今は個々に分けて。

1 日常食

44 湯沢市 上院内 柿漬け
　柿をつぶし、柿と塩をまぜて大
根一本のまま漬ける。

食べる 　今は、ザラメを入れる。 2 保存食

45 湯沢市 上院内 甘酒
　米をこたつに入れて発酵させ
る。

食べる 　今は炊飯ジャーを使う。 1 日常食

46 湯沢市 上院内 白菜漬け 　白菜を塩漬けにする。 食べる 2 保存食

47 湯沢市 上院内 なた漬け 　大根を甘酒、塩で漬ける。 食べる 2 保存食

48 湯沢市 上院内 いぶりがっこ
　囲炉裏、薪ストーブの横などで
干す。

食べる 　昆布漬けと混ぜたりする。 2 保存食

49 湯沢市 上院内 花寿司
　塩漬けしたなすに、餅米等を加
えさらに漬け、菊の花を重ねて仕
上げる。

食べる 2 保存食

50 湯沢市 上院内 芭蕉菜漬け 　高菜を塩、醤油で漬ける。 食べる 　キュウリやナスも漬けた。 2 保存食

51 湯沢市 上院内 鯉料理 　あらい（刺身）で食べる。
あまり
食べない 　鯉を飼わない家が増えた。 4 食材

項目
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52 湯沢市 上院内 凍み大根
　大根の皮を剥いて、半分に割っ
て、糸を通して軒下に干す。

食べない 2 保存食

53 湯沢市 上院内
干し鱈と凍み大根の煮
物

　干し鱈、凍み大根を、醤油と砂
糖で煮る。

あまり
食べない 　今は圧力鍋で作る。 1 日常食

54 湯沢市 上院内 味噌
　釜で豆を煮て作った。味噌屋が
釜を無料で貸してくれた。

食べる 2 保存食

55 湯沢市 上院内 鳥のたたき
　鶏のガラ等をたたいて団子状に
する。

食べない
　飼っている鶏が卵を産まなくなっ
たら正月に食べる。

3 行事食

56 湯沢市 上院内 なます
　大根、人参、タコ等を酢で和え
る。

食べる 　正月料理。 3 行事食

57 湯沢市 上院内 かすべ
　かすべ（エイ）を醤油、砂糖で
煮る。

食べる 　正月料理。今は圧力鍋で作る。 3 行事食

58 湯沢市 上院内 寒天
　棒寒天を溶かし、卵、しいたけ
などを入れて固める。

食べる
　葬式のお茶のみ用としても作って
いた。

3 行事食

59 湯沢市 上院内 納豆汁
　すりつぶした納豆と、塩漬けの
ワラビやゼンマイなど保存性の高
い食材を味噌味で煮る。

食べる 　葬式の際に出す。今は出さない。 3 行事食

60 湯沢市 上院内 小豆汁
　さなぶりのときに若勢に振る舞
う。

食べない 3 行事食

61 湯沢市 上院内 ハタハタ
　移動販売車から木の箱で購入し
た。

食べない 1 日常食

62 湯沢市 板戸 でんぶ 　ごぼうを太めに切り、煮る。 食べる
　他に黒豆、きんとん（サツマイ
モ）、キンキンが正月料理。

3 行事食

63 湯沢市 板戸 大根の水煮
　味噌汁の具にしたり、煮物の具
にしたり、粥の具にしたりした。

食べない 1 日常食

64 湯沢市 板戸 ハタハタ
　塩漬け・ぬか漬けに主にして保
存した。ハタハタ寿司も作った。

食べない 　稲川から売りに来た。 2 保存食

65 湯沢市 板戸 どじょうの味噌かやき
　かなり太いどじょうもいて、そ
れは身を剥がして食べた。

食べない 4 食材

66 湯沢市 板戸 なまず
　味噌味で煮た。焼いて干してお
くといい出汁がでる。

食べない 4 食材

67 湯沢市 板戸 やつめ
　たまり醤油で煮た。あまり捕れ
なかったので珍しかった。

食べない 4 食材

68 湯沢市 板戸 せり蒸し
　せり、油揚げ、糸こんをゆで
て、醤油味で和える。

食べない 　不祝儀のときも作った。 1 日常食

69 湯沢市 板戸 こざきねり
　米を粥状にし、砂糖と酢で味付
けし、きゅうり、缶詰のみかん等
を入れたデザート。

食べない 　不祝儀のときも作った。 3 行事食

70 湯沢市 板戸 鯉の甘煮 　鯉を砂糖と醤油で煮た。 食べない 3 行事食

71 湯沢市 板戸 たら豆腐
　不祝儀の際、豆腐を藁苞のよう
な形で藁で包んで、ゆでて整形し
た、タラの代わり。

食べない 3 行事食

72 湯沢市 板戸 にんじんごぼう
　細切りにした多目のニンジンと
ゴボウを油揚げで巻いて醤油で煮
る。切ると断面が綺麗。

食べない 3 行事食

73 湯沢市 板戸 豆腐カステラ 　裏ごしした豆腐と卵を焼く。 食べない 　不祝儀の際に食べた。 3 行事食

74 湯沢市 板戸 味噌
　煮た大豆を藁靴履いて踏んで潰
した。塩は透明なザラメの様な結
晶状だった。

食べない 1 日常食

75 湯沢市 板戸 すりばち寒天
　棒寒天を溶かし、クルミをすり
鉢ですりつぶして、液体と固体に
分けて２層にして固めた。

食べない

　液体の方を固まる前に固まった個
体の上にのせていくと、紫色のマー
ブル模様ができてとてもきれいだっ
た。

3 行事食

76 湯沢市 板戸 五目寒天
　棒寒天を溶かし、ニンジン、ゴ
ボウ、しいたけなどを入れて固め
る。

食べない 3 行事食
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77 湯沢市 板戸 なた漬け 　大根を漬けた。 食べる 2 保存食

78 湯沢市 板戸 いぶりがっこ

　大根を囲炉裏の上に干すが、あ
まりカチカチになてしまうので、
お湯で洗いながら戻してから漬け
た。

食べる 2 保存食

79 湯沢市 板戸 なます
　大根、人参、ぶりこ酢で和え
た。

食べない

　緑等の色が付いたぶりこをほぐし
て混ぜた。ぶりこは藁で吊り下げて
売っていた。ぶりこはしょっぱくて
食感がプチプチしてるだけで特別お
いしくなかった。

3 行事食

80 湯沢市 板戸 でんぶ
　ごぼうをきんぴらの細さで煮
る。

食べない 3 行事食

81 湯沢市 板戸 煮物
　大根、馬鈴薯、ニンジン、ゴボ
ウ、ウド、生揚げ、あかもだしな
どを味噌味で煮た。

食べない
　たくさんの種類の野菜を入れて豪
華に作った。

3 行事食

82 湯沢市 板戸 餅・豆餅
　正月とお盆に餅をついて供え
る。何かあると餅をつく。

食べる 3 行事食

83 湯沢市 板戸 とろろ
　元日に精進のためにとろろを食
べる。

食べない
　今も元日の朝は精進料理食べてい
る。

3 行事食

84 湯沢市 板戸 ぶりこ汁
　ブリコを醤油と砂糖で煮た汁
物。

食べない 　２日に食べる。 3 行事食

85 湯沢市 板戸 納豆汁
　すりつぶした納豆と、塩漬けの
ワラビやゼンマイ、キノコなど保
存性の高い食材を煮る。

食べない 　３日に食べる。 3 行事食

86 湯沢市 板戸 口取り
　巻き寿司、寒天などを大ぶりに
カットしたもの。

食べない
　巻き寿司、寒天などを大ぶりに
カットしたもの。

3 行事食

87 湯沢市 板戸 焼き餅
　あんこを入れた餅を焼いた。お
やき。

食べない 3 行事食

88 湯沢市 板戸 そばかっけ 　漬物の汁でそばを食べた。 食べない
　自分たちよりもっと山深いところ
の人たちが食べていた。

1 日常食

89 湯沢市 板戸 きんきん 　塩焼きにした。 食べない 3 行事食

90 湯沢市 板戸 熊
　煮こぼすと臭みが抜けていい。
味噌味で煮た。

食べない 4 食材

91 羽後町 田代 冷や汁
　キュウリ、ミズ、しその葉を入
れた冷たい味噌汁。

食べる 1 日常食

92 羽後町 田代 こじかきねり 　こざきねりと同様。 食べる 　こざきねりと同様。 1 日常食

93 羽後町 田代 うさぎのたたき
　うさぎは飼っていたが、山で捕
まえることもあった。

食べない 　今は飼っていないので食べない。 4 食材

94 羽後町 田代 かやき 　鶏のたたきなど入れた鍋料理。 食べない
　鶏を飼っていた。今は飼っていな
いので食べない。

1 日常食

95 羽後町 田代 巻き寿司
　人参を茹でたものなど、季節の
野菜を使って作る。

食べる 1 日常食

96 羽後町 田代 あられねっこ
　おひな様で残った餅を干して乾
燥して焼く。

食べない 1 日常食

97 羽後町 田代 ふくれもち 　当時は囲炉裏で焼いて作った。 食べる 1 日常食

98 羽後町 田代 どぶろく
　田植えや草とりなどの際に飲ん
だ。

食べる 1 日常食

99 羽後町 田代 大根漬け
　11月頃につけて田植え過ぎに食
べる。（半年以上米糠で漬け
る。）

食べる 2 保存食

100 羽後町 田代 このはまんま 　ご飯を朴（ほう）の葉で包む。 食べない
　包んだ葉を腰に付けておくと腰が
痛くならないというまじないあり。

1 日常食

101 羽後町 田代
てん・えご・ささぎな
ど

　お盆に食べた。 食べる？

　死んだ人の雨よけ、テンクサは着
物の羽織ものなどという意味がある
と言われる。

3 行事食
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102 羽後町 田代 あずき汁
　やわらかく煮て汁粉のようにし
て食べた。

食べない 1 日常食

103 羽後町 田代 ひし餅 　笹の葉で餅米をくるみ、蒸す。 食べる 3 行事食

104 東成瀬村 ※ 平良カブの漬物
　伝統野菜である平良カブ（なっ
こカブともいう）の漬物

　平良カブは、汁物の具にもなっ
た。

1 日常食

105 東成瀬村 ※ いぶりがっこ
　大根をいぶしてから漬けたも
の。

2 保存食

106 東成瀬村 ※ どんが汁
　熊肉のぶつ切りや大根などを味
噌で煮込む鍋料理。

　マタギが、狩猟用の獲物をぶつ切
りにした料理に由来するといわれ
る。

4 食材

107 東成瀬村 ※ 小豆でっち
　もち米と小豆を混ぜて作るお菓
子。

1 日常食

108 東成瀬村 ※ 凍み大根
　生のダイコンを干して保存食に
した。

2 保存食

109 東成瀬村 ※ うさぎ
　正月に、ウサギ肉をゴボウとニ
ンジンなどで炒り煮した。

　飼育して食用にしていた。 3 行事食

※　東成瀬村は、『次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理』　聞き書き調査報告書　96～97頁　より作成
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各種調査の集計結果 

 

１ 基礎調査 

基礎調査の補足として高等学校家庭クラブが実施したのが「秋田県の郷土食に関するアンケート調査」である。

以下に、自由記述欄に回答のあった内容の一部を掲載する。 

高等学校家庭クラブの調査内容は、基礎調査の補足資料としている。ここでは、「秋田県の郷土食に関する

アンケート調査」の中のいくつかの項目について、自由記述にあった内容の一部を掲載する。アンケートの総

回答件数は6,606件で、そのうち自由記述は469件あり、全体の約７％であった。 

 

■ 地域ならではの食べ方（飲み方）はありますか？ 

  （例：赤飯、麺類、茶碗蒸しなど、どの地域でも食べられている料理の地域独自の食べ方） 

赤飯 ○県北部 

 ・着色なしで小豆のみ。  ・小豆の代わりに甘納豆を入れる。 

 ・砂糖を入れる。 

○沿岸北部 

 ・田植えの時などサシドリの葉でつつむ。  ・甘納豆を入れる。 

 ・砂糖を入れる。 

○県南部 

 ・てんこ小豆と砂糖を使い、甘い味にすることが多い。 ・砂糖を入れる。 

茶碗蒸し ○県北部 

 ・甘栗を入れる。  ・栗の甘露煮を入れる。  ・甘い味付けにする。 

○沿岸北部 

 ・甘栗を入れる。  ・砂糖をかけて食べる。 

○県南部 

 ・百合根、銀杏を使う。  ・甘い味にする。 

トマト 

※地域によっては、納

豆やポテトサラダも 

○県北部 

○沿岸北部 

○県南部 

 ・砂糖をかけて食べる。 

石焼鍋 ○沿岸北部 

 ・魚介を中心とした具材と味噌で作られる鍋。漁師たちがその日とれた魚介を

浜辺の岩場でたべたことが始まり。 

カレー 

みそ汁 

○沿岸北部 

 ・イ貝を入れる。 
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けの汁／きゃのこ汁 ○沿岸北部 

 ・塩漬けの山菜、野菜、大豆のだんごを入れる。 

 ・旧正月に塩漬けにした山菜や大豆をつぶして固めたものを煮る。 

お茶ご飯／お茶まま ○沿岸北部 

 ・もち米のおこわ、甘納豆。 

その他 ひっつみ、けいらん、きりたんぽ、だまこ、力粥、バッタラ焼き など 

 

■ 以前は作って（食べて）いたが、今は作って（食べて）いないものはありますか？ 

  いつ頃まで作って（食べて）いましたか？ 

きりたんぽ ○県北部 

 ・約十年前までは作っていたが、今は買っている。 

だまこ ○県北部 

 ・きりたんぽを作るのが面倒だから。 

ハタハタ ○沿岸北部 

 ・以前は塩漬けや麹漬けをしていた。 

 ・昔は安かったので、箱買いして漬けていたと亡くなった母が言っていた。 

 ・どの家庭も木箱いっぱいにハタハタを買うため、ハタハタずしや麹漬けなど

をつくったが、今は高価になり作らなくなった。 

ドジョウ ○県南部 

 ・昭和50年ごろまでは田んぼからドジョウを捕まえてきては、貝焼きみそにし

て食べていたが、今では田んぼにドジョウもいなくなり食べなくなった。 

行事食全般 ○全県域 

 ・今はあまり作ることがなくなった。作らず買うようになった。 

 ・現在、オードブル等が手に入るので作っていない。 

 ・作っていた祖母も高齢になり、作れなくなった。 

 

■ あなたが、今後も伝えていきたいと思う郷土食はなんですか。また、その理由があれば教えてください。 

きりたんぽ鍋 ○県北部 

 ・発祥の地だから。  

 ・一番身近だと思うから。 

 ・秋田に生まれてきたからきりたんぽだけは残していきたい。 

 ・本場の作り方を変えてはいけないと思うから。 

・風邪を引かないという言い伝えがあるから。 

 ・一から家族と一緒に作った思い出のある料理だから。 

 ・伝統料理だし、地元の良さが伝わってくるから。 

 ・各家庭で味付けが微妙に違うので、自分の家の味を伝えてほしい。 
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○沿岸北部 

 ・幼い頃からあった食べ物の中の代表だから伝えていくべきだと思う。 

 ・地元で手に入る食材が多く、手軽で簡単に食べられる。 

 ・秋田のお米のおいしさを伝えていくため。 

 ・空気や水がきれいなところでとれるおいしいものが沢山使われているから。 

 ・秋田と言えば出てくるような食べ物は今後も残ってほしい。 

 ・子どもの時から食べてきたものだから。 

だまこ鍋 ○県北部 

 ・だまこ鍋はきりたんぽに比べあまり知られていない気がするから。 

 ・きりたんぽもだが、寒い日にみんなで食べてるとおいしいから。 

○沿岸北部 

 ・みんなで作れるし、おいしくて楽しいから。 

 ・大人から子どもまで一緒に作り、一緒に食べられる。 

 ・みんなでだまこを潰したり、握ったり、食べる前の楽しみもあり、大鍋をか

こむ楽しさもある。 

 ・ご飯を潰して丸める工程が大変だけど、親子でだったり、祖母、孫とだった

り一緒に作って、受け継いでいってほしい。 

 ・きりたんぽよりも簡単で美味しいから。 

 ・「五城目町の郷土食」なので、ずっと続いてほしい。 

ハタハタずし ○県北部 

 ・今も自分で作り、食べ続けているから。 

○沿岸北部 

 ・男鹿らしさを感じ、その家々の味があるから。 

 ・家庭において作り方や味に違いがあり、地域性等も今も表現されている。 

 ・以前豊富に獲れていたものを利用した保存食として、飯ずし等は地域ならで

はのものと思える。 

 ・正月恒例のごちそうだから。  ・秋田の代表的な魚だから。 

○県南部 

 ・秋田県特有の食材だから。  ・秋田ならではの魚だから。 

赤漬け ○県北部 

 ・夏バテしないから。 

○県南部 

 ・夏の暑い時に酸味のあるごはんは食欲が出ます。 

 ・もち米、きゅうりの古漬け、赤しその葉、笹の葉、砂糖を混ぜて付けたも

の。お盆の時に食べる料理だった。 

 ・きゅうりを塩漬けしたものを煮こぼしてかける。赤しその葉を使ったもの。 
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納豆汁 ○県北部 

 ・若い人が作らなくなったから食べてほしい。 

○県南部 

 ・栄養も豊富で、冬場は体が温まるから。 

いぶりがっこ ○沿岸北部 

 ・色んなアレンジの仕方があって美味しいから。 

かすべ煮 ○沿岸北部 

 ・土崎で生まれ育ち、長年親しんだ食べ物だから。 

 ・土崎で一番食べられているから。 

けの汁／きゃのこ汁 ○県北部 

 ・若い人が作らなくなったから、食べてほしい。 

○沿岸北部 

 ・小正月に食べられていたけの汁は、女の正月と言い、炊事等女を休ませると

言われていた。 

 ・保存できるから。  ・色んな具材が入っているから美味しいです。 

なすの花ずし ○県南部 

 ・昔と天気や気温が違うので、良い野菜がなくなってきている。また年齢的に

体力にも限界があり、作れなくなった。 

山菜料理 ○全県域 

 ・少なくなっているからこそ、食べていってほしいから。 

 ・山菜がたくさん入っているから（煮染め）。 

 ・昔から食べてきたから。  ・自然のものだから。 

漬物 ○全県域 

 ・昔はチョロギを植えていた。赤しそで漬け込んでお正月に食べた。 

 ・ショウガと梅漬けを一緒に漬け込んだ保存食。 

 ・漬物は、食文化の伝承には必要だと思うから。 

 ・郷土食と言えるものではないかもしれないが、ぬか漬けや梅干しなど、自分

の家庭での作り方や味を継いできたから。健康にもよいから。 

その他 鶏卵、かやき、干し餅、かまぶく、笹巻き、稲庭うどん、しょっつる鍋 など 

 

■ 料理にまつわるエピソードや思い出があれば自由に記述してください。 

○ひいおばあちゃんが料理研究家で、40年くらい前にＮＨＫの「今日の料理」という番組で「鶏卵」を作り

全国放送された。 

○店がなかったので、山菜をとって食べたり、ヒメマスやフナ、エビなどを食べたりしていた。 

○ふきのとうの料理がありましたが、苦くて食べられませんでした。 

○夜ご飯の時に、きりたんぽかだまっこにするかでよく悩んだ。 
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○きりたんぽを作るときに鶏を絞めて毛をむしったけど締めが足りなくて、毛がない鶏が逃げていった。 

○今はハタハタずしを手作りする家庭も少なくなり、スーパーで買うことが多くなりました。近所の方から

いただいたり、ハタハタずしを作る“名人”のような面倒見の良いおばさんがいたり、今のような個人個

人の家庭じゃなくて、“つながり”のある時代だったな～と思い出しています。 

○醤油で煮たドジョウを弁当に入れていた。 

○干し餅を作ったときの切れ端を子どもの頃にもらって焼いて食べた思い出。 
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２ 詳細調査に係るアンケート 

前段のアンケート調査のほか、令和５年度には秋田県食生活改善推進協議会と秋田県農山漁村生活研究グル

ープ協議会の会員のうち、236名を対象に「秋田県の郷土食調査アンケート」を実施し、詳細調査対象の26の郷

土食について質問に答えていただいた。ここでは、各郷土食に関する設問とその結果、並びに自由記述として

「一番好きな、思い出に残っている郷土食」、「その郷土食が今後も継承されるために必要だと思うこと」の

一部を掲載する。（郷土食の名称や順番はアンケート作成・配布時のもので、自由記述は順不同である。） 

回収数 鹿角・北秋田 秋田 由利 仙北・平鹿 雄勝 

２３６ ４６名 ５７名 ４３名 ６３名 ２７名 

■ 次の郷土食について、知らない場合は☑を入れてください。 

 鹿角・北秋田 秋田 由利 仙北・平鹿 雄勝 回答数 

きりたんぽ鍋 ０名 ０名 ０名 ０名 １名 ２２６ 

だまこ鍋 ０名 ０名 ０名 ２名 ５名 ２２７ 

馬かやき（馬肉の煮付け） ０名 １８名 ２７名 ３６名 １２名 ２１７ 

納豆汁 ６名 ９名 ６名 ２名 ０名 ２２１ 

けの汁（きゃの汁） １０名 ９名 ２８名 ４１名 １６名 ２２２ 

とんぶり料理 ３名 １２名 １７名 １６名 ６名 ２１９ 

くまかやき（熊鍋） １４名 ２３名 ２８名 ４０名 １２名 ２０９ 

赤漬け（赤まんま） １０名 １０名 ２３名 ３１名 １４名 ２２３ 

こざき練り（あさづけ） １３名 ８名 １５名 ８名 ５名 ２２７ 

カスベ煮 ２名 ６名 ３名 ３名 ２名 ２２７ 

とろろめし ０名 ３名 ０名 １名 ２名 ２２９ 

しょっつる料理 ３名 ２名 １名 ５名 ３名 ２２４ 

ハタハタ寿司 ０名 ２名 ０名 ０名 １名 ２２７ 

干しうどん（乾めん） ３名 ３名 ０名 ５名 ０名 ２１４ 

松皮餅 ３０名 ２７名 ３名 ４２名 １０名 ２１１ 

（鱈の）子炒り １５名 ２３名 ６名 ２０名 ４名 ２０９ 

日の丸鍋（うさぎ鍋） ３０名 ３５名 ２９名 ３６名 １６名 ２１１ 

豆腐カステラ １１名 ４名 １１名 ３名 １名 ２１７ 

鯉料理 １０名 ９名 １１名 ４名 ０名 ２１３ 

寒天料理 ３名 １名 ０名 １名 １名 ２２２ 

いぶりがっこ ０名 ０名 ０名 ０名 ０名 ２２４ 

いものこ汁 ３名 ５名 ０名 ０名 ０名 ２２２ 

笹巻き（笹もち） ７名 ２名 １名 ０名 ０名 ２２１ 

かまぶく（炒りかまぼこ） １９名 １２名 １４名 ３６名 １３名 ２０９ 

なすの花寿司 １３名 ８名 １０名 ３名 １名 ２０９ 

ばっけ味噌 ３名 ４名 ４名 １名 ０名 ２１９ 
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 ２６の郷土食のうち、「知らない」と答えた割合が高かったのが、「日の丸鍋（うさぎ鍋）：146/211名」、

「くまかやき（熊鍋）：117/209名」、「松皮餅：112/211名」などで、回答者のいなかった能代山本地域を除

く各地域において、大きな偏りなく知られていない傾向であった。一方、「きりたんぽ鍋」や「だまこ鍋」、

「ハタハタ寿司」、「いぶりがっこ」などは、県内各地域において広く知られている郷土食だと言える。 

 

■ 次の郷土食について、当てはまるものに☑を入れてください。（複数回答あり） 

１ 手作りして食べる  ２ 買って食べる  ３ 今は食べない 

 鹿角・北秋田 秋田 由利 仙北・平鹿 雄勝 回答数 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

きりたんぽ鍋 33 17 0 33 26 1 16 26 1 19 34 9 10 9 3 ２３７ 

だまこ鍋 41 2 4 50 2 5 21 10 8 23 10 20 15 2 8 ２３１ 

馬かやき（馬肉の煮付け） 18 18 9 13 6 16 2 3 8 2 5 14 2 0 9 １２５ 

納豆汁 10 0 24 6 2 35 16 3 14 52 2 7 24 0 3 １９８ 

けの汁（きゃの汁） 13 2 20 31 1 14 7 0 7 4 1 11 4 0 3 １１８ 

とんぶり料理 11 24 6 11 20 10 5 10 8 9 22 11 3 9 7 １６６ 

くまかやき（熊鍋） 5 2 18 5 1 19 0 0 12 5 2 12 2 0 10 ９３ 

赤漬け（赤まんま） 6 6 21 22 11 13 9 1 8 7 6 14 3 2 7 １３６ 

こざき練り（あさづけ） 15 4 13 27 6 17 18 2 7 21 3 26 11 0 10 １８０ 

カスベ煮 22 8 12 23 11 18 20 6 11 16 20 24 10 6 8 ２１５ 

とろろめし 40 2 4 47 2 4 38 0 4 47 1 9 22 0 3 ２２３ 

しょっつる料理 23 2 16 36 3 16 31 5 4 29 7 17 12 3 7 ２１１ 

ハタハタ寿司 12 15 17 28 12 16 8 21 12 16 32 11 7 10 8 ２２５ 

干しうどん（乾めん） 8 30 0 8 40 2 2 36 0 6 45 2 3 22 0 ２０４ 

松皮餅 0 3 10 0 9 13 2 32 4 1 5 6 0 7 7 ９９ 

（鱈の）子炒り 15 3 9 19 2 6 31 2 3 20 6 7 14 0 4 １４１ 

日の丸鍋（うさぎ鍋） 1 1 11 1 0 11 0 0 12 3 1 15 1 1 7 ６５ 

豆腐カステラ 1 18 10 6 31 14 1 22 5 7 38 12 2 17 5 １８９ 

鯉料理 3 13 18 8 9 26 3 8 16 7 32 13 3 15 7 １８１ 

寒天料理 26 4 9 45 8 7 31 6 4 45 8 7 20 1 3 ２２４ 

いぶりがっこ 5 39 0 3 48 4 2 35 5 18 38 4 6 17 1 ２２５ 

いものこ汁 34 1 6 39 2 6 39 1 1 57 2 1 24 2 0 ２１４ 

笹巻き（笹もち） 10 13 12 25 15 13 20 17 3 21 27 12 11 9 4 ２１２ 

かまぶく（炒りかまぼこ） 1 19 5 8 12 17 4 13 9 0 8 9 1 2 7 １１５ 

なすの花寿司 0 13 13 1 19 21 2 12 21 12 33 12 5 12 5 １７４ 

ばっけ味噌 26 7 8 24 5 20 19 7 9 39 8 12 13 1 9 ２０７ 
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 郷土食ごとに回答数にばらつきはあるが、①地域によって特徴が異なるもの、②基本は手作りして食べるも

の、③むしろ買って食べるものなど、様々な傾向が見られた。①の例としては、「きりたんぽ鍋」や「納豆

汁」、「鯉料理」が挙げられる。鹿角・北秋田、秋田はたんぽやスープを手作りして食べる傾向がある一方、

それ以外では買って食べる傾向が見られた。納豆汁や鯉料理は主に県南部で買って食べられており、それ以外

では少ない傾向が見られた。②の例としては、「けの汁（きゃの汁）」や「こざき練り（あさづけ）」、「寒

天料理」などが挙げられる。寒天料理は、地域に関係なく、卵や牛乳、フルーツ、サラダ、コーヒー、くるみ

など様々なものを入れて作られている。③の例としては、「豆腐カステラ」や「いぶりがっこ」、「なすの花

寿司」などが挙げられる。特にいぶりがっこは製造するのに技術を要するためと考えられる。①～③以外の特

徴として、「だまこ鍋」は各地域において作って食べる割合が、同じ鍋料理の「きりたんぽ鍋」よりも高く、

より日常食として食べられていると考えられる。 

 

■ 「一番好き、思い出に残っている郷土食」と「今後も継承されるために必要だと思うこと」 

                              （※文章は原文ママで掲載） 

赤漬け／赤ずし ○家で作る人は高齢化などで目にすることもなくなってきた。積極的に店に出し

て目に触れたり食べる機会を作ったりしていくこと。 

けいらん ○手間のかかる料理のためなかなか難しい。白い団子は不祝儀だけのものでした

が、お祝いでも使えるよう紅白のおもちにして食べる機会を多くする。 

きりたんぽ鍋 ○米食が受け入れられること。若い世代が食べる！作る！機会の提供の継続。 

○集まりがあったら作って皆さんで食するようにしたら続くのでは？ 

○若い人に教えてあげるなどＰＲ。地域で食べる機会を作る。 

○調理実習としての伝達講習。食育のメニューとして伝えていく。 

○学校でも料理作りをして、子どもたちに伝えていく。 

○作る人がいても食べてくれる家族が少なくなり、人口が減っていくのが（県内

全体）残念です。 

○秋田県内での継承では、学校での食育（なべっこ）などの実施。また、県外の

人へも知ってもらうため、贈答したり、手軽に調理できる加工品の開発やおみ

やげを贈ったりするといいと思う。 

だまこ鍋 ○若い世代に伝えていく。若い世代がおいしい作り方をマスターする。 

○郷土料理教室の開催、スーパーで積極的に販売およびイベントを行う。 

○我が家の味として母から娘へと伝えている。手軽に手に入る材料で作れると思

う。何かの行事（家族）の時は鍋を囲んで団らんです。 

○若い世代が自ら作って食べる習慣を維持できるために、幼児から食べて味を覚

えてもらう必要があると思います。 

○家庭で伝えるのは限りあり。教育現場で地域の方の協力を得て作る（作り方を

映像で見せる、給食に入れる等）。 
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かすべ煮 ○郷土食は地域の行事や、こよみ事に結びついている場合が多い。その地域に人

が住み、行事や組織の継承が必要。 

けの汁／きゃのこ汁 ○郷土を離れていく子供達にも味が継承されることを願っているから、時々作っ

ている。 

○山菜のいっぱい入った汁で、この先山に行ってとる後継者がいなくなるのかな

と思いつつ、山菜採りが好きな人が続けばなぁと心配です。 

○若い人達と一緒に作る時間をつくる。採れる時期や記念日などに作って、家族

や仲間などと食べる習慣をつけたらいかがですか？ 

○若い人が自分で作れるような講習。インスタントだけではなく。イベントでの

試食会または作り方のレシピ公開。 

とろろ汁 ○定期的に食する機会を設けたり、次世代への継承のためのレシピ集や、現代の

生活に取り入れやすい工夫をしたり、新しい郷土食を広げていく事が必要だと

感じる。あとは、お互いを否定せず肯定し合う、食の世代間交流などがあれば

よいと思う。 

なすの花ずし ○すばらしい漬物です。是非継承していってほしい。手間がかかる漬物なので、

作り方を伝授する研修があれば良いのでは。 

○亡き母がよく作ってくれました。今は教えてもらい私が作っています。娘にも

教えて代々続けていくつもりです。 

○母が生前作っていたので私も作ってみたくやってみたが、作るたびに味が違っ

て、母から聞いておけばよかったと思いました。 

○母から教えてもらい、娘に教えて、孫も作れるようになりました。次に伝える

ことが大切だと思います。 

ハタハタずし ○ハタハタ不漁で心配です。海水温が高いからでしょうか。 

○もう少し多く捕れるようになり、いつでも食べられるようになりたい。 

○町内の婦人会などで伝える。歴史を続けたい。 

○30年以上前からお正月に向けて作ります。家族が喜ぶのが励みになります。最

近はハタハタがとれなくなって、作り続けられるか心配です。 

○ハタハタを安定的にとれるように漁獲量を制限。 

なまこ酢 ○お盆・お正月など遠くにいる家族が集まった時に食べることだと思います。 

ホオの葉きな粉ごはん ○その地区でみんなの思い出や伝達料理を出し合って全員で会食を行うと良い。 

のり巻 

巻き寿司 

○今は寒天ものり巻も運動会では見ることがなくなり、代わりにスパゲティー・

唐揚げが主役です。食生活の変化が感じられますが、お盆、お祭り等で作り、

子供達に覚えてもらいたいものです。 

○自分で作れるうちは行事などに合わせて作って食べてもらおうと思っている。 

まきより 

（ごま・あずき） 

○作り方の講習やテキストを定期的に行ってほしい。 
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みずのたたき ○学校の給食等での提供、イベントなどでの提供。各種講習会等で取り入れる。 

○子どもの時から食育していくことが大切だと思います。 

干しうどん ○家庭はもとより、学校の給食などに取り入れてほしい！ 

寒天 ○子供の頃、親に作ってもらい食べた味を、自分の子ども達に食べてもらい「親

の味」として残し、代々伝わっていくとよいと思う。 

○寒天はＴＶでもかなり広まったが「甘い」という感想が多いので、子ども達が

食べやすいような味にして、長く続けられる健康食品として継承してほしい。 

鯉料理／鯉の甘煮 

 

○子や孫に食べさせてあげること。 

○イベントなどで、郷土食に出会う機会を増やす。 

○食べ続けること…でしょうか。 

笹巻き／笹もち ○親→自分→子ども達→孫と、季節になったら一緒に作っていく。 

○経験者を囲んでの講習会等が大事ではないでしょうか。 

○その地区でみんなの思い出や伝達料理を出し合って全員で会食を行うと良い。 

○給食などで子供の頃から郷土食を覚えさせる事も必要だと思います。自分の子

供の頃は学校で一緒に作って食べたりしたのを今でも覚えています。 

○母から教えてもらい、娘に教えて、孫も作れるようになりました。次に伝える

ことが大切だと思います。 

○笹の時期になると母が作ってくれたものを、大人になってからは一緒に作った

りしたので、そうやって作り方を伝えていくことが大事だと思う。 

○作り方の講習やテキストを定期的に行ってほしい。 

山菜料理 ○日常的に食卓に出されれば食べれると思う。 

○料理実習の回数を重ね、伝達していくことが必要と思われる。 

豆腐カステラ ○食生活改善推進協議会の会合があるときなど、調理に加える。 

○小さい頃、親や祖母の手作りの品・おやつはこの歳になると懐かしく思い出し

ます。すぐに芽は出なくても日本食として残して伝承するべきと思います。 

納豆汁 ○地域で食の大切さと郷土食の良さを伝えていくことが大事と思います。 

○家庭で時々作り味わう。研修会にて取り上げて伝承する。 

○自分が作り、次世代が食べる。さらに次世代が作り、その次へというように、

つないでいくことが大切だと思います。 

○若い人たちが美味しく食べて、楽しく作れる場を、双方が交流を図って増やし

ましょう。 

○郷土食を残そうと思う意識を持つこと。 
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伝え継ぐ 日本の家庭料理』聞き書き調査報告書』 平成26年（2014） 

・一般社団法人日本調理科学会編 『伝え継ぐ日本の家庭料理 小麦・いも・豆のおやつ』 一般社団法人農

山漁村文化協会 平成30年（2018） 

・江原絢子、石川尚子 『日本の食文化－その伝承と食の教育－』 株式会社アイ・ケイ・コーポレーション 

平成21年（2009） 

・江原絢子編著 『日本食の文化 原始から現代に至る食のあゆみ』 株式会社アイ・ケイ・コーポレーショ

ン 令和３年（2021） 

・太田雄治 『あきたたべもの民俗誌』 秋田魁新報社 昭和47年（1972） 

・男鹿半島まるごと博物館協議会 『男鹿半島の家庭におけるしょっつる作りと活用方法に関する調査報告

書』 平成22年（2010） 

・鹿角市歴史民俗資料館 『鹿角の家庭・郷土料理 けの汁・けいらん』 鹿角市歴史民俗資料館調査資料１ 

平成31年（2019） 

・角川春樹 『味のふるさと① 秋田の味』 角川書店 昭和52年（1977） 

・金足地区「歴史・自然・文化」保存継承事業実行委員会 『もっと知りたい金足の風景』 秋田市金足地区

振興会 令和５年（2023） 

・株式会社文化科学研究所 『令和２年度「日本の食文化等実態調査」報告書』 令和３年（2021） 

・『月刊 専門料理 １１月号』 柴田書店 令和４年 

・公益財団法人秋田県老人クラブ連合会 『伝承!おばあちゃんの味』 公益財団法人秋田県老人クラブ連合会 

平成29年（2017） 

・今野宏 「秋田の味覚 鰰寿司」『あきた経済』No.513,21-22 一般財団法人秋田経済研究所 令和４年

（2022） 

・佐藤艶子 『四季の漬け物と保存食』 日東書院 昭和46年（1971） 
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・杉本勇人、塚本研一 「しょっつるの歴史と将来」『秋田県総合食品研究センター報告』 Vol.19,57-66 

平成 29年（2017） 

・鈴木志保子 『日本からみた世界の食文化－食の多様性を受け入れる－』 第一出版 令和３年（2021） 

・永沢碧衣 『味の箱船絵本シリーズ ハタハタ、け』 一般社団法人日本スローフード協会 令和４年

（2022） 

・成瀬宇平 『47都道府県・伝統食百科』 丸善株式会社 平成21年（2009） 

・農山漁家生活改善実行グループ秋田県連絡協議会 『あきたのつけものと保存食』 秋田活版印刷 昭和50

年（1975） 

・農山漁家生活改善実行グループ秋田県連絡協議会 『－農家の手づくり－あきたの味』 秋田活版印刷 昭

和54年（1979） 

・能代市観光産業部農業振興課編 『じっぱり、け 能代市地産地消レシピ集』 無明社出版 平成28年

（2016） 

・文化庁文化財部伝統文化課 『平成28年度伝統的生活文化実態調査事業報告書【郷土食】』 株式会社ＴＥ

Ｍ研究所 平成29年（2017） 

・森吉町役場総務課編 「伝えます おらほの味っこ（全30回）」『広報 もりよし』 No.389～415,417～

419,421 秋田県北秋田郡森吉町 平成２～４年（1990～1992） 

・よこてごっつぉお膳実行委員会編 『秋田県横手市 台所だより』 平成26年（2014） 
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